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一

咸
宜
園
開
塾
二
百
年
記
念
事
業

記
念
講
演
会
（
平
成
二
十
九
年
二
月
十
九
日
開
催
）
講
演
録

偉
大
な
る
教
師
―
広
瀬
淡
窓
と
吉
田
松
陰

海
原

徹

は
じ
め
に

只
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
海
原
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
、
講
演
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ

ま
し
た
と
お
り
、
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
有
名
私
塾
、
咸
宜
園
と
松
下
村
塾
を
主
宰
し
た
二
人

の
偉
大
な
る
教
師
、
広
瀬
淡
窓
と
吉
田
松
陰
を
取
り
上
げ
て
、
お
話
申
し
上
げ
ま
す
。

私
に
与
え
ら
れ
た
時
間
は
、
お
よ
そ
一
時
間
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
お
手
元
に
お
配
り
し

た
レ
ジ
ュ
メ
で
予
告
し
た
一
三
の
項
目
を
、
す
べ
て
詳
し
く
ご
説
明
す
る
こ
と
は
、
多
分
出
来

か
ね
る
か
と
存
じ
ま
す
。
な
る
べ
く
順
序
立
て
、
過
不
足
な
い
よ
う
に
お
話
申
し
上
げ
る
つ
も

り
で
す
が
、
時
間
の
関
係
上
、
資
料
参
照
と
い
う
か
た
ち
で
、
適
宜
お
話
を
端
折
り
、
説
明
を

取
捨
す
る
こ
と
も
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
。
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
は
、
よ
ろ
し
く
ご
容
赦
の
ほ
ど
願

い
上
げ
ま
す
。

な
お
、
省
略
し
た
部
分
は
、
あ
と
で
、
お
手
元
の
レ
ジ
ュ
メ
で
ご
確
認
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
１
）
生
・
没
年
と
出
自
・
身
分

広
瀬
淡
窓
は
、
天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
四
月
一
一
日
、
豊
後
日
田
郡
御
幸
通
豆
田
魚
町
の

掛
屋
・
八
軒
士
、
広
瀬
三
郎
右
衛
門
の
長
男
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
幼
名
は
寅
之
助
、
修
業

時
代
は
一
時
玄
簡
、
長
じ
て
求
馬
と
称
し
ま
す
。
よ
く
知
ら
れ
た
淡
窓
と
い
う
呼
び
名
は
そ
の

号
で
あ
り
、
文
政
元
（
一
八
一
八
）
年
、
三
七
歳
の
頃
か
ら
使
い
始
め
た
よ
う
で
す
。

早
く
か
ら
健
康
に
恵
ま
れ
ず
、
成
人
し
て
か
ら
も
大
病
を
繰
り
返
し
、
病
床
に
伏
す
こ
と
の

多
か
っ
た
淡
窓
で
す
が
、
晩
年
は
、
体
調
も
や
や
安
定
し
、
概
し
て
無
難
な
老
年
時
代
を
過
ご

し
て
い
ま
す
。
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
一
一
月
一
日
没
、
享
年
七
五
歳
。
平
均
寿
命
四
○
歳

そ
こ
そ
こ
の
当
時
と
し
て
は
驚
異
的
な
長
寿
を
全
う
し
た
人
で
す
。

吉
田
松
陰
は
、
文
政
一
三
（
一
八
三
○
）
年
八
月
四
日
、
萩
藩
の
無
給
通
士
（
二
六
石
）
杉

百
合
之
助
の
次
男
と
し
て
長
門
萩
城
下
松
本
村
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
名
は
生
年
の
寅
年
に
ち

な
み
虎
之
助
、
長
じ
て
大
次
郎
、
松
次
郎
、
寅
次
郎
な
ど
と
称
し
ま
す
。

五
歳
の
と
き
、
父
方
の
叔
父
吉
田
大
助
、
大
組
士
山
鹿
流
兵
学
師
範
（
五
七
石
）
の
養
子
と

な
り
、
六
歳
で
こ
の
家
を
継
ぎ
ま
す
が
、
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
一
二
月
、
二
三
歳
の
と
き
、

藩
許
を
得
ず
に
出
発
し
た
東
北
脱
藩
行
を
咎
め
ら
れ
士
籍
削
除
、
浪
人
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

人
口
に
膾
炙
し
た
松
陰
と
い
う
呼
び
名
は
、
幾
つ
か
あ
っ
た
号
の
一
つ
で
あ
り
、
脱
藩
行
の
罪

で
国
元
萩
へ
送
還
さ
れ
、
藩
の
裁
き
を
待
つ
自
宅
謹
慎
中
に
使
い
始
め
た
も
の
で
す
。

安
政
六
（
一
八
五
二
）
年
五
月
、
井
伊
大
老
の
安
政
大
獄
で
江
戸
檻
送
と
な
り
、
一
○
月

二
七
日
、
老
中
間
部
詮
勝
暗
殺
計
画
の
罪
で
刑
死
、
僅
か
三
○
歳
と
い
う
若
さ
で
世
を
去
り
ま

す
。
同
時
代
を
生
き
た
二
人
で
す
が
、
松
陰
は
、
淡
窓
よ
り
四
八
年
遅
く
生
ま
れ
て
お
り
、
実

に
半
世
紀
近
く
の
年
齢
差
が
あ
り
ま
す
。
世
代
的
に
は
、
祖
父
と
孫
の
よ
う
な
関
係
と
い
え
ま

す
。

（
２
）
生
い
立
ち
、
家
庭
環
境
、
学
歴

正
確
な
理
由
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
淡
窓
は
、
二
歳
か
ら
六
歳
ま
で
生
家
を
離
れ
、
堀
田
村

で
秋
風
庵
を
営
ん
で
い
た
伯
父
月
化
（
平
八
）
の
元
で
大
切
に
育
て
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
俳
諧

の
分
野
で
第
一
人
者
、
日
田
有
数
の
文
人
と
し
て
知
ら
れ
た
こ
の
伯
父
の
存
在
は
大
き
く
、
早

く
か
ら
読
み
書
き
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
本
格
的
な
勉
強
は
、
生
家
に
戻
っ
た
頃

か
ら
で
す
。
初
め
能
書
家
で
知
ら
れ
た
父
三
郎
右
衛
門
や
長
福
寺
の
法
幢
上
人
、
や
が
て
椋
野

玄
俊
や
頓
宮
四
極
ら
の
先
生
に
学
ん
で
い
ま
す
。
寛
政
二
（
一
八
八
○
）
年
、
九
歳
の
頃
、
日

田
に
現
れ
た
久
留
米
の
浪
人
松
下
勇
馬
（
西
洋
）
に
師
事
し
ま
す
。
九
州
三
才
の
一
人
と
い
わ

れ
た
高
名
な
学
僧
、
竹
田
村
広
圓
寺
の
法
蘭
上
人
の
門
を
叩
い
た
の
も
、
同
じ
頃
で
す
。

叔
父
大
助
の
死
後
、
六
歳
で
吉
田
家
の
当
主
と
な
っ
た
松
陰
は
、
山
鹿
流
兵
学
師
範
、
藩
校

明
倫
館
教
授
に
な
る
た
め
の
猛
烈
な
個
人
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
て
い
ま
す
。
初
め
父
百
合
之
助
や

叔
父
玉
木
文
之
進
、
や
が
て
藩
か
ら
任
命
さ
れ
た
大
勢
の
代
理
教
授
者
や
家
学
後
見
人
ら
に
つ

い
て
学
び
ま
す
。
山
鹿
流
兵
学
だ
け
で
な
く
、
長
沼
流
兵
学
、
荻
野
流
砲
術
、
西
洋
陣
法
な
ど

も
学
ん
で
お
り
ま
す
。

な
お
、
彼
に
は
明
倫
館
へ
の
入
学
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
正
月
、

九
歳
で
家
学
教
授
見
習
と
し
て
出
仕
、
以
後
、
ず
っ
と
教
師
の
身
分
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ

ま
す
。



二

（
３
）
遊
学
経
験
、
行
動
半
径
の
違
い

生
来
病
弱
な
淡
窓
は
、
七
五
年
の
生
涯
を
通
じ
、
九
州
の
北
半
分
を
数
回
旅
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
馬
関
よ
り
先
の
地
へ
足
を
延
ば
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
国
の
情
報
は
、
諸

国
を
旅
し
た
友
人
知
己
や
全
国
各
地
か
ら
来
る
塾
生
た
ち
か
ら
聞
き
、
幕
閣
や
海
外
の
最
新
情

報
は
、
日
田
代
官
所
経
由
で
入
手
し
て
お
り
ま
す
。

遊
学
経
験
も
極
め
て
少
な
く
、
十
代
半
ば
の
頃
、
二
度
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
寛
政
七
（
一
七

九
五
）
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
、
佐
伯
城
下
の
藩
校
四
教
堂
で
教
え
て
い
た
松
下
西
洋
に
つ
い

て
学
び
、
ま
た
寛
政
九
年
正
月
か
ら
一
一
年
一
二
月
ま
で
、
福
岡
藩
儒
亀
井
昭
陽
に
教
え
を
乞

う
て
お
り
ま
す
。
一
四
歳
の
佐
伯
遊
学
は
四
カ
月
ほ
ど
で
終
わ
り
ま
す
が
、
一
六
歳
か
ら
一
八

歳
ま
で
の
福
岡
遊
学
も
、
火
事
で
師
家
が
焼
失
す
る
事
故
や
疫
病
流
行
を
恐
れ
て
数
カ
月
間
帰

郷
す
る
な
ど
の
空
白
が
あ
り
、
実
際
に
在
塾
し
た
の
は
、
二
年
足
ら
ず
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
両

度
の
遊
学
を
合
わ
せ
、
た
か
だ
か
二
年
余
の
短
期
間
で
す
。

松
陰
は
、
嘉
永
三
（
一
八
五
○
）
年
八
月
、
二
一
歳
の
と
き
に
試
み
た
九
州
遊
歴
か
ら
七
年

三
月
の
ア
メ
リ
カ
密
航
計
画
、
い
わ
ゆ
る
下
田
踏
海
事
件
ま
で
、
僅
か
四
年
足
ら
ず
の
間
に
、

大
小
七
回
の
遊
学
を
経
験
し
て
お
り
、
そ
の
足
跡
は
、
北
は
津
軽
半
島
の
竜
飛
崎
か
ら
、
南

は
九
州
の
長
崎
、
島
原
半
島
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。
残
さ
れ
た
旅
日
記
に
よ
れ
ば
、
総
計

二
三
六
二
・
五
里
、
す
な
わ
ち
九
四
五
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
日
本
列
島
を
一
往
復
半
す
る
く
ら

い
の
長
い
距
離
と
な
り
ま
す
。
松
陰
が
海
防
問
題
を
論
ず
る
と
き
、
自
ら
の
足
で
歩
き
、
目
と

耳
で
見
聞
し
た
情
報
を
ふ
ん
だ
ん
に
織
り
込
み
、
話
に
説
得
力
が
あ
り
、
授
業
が
面
白
か
っ
た

と
い
う
の
も
納
得
が
い
き
ま
す
。

（
４
）
な
ぜ
教
師
に
な
っ
た
の
か

広
瀬
家
の
長
男
と
し
て
家
業
を
継
ぐ
こ
と
を
周
囲
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
淡
窓
で
す
が
、
十

代
後
半
の
頃
は
、
病
気
が
ち
で
た
え
ず
医
者
に
か
か
り
、
ほ
と
ん
ど
半
病
人
の
状
態
で
し
た
か

ら
、
も
は
や
誰
の
目
に
も
家
業
を
継
ぐ
の
は
無
理
、
天
領
日
田
は
も
と
よ
り
、
全
国
各
地
を
駆

け
巡
る
御
用
商
人
の
よ
う
な
激
職
は
務
ま
ら
な
い
こ
と
が
明
白
で
し
た
。

亀
井
塾
か
ら
戻
っ
た
頃
の
淡
窓
は
、
初
め
医
師
、
そ
れ
も
比
較
的
容
易
な
眼
科
医
に
な
ろ
う

と
し
ま
し
た
が
、
良
師
に
恵
ま
れ
ず
、
早
々
に
断
念
し
ま
す
。
体
調
が
よ
く
な
る
と
、
時
お
り

周
囲
の
人
び
と
に
教
え
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
本
職
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
上
洛
し
て
学
問
を
続
け
、
諸
藩
へ
の
仕
官
の
道
を
探
す
と
い
う
話
は
、
健
康
上
の
理
由

で
諦
め
、
ま
た
対
馬
藩
学
問
所
や
江
州
彦
根
藩
儒
官
の
口
も
家
族
の
反
対
な
ど
で
う
ま
く
い
か

ず
、
何
を
生
涯
の
仕
事
に
す
べ
き
か
、
し
ば
ら
く
悶
々
と
す
る
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。
た
ま

た
ま
出
会
っ
た
医
師
倉
重
湊
に
教
え
を
乞
い
、
君
の
行
く
べ
き
道
は
天
が
定
め
た
と
お
り
、
教

師
に
な
る
以
外
に
な
い
、「
儒
ト
為
ツ
テ
活
計
ニ
窮
セ
ハ
、
何
ソ
飢
エ
テ
死
セ
サ
ル
ヤ
」
と
の

一
喝
で
、つ
い
に
開
塾
を
決
断
し
ま
す
。
文
化
二
（
一
八
○
五
）
年
三
月
、二
四
歳
の
と
き
で
す
。

幼
少
時
か
ら
山
鹿
流
兵
学
師
範
の
家
を
継
ぎ
、
教
師
に
な
る
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
た

松
陰
に
は
、
職
業
選
択
の
自
由
な
ど
ま
っ
た
く
な
く
、
物
心
つ
い
た
と
き
か
ら
、
ひ
た
す
ら
教

師
に
な
る
た
め
の
勉
学
に
励
ん
で
い
ま
す
。
九
歳
で
家
学
教
授
見
習
、
一
○
歳
で
家
学
教
授

に
任
じ
た
頃
は
、
ま
だ
名
義
上
の
教
師
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
弘
化
五
（
一
八
四
八
）
年
正
月
、

一
九
歳
の
と
き
、
家
学
後
見
人
を
す
べ
て
解
か
れ
、
独
立
の
師
範
と
な
っ
て
い
ま
す
。
明
倫
館

兵
学
教
授
と
し
て
本
格
的
な
ス
タ
ー
ト
で
す
。

（
５
）
教
え
た
期
間
、
教
職
歴

文
化
二
（
一
八
○
五
）
年
三
月
一
六
日
、
二
四
歳
の
と
き
、
豆
田
町
の
長
福
寺
学
寮
を
借
り

て
開
塾
し
た
淡
窓
は
、
数
カ
月
後
に
は
魚
町
の
生
家
に
戻
り
、
南
家
後
園
の
土
蔵
を
教
室
と
し

て
教
え
始
め
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
一
時
の
仮
住
ま
い
で
あ
り
、
間
も
な
く
花
月
川

を
臨
む
大
阪
屋
林
左
衛
門
の
家
に
転
居
し
ま
す
。
八
畳
と
六
畳
の
二
間
を
あ
て
た
成
章
舎
と
称

す
る
塾
舎
で
す
。
こ
の
塾
舎
も
長
続
き
せ
ず
、
し
ば
ら
く
も
と
の
土
蔵
に
教
室
を
移
し
て
い
ま

す
が
、
文
化
四
（
一
八
○
七
）
年
五
月
、
長
福
寺
か
ら
東
へ
二
、三
○
メ
ー
ト
ル
入
っ
た
地
に

桂
林
園
を
設
け
ま
し
た
。
文
化
一
四
年
二
月
、
三
六
歳
の
と
き
、
子
ど
も
時
代
を
過
ご
し
た
堀

田
村
の
秋
風
庵
に
隣
接
す
る
地
に
咸
宜
園
を
創
め
、
七
五
歳
で
没
す
る
ま
で
教
え
ま
し
た
。
長

福
寺
学
寮
時
代
か
ら
数
え
れ
ば
、
実
に
計
五
一
年
七
カ
月
の
長
き
に
及
ぶ
教
職
歴
で
す
。

弘
化
五
（
一
八
四
八
）
年
正
月
、
一
九
歳
で
兵
学
師
範
と
し
て
独
立
し
た
松
陰
は
、
藩
校
明

倫
館
で
教
鞭
を
執
り
、
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
一
二
月
の
士
籍
削
除
ま
で
約
四
年
間
在
籍
し

て
い
ま
す
が
、
途
中
、
九
州
や
江
戸
、
東
北
地
方
な
ど
、
諸
国
遊
歴
に
忙
し
く
、
実
際
に
兵
学

教
室
で
教
え
た
の
は
、
二
年
二
カ
月
余
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

松
下
村
塾
は
、
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
三
月
、
獄
舎
を
出
て
自
宅
閉
居
中
の
松
陰
が
、
秘

か
に
周
辺
の
人
び
と
を
対
象
に
教
え
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
教
室
は
、
初
め
生
家
の
一
室
を

あ
て
た
三
畳
半
の
幽
室
で
し
た
が
、
翌
四
年
一
一
月
に
は
、
も
と
厩
舎
を
修
復
し
た
八
畳
一
間

の
塾
舎
に
移
り
、
三
カ
月
後
に
は
こ
れ
を
増
築
し
て
、
今
の
一
八
畳
半
の
大
き
さ
と
な
っ
て
お
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り
ま
す
。
こ
の
間
、
塾
生
が
し
だ
い
に
増
加
し
、
塾
舎
が
手
狭
に
な
っ
た
た
め
で
す
。

安
政
五
年
七
月
二
○
日
、
家
学
教
授
が
公
許
さ
れ
、
幽
室
時
代
か
ら
続
い
た
お
上
の
目
を
憚

る
、
い
わ
ば
非
合
法
の
授
業
も
、
よ
う
や
く
陽
の
目
を
み
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
一
二
月
末

に
は
、
早
く
も
野
山
再
獄
と
な
り
、
閉
塾
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。
結
局
、
松
陰
が
村
塾
で
教

え
た
の
は
、
幽
室
時
代
を
ふ
く
め
二
年
一
○
カ
月
余
、
そ
れ
以
前
の
明
倫
館
教
授
と
し
て
の
在

職
期
間
を
合
わ
せ
て
も
、
計
五
年
余
の
教
師
経
験
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
半
世
紀
を
超
え
る
淡
窓

の
教
職
歴
と
は
雲
泥
の
相
違
で
す
。

（
６
）
二
人
の
接
点
、
出
会
い
を
阻
ん
だ
も
の

も
と
萩
藩
士
の
松
陰
が
、
嘉
永
七
（
一
八
五
四
）
年
三
月
二
七
日
、
国
禁
を
犯
し
て
ア
メ
リ

カ
密
航
を
企
て
た
、
い
わ
ゆ
る
下
田
踏
海
事
件
は
、
朝
野
の
耳
目
を
驚
か
せ
た
大
事
件
で
あ
り
、

す
ぐ
に
全
国
各
地
に
喧
伝
さ
れ
ま
し
た
。
天
領
日
田
の
地
に
も
、
公
私
両
面
の
ル
ー
ト
で
伝
え

ら
れ
、
早
々
と
淡
窓
が
耳
に
し
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

欧
米
列
強
の
圧
倒
的
な
軍
事
力
を
み
れ
ば
、
幕
府
の
祖
法
、
鎖
国
政
策
を
こ
の
ま
ま
継
続
す

る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
と
考
え
る
淡
窓
は
、
開
国
の
要
求
を
拒
否
、
戦
火
に
焼
か
れ
焦
土

と
化
し
て
も
断
固
戦
う
べ
し
と
叫
ぶ
鎖
国
攘
夷
を
書
生
の
暴
論
と
し
て
退
け
、今
は
開
国
和
親
、

交
易
の
道
を
歩
む
べ
き
と
唱
え
て
い
ま
し
た
。
幕
府
の
開
国
路
線
を
積
極
的
に
支
持
す
る
立
場

で
あ
り
、
海
外
遊
学
を
め
ざ
す
松
陰
の
行
動
は
、
国
法
を
犯
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
な
り
に
評

価
で
き
る
壮
挙
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
終
始
沈
黙
し
、
感
想
め
い
た
こ

と
も
一
切
口
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
永
年
に
及
ぶ
塩
谷
代
官
と
の
確
執
に
悩
ま
さ
れ
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
官
府
の
塾
経
営
へ
の
関
与
を
嫌
い
、
政
治
的
問
題
に
関
す
る
発
言
に
は
、
と
く
に

慎
重
で
あ
っ
た
淡
窓
ら
し
い
反
応
で
す
。
事
件
に
言
及
す
れ
ば
、
黒
船
来
航
を
め
ぐ
り
、
攘
夷

か
開
国
か
で
対
立
し
て
い
る
ホ
ッ
ト
な
政
治
的
議
論
に
巻
き
込
ま
れ
か
ね
な
い
、
そ
れ
が
官
府

と
の
新
し
い
も
め
事
の
種
に
な
る
こ
と
を
怖
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
、
こ
の
件

に
つ
い
て
は
、
奇
妙
な
く
ら
い
無
関
心
の
姿
勢
を
一
貫
し
て
お
り
ま
す
。

松
陰
が
九
州
遊
歴
を
試
み
た
頃
、
防
長
二
国
か
ら
日
田
へ
の
遊
学
生
は
す
で
に
一
五
○
人
近

く
を
数
え
て
お
り
、
萩
城
下
か
ら
も
沢
山
の
来
学
者
が
あ
り
ま
し
た
。
若
い
好
奇
心
旺
盛
な
松

陰
が
こ
う
し
た
動
き
に
無
関
心
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
帰
国
し
た
卒
業
生
を
通
じ
て
、
淡
窓
や

咸
宜
園
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

松
陰
自
身
は
、
嘉
永
三
（
一
八
五
○
）
年
夏
の
九
州
遊
歴
、
三
年
後
の
六
年
秋
、
ロ
シ
ア
軍

艦
を
求
め
て
江
戸
と
長
崎
を
往
復
し
た
時
、
何
度
も
日
田
の
近
く
を
通
過
し
て
い
ま
す
が
、
咸

宜
園
に
淡
窓
を
訪
ね
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
九
州
遊
歴
の
さ
い
、
松
陰

が
教
え
を
乞
う
た
佐
賀
の
草
場
珮
川
や
長
崎
の
高
島
浅
五
郎
ら
は
か
ね
て
淡
窓
と
親
し
く
、
ま

た
長
崎
で
は
、
咸
宜
園
で
数
年
間
学
び
、
月
旦
二
権
八
級
下
、
権
舎
長
で
卒
業
し
た
佐
藤
謙
太

郎
を
訪
ね
て
お
り
、
そ
の
都
度
、
淡
窓
や
咸
宜
園
が
話
題
に
な
っ
た
こ
と
は
、
十
分
う
か
が
え

ま
す
。
旅
に
出
て
新
し
い
国
に
入
る
と
、
真
っ
先
に
、
そ
の
地
の
名
士
の
門
を
叩
き
、
意
見
を

交
わ
す
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
た
松
陰
が
、
日
田
を
素
通
り
す
る
と
は
、
い
さ
さ
か
理
解
に

苦
し
む
行
動
で
す
が
、
あ
る
い
は
淡
窓
を
詩
文
に
優
れ
て
い
る
が
、
時
事
問
題
に
は
疎
い
文
人
・

学
者
の
タ
イ
プ
と
み
て
、
あ
え
て
接
触
を
避
け
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

淡
窓
に
は
無
関
心
を
装
っ
た
松
陰
で
す
が
、
大
坂
で
開
塾
し
て
い
た
弟
旭
荘
（
謙
吉
）、
下

田
踏
海
の
挙
を
共
に
し
、
獄
中
で
死
ん
だ
金
子
重
之
助
を
悼
む
詩
を
寄
せ
た
彼
に
は
、
早
く
か

ら
強
い
親
近
感
を
抱
き
、
同
志
の
一
人
と
見
て
お
り
ま
す
。
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
二
月
、

萩
城
下
に
旭
荘
が
来
た
と
き
に
は
大
い
に
喜
び
、
そ
の
意
見
を
藩
政
改
革
に
役
立
て
る
よ
う
に

進
言
し
て
い
ま
す
が
、
獄
中
の
松
陰
に
は
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

（
７
）
学
塾
の
性
格
、
タ
イ
プ

幕
府
昌
平
校
や
諸
藩
藩
校
な
ど
の
官
・
公
立
学
校
が
な
お
未
発
達
な
時
代
に
封
建
教
育
を
実

質
的
に
担
っ
た
の
は
、
民
間
在
野
の
私
塾
で
す
。
幕
藩
体
制
の
維
持
・
運
営
に
必
要
な
さ
ま
ざ

ま
な
人
材
、
と
り
わ
け
政
治
の
枢
要
に
連
な
る
上
級
武
士
、
専
門
的
な
学
者
、
高
級
医
師
な
ど

の
育
成
は
、
す
べ
て
私
塾
と
い
う
教
育
の
場
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
私
塾
は
官
・

公
立
学
校
の
代
替
物
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
伊
藤
仁
斎
の
古
義
堂
や
中
江
藤
樹
の
藤
樹
書
院

な
ど
、
も
っ
と
も
早
く
登
場
し
た
私
塾
で
す
。

時
代
が
下
が
り
、
官
・
公
立
学
校
が
し
だ
い
に
整
備
、
充
実
さ
れ
て
く
る
と
、
今
度
は
私
塾

が
そ
の
周
辺
や
空
白
を
埋
め
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
入
学
資
格
の
な
い
他
国
人

や
農
・
町
民
に
広
く
門
戸
を
開
放
、
ま
た
朱
子
学
中
心
の
漢
学
だ
け
で
な
く
、
国
学
や
蘭
学
な

ど
諸
学
を
教
授
し
た
の
も
、
や
は
り
私
塾
で
す
。
要
す
る
に
、
官
・
公
立
学
校
の
欠
落
部
分
を

補
い
、
封
建
教
育
を
全
体
と
し
て
実
り
あ
る
も
の
に
し
た
と
い
う
意
味
で
、
私
塾
は
そ
の
補
完

物
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
江
戸
中
期
以
後
、
全
国
各
地
に
登
場
し
た
多
く
の
私
塾
が
こ
の
タ
イ

プ
で
あ
り
、
咸
宜
園
は
、
そ
の
代
表
例
で
し
た
。

幕
末
期
に
な
る
と
、
単
な
る
代
替
物
や
補
完
物
に
飽
き
足
ら
ず
、
学
校
革
新
の
一
種
と
し
て
、
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既
成
の
学
校
体
制
に
対
抗
す
る
、
い
わ
ば
反
対
物
に
傾
斜
す
る
私
塾
が
出
て
き
ま
し
た
。
政
治

結
社
的
私
塾
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
官
・
公
立
学
校
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
し
ば
し
ば
そ
の
反

対
物
で
し
た
。

そ
の
先
駆
は
、
お
そ
ら
く
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
二
月
、
大
塩
平
八
郎
の
乱
へ
多
く
の
塾

生
を
送
り
込
ん
だ
大
坂
天
満
の
洗
心
洞
塾
あ
た
り
に
遡
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
代
表
例
は
、
や

は
り
吉
田
松
陰
の
松
下
村
塾
で
し
ょ
う
。
幽
室
時
代
か
ら
数
え
て
、
僅
か
三
年
足
ら
ず
の
短
期

間
に
、
高
杉
晋
作
や
久
坂
玄
瑞
ら
、
幕
末
維
新
史
を
彩
る
多
く
の
政
治
的
人
間
、
い
わ
ゆ
る
志

士
の
輩
出
を
結
果
し
た
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
す
。

（
８
）
何
の
た
め
に
学
ぶ
か
、
人
づ
く
り
論

咸
宜
、
こ
と
ご
と
く
皆
宜
し
い
と
い
う
塾
名
が
端
的
に
物
語
る
よ
う
に
、
淡
窓
は
、
す
べ
て

の
人
を
大
い
な
る
天
命
を
受
け
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
潜
在
的
な
能
力
を
約
束
さ
れ
た
代
理
不
可
能

の
存
在
で
あ
る
と
み
て
い
ま
す
。
各
人
の
賢
愚
や
才
不
才
の
違
い
を
、
す
べ
て
掛
け
替
え
の
な

い
個
性
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
で
あ
る
と
肯
定
的
に
と
ら
え
、
教
師
の
仕
事
は
、
そ
う
し
た
能

力
を
う
ま
く
引
き
出
し
、
十
分
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。

咸
宜
園
の
三
奪
法
、
年
齢
の
大
小
で
な
く
「
入
門
の
先
後
」、
学
識
の
有
無
で
な
く
「
課
程

の
多
少
」、
階
級
の
上
下
で
な
く
「
月
旦
の
高
下
」、
す
な
わ
ち
年
齢
、
学
歴
、
身
分
の
如
何
を

一
切
問
わ
ず
、
学
に
志
す
人
な
ら
ば
誰
で
も
平
等
に
迎
え
入
れ
、
学
力
の
高
低
で
す
べ
て
ラ
ン

キ
ン
グ
化
す
る
、
徹
底
し
た
門
戸
開
放
と
実
力
主
義
の
教
育
は
、
こ
う
し
た
人
間
解
釈
を
踏
ま

え
た
も
の
で
す
。

で
は
、
何
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
、
咸
宜
園
の
塾
生
た
ち
は
、
彼
自
身
の
修
業
、
人
格
完
成
の

た
め
に
、
今
こ
の
場
に
会
し
、
懸
命
に
頑
張
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
誰
の
命
令
、
ど
こ
か
ら
強
制
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
各
人
の
自
由
な
意
思
で

咸
宜
園
の
門
を
叩
き
、
自
ら
が
納
得
す
る
ま
で
学
に
励
み
ま
し
た
。

教
育
の
内
容
や
方
法
は
、
同
時
代
の
多
く
の
学
塾
と
さ
し
て
変
わ
ら
ず
、
四
書
五
経
に
代
表

さ
れ
る
漢
学
的
教
養
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
際
、
淡
窓
が
も
っ
と
も
重
要
視
し
た
、

い
か
に
も
咸
宜
園
ら
し
い
特
色
は
、
訓
詁
の
学
を
徹
底
的
に
排
し
、
漢
籍
を
読
む
力
だ
け
で
な

く
、
む
し
ろ
詩
を
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
豊
か
な
情
感
を
身
に
つ
け
、
人
間
形
成
に
至
る
と
考
え
、

詩
作
を
教
育
の
中
心
に
位
置
づ
け
た
こ
と
で
す
。
詩
の
道
か
ら
教
育
に
入
り
、
し
だ
い
に
道
徳

や
文
章
を
プ
ラ
ス
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
形
成
を
全
う
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

野
山
獄
中
で
書
い
た
「
福
堂
策
」
と
題
す
る
獄
制
改
革
論
で
、
人
の
犯
し
た
罪
は
一
時
の
病

で
あ
り
、
こ
の
病
が
治
れ
ば
も
と
の
健
康
体
に
戻
る
と
い
う
松
陰
は
、「
人
賢
愚
あ
り
と
雖
も
、

各
々
一
二
の
才
能
な
き
は
な
し
、
湊
合
し
て
大
成
す
る
時
は
必
ず
全
備
す
る
所
あ
ら
ん
」、
獄

に
繋
が
れ
て
い
る
罪
人
を
ふ
く
め
、
す
べ
て
の
人
に
そ
れ
ぞ
れ
長
所
や
利
点
が
あ
り
、
否
定
さ

れ
る
べ
き
人
な
ど
、
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
と
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
潜
在
す
る
可
能
性
の
発
現

に
期
待
し
て
い
ま
す
。
根
っ
か
ら
の
悪
人
な
ど
い
な
い
、
誰
で
も
努
力
す
れ
ば
善
人
に
な
れ
る

と
い
う
徹
底
し
た
性
善
説
、
教
育
へ
の
ほ
と
ん
ど
全
幅
の
信
頼
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
咸
宜
園

の
こ
と
ご
と
く
皆
宜
し
い
と
ま
っ
た
く
同
じ
人
間
観
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
教
育
論
に
も
通
底
す

る
部
分
が
多
々
あ
り
ま
す
。

塾
の
教
育
方
針
は
、
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
秋
、
外
叔
久
保
五
郎
左
衛
門
の
た
め
に
書
い

た
「
松
下
村
塾
記
」
に
詳
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
村
塾
の
教
育
が
松
本
村
の
風
教
を
興
し
、
そ
れ

が
し
だ
い
に
萩
城
下
か
ら
藩
内
全
域
、
や
が
て
全
国
各
地
へ
拡
大
さ
れ
て
世
直
し
に
至
る
、
そ

の
こ
と
を
可
能
に
す
る
人
材
教
育
を
め
ざ
す
と
い
う
わ
け
で
す
。

何
の
た
め
に
学
ぶ
か
と
い
う
塾
生
た
ち
の
問
い
に
、
い
つ
も
松
陰
は
、「
経
世
済
民
」、
世
の

中
を
治
め
、民
を
救
う
た
め
で
あ
る
と
答
え
て
い
ま
す
。
新
入
生
が
く
る
と
、必
ず
松
陰
は
、「
学

者
に
な
っ
て
は
い
か
ぬ
。
人
は
実
行
が
第
一
で
あ
る
」、
学
ぶ
の
は
何
か
を
為
す
た
め
で
あ
る
。

世
の
た
め
人
の
た
め
に
役
立
つ
の
は
何
か
を
常
に
考
え
な
が
ら
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
、
と
繰
り
返

し
た
と
い
い
ま
す
。
眼
前
の
時
事
問
題
、
今
の
世
の
中
を
ど
う
と
ら
え
、
い
か
に
関
わ
っ
て
い

く
の
か
を
絶
え
ず
考
え
る
勉
学
の
中
か
ら
、
政
治
的
活
動
に
身
を
投
じ
る
多
く
の
い
わ
ゆ
る
志

士
を
輩
出
し
た
の
は
、
当
然
の
帰
結
で
い
え
ま
す
。
こ
の
辺
は
、
詩
文
を
大
切
に
し
た
咸
宜
園

の
教
育
な
ど
と
は
、
は
っ
き
り
一
線
を
画
し
て
い
ま
す
。

（
９
）
実
力
主
義
、
競
争
主
義
の
導
入

三
奪
法
を
積
極
的
に
活
用
し
効
果
的
に
す
る
に
は
、
年
齢
、
学
歴
、
身
分
に
取
っ
て
代
わ
る

新
し
い
評
価
基
準
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
咸
宜
園
で
は
、
そ
れ
が
一
カ
月
の
教
育
活
動
の
成

果
で
あ
る
塾
生
各
人
の
学
力
判
定
、
毎
月
九
回
実
施
さ
れ
る
定
期
試
験
と
平
常
点
を
合
わ
せ
た

点
数
の
大
小
に
よ
る
月
旦
評
シ
ス
テ
ム
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
塾
生
が
十
数
人
し
か
い
な
い
成
章

舎
時
代
に
は
、
ま
だ
四
等
級
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
塾
生
が
増
加
し
、
学
力
差
が
際
だ
つ
よ
う

に
な
る
と
、
六
、七
、八
と
し
だ
い
に
等
級
を
増
や
し
、
天
保
一
○
（
一
八
三
九
）
年
三
月
改
定

の
月
旦
評
で
は
、
九
級
上
下
に
無
級
を
合
わ
せ
、
実
に
総
計
一
九
ラ
ン
ク
の
多
く
に
及
ん
で
い
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ま
す
。
学
力
に
見
合
っ
た
等
級
に
ク
ラ
ス
分
け
し
、
徹
底
的
に
競
争
さ
せ
る
こ
と
で
、
各
人
の

能
力
を
最
大
限
に
展
開
で
き
る
と
考
え
た
わ
け
で
す
。

幽
室
時
代
か
ら
数
え
て
二
年
一
○
カ
月
余
の
間
に
、
松
下
村
塾
の
門
を
叩
い
た
塾
生
は
計
九

○
余
人
に
達
し
ま
す
が
、
彼
ら
が
一
度
に
や
っ
て
来
た
わ
け
で
は
な
く
、
常
時
出
入
り
し
た
の

は
、
多
く
て
五
、六
人
、
少
な
い
と
き
は
二
、三
人
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年

二
月
、
増
築
し
て
一
八
畳
半
の
塾
舎
と
な
っ
た
最
盛
期
で
も
、
稀
に
十
数
人
の
塾
生
が
会
し
た

こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
い
つ
も
は
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
、
数
人
を
相
手
に
す
る
ミ
ニ
・
サ

イ
ズ
の
授
業
で
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
塾
生
全
体
を
対
象
に
し
た
時
間
割
や
教
科
書
の
よ
う
な
も
の
は
一
切
必
要
が
な

く
、
不
定
期
的
に
現
わ
れ
、
学
力
も
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
塾
生
に
対
し
て
、
各
人
ば
ら
ば
ら
の

授
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
所
定
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
な
ど
存
在
し
な
い
、
そ
の
意
味
で
は
も
っ
と

も
学
校
ら
し
く
学
校
、
い
わ
ば
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
の
よ
う
な
存
在
で
し
た
。

塾
生
の
少
な
い
松
下
村
塾
に
は
、
も
と
も
と
競
争
主
義
を
持
ち
込
む
余
地
が
な
く
、
現
に
、

点
数
評
価
し
て
塾
生
を
序
列
化
し
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、個
人
レ
ベ
ル
で
は
、

松
門
の
竜
虎
と
並
び
称
さ
れ
た
高
杉
晋
作
と
久
坂
玄
瑞
を
あ
え
て
比
較
し
て
、
互
い
に
競
わ
せ

た
よ
う
に
、
あ
る
種
の
競
争
主
義
を
持
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
同
年
配
の
塾
生
が
い
る
と
、
そ
の

名
前
を
挙
げ
て
、
君
は
ま
だ
勉
強
が
足
ら
な
い
、
こ
の
ま
ま
で
は
彼
に
負
け
て
し
ま
う
、
も
っ

と
頑
張
れ
と
励
ま
す
、
つ
ま
り
競
争
意
識
を
か
き
立
て
る
の
も
、
松
陰
が
よ
く
使
っ
た
手
法
で

す
。
む
ろ
ん
、
点
数
の
大
小
を
競
わ
せ
て
ラ
ン
ク
化
す
る
の
が
目
的
で
は
な
く
、
塾
生
を
互
い

に
競
わ
せ
、
す
べ
て
が
同
じ
レ
ベ
ル
に
達
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
の
で
す
。

（
10
）
塾
を
選
ん
だ
理
由

文
政
三
（
一
八
二
○
）
年
に
一
二
○
人
を
数
え
た
咸
宜
園
の
月
旦
評
は
、
そ
の
後
も
順
調
に

増
え
続
け
、
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
に
は
二
○
○
人
を
超
え
、
五
年
六
月
の
最
盛
期
に
は
、

実
に
二
三
三
人
の
多
く
を
数
え
ま
し
た
。
官
・
公
立
学
校
を
ふ
く
め
、
近
世
期
最
大
の
学
塾
と

し
て
人
気
絶
大
を
誇
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
塾
に
数
年
間

在
学
し
て
真
面
目
に
勉
強
す
れ
ば
、
確
実
に
高
い
学
力
が
身
に
つ
く
と
い
う
、
完
成
度
の
高
い

教
育
シ
ス
テ
ム
へ
の
期
待
で
し
ょ
う
。
実
力
主
義
に
裏
打
ち
さ
れ
た
咸
宜
園
の
月
旦
評
の
上
位

に
ラ
ン
ク
さ
れ
れ
ば
、
社
会
的
評
価
が
高
く
、
卒
業
後
の
就
職
に
も
大
い
に
プ
ラ
ス
す
る
、
そ

の
意
味
で
は
、
教
育
投
資
が
目
に
見
え
る
確
実
な
成
果
に
つ
な
が
る
、
費
用
対
効
果
に
優
れ
た
、

い
わ
ば
役
に
立
つ
勉
強
が
保
証
さ
れ
る
学
塾
だ
と
い
う
評
価
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

萩
城
下
の
人
び
と
、
と
く
に
親
た
ち
の
世
代
は
、
国
禁
を
犯
し
た
大
罪
人
と
い
う
前
歴
を
持

ち
、
獄
を
出
た
が
、
な
お
自
宅
蟄
居
中
の
松
陰
に
強
い
違
和
感
を
抱
き
、
村
塾
に
子
弟
が
近
づ

く
こ
と
を
喜
び
ま
せ
ん
で
し
た
。
家
人
に
は
夜
遊
び
の
ふ
り
を
し
て
、
秘
か
に
出
入
り
し
た
と

い
う
高
杉
晋
作
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
必
ず
し
も
珍
し
い
も
の
で
な
く
、
親
族
会
議
を
開
い
て
絶

縁
す
る
と
脅
さ
れ
、入
門
を
断
念
し
た
門
田
吉
勝
の
よ
う
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
開
塾
早
々
は
、

当
局
の
監
視
が
厳
し
く
、
幽
室
へ
の
往
来
す
ら
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
親
た

ち
の
拒
絶
反
応
も
当
然
で
し
よ
う
。

一
方
、
好
奇
心
旺
盛
な
若
者
た
ち
に
は
、
海
外
密
航
と
い
う
前
代
未
聞
の
事
件
を
起
こ
し
た

松
陰
は
、
常
識
で
は
と
う
て
い
計
り
知
れ
な
い
型
破
り
の
人
物
で
あ
り
、
一
度
そ
の
顔
を
見
て

み
た
い
、
会
っ
て
話
を
聞
い
て
み
た
い
と
思
っ
た
よ
う
で
す
。
親
た
ち
が
忌
避
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
彼
ら
は
松
陰
と
い
う
人
物
に
興
味
を
持
ち
、
強
い
関
心
を
募
ら
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
か
に
は
面
白
半
分
、
怖
い
も
の
見
た
さ
に
や
っ
て
来
た
者
も
い
ま
す
。
そ
の
他
、
兵
学
門
下

生
の
関
係
で
来
た
者
、
学
塾
の
先
生
や
先
輩
た
ち
に
勧
め
ら
れ
て
来
た
者
、
先
に
入
っ
た
友
人

知
己
に
強
く
勧
め
ら
れ
て
来
た
者
も
い
ま
す
。

開
塾
間
も
な
い
頃
は
、
村
塾
へ
の
出
入
り
を
嫌
う
親
た
ち
が
多
か
っ
た
と
い
う
塾
生
の
天
野

清
三
郎
（
渡
辺
蒿
蔵
）
が
、
一
方
で
ま
た
、「
当
時
は
松
陰
先
生
の
評
判
が
よ
く
、
誰
も
彼
も

松
下
に
行
っ
て
居
る
と
い
ふ
や
う
で
、
云
は
ば
流
行
で
あ
っ
た
。
又
松
下
塾
へ
行
け
ば
何
か
仕

事
に
あ
り
つ
け
る
と
思
っ
て
居
っ
た
も
の
だ
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
村
塾
で
学
べ
ば
藩
の
仕

事
に
つ
き
、
出
世
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
世
俗
的
な
利
益
を
あ
て
に
し
て
来
た
者
も
、

ご
く
少
数
で
す
が
い
ま
す
。
塾
の
評
判
が
よ
か
っ
た
の
は
、
増
築
工
事
が
完
成
し
た
安
政
五

（
一
八
五
八
）
年
の
春
か
ら
夏
へ
か
け
て
の
短
い
期
間
で
す
が
、
六
月
一
九
日
の
日
米
修
好
通

商
条
約
の
調
印
、
井
伊
大
老
の
い
わ
ゆ
る
違
勅
事
件
を
さ
か
い
に
、
松
陰
が
過
激
な
政
治
的
主

張
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
る
と
、
事
情
は
一
変
し
ま
す
。
当
局
の
取
り
締
ま
り
が
、
先
生
の
言

動
だ
け
で
な
く
、
村
塾
に
出
入
り
す
る
塾
生
た
ち
の
身
辺
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
単
な
る

評
判
、
い
わ
ば
流
行
で
や
っ
て
来
た
人
び
と
は
、
早
々
に
姿
を
消
し
、
二
度
と
現
わ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

（
11
）
ど
の
よ
う
な
教
師
で
あ
っ
た
の
か

門
人
た
ち
の
先
生
評
に
、「
温
恭
篤
敬
、
言
笑
を
苟
く
せ
ず
、
而
し
て
門
生
を
率
い
る
こ
と
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懇
切
を
極
め
ぬ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
授
業
中
の
淡
窓
は
謹
厳
そ
の
も
の
、
威
厳
に
満
ち
た
、
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
怖
い
先
生
で
し
た
が
、
放
課
後
は
一
転
、
周
囲
の
誰
に
対
し
て
も
、
い
つ
も

温
顔
を
絶
や
さ
な
い
、
万
事
に
穏
や
か
で
親
切
な
人
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

生
来
、
温
厚
で
人
と
争
う
こ
と
を
好
ま
な
い
性
格
の
た
め
か
、
淡
窓
は
、
塾
生
が
何
か
不
都

合
な
こ
と
を
し
て
も
、
大
て
い
の
出
来
事
に
は
目
を
つ
ぶ
り
、
ま
た
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
応
し
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
間
違
い
や
過
ち
が
あ
っ
て
も
、
面
と
向
か
っ
て
激
し
く
責
め
、

大
声
で
叱
る
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
相
手
の
立
場
や
感
情
の
赴
く
と
こ
ろ
を
考
え
、
順
序

を
踏
み
な
が
ら
少
し
ず
つ
分
か
ら
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
回
り
く
ど
い
と
い
え
ば
、
こ
れ
以
上

な
い
手
法
で
す
が
、
淡
窓
に
と
っ
て
、
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
問
題
に
取
り
組
み
、
手
間
暇

か
け
て
解
決
す
る
、
し
か
も
、
そ
の
さ
い
、
言
葉
や
理
屈
に
頼
る
の
で
な
く
、
で
き
る
だ
け
内

面
の
良
心
に
訴
え
る
、
い
わ
ば
徳
化
を
何
よ
り
優
れ
た
や
り
方
で
あ
る
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。

肖
像
画
の
穏
や
か
で
君
子
風
の
外
見
と
は
う
ら
は
ら
に
、
松
陰
は
感
情
の
起
伏
が
激
し
く
、

喜
怒
哀
楽
の
は
っ
き
り
し
た
、理
性
よ
り
も
む
し
ろ
情
緒
の
勝
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

人
に
接
す
る
の
に
極
め
て
穏
や
か
、
決
し
て
極
端
な
も
の
の
言
い
方
を
せ
ず
、
面
白
い
こ
と
も

い
わ
ず
、
し
ご
く
お
と
な
し
い
人
で
あ
っ
た
と
弟
子
た
ち
に
見
ら
れ
た
松
陰
は
、
一
方
で
ま
た
、

東
北
脱
藩
行
や
下
田
踏
海
の
よ
う
な
大
胆
不
敵
な
行
動
を
あ
え
て
す
る
、
直
情
径
行
の
人
で
し

た
。
普
段
は
物
静
か
で
優
し
い
タ
イ
プ
だ
け
に
、
一
旦
激
す
る
と
、
そ
の
変
化
は
想
像
を
絶
す

る
ほ
ど
極
端
で
し
た
。
授
業
中
、
教
材
に
触
発
さ
れ
興
奮
し
て
溢
れ
落
ち
る
涙
で
本
を
濡
ら
す

か
と
思
え
ば
、
突
然
大
声
を
発
し
て
、
怒
髪
天
を
つ
く
勢
い
で
怒
り
出
す
な
ど
、
感
情
の
起
伏

が
激
し
く
、
そ
れ
を
ま
た
、
少
し
も
隠
そ
う
と
し
て
い
ま
せ
ん
。
い
つ
も
歯
に
衣
着
せ
ぬ
言
い

方
で
、
極
端
に
褒
め
る
か
と
思
え
ば
、
ま
た
極
端
に
罵
っ
て
い
ま
す
。
誰
に
対
し
て
も
単
純
率

直
に
接
し
た
、
赤
ん
坊
が
そ
の
ま
ま
大
き
く
な
っ
た
よ
う
な
天
真
爛
漫
の
人
で
し
た
。

（
12
）
二
つ
の
塾
に
共
通
す
る
も
の

①
教
師
自
ら
が
や
っ
て
み
せ
る

咸
宜
園
の
卒
業
生
た
ち
が
す
ぐ
に
先
生
に
な
り
、
教
え
た
が
る
こ
と
を
憂
え
る
淡
窓
は
、
弟

子
の
行
状
は
そ
の
師
に
似
る
も
の
で
あ
り
、
人
の
師
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
自
ら
が
学
問

を
修
め
る
だ
け
で
な
く
、
絶
え
ず
徳
を
高
め
人
格
を
磨
い
て
、
弟
子
た
ち
の
模
範
に
な
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
問
が
少
し
で
き
る
、
知
識
や
技
術
が
優
れ
て
い
る
か
ら
、
師
と

な
り
教
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
あ
た
か
も
未
熟
な
医
者
が
人
の
命
を
預
か
る
よ
う
な
も
の
で
、

危
険
き
わ
ま
り
な
い
と
批
判
し
ま
す
。
む
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
い
う
淡
窓
自
身
、
学
問
、
道
徳

い
ず
れ
の
面
で
も
な
お
未
熟
で
あ
り
、
人
格
完
成
に
は
ほ
ど
遠
い
こ
と
を
謙
虚
に
認
め
て
い
ま

す
。
欠
陥
だ
ら
け
、
万
事
に
未
熟
な
自
分
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
日
々
反
省
の
念
を
新
た
に
し
て
、

研
鑽
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
十
数
年
の
歳
月
を
か
け
て
よ
う
や
く
達

成
し
た
「
万
善
簿
」（
日
々
の
生
活
の
中
で
徳
を
積
み
善
事
を
重
ね
一
万
善
に
至
る
）
へ
の
挑

戦
を
何
度
も
繰
り
返
し
、
懸
命
に
頑
張
る
姿
勢
を
終
生
貫
い
た
理
由
で
も
あ
り
ま
す
。

孟
子
の
「
人
の
患
は
、
好
ん
で
人
の
師
と
な
る
に
在
り
」
を
評
し
て
、「
学
を
な
す
の
要
は

己
が
為
め
に
す
る
に
あ
り
」「
己
が
為
め
に
す
る
の
学
は
、
人
の
師
と
な
る
を
好
む
に
非
ず
し

て
自
ら
人
の
師
と
な
る
べ
し
。
人
の
為
め
に
す
る
の
学
は
、
人
の
師
と
な
ら
ん
と
慾
す
れ
ど
も

遂
に
師
と
な
る
に
足
ら
ず
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
松
陰
は
、
少
し
学
問
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
と
す
ぐ
教
え
た
が
る
、
安
易
に
人
の
師
と
な
る
世
間
一
般
の
風
潮
を
厳
し
く
批
判
し
ま
す
。

い
か
に
頭
が
よ
く
学
問
が
立
派
に
で
き
た
と
し
て
も
、
単
な
る
博
学
、
物
知
り
に
人
を
教
え
る

資
格
な
ど
な
い
。
本
当
に
人
の
師
と
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、
た
だ
ひ
た
す
ら
、「
己
れ
を
修
め
、

実
を
尽
く
し
、
言
語
を
容
易
に
せ
ず
、
実
行
を
以
て
自
ら
責
任
」
と
す
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、

教
師
自
身
が
立
派
な
人
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
い
く
ら
口
で
上
手
に
説

明
し
て
も
効
果
は
な
く
、
黙
っ
て
実
行
し
て
み
せ
る
ほ
か
は
な
い
。
要
す
る
に
、
松
陰
に
と
っ

て
、
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
師
そ
の
人
が
お
手
本
を
示
し
、
自
ら
が
正
し
い
と
信
ず
る
と

こ
ろ
、
理
想
と
す
る
生
き
様
を
弟
子
た
ち
の
前
に
さ
ら
け
出
し
て
見
せ
る
。
そ
の
意
味
で
は
何

も
教
え
な
い
、
何
か
を
教
え
る
と
い
う
よ
り
、
無
為
に
し
て
化
す
や
り
方
で
し
た
。「
義
卿
（
松

陰
）
が
崛
起
の
人
」
と
な
る
、「
一
人
に
て
も
遣
る
」
と
叫
び
、
自
ら
進
ん
で
死
地
へ
赴
い
た
、

最
晩
年
の
松
陰
の
姿
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
ま
す
。

②
学
習
者
中
心
、
学
ぶ
自
由

幕
府
昌
平
校
や
諸
藩
藩
校
な
ど
の
官
・
公
立
学
校
で
は
、
中
級
以
上
の
サ
ム
ラ
イ
の
子
弟
が

何
歳
で
入
学
し
、
何
年
間
在
学
し
、
何
を
ど
う
学
ぶ
か
、
す
べ
て
上
か
ら
決
め
ら
れ
て
お
り
、

学
習
者
各
人
に
選
択
の
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
方
、
民
間
在
野
の
私
塾
で
は
、
入
学

か
ら
卒
業
ま
で
、
学
習
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
す
べ
て
が
、
塾
生
各
人
の
意
思
、
選
択
に
よ
っ
て
決

ま
り
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
違
い
す
ぎ
る
、
ほ
と
ん
ど
対
極
に
位
置
す
る
か
に
見
え
る
咸

宜
園
と
松
下
村
塾
で
も
、
こ
の
一
点
に
関
し
て
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

学
に
志
し
、
笈
を
負
う
て
故
郷
を
出
た
若
者
た
ち
が
、
数
多
く
の
学
塾
の
中
か
ら
淡
窓
と
松
陰
、

い
ず
れ
の
先
生
を
選
び
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
勉
強
を
始
め
る
か
、
す
べ
て
学
習
者
本
人
の
意
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思
、
自
由
な
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
誰
に
強
制
さ
れ
、
ど
こ
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
た

わ
け
で
も
な
く
、
各
人
の
自
由
な
意
思
で
入
学
し
、
納
得
の
い
く
ま
で
勉
学
に
励
ん
だ
の
で
す
。

（
13
）
結
び
に
代
え
て

イ
ン
デ
イ
ア
ナ
大
学
の
Ｒ
．
ル
ビ
ン
ジ
ャ
ー
教
授
は
、「
私
塾 Shijuku

」と
題
す
る
本
に
、「
近

代
日
本
を
拓
い
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ア
カ
デ
ミ
ー
」
と
い
う
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
い
ま

す
が
、
咸
宜
園
と
松
下
村
塾
、
二
つ
の
学
塾
が
、
近
世
期
日
本
に
あ
っ
た
何
千
に
も
及
ぶ
多
種

多
様
な
私
塾
の
代
表
的
存
在
で
あ
り
、
近
代
日
本
を
担
う
有
為
の
人
材
を
多
数
輩
出
し
た
、
ル

ビ
ン
ジ
ャ
ー
教
授
の
い
わ
ゆ
る
「
人
材
の
重
要
な
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
」「
新
し
い
職
業
分
野
の

た
め
の
人
材
の
プ
ー
ル
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
誰
し
も
異
存
は
な
い
で
し
ょ
う
。

す
で
に
繰
り
返
し
見
た
よ
う
に
、
松
下
村
塾
は
僅
か
三
年
足
ら
ず
の
短
期
間
で
活
動
を
停
止

し
、
そ
の
間
、
た
か
だ
か
九
○
余
人
の
門
下
生
を
擁
し
た
の
に
比
べ
、
咸
宜
園
は
、
創
立
者
の

淡
窓
に
続
く
九
人
の
塾
主
に
次
々
に
受
け
継
が
れ
、実
に
九
十
余
年
の
長
き
に
わ
た
り
存
続
し
、

全
国
各
地
、
六
十
余
カ
国
か
ら
五
千
人
近
い
塾
生
を
集
め
て
お
り
ま
す
。

松
陰
亡
き
あ
と
、
村
塾
は
事
実
上
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
松
陰
先
生
の
代
わ
り
は

誰
に
も
で
き
ず
、
そ
の
教
育
を
再
現
す
る
こ
と
な
ど
、
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

代
理
不
可
能
、
一
回
か
ぎ
り
的
な
村
塾
の
教
育
に
比
べ
、
月
旦
評
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
た
咸
宜

園
は
、
淡
窓
先
生
が
い
な
く
な
っ
て
も
、
後
継
の
教
師
た
ち
の
手
で
立
派
に
受
け
継
が
れ
、
多

く
の
優
れ
た
人
材
を
世
に
送
り
出
し
ま
し
た
。

二
つ
の
学
塾
の
果
た
し
た
役
割
は
必
ず
し
も
同
じ
で
な
く
、
そ
の
評
価
も
プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ

ス
、
さ
ま
ざ
ま
に
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
一
つ
だ
け
、
間
違
い
な
く
い
え
る
の
は
、
明
治

五
（
一
八
七
二
）
年
八
月
の
「
学
制
」
頒
布
に
象
徴
さ
れ
る
教
育
の
近
代
化
路
線
は
、あ
る
日
、

突
然
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
、
欧
米
先
進
諸
国
の
教
育
の
移
入
・
模
倣
な
ど
で
は
な
く
、
咸
宜

園
や
松
下
村
塾
に
代
表
さ
れ
る
近
世
期
日
本
の
私
塾
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
着
々
と
準
備
さ
れ
て

き
た
、
新
し
い
学
校
の
体
制
や
教
育
の
仕
組
み
は
、
そ
う
し
た
教
育
史
的
背
景
を
直
接
・
間
接

に
踏
ま
え
な
が
ら
、
着
実
に
大
き
な
成
果
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
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平
成
二
十
八
年
度
咸
宜
園
教
育
顕
彰
事
業
（
教
育
文
化
部
門
）
優
秀
賞

「
咸
宜
園
関
連
書
の
点
訳
及
び
点
訳
書
の
寄
贈
」

受
賞
者
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
」
代
表

宗

宏
司

は
じ
め
に

点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
」
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て

日
田
市
に
お
い
て
、点
訳
し
た
「
広
報
ひ
た
」
を
提
供
す
る
以
前
は
、視
覚
障
が
い
者
の
方
々

に
対
し
、社
会
福
祉
協
議
会
（
以
下
、社
協
と
略
す
）
が
「
声
の
広
報
」（
広
報
を
カ
セ
ッ
ト
テ
ー

プ
に
録
音
す
る
）
と
し
て
情
報
発
信
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
で
は
知
り
た
い
情
報
を
探
す
際
、
テ
ー
プ
を
巻
き
戻
し
た
り
早

送
り
す
る
の
が
面
倒
で
あ
る
こ
と
や
、
次
号
配
付
時
に
は
テ
ー
プ
を
回
収
し
て
い
た
た
め
情
報

が
手
元
に
残
ら
な
い
等
の
理
由
か
ら
、「
点
字
広
報
」
を
出
し
て
欲
し
い
と
の
声
が
社
協
ま
で

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
点
字
に
は
色
々
な
規
則
等
が
あ
り
、
社
協
の
職
員
だ
け
で
は
発
行
が
困
難
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
社
協
が
主
催
す
る
点
字
講
座
を
受
講
し
、
修
了
さ
れ
た
方
及
び
点
字

講
座
を
受
講
さ
れ
て
い
る
方
へ
協
力
を
お
願
い
す
る
形
と
な
り
、
点
訳
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
た
ん

ぽ
ぽ
の
会
」
が
発
足
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
平
成
一
五
年
四
月
か
ら
市
よ
り
委
託
を
受
け
て
社
協
が
行
う
「
障
が
い
者
参
加
促

進
事
業
」
の
一
つ
と
し
て
、「
広
報
ひ
た
」
の
点
訳
が
始
ま
り
ま
し
た
。

我
々
、
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
」
の
主
な
目
的
は
、
視
覚
障
が
い
者
の
方
々

の
社
会
参
加
と
情
報
提
供
で
す
。
現
在
、毎
月
の「
広
報
ひ
た
」の
一
日
号
と「
パ
ト
リ
ア
ニ
ュ
ー

ス
」、
ま
た
二
カ
月
に
一
回
発
行
さ
れ
る
「
社
協
だ
よ
り
」
を
点
訳
し
て
、
後
述
し
ま
す
色
々

な
資
料
と
共
に
希
望
者
の
方
に
郵
送
に
て
お
届
け
し
て
い
ま
す
。「
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
」
の
構
成

員
は
、
社
協
の
点
字
講
座
を
卒
業
し
た
方
に
加
入
し
て
頂
い
て
お
り
、
現
在
は
二
二
名
で
す
。

点
字
の
概
要
に
つ
い
て

「
点
字
」
と
は
視
覚
障
が
い
者
が
「
触
覚
」
で
読
む
文
字
で
す
。
視
覚
障
が
い
者
が
文
字
を

読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
た
め
の
工
夫
は
、
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
紀
元
四
世
紀
頃

に
は
、
視
覚
障
が
い
者
自
身
が
木
片
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
彫
っ
て
文
字
を
読
む
工
夫
を
し
て

い
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

現
在
の
点
字
は
、
パ
リ
の
訓
盲
院
の
生
徒
で
、
の
ち
に
同
校
の
教
員
と
な
っ
た
「
ル
イ
・
ブ

ラ
イ
ユ
」（
一
八
〇
九
〜
一
八
五
二
）
に
よ
っ
て
、
一
八
二
五
年
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
数
字

が
考
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
一
八
五
四
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
採
用
さ
れ
た
の
を
皮
切
り

に
、
次
第
に
各
国
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
語
の
点
字
は
、
東
京
盲
唖
学
校
の
教
員
で
あ
っ
た
石
川
倉
次
（
一
八
五
九
〜

一
九
四
四
）
が
考
案
し
た
も
の
で
、
一
八
九
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。
現
在
、「
一
一

月
一
日
」
を
「
日
本
点
字
制
定
の
日
」
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
点
字
は
、
読
書
・
学
習
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
選
挙
の
際
の
点
字
投
票
（
一
九
二
六

年
に
点
字
投
票
が
認
め
ら
れ
る
）
や
進
学
・
就
職
の
為
の
点
字
受
験
（
一
九
四
九
年
に
点
字
受

験
が
み
と
め
ら
れ
る
）
な
ど
、
視
覚
障
が
い
者
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
々
の
間
で
「
最
も
有
効

な
文
字
」
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

点
訳
者
の
役
割

人
間
は
、
生
き
て
行
く
為
に
は
様
々
な
情
報
を
取
得
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
の
約
八
〇
％

が
「
視
覚
」
に
よ
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
視
覚
に
障
が
い
の
あ
る
視
覚
障
が
い
者

に
と
っ
て
は
「
情
報
収
集
」
が
、「
歩
行
・
移
動
」
と
並
ん
で
大
き
な
不
自
由
と
な
っ
て
い
ま
す
。

特
に
高
度
情
報
化
時
代
と
言
わ
れ
る
現
代
で
は
、視
覚
的
な
情
報
が
ま
す
ま
す
増
え
て
お
り
、

視
覚
障
が
い
者
に
と
っ
て
情
報
の
高
度
化
が
、
そ
の
入
手
を
さ
ら
に
困
難
に
し
て
い
る
と
言
う

面
も
見
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
点
訳
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
視
覚
障
が
い
者
の
求
め
る
情
報
を
正
し
く
迅
速
に

提
供
す
る
事
で
す
。
そ
の
為
に
は
、
点
訳
者
が
情
報
提
供
者
と
し
て
の
役
割
を
正
し
く
認
識
す

る
こ
と
が
不
可
欠
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
限
り
な
く
広
が
る
情
報
化
時
代
に
お
い
て
は
、
求
め
ら
れ
る
点
訳
も
専
門
化
・
多

様
化
し
て
き
て
お
り
、
情
報
の
即
時
性
も
以
前
に
も
増
し
て
要
求
さ
れ
て
い
ま
す
。

著
作
権
法

公
表
さ
れ
た
著
作
物
の
点
字
の
複
製
は
、
著
作
権
法
第
三
七
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
点
字
化
に
際
し
て
は
著
作
権
者
か
ら
許
諾
を
得
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
点
字
デ
ー
タ
を
記
録
媒
体
（
Ｕ
Ｓ
Ｂ
等
）
に
記
録
し
た
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
送

信
し
た
り
す
る
事
も
自
由
に
で
き
ま
す
。

点
字
用
郵
便

点
字
の
郵
便
物
は
、
無
料
で
送
る
こ
と
が
出
来
ま
す
（
一
九
六
一
年
に
盲
人
郵
便
物
が
無
料



九

と
な
る
）。
た
だ
し
、通
常
郵
便
物
の
範
囲
（
長
さ
・
幅
・
重
さ
）
を
出
ず
、開
封
（
約
三
分
の
一
）

と
し
、
切
手
貼
付
位
置
に
「
点
字
用
郵
便
」
と
記
載
す
る
事
が
必
要
で
す
。

下
調
べ
の
徹
底

点
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
原
文
を
下
読
み
し
て
、
そ
の
本
の
レ
イ
ア
ウ
ト
、
用
い
ら
れ
て
い
る

記
号
や
図
表
の
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
方
針
を
定
め
る
。
ま
た
、
漢
字
の
読
み
に
つ
い
て
は
国
語

辞
典
や
漢
和
辞
典
を
有
効
に
用
い
、「
適
切
な
読
み
下
し
」
を
心
が
け
、「
思
い
込
み
」
に
と
ら

わ
れ
た
り
、
安
易
に
個
人
の
意
見
に
従
っ
た
り
、
曖
昧
に
済
ま
せ
た
リ
し
な
い
様
に
留
意
し
ま

す
。
と
り
わ
け
「
人
名
・
地
名
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
各
種
辞
典
な
ど
を
用
い
て
「
可
能
な
限

り
」
調
べ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
う
し
た
「
読
み
方
調
べ
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
手
元
の
資
料
を
徹
底
的
に
あ
た
り
、
わ
か

ら
な
け
れ
ば
「
公
共
図
書
館
」
を
利
用
し
ま
す
。
ま
た
、
誤
植
な
ど
に
つ
い
て
は
原
本
の
出
版

社
に
問
い
合
わ
せ
る
必
要
も
あ
り
ま
す
が
、
著
者
に
個
人
的
に
直
接
尋
ね
る
事
は
避
け
ま
す
。

年
間
実
施
事
項

日
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
育
成
す
る
た
め
に
「
点
字
講
座
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。
講
座
期
間
は
六
月
か
ら
翌
年
の
三
月
ま
で
。
開
催
日
は
第
一
・
二
・
三
金
曜

日
で
午
後
六
時
五
〇
分
か
ら
八
時
五
〇
分
ま
で
。
場
所
は
日
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
三
階
会
議

室
。
受
講
料
は
「
無
料
」
で
す
が
テ
キ
ス
ト
代
の
み
必
要
で
す
。

受
講
す
る
事
で
、
視
覚
障
が
い
者
へ
の
理
解
も
深
ま
り
ま
す
の
で
、
ご
興
味
の
あ
る
方
は
是

非
、
講
座
を
受
講
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

毎
月
の
事
業
に
つ
い
て

「
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
」
で
は
、
毎
月
「
広
報
ひ
た
」
一
日
号
と
「
パ
ト
リ
ア
ニ
ュ
ー
ス
」、
ま
た

二
ヶ
月
に
一
度
の
「
社
協
だ
よ
り
」
の
点
訳
版
を
作
成
し
、希
望
者
の
方
へ
郵
送
し
て
い
ま
す
。

点
訳
工
程
は
、
ま
ず
各
広
報
の
発
行
日
に
合
わ
せ
、
編
集
会
議
を
開
き
ま
す
（
編
集
ペ
ー
ジ
の

担
当
決
め
や
留
意
事
項
の
確
認
等
）。
そ
の
三
〜
五
日
後
に
、
編
集
作
業
に
入
り
ま
す
。（
点
訳

し
た
ペ
ー
ジ
を
持
ち
寄
り
、
誤
字
・
脱
字
の
確
認
、
ペ
ー
ジ
の
つ
な
ぎ
合
わ
せ
を
行
い
ま
す
）。

そ
し
て
、
そ
の
二
〜
三
日
後
に
製
本
化
し
て
点
字
郵
便
に
て
お
届
け
致
し
ま
す
。
ま
た
、
点
訳

広
報
は
毎
月
、「
日
田
市
役
所
」・「
日
田
市
立
淡
窓
図
書
館
」・「
日
田
駅
図
書
館
」
な
ど
に
も

お
届
け
し
て
お
り
ま
す
。

咸
宜
園
関
連
刊
行
物
の
点
訳
に
関
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て

私
は
点
字
講
座
を
修
了
し
た
翌
年
で
あ
る
平
成
二
六
年
度
に
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
が

主
催
す
る
「
名
誉
館
長
講
座
」
に
初
め
て
参
加
し

ま
し
た
。
講
師
の
先
生
は
、
別
府
大
学
名
誉
教
授

で
セ
ン
タ
ー
の
名
誉
館
長
で
も
あ
る
後
藤
宗
俊
先

生
で
、
そ
の
頃
は
は
セ
ン
タ
ー
内
の
研
修
室
（
和

室
）
で
講
座
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

毎
回
、
セ
ン
タ
ー
へ
講
座
の
た
め
に
通
う
う
ち

に
、
玄
関
口
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
置
場
に
「
広
瀬
淡

窓
と
咸
宜
園
」
の
英
訳
と
中
国
語
訳
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
点
訳
本

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
あ
れ
ば
多
く
の
視
覚
障
が
い

者
の
方
々
に
、
廣
瀬
淡
窓
先
生
と
咸
宜
園
に
つ
い

て
紹
介
で
き
ま
す
し
、
学
び
た
い
時
、
再
度
学
習

し
た
い
と
こ
ろ
を
自
分
で
学
べ
ま
す
。
淡
窓
先
生
の
「
平
等
教
育
」（
三
奪
法
）
の
教
え
は
、

今
日
の
障
が
い
者
福
祉
教
育
の
教
え
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

市
内
に
お
い
て
は
、
点
字
図
書
も
ま
だ
少
な
く
、
視
覚
障
が
い
者
の
方
々
に
と
っ
て
も
情
報

の
収
集
は
困
難
な
状
況
で
す
。
そ
こ
で
我
々
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
」
で
は
微
力
な
が
ら
も
、
淡
窓

先
生
の
平
等
教
育
を
実
践
し
て
い
け
れ
ば
と
話
し
合
い
を
行
っ
て
、「
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
」

の
点
訳
に
取
り
掛
か
か
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。「
下
調
べ
の
徹
底
」
で
も
前
述
し
た
通
り
、
特

に
「
塾
に
学
ん
だ
門
人
た
ち
」
の
名
前
と
身
分
、
そ
し
て
教
育
シ
ス
テ
ム
の
名
称
、
漢
詩
の
読

み
方
、
地
名
の
下
調
べ
等
に
約
一
〇
カ
月
は
要
し
ま
し
た
。

点
字
入
力
で
は
特
に
「
広
瀬
家
の
略
系
図
」
に
手
間
取
り
時
間
を
要
し
ま
し
た
。
ま
た
、
校

正
に
関
し
て
も
「
点
訳
本
」
と
し
て
残
り
ま
す
。「
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
」・「
点
訳
者
」・「
校
正
者
」

の
責
任
上
、
三
〜
五
回
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
最
初
の
「
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
」

の
点
訳
本
の
完
成
に
至
る
ま
で
約
二
年
間
を
要
し
ま
し
た
。

ま
た
、「
教
育
遺
産
世
界
遺
産
登
録
推
進
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
一
四
」
が
平
成
二
六
年

一
一
月
八
日
に
パ
ト
リ
ア
日
田
大
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
、
そ
の
記
念
講
演
・
基
調
講
演
で
東
京

大
学
大
学
院
教
授
の
ロ
バ
ー
ト
キ
ャ
ン
ベ
ル
氏
は
「
教
育
遺
産
」
と
し
て
は
最
低
で
も
「
英

訳
本
」
の
必
要
性
を
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
、
視
覚
障
が
い
者
の
方
々
に
も
「
点
訳
本
」

が
必
要
で
あ
る
と
痛
感
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、平
成
二
七
年
四
月
二
四
日
に
日
田
市
の
近
世
日
本
最
大
規
模
の
私
塾「
咸
宜
園
」が
、



一
〇

茨
城
県
水
戸
市
の
「
弘
道
館
」、
栃
木
県
足
利
市
の
「
足
利
学
校
」、
岡
山
県
備
前
市
の
「
閑
谷

学
校
」
と
共
に
、「
近
世
日
本
の
教
育
遺
産
群
―
学
ぶ
心
・
礼
節
の
本
源
―
」
と
し
て
「
日
本

遺
産
」
の
第
一
号
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
機
に
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
」
に
お
い
て
も
英
気
と
団
結
力
が
一
層
高
揚
し
、
セ
ン
タ
ー

の
刊
行
物
で
あ
る
「
史
跡
・
咸
宜
園
」（
無
料
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）、「
淡
窓
先
生
も
の
が
た
り
」

の
点
訳
本
を
完
成
さ
せ
、「
敬
天
」（
有
料
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
も
四
回
目
の
校
正
を
現
在
進
め
て

い
ま
す
。

「
淡
窓
先
生
も
の
が
た
り
」
は
市
内
の
小
学
校
の
五
・
六
年
生
が
学
ぶ
本
で
す
。
視
覚
障
が
い

者
の
方
々
の
た
め
に
少
し
で
も
お
役
に
立
て
れ
ば
と
思
い
、
日
田
市
教
育
委
員
会
を
訪
問
し
、

市
内
一
八
校
の
図
書
館
の
一
角
に
点
訳
本
を
配
置
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
（
大
分
県
盲
学
校
に
も

「
淡
窓
先
生
も
の
が
た
り
」
の
台
本
と
点
訳
本
を
紹
介
出
来
ま
し
た
）。

日
田
市
内
の
視
覚
障
が
い
者
の
方
々
に
も
、「
広
報
」
と
共
に
、
郵
送
に
て
紹
介
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。

お
わ
り
に
「
咸
宜
園
教
育
顕
彰
事
業

教
育
文
化
部
門

優
秀
賞
受
賞
」
に
つ
い
て

「
咸
宜
園
開
塾
二
〇
〇
年
記
念
事
業
」
の
式
典
が
平
成
二
九
年
二
月
一
九
日
（
日
）
に
、
パ

ト
リ
ア
日
田
の
大
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、平
成
二
八
年
度
咸
宜
園
教
育
顕
彰
事
業
の
表
彰
式
が
行
わ
れ
、点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
」
の
咸
宜
園
関
連
書
の
点
訳
や
点
訳
書
の
寄
贈
な
ど
の
活
動
が
廣
瀬
淡
窓

先
生
や
咸
宜
園
の
普
及
・
啓
発
に
寄
与
し
た
と
の
こ
と
で
教
育
文
化
部
門
の
優
秀
賞
を
頂
き
ま

し
た
。
こ
の
様
な
開
塾
二
〇
〇
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
式
典
に
お
い
て
、
栄
誉
あ
る
賞
を
賜
り

大
変
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
」
の
「
成
り
立
ち
」、「
点
字
の
概
要
」、「
日

本
遺
産
・
咸
宜
園
の
取
り
組
み
」
等
に
つ
い
て
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

「
咸
宜
園
」
は
「
近
世
日
本
の
教
育
遺
産
群
」
と
し
て
「
世
界
遺
産
」
へ
の
登
録
を
目
指
し

て
お
ら
れ
ま
す
。
私
達
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
」
も
点
字
・
点
訳
を
通
じ
て
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
咸
宜
園
の
普
及
・
啓
発
に
少
し
で
も
お
役
に
立
て
れ
ば
と
思
い
、
こ
れ
か
ら
も
頑
張
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

咸宜園教育顕彰事業　教育文化部門　優秀賞受賞

大分合同新聞　2015 年 7月 24日

大分合同新聞　2017 年 1月 19日



一
一

咸
宜
園
開
塾
２
０
０
年
記
念
事
業
の
開
催
に
あ
た
っ
て

                              

―
こ
れ
ま
で
の
顕
彰
活
動
の
歩
み
│

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

吉
田

博
嗣

は
じ
め
に

平
成
二
十
九
年
（
２
０
１
７
）
二
月
、
廣
瀬
淡
窓
（
１
７
８
２
〜
１
８
５
６
）
が
開
い
た
私

塾
「
咸
宜
園
」
は
文
化
十
四
年
（
１
８
１
７
）
の
開
塾
か
ら
二
百
年
の
節
目
を
迎
え
た
。
そ
こ

で
日
田
市
で
は
平
成
二
十
九
年
二
月
か
ら
今
年
二
月
ま
で
の
二
か
年
に
わ
た
っ
て
、
記
念
式
典

や
講
演
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
開
催
し
た
ほ
か
記
念
誌
の
刊
行
な
ど
に
取
り
組
ん
だ
。
こ

れ
ら
の
事
業
を
総
称
し
て
「
咸
宜
園
開
塾
２
０
０
年
記
念
事
業
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
ま
で

も
廣
瀬
淡
窓
を
記
念
す
る
事
業
は
生
誕
や
没
後
の
周
年
を
機
に
幾
度
と
な
く
開
催
さ
れ
て
き
た

が
、
今
回
の
よ
う
に
咸
宜
園
を
記
念
し
た
事
業
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
度
の
記
念
事
業
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ
て
、
改
め
て
咸
宜
園
の
歴
史
を
振
り

返
り
、
過
去
に
実
施
さ
れ
た
廣
瀬
淡
窓
や
咸
宜
園
、
廣
瀬
家
に
関
す
る
顕
彰
活
動
と
記
念
事
業

に
つ
い
て
、
限
ら
れ
た
紙
数
で
か
つ
十
分
な
内
容
と
は
言
え
な
い
が
こ
の
時
点
で
の
ま
と
め
と

し
た
い
。

廣
瀬
淡
窓
が
最
初
の
塾
を
開
い
た
の
は
文
化
二
年
（
１
８
０
５
）
三
月
、
淡
窓
二
十
四
歳
の

と
き
で
あ
っ
た
。
淡
窓
は
幼
少
期
に
豆
田
町
に
あ
る
長
福
寺
の
法
幢
上
人
か
ら
『
詩
経
』
を
学

ん
で
い
る
が
、
最
初
の
塾
は
学
僧
の
集
う
長
福
寺
学
寮
（「
楽
法
楼
」
と
呼
称
）
の
一
室
を
借

り
て
開
い
て
い
る
。
そ
の
後
、
間
も
な
く
し
て
豆
田
町
一
丁
目
の
大
坂
屋
林
左
衛
門
の
敷
地
内

に
移
居
し
、
塾
名
を
「
成
章
舎
」
と
名
付
け
た
。
こ
こ
で
は
咸
宜
園
を
代
表
す
る
教
育
内
容
の

一
つ
で
「
月
旦
評
」
と
呼
ば
れ
る
成
績
評
価
制
度
が
誕
生
し
、
こ
の
時
か
ら
学
力
に
よ
る
塾
生

の
評
価
が
始
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
成
章
舎
」
で
の
学
問
教
授
は
生
活
環
境
に
恵
ま
れ
ず

長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
生
家
で
あ
る
廣
瀬
本
家
の
土
蔵
を
使
用
し
て
塾
を
続
け
る

な
ど
塾
の
経
営
が
軌
道
に
乗
る
ま
で
に
は
今
し
ば
ら
く
の
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
。

長
福
寺
学
寮
の
開
塾
か
ら
二
年
が
経
過
し
た
文
化
四
年
、
淡
窓
は
か
ね
て
よ
り
切
望
し
て
い

た
教
育
環
境
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
豆
田
町
の
有
力
な
商
家
・
手
島
家
の
土
地
を
借
用

し
、自
ら
の
建
設
に
よ
る
新
塾
を
開
く
こ
と
が
出
来
た
。
塾
名
は
「
桂
林
園
（
別
名
は
桂
林
荘
）」

と
名
付
け
、
豆
田
町
の
東
側
に
位
置
し
町
の
喧
騒
を
離
れ
た
静
か
な
良
地
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
次
第
に
入
門
者
も
増
え
始
め
、
塾
の
経
営
は
安
定
す
る
か
に
見
え
た
が
、
次
に
直

面
し
た
の
は
淡
窓
自
身
の
健
康
面
で
の
不
安
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
の
淡
窓
は
後
に
人
生
の
「
三

大
厄
」
と
さ
れ
た
大
病
を
患
っ
て
お
り
、
実
家
の
豆
田
町
か
ら
桂
林
園
へ
と
日
々
通
い
続
け
な

が
ら
教
授
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
お
よ
そ
十
年
が
経
過
し
た
頃
に
新
塾
の
建
設
移
転
を

決
意
す
る
。
そ
こ
で
開
塾
し
た
の
が
咸
宜
園
で
あ
る
。

咸
宜
園
は
文
化
十
四
年
二
月
に
開
い
た
私
塾
の
名
前
で
安
政
三
年
（
１
８
５
６
）
の
淡
窓
没

後
も
塾
は
継
続
さ
れ
、
明
治
七
年
に
一
時
閉
鎖
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
同
十
二
年
に
は
咸
宜

園
出
身
者
に
よ
り
再
開
さ
れ
、
そ
の
後
は
明
治
三
十
年
ま
で
継
続
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
廣
瀬
家
や
咸
宜
園
の
顕
彰
活
動
を
振
り
返
る
と
、
廣
瀬
家
で
は
従
前
か
ら
先
祖

供
養
と
と
も
に
「
廣
瀬
八
賢
」
な
ど
先
賢
の
偉
業
を
顕
彰
す
る
意
識
が
高
く
、
ま
た
淡
窓
没
後

の
明
治
期
に
は
咸
宜
園
出
身
者
や
門
下
生
た
ち
に
よ
っ
て
淡
窓
の
蔵
書
を
保
管
す
る
た
め
に
書

蔵
庫
の
建
築
を
行
う
な
ど
保
存
顕
彰
の
動
き
が
始
ま
っ
て
い
た
。
続
い
て
、
大
正
・
昭
和
期
に

入
る
と
咸
宜
園
出
身
者
が
中
心
と
な
り
市
民
を
巻
き
込
ん
だ
活
動
へ
と
発
展
す
る
動
き
も
見
え

て
く
る
。
次
第
に
広
が
っ
て
い
く
顕
彰
活
動
や
記
念
事
業
に
つ
い
て
は
、
廣
瀬
家
や
咸
宜
園
出

身
者
、
関
係
団
体
や
行
政
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
し
っ
か
り
と
果
た
し
て
き
て
現
在
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
淡
窓
の
没
後
か
ら
明
治
三
十
年
の
咸
宜
園
閉
塾
以
降
、
現
在
ま
で
の
取
組
み
を

明
ら
か
に
し
、
今
後
の
顕
彰
活
動
や
記
念
事
業
の
参
考
と
な
る
よ
う
整
理
し
た
い
。

一
、
明
治
期
か
ら
大
正
期
ま
で
の
廣
瀬
淡
窓
・
咸
宜
園
に
関
す
る

顕
彰
活
動
お
よ
び
記
念
事
業

幕
末
維
新
期
に
は
淡
窓
に
学
ん
だ
多
く
の
門
人
た
ち
が
全
国
各
地
で
そ
の
実
力
を
い
か
ん
な

く
発
揮
し
て
い
た
。
中
で
も
明
治
新
政
府
で
は
文
部
官
僚
と
し
て
「
学
制
」
の
制
定
に
大
き
く

関
わ
っ
た
長
三
洲
や
地
方
官
僚
と
し
て
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
県
令
た
ち
の
中
に
は
、
松
田
道

之（
滋
賀
県
令
・
東
京
府
知
事
ほ
か
）や
島
惟
精（
岩
手
県
令
や
茨
城
県
令
な
ど
）、中
村
元
雄（
群

馬
県
知
事
）な
ど
が
い
た
。
東
京
で
は
咸
宜
園
出
身
者
た
ち
が
集
ま
り
、「
玉
川
吟
社
」な
る
サ
ー

ク
ル
も
生
ま
れ
て
い
る
が
そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
官
僚
で
、
維
新
前
は
漢
学
者
で
あ
っ

た
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
新
し
い
時
代
を
担
う
人
材
が
多
く
活
躍
し
、
新
政
府
に
お
け

る
そ
の
影
響
力
も
多
少
な
り
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
咸
宜
園
出
身
者
の
中
に
は



一
二

咸宜園関係略年譜と顕彰事業一覧
西暦 和暦 月 事業・出来事 備考（主催者・発行者等）

1782 天明 2 4 廣瀬淡窓生まれる

1805 文化 2 3 長福寺学寮（「楽法楼」）で最初の塾を開く

1805 文化 2 8 豆田町一丁目大坂屋の敷地内で私塾「成章舎」を開く

1807 文化 4 6 豆田裏町に転居して私塾「桂林園」を新設

1817 文化 14 2 堀田村（現在地）に私塾「咸宜園」を新設

1856 安政 3 11 廣瀬淡窓死去（享年 75 歳）

1874 明治 7 - 咸宜園一時閉鎖（廣瀬林外死去）

1879 明治 12 - 咸宜園再開

1890 明治 23 1 雑誌『咸宜園』の創刊

1890 明治 23 12 咸宜園内に書蔵庫を建設

1897 明治 30 9 咸宜園閉塾

1913 大正 2 7 廣瀬淡窓頌徳祭（生誕 130 年祭）・咸宜園絵図の作成

1915 大正 4 11 廣瀬淡窓が正五位に叙任される。　

1916 大正 5 4 咸宜園敷地内に淡窓図書館が開館

1919 大正 8 12 休道之詩碑の建立（咸宜園跡地に現存） 日田郡教育会

191 ？ 大正中期 11「淡窓祭」の開催（毎年 11 月 1 日）　現在も「平成淡窓祭」として継続 現在は淡窓会主催

1925 大正 14 11 広瀬淡窓 70 年忌祭の開催 日田郡教育会

1925 大正 14 11 盛典（広瀬淡窓 70 年忌祭）の開催（場所：華族会館） 清浦奎吾伯爵の主催

1925 大正 14 12『淡窓全集』刊行（～昭和 2年 1月） 日田郡教育会

1930 昭和 5 - 廣瀬淡窓の「万善簿」が国定教科書に掲載

1932 昭和 7 7 「咸宜園跡」が国史跡に指定

1936 昭和 11 6 咸宜園写真帖の刊行 大分県日田淡窓図書館

1948 昭和 23 1 「廣瀬淡窓墓」が国史跡に指定

1952 昭和 27 12 淡窓会（日田）が発足。本格的な始動は同 29 年 11 月。 淡窓会

1955 昭和 30 11 淡窓先生百年祭（100 回忌）を開催 淡窓会

1965 昭和 40 - 廣瀬八賢顕彰会（日田）の発足

1967 昭和 42 - 淡窓研究会（東京）が発足 淡窓研究会

1969 昭和 44 秋 廣瀬先賢文庫の建設 廣瀬宗家

1969 昭和 44 - 玉川大学内に咸宜園の秋風庵を模築 玉川大学

1970 昭和 45 3 『廣瀬青邨詩鈔』の刊行 吉川孔敏

1971 昭和 46頃 - 『廣瀬家学全集』の刊行が計画される 廣瀬宗家

1972 昭和 47 - 『敬天』創刊号（淡窓会）の刊行 淡窓会

1972 昭和 47 - 『旭荘全集』刊行に向けた作業開始 昭和 57 年から発刊

1973 昭和 48 8 『日田廣瀬家三百年の歩み』の刊行 廣瀬先賢顕彰会

1974 昭和 49 5 『咸宜園出身八百名略伝集』の刊行 廣瀬宗家

1975 昭和 50 5
『咸宜園出身二百名略伝集』
咸宜園出身八百名略伝集続編（一）の刊行

廣瀬宗家

1981 昭和 56 11 廣瀬淡窓生誕 200 年記念式典を開催 日田市

1982 昭和 57 6 『廣瀬旭荘全集』第 1巻の刊行 編）廣瀬旭荘全集編集委員会

1990 平成 2 3 咸宜園跡の歴史公園化を計画 『日田市第３次総合計画』

1990 平成 2 - 全国咸宜園門下生子孫の集い（～同６年） 地域活性化懇話会

1992 平成 4 3 史跡咸宜園跡保存整備基本構想の策定 日田市

1997 平成 9 - 史跡咸宜園跡の公有化（～同 13 年度：史跡地東側） 日田市

2005 平成 17 11 広瀬淡窓没後 150 年記念事業の開催 日田市・日田市教育委員会

2005 平成 17 12 広瀬淡窓没後 150 周年記念シンポジウムの開催 大分県・大分県教育委員会

2010 平成 22 10 咸宜園教育研究センター開設 日田市

2011 平成 23 - 咸宜園教育顕彰事業の創設 日田市教育委員会

2012 平成 24 2 「咸宜園の日」を制定 日田市教育委員会

2012 平成 24 8 廣瀬旭荘没後 150 年記念事業を開催（～ 9月） 日田市・日田市教育委員会

2013 平成 25 3 「廣瀬淡窓旧宅」が国史跡に指定（「廣瀬淡窓墓」に追加指定）

2015 平成 27 4 「咸宜園跡」や「廣瀬淡窓旧宅」などが「日本遺産」に認定

2017 平成 29 2 咸宜園開塾 200 年記念事業開幕「記念式典・記念講演・記念鼎談」開催 日田市・日田市教育委員会

2017 平成 29 3 史跡咸宜園跡の公有化（史跡地西側） 日田市

2017 平成 29 11 咸宜園開塾 200 年記念事業「嚶鳴フォーラム in ひた」開催 日田市・日田市教育委員会

2017 平成 30 2 咸宜園開塾 200 年記念事業「咸宜園門下生子孫の集い」開催 日田市・日田市教育委員会



一
三

教
育
者
も
多
く
、
以
前
は
塾
を
主
宰
し
、
寺
子
屋
の
師
匠
な
ど
も
多
か
っ
た
が
明
治
政
府
が
打

ち
出
し
た
新
た
な
教
育
制
度
の
も
と
で
、
公
教
育
に
お
け
る
指
導
者
と
し
て
も
大
い
に
活
躍
し

て
い
る
。

一
方
で
明
治
期
に
お
け
る
咸
宜
園
の
経
営
は
新
教
育
へ
の
対
応
が
遅
れ
、
高
等
教
育
の
中
心

は
英
語
や
法
律
の
専
門
学
校
が
多
く
新
設
さ
れ
た
都
市
部
へ
と
移
り
変
わ
り
、
地
方
に
お
け
る

学
校
経
営
は
厳
し
さ
を
増
し
、
と
り
わ
け
伝
統
あ
る
咸
宜
園
な
ど
の
漢
学
塾
は
次
第
に
閉
鎖
さ

れ
て
い
っ
た
。

淡
窓
没
後
か
ら
お
よ
そ
四
十
年
後
の
明
治
三
十
年
に
咸
宜
園
は
閉
塾
と
な
っ
た
が
、
そ
の
間

も
新
教
育
へ
の
対
応
を
図
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
現
実
的
に
は
塾
の
維
持
活
動
は
衰
え
、
咸
宜

園
は
教
育
の
場
か
ら
史
跡
と
し
て
の
記
念
す
べ
き
場
所
と
し
て
、
ま
た
淡
窓
顕
彰
の
場
所
と
し

て
変
化
を
し
て
い
っ
た
。

こ
の
時
期
に
お
け
る
主
な
取
組
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
書
蔵
庫
の
建
設

一
、
咸
宜
園
文
庫
設
立
と
淡
窓
図
書
館
の
建
設

一
、
廣
瀬
淡
窓
が
正
五
位
に
叙
任

一
、「
休
道
之
詩
」
碑
の
建
立

大
正
八
年
、
咸
宜
園
出
身
者
の
高
取
悦
堂
ら
有
志
に
よ
り
咸
宜
園
跡
地
内
に
建
立

一
、
広
瀬
淡
窓
七
十
年
忌
祭
の
開
催

大
正
十
一
年
十
一
月
一
日
実
施

一
、「
淡
窓
祭
」
の
開
催

大
正
中
期
頃
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
「
淡
窓
祭
」
は
淡
窓
の
命
日
で
あ
る
十
一
月
一
日

に
毎
年
開
催
さ
れ
た
。
現
在
も
淡
窓
会
に
よ
り
「
平
成
淡
窓
祭
」
と
名
称
を
変
更
し
て

継
続
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）
咸
宜
園
出
身
者
に
よ
る
顕
彰
活
動

淡
窓
没
後
の
咸
宜
園
出
身
者
に
よ
る
事
業
と
し
て
、
ま
ず
最
初
に
行
わ
れ
た
の
は
明
治

二
十
三
年
に
建
築
さ
れ
た
「
書
蔵
庫
」
の
建
設
で
あ
る
。
当
時
の
咸
宜
園
塾
主
は
淡
窓
時
代
の

門
人
で
諌
山
菽
邨
（
１
８
８
８
〜
１
８
９
３
）
で
あ
っ
た
。
菽
邨
は
咸
宜
園
の
蔵
書
が
火
災
で

失
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
咸
宜
園
内
の
東
塾
（
寮
舎
）
を
売
却
し
、
そ
の
収
益
で
建
設
し
た
こ
と

が
棟
木
の
墨
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
も
一
つ
の
顕
彰
事
業
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

書
蔵
庫
は
現
在
も
咸
宜
園
内
に
現
存
し
、
史
跡
咸
宜
園
跡
を
構
成
す
る
文
化
財
と
し
て
適
切
に

保
存
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
咸
宜
園
第
八
代
塾
主
の
廣
瀬
貞
文
（
号
は
濠
田
・
１
８
５
３
〜
１
９
１
４
）
に
よ
る

取
組
で
あ
る
。
こ
の
人
物
の
実
父
は
咸
宜
園
在
塾
中
に
淡
窓
の
養
子
と
な
り
、
淡
窓
没
後
の
咸

宜
園
を
引
継
い
だ
第
三
代
塾
主
の
廣
瀬
青
邨
（
１
８
１
９
〜
１
８
８
４
）
で
、
貞
文
は
咸
宜
園

西
家
で
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
実
子
の
な
か
っ
た
淡
窓
に
と
っ
て
貞
文
の
誕
生
は
初
孫
に
あ
た

る
存
在
で
あ
っ
た
。

貞
文
の
咸
宜
園
入
門
簿
は
現
存
し
な
い
が
咸
宜
園
に
在
塾
し
た
証
拠
は
月
旦
評
へ
の
記
載
で

あ
る
。
成
績
は
優
秀
で
明
治
四
年
四
月
の
月
旦
評
で
は
四
権
八
級
下
ま
で
昇
級
し
て
い
る
が
退

塾
時
の
月
旦
評
は
不
詳
で
あ
る
。
そ
の
後
の
貞
文
は
後
に
咸
宜
園
出
身
者
で
福
澤
諭
吉
門
下
と

な
っ
た
朝
吹
英
二
の
紹
介
を
受
け
て
慶
応
義
塾
に
入
塾
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
貞
文
の
咸
宜
園
顕
彰
活
動
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
明
治
四
十
年

か
ら
日
田
町
長
を
務
め
た
貞
文
は
、
大
正
二
年
（
１
９
１
３
）
に
淡
窓
生
誕
一
三
〇
年
祭
と
す

る
頌
徳
祭
を
開
催
し
た
。
豆
田
町
に
生
ま
れ
た
咸
宜
園
出
身
の
画
家
で
長
岡
永
邨
に
よ
る
「
咸

宜
園
絵
図
」（
図
１
）
も
こ
の
時
に
作
成
さ
れ
、
現
存
す
る
「
秋
風
庵
」
の
写
真
を
使
用
し
た

絵
葉
書
も
同
年
に
作
成
さ
れ
た
。

さ
ら
に
こ
の
年
の
十
二
月
に
は
「
咸
宜
園
文
庫
設
立
趣
意
書
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

続
く
二
年
後
の
大
正
四
年
に
は
「
淡
窓
図
書
館
」
建
設
の
動
き
と
な
る
が
こ
れ
も
貞
文
在
任
中

の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
趣
意
書
の
原
案
と
も
言
え
る
史
料
は
国
文
学
研
究
資
料
館
の
「
広
瀬
青
邨
文
庫
」
か
ら

発
見
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
本
書
の
六
五
・
八
七
頁
を
参
照
願
い
た
い
。
史
料
名
は
「
宜
園

文
庫
創
立
趣
意
書
草
案
」
と
あ
り
、
明
治
四
十
二
年
五
月
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当

時
は
す
で
に
青
邨
は
他
界
し
て
お
り
、
文
庫
や
文
書
の
性
格
か
ら
青
邨
の
長
子
で
あ
っ
た
廣
瀬

貞
文
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
当
時
、
貞
文
は
す
で
に
日
田
町
長
に
就
任
し
て

お
り
、
大
正
二
年
に
実
施
し
た
「
廣
瀬
淡
窓
頌
徳
祭
」
で
は
主
催
す
る
側
で
そ
の
中
心
に
あ
っ

た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
趣
意
書
の
成
文
化
に
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

そ
の
後
、本
計
画
は
大
正
五
年
に
咸
宜
園
東
家
側
に
建
設
さ
れ
た
日
田
郡
教
育
会
所
管
の「
淡

窓
図
書
館
（
現
在
の
日
田
市
立
淡
窓
図
書
館
）」
の
完
成
に
つ
な
が
り
、
咸
宜
園
蔵
書
な
ど
は

図
書
館
に
お
い
て
一
時
は
所
蔵
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
淡
窓
の
蔵
書
な
ど
は

現
在
の
公
益
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
へ
と
返
却
さ
れ
て
い
る
。



一
四

・
咸
宜
園
文
庫
設
立
趣
意
書

往
時
淡
窓
先
生
家
塾
咸
宜
園
ヲ
開
キ
帷
ヲ
下
シ
テ
教
授
セ

ラ
ル
ゝ
ヤ
靑
衿
ノ
士
遠
近
來
リ
學
ブ
モ
ノ
前
後
四
千
餘
人

星
霜
實
ニ
五
十
年
ニ
及
べ
リ
旭
莊
、
靑
邨
、
林
外
三
先
生
箕
裘

相
繼
テ
育
英
ノ
任
ニ
當
リ
四
先
生
門
下
ノ
秀
才
ニ
シ
テ
名

ヲ
天
下
ニ
揚
ゲ
シ
モ
ノ
實
ニ
屈
指
ニ
遑
ア
ラ
ズ
蓋
咸
宜
園

ガ
世
ノ
文
化
ヲ
裨
益
シ
風
教
ヲ
維
持
シ
タ
ル
其
功
ヤ
偉
ナ

リ
ト
謂
フ
ベ
シ

維
新
以
降
茲
ニ
四
十
餘
年
其
間
靑
邨
、
林
外
二
先
生
前
後
相

繼
テ
東
京
ニ
歿
セ
ラ
レ
村
上
姑
南
、
諫
山
菽
村
二
氏
ノ
如
キ

一
時
咸
宜
園
ヲ
守
リ
テ
子
弟
ヲ
教
育
セ
シ
モ
ノ
亦
已
ニ
歿

シ
爾
後
絃
誦
聲
絶
テ
塾
舍
頽
廢
シ
松
杉
漸
影
老
テ
庭
園
荒

涼
タ
リ
今
ヤ
昔
日
ノ
紀
念
ト
シ
テ
見
ル
ヘ
キ
モ
ノ
僅
ニ
淡

窓
先
生
ノ
舊
居
和
肅
堂
、
遠
思
樓
及
ビ
藏
書
五
千
餘
巻
ヲ
存

ス
ル
ノ
ミ
今
ニ
シ
テ
之
ガ
保
存
ノ
方
法
ヲ
講
ゼ
ズ
空
シ
ク

荒
廢
散
逸
ニ
歸
セ
シ
ム
ル
ハ
誠
ニ
千
歳
ノ
恨
事
ニ
シ
テ
亦

實
ニ
風
教
ヲ
維
持
ス
ル
ノ
道
ニ
ア
ラ
ス

抑
靑
年
子
弟
ヲ
薰
陶
シ
其
品
性
ヲ
高
尚
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
單

ニ
學
校
教
育
ニ
一
任
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
務
メ
テ
古
今
ノ
賢

哲
偉
人
ニ
私
淑
セ
シ
メ
自
然
ノ
感
化
ニ
ヨ
リ
テ
其
德
性
ヲ

涵
養
セ
シ
メ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
泰
西
諸
國
カ
先
賢
偉
人
ノ
遺

物
ヲ
蒐
集
ス
ル
ニ
斷
簡
零
墨
モ
尚
且
千
金
ヲ
吝
マ
ザ
ル
ハ

此
主
旨
ニ
外
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
我
國
現
時
風
教
ノ
陵
夷
ス
ル

ヤ
特
ニ
其
必
要
ア
リ
豈
一
日
モ
之
ヲ
忽
ニ
ス
ヘ
ケ
ン
ヤ

是
ニ
於
テ
本
會
ハ
本
會
ノ
事
業
ト
シ
テ
咸
宜
園
文
庫
ヲ
設

立
シ
以
テ
藏
書
遺
墨
等
ヲ
不
朽
ニ
傳
ヘ
ン
ト
欲
ス
大
方
諸

彦
幸
ニ
賛
助
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
冀
フ

大
正
二
年
十
二
月

日
田
郡
教
育
會

二
、
昭
和
期
の
廣
瀬
淡
窓
・
咸
宜
園
に
関
す
る
顕
彰
活
動
お
よ
び
記
念
事
業

こ
の
時
期
は
戦
前
と
戦
後
に
分
け
て
大
き
な
画
期
を
迎
え
る
事
柄
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
ま

ず
は
昭
和
七
年
の
「
咸
宜
園
跡
」
の
国
指
定
史
跡
の
動
き
で
あ
る
。
全
国
で
は
近
世
の
私
塾
で

教
育
遺
産
と
し
て
国
の
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
の
は
僅
か
に
五
例
だ
け
で
あ

図１　咸宜園絵図（大正 2年　長岡永邨作）
この絵図が作られた当時の園内には、図の左側に和粛堂と記された現在の秋風庵のみが残っていたと思われ
る。この淡窓百年祭には咸宜園出身者も多く参加しており、咸宜園で実際に学んだ門人たちにより集められ
た情報をもとに日田出身の門下生で画家の長岡永邨が描いた。当時の日田町長は廣瀬貞文で彼は咸宜園で生
まれ育ち、また学んだ場所であっただけに往時の面影の薄くなった旧知の場所を絵図として再現するのは感
慨深いものであったと想像する。平成　年から始まった咸宜園の発掘調査では絵図に描かれた建物の遺構（痕
跡）が発見され、この絵図の信ぴょう性の高さが証明されている。



一
五

る
。
藤
樹
書
院
（
滋
賀
県
）、古
義
堂

（
京
都
府
）、適
塾
（
大
阪
府
）、松
下
村
塾
（
山
口
県
）、

咸
宜
園
跡
（
大
分
県
）
そ
の
よ
う
な
指
定
の
動
き
が
あ
っ
た
。
ま
た
各
地
で
は
地
域
に
お
け
る

先
人
・
先
哲
の
顕
彰
活
動
が
活
発
化
す
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
に
お
け
る
主
な
取
組
等
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

一
、『
淡
窓
全
集
』（
大
正
十
五
年
か
ら
昭
和
二
年
）
の
刊
行

一
、
国
定
教
科
書
へ
の
採
用

昭
和
五
年
に
淡
窓
が
実
践
し
た
「
万
善
簿
」
が
国
定
教
科
書
高
等
科
一
年
生
用
の
修

身
書
『
反
省
』
の
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。（
前
掲
、『
敬
天
』
創
刊
号
よ
り
）

一
、
文
化
財
の
指
定

昭
和
七
年
に
は
「
咸
宜
園
跡
」
が
、
昭
和
二
十
三
年
に
は
淡
窓
ら
の
墓
が
眠
る
通
称

「
長
生
園
（
指
定
名
称
は
「
廣
瀬
淡
窓
墓
」）」
が
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。

一
、
昭
和
天
皇
の
行
幸
（
昭
和
二
十
四
年
六
月
九
日

咸
宜
園
に
て
廣
瀬
八
賢
の
著
書
を

御
覧
）

昭
和
二
十
一
年
十
月
十
八
日
、
昭
和
天
皇
に
京
都
大
学
名
誉
教
授
の
小
西
重
直
氏
が

「
教
育
家
と
し
て
の
広
瀬
淡
窓
先
生
と
其
の
学
制
論
」
と
題
し
て
御
進
講
さ
れ
た
。

内
容
は
「
教
育
家
と
し
て
の
淡
窓
」
と
「
其
の
著
迂
言
と
学
制
論
」
で
あ
っ
た
。

一
、
淡
窓
会
の
発
足
と
淡
窓
百
年
祭

淡
窓
会
の
正
式
な
発
足
は
昭
和
二
十
七
年
、
百
年
祭
の
開
催
は
昭
和
三
十
年
十
一
月

            

一
日
、
淡
窓
会
に
よ
り
実
施
。
詳
細
は
淡
窓
会
の
項
で
後
述
す
る
。

一
、
淡
窓
研
究
会
の
発
足

昭
和
四
十
二
年
に
東
京
で
発
足
し
た
研
究
会
で
詳
細
は
後
述
す
る
。

一
、
淡
窓
生
誕
二
百
年
祭

窓
先
生
生
誕
二
百
年
」
の
取
組
を
紹
介
す
る
。

（
１
）
淡
窓
会

淡
窓
会
の
発
足
は
会
報
誌
『
敬
天
』（
創
刊
号
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
始
ま
り
は
昭
和
二
十
五

年
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
で
あ
る
。
五
年
後
（
昭
和
三
十
年
）
に
は
淡
窓
没
後
の
百
年
忌
を

迎
え
る
こ
と
か
ら
日
田
郡
市
の
有
志
や
教
育
関
係
者
の
間
で
百
年
祭
の
開
催
を
望
む
声
が
大
き

く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
当
時
の
日
田
市
長
が
委
員
長
と
な
り
、「
廣
瀬
淡
窓
先
生
百
年
準
備

委
員
会
」
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
昭
和
二
十
七
年
の
十
二
月
に
は
準
備
委
員
会
に
代
わ
る
組
織
と
し
て
「
淡
窓
会
」

が
誕
生
し
、
百
年
祭
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ
て
趣
意
書
や
規
約
、
祭
典
祝
典
、
記
念
行
事
、
記

念
事
業
等
の
予
算
案
（
三
千
四
百
万
円
）
を
作
成
す
る
な
ど
の
作
業
一
を
進
め
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
本
格
的
な
取
組
を
行
お
う
と
し
た
矢
先
に
日
田
市
は
大
き
な
災
害
を
被
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
昭
和
二
十
八
年
六
月
に
発
生
し
た「
昭
和
二
十
八
年
西
日
本
水
害（
筑

後
川
水
害
）」
で
あ
る
。
九
州
地
方
北
部
を
中
心
に
大
雨
に
よ
る
水
害
が
発
生
し
、
被
災
者
数

は
百
万
人
を
超
え
る
九
州
史
上
、
最
も
大
き
な
災
害
で
あ
っ
た
。
本
市
も
市
内
の
三
隈
川
（
筑

後
川
）
を
中
心
に
起
こ
っ
た
洪
水
で
市
民
生
活
は
甚
大
な
被
害
と
な
り
、
淡
窓
会
の
活
動
も
中

止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
活
動
を
再
開
し
た
の
は
翌
二
十
九
年
の
十
一
月
か
ら

で
、
組
織
に
は
大
分
県
知
事
を
名
誉
会
長
に
迎
え
、
事
務
局
は
当
時
咸
宜
園
の
外
に
移
築
さ
れ

て
い
た
「
遠
思
楼
」（
現
在
は
咸
宜
園
内
に
現
存
）
内
に
置
か
れ
て
い
た
。

当
時
の
事
業
計
画
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
、
淡
窓
百
年
祭
典
・
式
典
（
昭
和
三
十
年
十
一
月
一
日
実
施
）

一
、
記
念
文
化
行
事
（
三
日
間
）

一
、
遠
思
楼
の
移
築

↓

現
在
、
咸
宜
園
跡
地
内
に
移
築
さ
れ
整
備
さ
れ
て
い
る

一
、
淡
窓
胸
像
作
製
（
朝
倉
文
夫
作
）
↓

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
で
常
時
展
示

一
、
長
生
園
・
秋
風
庵
修
築
整
備

↓

長
生
園
は
咸
宜
園
よ
り
徒
歩
五
分
の
位
置
に
現
存

一
、
淡
窓
詩
軸
の
頒
布

一
、
記
念
出
版
（『
教
聖
広
瀬
淡
窓
』
古
川
克
己
著
）
昭
和
三
十
年
刊
行

ま
た
、
大
正
五
年
建
築
の
「
淡
窓
図
書
館
」
の
改
築
（
昭
和
三
十
五
年
）
や
「
日
田
市
立
博

物
館
」（
昭
和
三
十
六
年
）な
ど
の
事
業
も
記
念
事
業
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と『
敬
天（
創

昭
和
五
十
七
年
に
開
催

昭
和
期
に
は
日
田
の
地
で
「
淡
窓
会
」
が
誕
生
し
、
次
に
東
京
で
は
「
淡
窓
研
究
会
（
旧
称

「
淡
窓
会
」）」
が
生
ま
れ
、
こ
の
二
つ
の
団
体
が
当
該
時
期
の
市
民
を
巻
き
込
ん
だ
顕
彰
活
動

や
研
究
活
動
な
ど
が
始
ま
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
各
地
の
先
人
や
先
哲
を
顕
彰
す
る
団

体
と
の
交
流
も
生
ま
れ
、
地
域
間
で
の
活
動
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
こ
の
二
つ
の
団

体
の
沿
革
や
活
動
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
た
後
、
廣
瀬
本
家
を
中
心
と
し
た
「
廣
瀬
先
賢
顕
彰

会
」
の
取
組
に
つ
い
て
も
ふ
れ
る
。
そ
の
後
に
続
い
て
昭
和
五
十
六
年
に
実
施
し
た
「
廣
瀬
淡



一
六

刊
号
）』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
百
年
祭
に
際
し
て
、
熊
本
県
出
身
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
思
想
家
と
し
て
活
躍
し
た
徳

富
蘇
峰
は
次
の
よ
う
な
祝
辞
を
用
意
し
た
と
あ
る
。
当
時
は
蘇
峰
の
最
晩
年
に
あ
た
る
九
十
三

歳
の
年
で
あ
っ
た
。

淡
窓
広
瀬
先
生
ハ
、
日
本
ニ
於
ケ
ル
卓
越
ノ
詩
人
ニ
シ
テ
、
偉
大
ナ
ル
教
育
家
ナ
リ
、
咸
宜

園
ノ
門
ニ
出
入
ス
ル
子
弟
幾
百
人
、
其
ノ
流
風
餘
韻
ハ
今
猶
厳
然
ト
シ
テ
存
ス

先
生
ノ
遺
德
実
ニ
大
ナ
ル
哉
、今
茲
ニ
郷
党
ノ
諸
君
ハ
先
生
ノ
為
ニ
百
年
祭
ヲ
営
ム
ニ
際
シ
、

予
ニ
一
言
ヲ
幑
セ
ラ
ル
、
予
曾
テ
日
田
ニ
遊
ビ
先
生
遺
跡
ヲ
訪
ヒ
其
ノ
郷
人
ニ
接
シ
、
咸
宜

園
ノ
盛
時
ヲ
緬
想
シ
感
慨
禁
ス
ル
克
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
キ
、
今
ヤ
我
国
師
弟
ノ
道
義
地
ニ
堕

チ
、
教
育
ノ
根
本
義
殆
ン
ト
亡
滅
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
幾
シ

此
時
ニ
於
テ
先
生
百
年
祭
ヲ
見
ル
、
豈
ニ
偶
然
ナ
ラ
ン
ヤ
、
若
シ
先
生
ノ
遺
徳
ヲ
顕
彰
シ
、

之
ニ
ヨ
ツ
テ
反
正
省
覚
、
挙
世
ノ
弊
風
ヲ
一
掃
ス
ル
ヲ
得
ハ
、
其
ノ
慶
更
ニ
大
ナ
リ
ト
謂
フ

可
キ

火
国
後
学

蘇
峰
菅
原
正
敬
頽
令
九
十
三

〔
淡
窓
会
会
則
〕

第

一

章

名
称
お
よ
び
所
在
地

第
一
条

本
会
は
淡
窓
会
と
称
す

第
二
条

本
会
の
事
務
局
を
日
田
市
教
育
庁
内
に
置
く

第

二

章

目
的
お
よ
び
事
業

第
三
条

本
会
は
広
瀬
淡
窓
先
生
の
遺
徳
を
顕
彰
し
、
広
く
宜
園
の
教
育
精
神
を
昻
揚
し
、

も
つ
て
文
化
の
興
隆
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

第
四
条

本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
左
の
事
業
を
行
う

一
、
遺
徳
の
顕
彰
に
関
す
る
事
項

二
、
淡
窓
先
生
の
資
料
蒐
集
に
関
す
る
事
項

三
、
淡
窓
先
生
の
遺
跡
等
整
備
に
関
す
る
事
項

四
、
そ
の
他
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
と
な
る
事
項

第

三

章

会

員

第
五
条

本
会
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
定
め
ら
れ
た
会
費
を
納
入
し
た
者
を
会
員
と
す
る

第
六
条

本
会
に
功
労
あ
る
者
は
そ
の
労
に
酬
ゆ
る
た
め
会
員
に
推
せ
ん
す
る

第

四

章

役

員

第
七
条

本
会
に
左
の
役
員
を
置
く

会
長
一
名

副
会
長
二
名

委
員
若
干
名

会
計
監
査
二
名

第
八
条

会
長
は
日
田
市
長
の
職
に
あ
る
者
、
副
会
長
は
総
会
の
同
意
を
得
て
会
長
が
選
任

す
る

第
九
条

委
員
は
会
員
中
よ
り
会
長
が
委
嘱
す
る

第
十
条

会
計
監
査
は
委
員
会
に
お
い
て
選
出
す
る

第
十
一
条

役
員
の
任
期
は
、
そ
の
職
に
よ
り
就
任
し
た
者
は
そ
の
在
任
期
間
と
し
、
そ
の

他
の
役
員
は
二
ヶ
年
と
す
る

第
十
二
条

会
長
は
本
会
を
代
表
し
会
務
を
統
轄
す
る

副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
委

員
は
本
会
の
事
業
の
企
画
、
推
進
、
実
現
を
図
る
た
め
に
、
こ
れ
が
案
件
の
処

理
に
あ
た
る
。
委
員
中
よ
り
常
任
委
員
若
干
名
を
会
長
よ
り
委
嘱
す
る
。
常
任

委
員
は
常
時
本
会
の
案
件
を
処
理
す
る

第
十
三
条

本
会
に
必
要
と
認
め
た
と
き
に
は
、
会
長
は
顧
問
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る

第

五

章

会

議

第
十
四
条

会
議
は
総
会
、
委
員
会
、
常
任
委
員
会
と
す
る

第
十
五
条

総
会
は
毎
年
一
回
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

委
員
会
お
よ
び
常
任
委
員
会
は
会
長
の
必
要
に
応
じ
て
適
宜
開
く
こ
と
が
で
き
る

第
十
六
条

会
議
は
左
の
事
項
を
審
議
す
る

一
、
第
四
条
に
関
す
る
事
項

二
、
予
算
決
算
に
関
す
る
事
項

三
、
役
員
選
出
に
関
す
る
事
項

四
、
会
則
の
制
定
改
廃
に
関
す
る
事
項

五
、
そ
の
他
重
要
な
事
項
で
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
事
項

第
十
七
条

会
議
は
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
こ
れ
を
決
す
る
、
可
否
同
数
の
と
き
は
議

長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る

第

六

章

事

務

局

第
十
八
条

本
会
の
運
営
を
円
滑
な
ら
し
む
る
た
め
、
事
務
局
に
書
記
若
干
名
を
置
く



一
七

第

七

章

会

計

第
十
九
条

本
会
の
経
費
は
会
費
お
よ
び
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る

第
二
十
条

本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
る

淡
窓
会
の
活
動
は
、
淡
窓
百
年
祭
の
執
行
後
も
淡
窓
会
の
目
的
に
あ
る
と
お
り
、
淡
窓
先
生

の
顕
彰
活
動
を
通
じ
て
、地
域
の
文
化
的
発
展
に
寄
与
す
る
働
き
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

会
は
平
成
二
十
三
年
度
咸
宜
園
教
育
顕
彰
事
業
の
教
育
文
化
部
門
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の

活
動
と
そ
の
成
果
が
評
価
さ
れ
、
優
秀
賞
を
受
賞
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
同
事
業
の
最
高

賞
に
位
置
付
け
ら
れ
る
「
廣
瀬
淡
窓
賞
」
も
併
せ
て
受
賞
さ
れ
た
。
本
会
の
活
動
と
そ
の
研
究

成
果
を
ま
と
め
た
会
報
誌
『
敬
天
』
は
平
成
二
十
四
年
に
第
四
十
号
を
刊
行
し
た
。

（
２
）
淡
窓
研
究
会

淡
窓
研
究
会
は
昭
和
四
十
二
年
（
１
９
６
７
）
に
廣
瀬
家
第
十
世
の
廣
瀬
正
雄
氏
（
当
時
は

衆
議
院
議
員
）
と
石
川
謙
氏
（
当
時
は
日
本
大
学
教
授
。
お
茶
の
水
女
子
大
学
名
誉
教
授
）、

石
川
松
太
郎
氏
（
当
時
は
和
洋
女
子
大
学
勤
務
。
後
に
日
本
女
子
大
学
教
授
等
）、
淡
窓
研
究

家
の
中
島
市
三
郎
氏
の
会
合
を
き
っ
か
け
と
し
て
東
京
に
て
発
足
し
た
。
設
立
当
初
は
「
淡
窓

会
」
と
称
し
、
廣
瀬
淡
窓
や
咸
宜
園
教
育
に
関
心
を
抱
く
研
究
者
を
中
心
と
す
る
研
究
会
で
あ

る
。
初
代
会
長
は
石
川
謙
氏
が
務
め
た
後
、
古
川
哲
史
氏
（
東
京
大
学
教
授
）
な
ど
が
会
長
を

継
い
で
い
る
。
当
時
の
会
員
に
は
教
育
史
学
の
分
野
で
武
田
勘
次
氏
や
小
久
保
明
浩
氏
な
ど
が

い
た
。
そ
の
後
、
平
成
元
年
に
一
時
休
会
と
な
っ
た
が
、
平
成
十
二
年
に
第
十
一
世
の
廣
瀬
貞

雄
氏
を
会
長
と
し
て
活
動
が
再
開
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
会
の
名
称
は
変
更
さ
れ
現
在
の
「
淡
窓

研
究
会
」
に
至
っ
て
い
る
。

現
在
の
活
動
は
年
二
回
の
定
例
研
究
会
で
、
毎
年
六
月
と
十
二
月
の
第
一
土
曜
日
に
都
内
で

開
催
し
て
お
り
、
平
成
十
七
年
に
『
淡
窓
研
究
会
会
報
』
の
創
刊
号
を
発
行
し
て
以
降
、
現
在

八
号
ま
で
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
廣
瀬
宗
家
に
よ
る
顕
彰
活
動
「
廣
瀬
八
賢
顕
彰
会
」
及
び
「
廣
瀬
先
賢
顕
彰
会
」

昭
和
四
十
二
年
に
廣
瀬
家
が
発
行
し
た
『
教
聖
廣
瀬
淡
窓
と
廣
瀬
八
賢
』
の
奥
付
に
は
著
作

者
、
発
行
所
と
し
て
「
廣
瀬
八
賢
顕
彰
会
」
な
る
団
体
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
所
在
地
は
「
大

分
県
日
田
市
御
幸
通
魚
町

広
瀬
宗
家
方
」
と
あ
り
、
現
在
の
廣
瀬
家
の
中
に
事
務
局
を
有
し

た
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
書
の
刊
行
以
外
に
こ
の
団
体
名
活
動
を

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
同
じ
昭
和
四
十
年
代
に
は
廣
瀬
宗
家
内
に
お
い
て
、「
廣
瀬
先

賢
顕
彰
会
」
な
る
組
織
が
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。
先
ほ
ど
と
同
様
、
設
立
の
背
景
は
不
詳
で
あ

る
が
、
現
在
の
日
田
廣
瀬
家
が
江
戸
時
代
に
筑
前
博
多
よ
り
豊
後
日
田
に
移
住
し
て
か
ら
満

三
〇
〇
年
を
迎
え
る
昭
和
四
十
八
年
八
月
五
日
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
れ
は
昭
和
四
十
八
年
と
い
う
年
が
廣
瀬
家
に
と
っ
て
大
き
な
節
目
の
年
で
あ
り
、
記
念
事

業
の
実
施
に
向
け
た
大
き
な
動
き
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。先
の
顕
彰
会
と
同
じ
く
、

当
然
な
が
ら
本
会
の
組
織
も
廣
瀬
宗
家
（
大
分
県
日
田
市
豆
田
町
九
の
七
）
を
中
心
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

な
お
、
当
時
の
廣
瀬
家
当
主
は
第
十
世
の
広
瀬
正
雄
氏
で
、
昭
和
四
十
年
（
１
９
６
５
）
頃

の
正
雄
氏
は
衆
議
院
議
員
当
選
六
期
目
の
任
期
中
で
同
四
十
六
年
に
は
郵
政
大
臣
に
就
任
、
翌

年
に
は
九
期
目
の
当
選
を
果
た
し
て
い
る
。

昭
和
四
十
年
か
ら
の
十
年
間
で
廣
瀬
宗
家
や
そ
の
他
の
関
係
団
体
か
ら
多
く
の
書
が
刊
行
さ

れ
て
い
る
。

廣
瀬
正
雄
〔
１
９
６
５
〕『
教
聖
廣
瀬
淡
窓
と
廣
瀬
八
賢
』
廣
瀬
八
賢
顕
彰
会

日
田
郡
教
育
会
編
〔
１
９
７
１
〕『
増
補
淡
窓
全
集
』（
全
三
巻
）
思
文
閣

池
田
範
六
〔
１
９
７
２
〕「
淡
窓
先
生
遺
徳
顕
彰
の
か
ず
か
ず
」（『
敬
天
』
創
刊
号
）
淡
窓
会

廣
瀬
先
賢
顕
彰
会
編
〔
１
９
７
３
〕『
日
田
廣
瀬
家
三
百
年
の
歩
み
』
廣
瀬
先
賢
顕
彰
会

廣
瀬
正
雄
先
生
伝
記
刊
行
会
編
〔
１
９
７
４
〕『
廣
瀬
正
雄
伝
』（
全
三
巻
）

廣
瀬
先
賢
顕
彰
会
（
中
野
範
）
編
〔
１
９
７
４
〕『
咸
宜
園
出
身
八
百
名
略
伝
集
』
広
瀬
宗
家

廣
瀬
先
賢
顕
彰
会
（
中
野
範
）
編
〔
１
９
７
５
〕『
咸
宜
園
出
身
二
百
名
略
伝
集
』
咸
宜
園
出
身
八
百
名

略
伝
集
続
編
（
一
）
広
瀬
宗
家

こ
の
ほ
か
昭
和
四
十
四
年
に
は
「
廣
瀬
先
賢
文
庫
」
の
建
設
が
行
わ
れ
、
後
の
昭
和
五
十
七

年
か
ら
刊
行
が
始
ま
っ
た
『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』（
全
十
一
巻
）
も
こ
の
頃
か
ら
計
画
さ
れ
て
い

た
よ
う
だ
。
廣
瀬
家
に
よ
る
廣
瀬
淡
窓
や
咸
宜
園
だ
け
で
な
く
、
廣
瀬
家
の
歩
み
も
含
め
て
総

合
的
な
顕
彰
活
動
の
一
端
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
廣
瀬
家
の
取
組
み
は
現
在
文
化
財
と
し
て
保

存
さ
れ
て
い
る
「
廣
瀬
淡
窓
旧
宅
及
び
墓
」
や
「
咸
宜
園
跡
」
な
ど
文
化
遺
産
の
保
存
と
継
承

に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、先
に
ふ
れ
た
『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』
も
廣
瀬
家
に
よ
る
顕
彰
活
動
の
一
環
と
い
え
る
が
、



一
八

昭
和
五
十
七
年
の
刊
行
か
ら
平
成
六
年
に
は
『
日
間
瑣
事
備
忘
』
の
全
9
巻
が
揃
い
、
そ
の
他

に
も
昭
和
六
十
一
年
に
随
筆
編
、
平
成
二
十
二
年
に
は
詩
文
編
な
ど
が
発
刊
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
廣
瀬
淡
窓
先
生
生
誕
二
百
年
記
念
事
業

本
会
は
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
十
一
日
に
日
田
市
の
主
催
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
事
業
で
あ

る
。
会
場
は
日
田
市
中
央
公
民
館
ホ
ー
ル
で
あ
っ
た
。

記
念
式
典
後
に
は
、
西
南
女
学
院
の
井
上
義
巳
院
長
よ
り
「「
淡
窓
先
生
の
心
」
永
遠
に
生

き
る
人
」
と
題
し
て
記
念
講
演
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
事
業
も
記
念
事
業
に
併
せ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
内
容

は
記
式
典
当
日
に
準
備
さ
れ
た
資
料
よ
り
抜
粋
。

◇
演
劇
公
演

昭
和
五
十
六
年
十
月
九
日
（
場
所

日
田
市
民
会
館
ホ
ー
ル
）

「
風
光
り
水
澄
む
郷
」
大
友
宗
麟
物
語
（
榎
本
滋
民
作
・
演
出
、
田
村
高
広
主
演
）

◇
文
化
講
演
会

昭
和
五
十
六
年
十
一
月
二
日
（
場
所

日
田
市
民
会
館
ホ
ー
ル
）

演
題
「
現
代
日
本
の
社
会
構
図
」

講
師

社
会
評
論
家

草
柳

大
蔵

氏

◇
記
念
展

昭
和
五
十
六
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で（
場
所

日
田
市
中
央
公
民
館
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）

「
広
瀬
淡
窓
、
そ
の
一
門
な
ら
び
に
咸
宜
園
出
身
者
の
書
画
、
遺
作
、
遺
品
の
展
覧
」

出
品
数
は
百
三
十
点

◇
記
念
展
図
録
発
刊

「
書
画
、
遺
作
、
遺
品
集
」
頒
布
価
格

１
０
０
０
円

◇
淡
窓
読
本
発
刊

広
瀬
淡
窓
先
生
の
伝
記
（
小
学
生
で
も
読
め
る
本
）

著
書

大
久
保

正
尾

氏

頒
布
価
格

５
０
０
円

◇
現
代
名
書
家
展

昭
和
五
十
六
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
十
六
日
ま
で
（
場
所

日
田
岩
田
屋
ホ
ー
ル
）

名
書
家
の
広
瀬
淡
窓
詩
揮
毫
展
覧
（
書
家
三
十
六
人
）

（
５
）
記
念
碑
の
建
立

Ａ
、
詩

碑

昭
和
期
に
は
市
内
各
所
に
淡
窓
会
な
ど
が
詩
碑
を
建
立
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
淡
窓
の

漢
詩
を
刻
銘
し
た
詩
碑
が
最
初
に
立
碑
さ
れ
た
の
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
大
正
八
年
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
咸
宜
園
出
身
者
で
地
方
判
事
と
し
て
活
躍
し
た
高
取
悦
堂
ら
有
志
で
建
立
し
た
と
あ

る
。
題
材
は
「
休
道
之
詩
」
で
「
桂
林
荘
雑
詠
示
諸
生
」
四
首
の
二
番
目
に
あ
た
る
詩
が
採
用

さ
れ
た
。

後
に
悦
堂
は
『
淡
窓
全
集
』（
全
三
巻
）
の
編
集
に
も
関
わ
る
な
ど
当
該
時
期
の
顕
彰
活
動

の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
目
さ
れ
る
人
物
で
も
あ
る
。

こ
の
他
、
日
田
市
内
に
は
淡
窓
会
な
ど
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
石
碑
が
十
九
箇
所
あ
る
。

Ｂ
、
歌

碑

心
静
か
に
観
れ
ば
み
な
宜
し
と
う
べ
な
ひ
て

咸
宜
園
と
は
名
づ
け
ま
し
け
む

比
露
思

こ
の
歌
碑
は
咸
宜
園
西
家
側
（
西
塾
）
の
井
戸
の
側
に
名
誉
市
民
井
上
正
之
翁
（
号
紫
山
）

が
昭
和
四
十
二
年
四
月
に
建
立
し
た
。
咸
宜
園
の
塾
生
た
ち
の
生
活
を
偲
ぶ
古
井
戸
を
含
ん
だ

土
地
を
整
備
し
て
、
日
田
市
に
寄
贈
し
た
も
の
で
あ
る
。

歌
の
作
者
は
元
大
分
大
学
学
長
の
花
田
大
五
郎
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
「
あ
け
び
歌
の
会
」
の

主
宰
者
で
号
を
比
露
思
と
言
っ
た
。
書
は
花
田
氏
が
当
時
病
気
で
あ
っ
た
た
め
、「
あ
け
び
歌

の
会
」
同
人
の
今
田
哲
夫
氏
が
揮
亳
し
、
碑
陰
は
古
川
克
己
氏
の
手
に
よ
る
も
の
。

三
、
平
成
以
降
の
廣
瀬
淡
窓
・
咸
宜
園
に
関
す
る
顕
彰
活
動
お
よ
び
記
念
事
業

平
成
期
の
咸
宜
園
に
関
す
る
事
業
は
文
化
財
と
し
て
の
保
存
整
備
や
教
育
普
及
で
の
活
用
に

重
点
が
置
か
れ
た
取
組
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。

昭
和
七
年
に
国
指
定
の
史
跡
と
な
っ
た
「
咸
宜
園
跡
」
は
指
定
か
ら
半
世
紀
以
上
が
経
過
し

た
平
成
四
年
に
「
史
跡
咸
宜
園
跡
保
存
整
備
構
想
」
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
後
は
史
跡
地
内
の
発

掘
調
査
や
秋
風
庵
・
遠
思
楼
な
ど
の
建
造
物
の
保
存
修
理
事
業
に
着
手
し
た
。
ま
た
平
成
九
年



一
九

度
か
ら
は
史
跡
地
東
側
の
公
有
化
が
始
ま
り
、
本
格
的
な
整
備
事
業
に
着
手
し
た
の
は
平
成

十
五
年
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

現
在
は
史
跡
東
側
の
整
備
が
一
段
落
し
、
史
跡
地
西
側
も
平
成
二
十
九
年
度
に
公
有
化
が
終

了
し
て
、
史
跡
全
体
の
公
有
化
が
終
了
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
将
来
的
な
文
化
財
と
し
て
の
保
存

が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に
お
け
る
主
な
取
組
み
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

一
、「
秋
風
庵
・
遠
思
楼
」
の
平
成
の
大
修
理
と
国
史
跡
「
咸
宜
園
跡
」
の
公
有
化

一
、
廣
瀬
淡
窓
没
後
百
五
十
年
記
念
事
業

平
成
十
七
年
に
大
分
県
及
び
日
田
市
で
開
催
さ
れ
た
記
念
事
業
。
詳
細
は
別
項
を
参
照
。

一
、
史
跡
「
咸
宜
園
跡
」
東
側
の
第
一
次
整
備
完
了

事
業
の
詳
細
は『
史
跡
咸
宜
園
跡
保
存
整
備
事
業
報
告
書
』（
２
０
１
６
）に
詳
し
い
。

一
、
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
開
館

平
成
二
十
二
年
十
月
に
史
跡
咸
宜
園
跡
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設
と
し
て
、
ま
た
廣
瀬
淡

窓
や
咸
宜
園
に
関
す
る
調
査
研
究
や
普
及
啓
発
を
行
う
機
関
と
し
て
創
設

一
、
廣
瀬
旭
荘
没
後
百
五
十
年
記
念
事
業

一
、
世
界
遺
産
登
録
の
推
進
と
日
本
遺
産
の
認
定

一
、
咸
宜
園
開
塾
二
百
年
記
念
事
業

平
成
に
入
っ
て
の
最
初
の
記
念
事
業
は
平
成
十
七
年
に
実
施
さ
れ
た
淡
窓
先
生
百
五
十
年
祭

（
一
五
〇
回
忌
）
の
開
催
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
日
田
市
に
よ
る
「
広
瀬
淡
窓
没
後
百
五
十
年
記

念
事
業
」
と
大
分
市
を
中
心
に
開
催
さ
れ
た
大
分
県
主
催
に
よ
る
「
広
瀬
淡
窓
没
後
百
五
十
周

年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
紹
介
す
る
。

（
１
）
広
瀬
淡
窓
没
後
百
五
十
年
記
念
事
業
（
日
田
市
開
催
分
）

こ
の
事
業
は
廣
瀬
淡
窓
が
逝
去
し
た
安
政
三
年
（
１
８
５
６
）
か
ら
百
五
十
年
が
経
過
し
た

平
成
十
七
年
（
２
０
０
５
）
に
実
施
し
た
事
業
で
、
日
田
市
教
育
委
員
会
が
中
心
と
な
り
文
化

団
体
や
学
校
な
ど
市
民
と
一
体
と
な
っ
た
事
業
が
展
開
さ
れ
た
。
以
下
、開
催
順
に
紹
介
す
る
。

【
日
田
市
・
日
田
市
教
育
委
員
会
主
催
】

平
成
十
七
年
十
一
月
二
日
（
水
）

◆
記
念
式
典
及
び
記
念
講
演
会

（
式
典
）

場
所
…
日
田
市
中
央
公
民
館
（
文
化
セ
ン
タ
ー
）
ホ
ー
ル

（
講
演
会
）
演
題
…
「
広
瀬
淡
窓
先
生
の
教
え
を

今
日
の
教
育
に
活
か
す
」

〜
敬
天
の
思
想
と
実
践
を
中
心
に
〜

講
師
…
元
日
本
女
子
大
学
教
授

石
川

松
太
郎

先
生

場
所
…
日
田
市
中
央
公
民
館
（
文
化
セ
ン
タ
ー
）
ホ
ー
ル

◆
咸
宜
園
「
夜
な
べ
談
義
」

（
１
）
日

時
…
平
成
十
七
年
十
一
月
二
日
（
水
）
午
後
四
時
〜
午
後
七
時

（
２
）
場

所
…
史
跡
咸
宜
園
跡
（
秋
風
庵
・
遠
思
楼
）

テ
ー
マ
…
「
咸
宜
文
化
」
と
「
人
・
ま
ち
づ
く
り
」

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
…
〜
（
淡
窓
先
生
が
目
指
し
た
も
の
…
）
〜

◎
日

程

開
会
行
事

史
跡
咸
宜
園
跡
秋
風
庵
前

基
調
講
話
（
淡
窓
会
副
会
長
）
史
跡
咸
宜
園
跡
秋
風
庵
前

全
大
会
／
秋
風
庵
１
階
座
敷
床
の
間

◎
分
科
会
（
各
職
名
は
当
時
の
も
の
）

第
１
分
科
会
（
秋
風
庵
１
階
茶
の
間
）
参
加
人
数

二
十
四
名

・
テ
ー
マ
「
町
づ
く
り
を
語
る
」

・
講

師

後
藤

宗
俊
（
別
府
大
学
教
授
）

・
座

長

木
下

弘
一
郎
（
豆
田
伝
建
保
存
会
事
務
局
長
）

第
２
分
科
会
（
秋
風
庵
１
階
座
敷
床
の
間
）
参
加
人
数

十
六
名

・
テ
ー
マ
「
ひ
と
を
育
て
る
」

・
講

師

末
広

利
人
（
別
府
大
学
教
授
）

・
座

長

渡
辺

良
枝
（
咸
宜
小
学
校
教
頭
）

第
３
分
科
会
（
遠
思
楼
２
階
）
参
加
人
数

十
七
名

・
テ
ー
マ
「
芸
術
に
ふ
れ
る
」

・
講

師

深
町

浩
一
郎
（
大
分
県
文
化
振
興
課
課
長
補
佐
）

○
咸
宜
小
学
校
・
桂
林
小
学
校
の
公
開
授
業

場
所
…
日
田
市
立
咸
宜
小
学
校
、
桂
林
小
学
校

対
象
…
保
護
者
、
一
般

○
広
瀬
淡
窓
先
生
の
足
跡
さ
が
し
（
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
）



二
〇

場
所

日
田
市
中
央
公
民
館
（
文
化
セ
ン
タ
ー
）
集
合
、
豆
田
地
区

対
象

日
田
市
立
咸
宜
小
学
校
、
桂
林
小
学
校
４
年
生
児
童
及
び
一
般
五
十
名

◆
広
瀬
淡
窓
没
後
１
５
０
年
展
（
遺
墨
展
）
場
所

天
領
日
田
資
料
館

期
間

十
月
二
十
七
日
（
木
）
〜
十
一
月
八
日
（
火
）

◆
長
三
州
遺
墨
展
（
場
所
は
日
田
豆
田
文
化
交
流
館
）

期
間

十
月
三
十
日
（
日
）
〜
十
一
月
六
日
（
日
）

◆
創
作
和
紙
人
形
展
『
咸
宜
園
の
四
季
』
及
び
『
咸
宜
園
発
掘
調
査
遺
物
遺
品
展
』

場
所

日
田
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

期
間

十
月
二
十
五
日
（
火
）
〜
十
一
月
七
日
（
月
）

◆
明
治
維
新
を
駆
け
抜
け
た
咸
宜
園
の
門
人
た
ち
（
上
野
彦
馬
、
大
村
益
次
郎
、
清
浦
奎

吾
展
）
及
び
ふ
る
さ
と
日
田
の
歴
史
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
作
品
展
示

期
間

十
月
三
十
一
日
（
月
）
〜
十
一
月
六
日
（
日
）

場
所

日
田
市
中
央
公
民
館
（
文
化
セ
ン
タ
ー
）

受
付
期
間

十
月
十
八
日
（
火
）
〜
十
月
二
十
日
（
木
）

◆
小
中
学
校
書
写
展
（
文
教
祭
事
業
）
場
所
…
日
田
市
中
央
公
民
館
（
文
化
セ
ン
タ
ー
）

期
間

十
一
月
二
日
（
水
）
〜
十
一
月
四
日
（
金
）

◆
淡
窓
図
書
館
所
蔵
『
全
国
古
今
書
家
名
品
展
』
場
所

淡
窓
図
書
館
２
階
研
修
室

期
間

十
月
二
十
九
日（
土
）〜
十
一
月
三
日（
木
）（
※
但
し
、三
十
一
日
は
休
館
）

【
日
田
市
が
後
援
し
た
関
連
行
事
】

◇
第
９
回
「
平
成
淡
窓
祭
」（
主
催

淡
窓
会
）

期
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
（
火
）

場
所

史
跡
咸
宜
園
跡
（
秋
風
庵
）

内
容

慰
霊
祭
ほ
か

◇
広
瀬
淡
窓
没
後
１
５
０
年
記
念

文
化
講
演
会
及
び
一
絃
琴
演
奏
会

期
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
日
（
水
）

場
所

か
ん
ぽ
の
宿
日
田

演
題

廣
瀬
淡
窓
と
長
炗

講
師

宇
佐
市
文
化
財
調
査
委
員

中
島

三
夫

氏

演
奏
会

清
虚
洞
一
絃
琴

宗
家
四
代

峰
岸

一
水

氏
ほ
か

主
催

日
田
簡
易
保
険
保
養
セ
ン
タ
ー
（
か
ん
ぽ
の
宿
日
田
）

（
財
）
簡
保
加
入
者
サ
ー
ビ
ス
協
会
日
田
支
部

◇
淡
窓
一
門
書
作
展
並
び
に
古
硯
展

場
所

ヤ
マ
ニ
ラ
ン
ド
２
階
展
示
場

主
催

㈱
ヤ
マ
ニ

◇
別
府
大
学
日
田
歴
史
文
化
講
座

テ
ー
マ

広
瀬
淡
窓
・
咸
宜
園
と
ひ
た
の
ま
ち
づ
く
り

期

間

平
成
十
七
年
九
月
か
ら
十
二
月
ま
で
（
全
七
回
）

場

所

別
府
大
学
日
田
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

主

催

別
府
大
学
日
田
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
・
日
田
市

◇
第
30
回
吟
剣
詩
舞
道
大
会

期
日

平
成
十
七
年
九
月
十
一
日
（
日
）

場
所

日
田
市
中
央
公
民
館
（
文
化
セ
ン
タ
ー
）

主
催

淡
窓
伝
光
霊
流
日
田
詩
道
会

【
そ
の
他
の
協
賛
行
事
】

〇
吟
詠
奎
堂
流
正
吟
伝
詩
館
（
藤
本
奎
月
館
長
）
Ｃ
Ｄ
「
広
瀬
淡
窓
玉
韻
集
」
製
作

（
２
）
お
お
い
た
教
育
の
日
関
連
事
業
「
広
瀬
淡
窓
没
後
百
五
十
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

期
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
七
日
（
土
）

〔
基
調
講
演
〕
演
題

咸
宜
園
‐
広
瀬
淡
窓
の
全
人
教
育

           

講
師

京
都
学
園
大
学
学
長

海
原

徹

氏

〔
吟

詠
〕  

構
成
吟
「
広
瀬
淡
窓

詩
の
旅
」
七
首

吟
者

大
分
県
高
等
学
校
文
化
連
盟

吟
詠
剣
詩
舞
部

〔
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〕

演
題

咸
宜
園
‐
淡
窓
の
教
育
理
念
と
人
材
育
成
を
学
ぶ

パ
ネ
リ
ス
ト

京
都
学
園
大
学
学
長

海
原

徹

氏

神
戸
女
子
大
学
名
誉
教
授

林
田

愼
之
助

氏

長
崎
大
学
教
育
学
部
助
教
授

鈴
木

理
恵

氏

学
校
法
人
東
明
館
学
園

中
学
校
・
高
等
学
校
副
校
長

西
村
隆
司

氏



二
一

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

       

大
分
大
学
教
育
福
祉
科
学
部
教
授

豊
田

寛
三

氏

場
所

平
和
市
民
公
園
能
楽
堂
（
大
分
市
牧
緑
町
）

主
催

大
分
県
・
大
分
大
学
・
大
分
県
教
育
委
員
会

平
成
二
十
二
年
度

（
３
）
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
開
館

平
成
二
十
二
年
度
に
は
廣
瀬
淡
窓
や
咸
宜
園
教
育
の
調
査
・
研
究
を
行
う
機
関
が
教
育
委
員

会
の
中
に
設
立
さ
れ
た
。
国
内
に
お
い
て
は
教
育
を
テ
ー
マ
と
す
る
博
物
館
・
資
料
館
は
玉
川

大
学
教
育
博
物
館
、
京
都
市
学
校
歴
史
博
物
館
、
唐
澤
博
物
館
な
ど
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
く
貴

重
な
研
究
機
関
と
い
え
る
。

市
の
組
織
図
で
は
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
の
一
機
関
で
あ
り
、
本
課
は
文
化
財
と
し
て
の
保

存
や
整
備
、
管
理
な
ど
を
担
当
し
、
当
セ
ン
タ
ー
で
は
調
査
研
究
や
普
及
啓
発
の
分
野
を
担
っ

て
い
る
。
詳
し
く
は
「
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
」
な
ど

を
参
照
願
い
た
い
。

平
成
二
十
三
年
度

（
４
）
咸
宜
園
教
育
顕
彰
事
業
の
創
設

受
賞
者
一
覧
（
所
属
や
役
職
名
な
ど
は
受
賞
当
時
の
も
の
）

【
淡
窓
賞
】

・
平
成
二
十
三
年
度
（
第
１
回
）
教
育
文
化
部
門
で
優
秀
賞
と
な
っ
た
「
淡
窓
会
」
が
受
賞
し
た
。

（
受
賞
団
体
）
淡
窓
会

（
活
動
名
）

会
報
誌
『
敬
天
』
刊
行
事
業

（
評
価
内
容
）
廣
瀬
淡
窓
や
咸
宜
園
に
関
す
る
唯
一
の
定
期
刊
行
物
と
し
て
、
会
報
誌

の
発
刊
活
動
は
来
年
で
四
十
年
の
節
目
を
迎
え
る
。
会
員
に
よ
る
長
年

の
調
査
研
究
の
成
果
は
秀
逸
で
他
に
こ
の
よ
う
な
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

【
学
術
研
究
部
門
】

・
平
成
二
十
三
年
度
（
第
１
回
）

（
優
秀
賞
）
明
治
期
に
お
け
る
東
本
願
寺
の
清
国
布
教
に
つ
い
て

二
松
学
舎
大
学

非
常
勤
講
師

川
邉

雄
大

氏

・
平
成
二
十
四
年
度
（
第
２
回
）

（
優
秀
賞
）
下
関
開
業
時
代
に
お
け
る
岡
研
介
の
事
績
お
よ
び
寄
寓
背
景
に
関
す
る
考
察

‐
本
州
西
端
の
海
港
に
見
る
文
政
末
蘭
医
学
の
展
開
‐

九
州
国
際
大
学
客
員
教
授

亀
田

一
邦

氏

・
平
成
二
十
六
年
度
（
第
３
回
）

（
優
秀
賞
）
廣
瀬
淡
窓
と
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件

大
分
県
立
国
東
高
等
学
校
双
国
高
校
教
諭

田
本

政
宏

氏

【
教
育
文
化
部
門
】

・
平
成
二
十
三
年
度
（
第
１
回
）

（
優
秀
賞
）
受
賞
団
体

淡
窓
会

（
活
動
名
）
会
報
誌
『
敬
天
』
刊
行
事
業

・
平
成
二
十
五
年
度
（
第
３
回
）

（
優
秀
賞
）
受
賞
者

豆
田
上
町
祇
園
山
鉾
振
興
会
事
務
局
長

梅
山

秀
人

氏

作
品
名
「
廣
瀬
淡
窓
時
代
の
日
田
祇
園
」

（
優
秀
賞
）
受
賞
者

佐
伯
史
談
会

佐
藤

巧

氏

作
品
名
（
１
）「
中
島
子
玉
の
日
本
史
」「
中
島
子
玉
の
人
物
志
」（
和
綴
じ
本
）

（
２
）「
若
き
日
の
松
下
筑
陰
」「
松
下
筑
陰
の
人
物
志
」（
和
綴
じ
本
）

（
優
秀
賞
）
受
賞
者

三
花
公
民
館
長

中
島

龍
磨

氏

作
品
名
「
咸
宜
園
の
教
え
を
道
徳
教
育
に
取
り
入
れ
、
豊
か
な
心
を
培
う
〜
淡
窓
教

育
の
学
校
教
育
・
社
会
教
育
へ
の
転
用
〜
」（
実
践
報
告
書
）

・
平
成
二
十
七
年
度
（
第
５
回
）

（
優
秀
賞
）
受
賞
者

日
本
写
真
作
家
協
会
会
員

香
川

良
海

氏

作
品
名
「
写
真
を
通
し
た
咸
宜
園
教
育
の
普
及
と
実
践
『
門
下
生
・
上
野
彦
馬
（
写

真
家
）
が
見
た
日
田
・
咸
宜
園
』」

･

平
成
二
十
八
年
度
（
第
６
回
）

（
優
秀
賞
）
受
賞
団
体

点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
」
代
表

宗

宏
司

氏

活
動
内
容
「
咸
宜
園
関
連
書
の
点
訳
及
び
点
訳
書
の
寄
贈
」

･

平
成
二
十
九
年
度
（
第
７
回
）

（
優
秀
賞
）
受
賞
団
体

淡
窓
研
究
会

会
長

廣
瀬

貞
雄

氏

活
動
内
容

昭
和
四
十
二
年
（
１
９
６
７
）
に
東
京
で
設
立
し
た
研
究
会
で
廣
瀬
淡
窓



二
二

や
咸
宜
園
教
育
関
係
者
の
顕
彰
及
び
学
術
研
究
を
年
二
回
行
っ
て
い
る
。

平
成
二
十
四
年
度

（
５
）
廣
瀬
旭
荘
没
後
百
五
十
年
記
念
事
業

廣
瀬
旭
荘
（
１
８
０
７
〜
１
８
６
３
）
は
淡
窓
の
二
十
五
歳
年
下
の
弟
で
幼
少
か
ら
淡
窓
に

学
び
、
九
歳
の
頃
に
咸
宜
園
に
入
門
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
十
七
歳
で
筑
前
福
岡
の
亀
井
塾
に

遊
学
し
、
日
田
に
帰
郷
し
て
か
ら
は
淡
窓
の
咸
宜
園
経
営
を
援
け
て
い
る
。
一
時
は
淡
窓
の
養

子
と
な
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
天
保
七
年
（
１
８
３
６
）
に
当
時
の
日
田
郡
代
塩
谷
大
四
郎
と

の
確
執
が
原
因
と
な
り
日
田
を
離
れ
、
大
坂
で
開
塾
す
る
こ
と
に
な
る
。
江
戸
で
の
開
塾
や
仕

官
の
思
惑
も
あ
っ
た
が
か
な
わ
ず
、
人
生
の
後
半
は
主
に
大
坂
で
過
ご
し
て
い
る
。

晩
年
は
大
坂
町
奉
行
か
ら
大
坂
城
の
儒
官
と
し
て
「
御
城
入
り
儒
者
」
の
声
が
か
か
る
ほ
ど

著
名
な
文
人
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
た
が
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
摂
津
池
田
で
没
し
た
。
墓

は
大
阪
天
王
寺
の
統
國
寺
と
淡
窓
ら
が
眠
る
日
田
の
長
生
園
に
あ
る
。

現
在
、
旭
荘
の
墓
に
は
墓
石
の
み
が
建
っ
て
い
る
が
、
没
後
し
ば
ら
く
は
、
旭
荘
の
門
人
た

ち
に
よ
っ
て
墓
誌
（
墓
碑
）
の
建
立
も
計
画
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
実
現
し
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
旭
荘
の
顕
彰
や
記
念
す
る
事
業
は
管
見
の
か
ぎ
り
見
当
た
ら
な
い
が
、
大
正
十
三

年
刊
行
の
『
池
田
人
物
誌
下
』（
稲
束
猛
・
吉
田
鋭
雄
共
著
）
や
大
正
十
四
年
に
橋
爪
兼
太
郎

箸
の
『
廣
瀬
旭
荘
』（
非
売
品
）
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
人
物
の
事
績
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
昭
和
五
十
九
年
（
平
成
八
年
復
刻
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
田
の
先
哲
』（
日
田
市
教
育

委
員
会
）
な
ど
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

次
に
廣
瀬
旭
荘
に
関
す
る
記
念
事
業
を
紹
介
す
る
。

【
日
田
市
・
日
田
市
教
育
委
員
会
主
催
】

◆
記
念
講
演

詩
人
廣
瀬
旭
荘
の
「
絆
」

講
師

東
京
大
学
大
学
院
教
授

ロ
バ
ー
ト

キ
ャ
ン
ベ
ル

氏

期
日

平
成
二
十
四
年
八
月
十
九
日
（
日
）

場
所

日
田
市
民
文
化
会
館
パ
ト
リ
ア
日
田
（
小
ホ
ー
ル
）

記
念
鼎
談

登
壇
者

佐
賀
大
学
名
誉
教
授

井
上

敏
幸

氏

東
京
大
学
大
学
院
教
授

ロ
バ
ー
ト

キ
ャ
ン
ベ
ル

氏

直
木
賞
作
家

葉
室

麟

氏

司
会
（
門
下
生
子
孫
）
米
谷

奈
津
子

氏

期
日

平
成
二
十
四
年
八
月
十
九
日
（
日
）

場
所

日
田
市
民
文
化
会
館
パ
ト
リ
ア
日
田
（
小
ホ
ー
ル
）

主
催

日
田
市
・
日
田
市
教
育
委
員
会
・
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

後
援

総
務
省
・
大
分
県
・
大
分
県
教
育
委
員
会
・
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
・
大

分
合
同
新
聞
社
・
西
日
本
新
聞
社

◇
特
別
展
「
廣
瀬
旭
荘
‐
東
遊
大
坂
池
田
‐
」

期
間

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日
（
金
）
〜
九
月
三
十
日
（
日
）

場
所

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

◆
定
期
講
座
（
全
４
回
）

九
月
二
十
七
日
（
木
）「
淡
窓
・
旭
荘
の
往
復
書
簡
」

佐
賀
大
学
名
誉
教
授

井
上

敏
幸

氏

九
月
二
十
八
日
（
金
）「
大
塩
の
乱
と
廣
瀬
旭
荘
」

帝
塚
山
学
院
大
学
准
教
授

福
島

理
子

氏

十
月

六
日
（
土
）「
廣
瀬
旭
荘
と
幕
末
の
大
坂
」

大
阪
大
学
講
師

合
山

林
太
郎
氏

十
月
二
十
七
日
（
土
）「
江
戸
に
お
け
る
廣
瀬
旭
荘
」

明
治
大
学
教
授

徳
田

武

氏

場
所

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

◇
ロ
バ
ー
ト

キ
ャ
ン
ベ
ル
氏
と
高
校
生
と
の
交
流
会

「
ロ
バ
ー
ト

キ
ャ
ン
ベ
ル
氏
の
漢
詩
を
楽
し
む
方
法
（
高
校
生
編
）」

内
容

日
田
市
内
五
つ
の
高
等
学
校
の
生
徒
が
詩
吟
や
書
道
を
通
し
て
廣
瀬
旭
荘

や
廣
瀬
淡
窓
の
漢
詩
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
。
漢
詩
の
意
味
や
楽
し
む
方

法
を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

期
日

平
成
二
十
四
年
八
月
十
九
日
（
日
）

場
所

日
田
市
民
文
化
会
館
パ
ト
リ
ア
日
田
（
小
ホ
ー
ル
）

主
催

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

協
力

昭
和
学
園
高
等
学
校
・
日
田
高
等
学
校
・
日
田
三
隈
高
等
学
校

日
田
林
工
高
等
学
校
・
藤
蔭
高
等
学
校
（
順
不
同
）

【
そ
の
他
の
協
賛
行
事
】



二
三

◆
平
成
二
十
四
年
度
特
別
展
「
廣
瀬
旭
荘
と
池
田
・
大
坂
」

期
間

十
月
十
九
日
〜
十
二
月
二
日

場
所

池
田
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館

主
催

池
田
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館

平
成
二
十
八
〜
二
十
九
年
度

（
６
）
咸
宜
園
開
塾
二
〇
〇
年
記
念
事
業

平
成
二
十
八
年
度

・
平
成
二
十
九
年
二
月
十
九
日
（
日
田
市
民
文
化
会
館
）

記
念
式
典

参
加
者

八
五
〇
名

記
念
講
演
会
「
偉
大
な
る
教
師
‐
廣
瀬
淡
窓
と
吉
田
松
陰
‐
」

京
都
大
学
名
誉
教
授

海
原

徹  

氏

記
念
鼎
談

「
江
戸
の
教
育
に
学
ぶ
〜
咸
宜
園
の
軌
跡
〜
」

京
都
大
学
名
誉
教
授

海
原

徹

氏

東
京
学
芸
大
学
副
学
長

大
石

学

氏

大
分
県
知
事

広
瀬

勝
貞

氏

記
念
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

（
合
唱
）
日
田
少
年
少
女
合
唱
団

題
目
「
東
天
寮
歌
」（
自
由
学
園
男
子
寮
歌
）

題
目
「
清
風
寮
歌
」（
自
由
学
園
女
子
寮
歌
）

（
詩
吟
）
淡
窓
伝
光
霊
流
日
田
詩
道
会

題
目
「
桂
林
荘
雑
詠
示
諸
生
」「
隈
川
雑
詠
」

・『
図
説
咸
宜
園
―
近
世
最
大
の
私
塾
―
』
の
刊
行
（
一
二
〇
〇
部
）
頒
布
価
格

１
千
円

・
市
内
小
中
学
生
の
書
道
展
の
題
材
を
「
廣
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
」
と
し
た
。

・
二
松
學
舍
大
学
と
の
共
催

記
念
講
演
会
「
明
治
期
の
咸
宜
園
関
係
の
漢
詩
人
た
ち
」

講
師

二
松
學
舍
大
学
学
長

石
川

忠
久

氏

期
日

十
二
月
五
日
（
月
）

場
所

日
田
市
役
所
七
階
大
会
議
室

主
催

日
田
市
・
日
田
市
教
育
委
員
会

共
催

二
松
學
舍
大
学
文
部
科
学
省
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業

「
近
代

日
本
の
「
知
」
の
形
成
と
漢
学
」

平
成
二
十
九
年
度

・
平
成
二
十
九
年
九
月
三
日
（
日
）
〜
十
七
日
（
日
）

展
示

咸
宜
園
門
下
生
遺
墨
展

場
所

日
田
市
民
文
化
会
館
ギ
ャ
ラ
リ
ー

主
催

日
田
市
・
日
田
市
教
育
委
員
会

共
催

日
田
先
哲
研
究
会

・
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
日
〜
十
一
日
（
全
二
日
間
）

◇
「
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ムin

ひ
た
」

全
国
十
四
自
治
体
が
加
盟
す
る
嚶
鳴
協
議
会
の
日
田
大
会
を
記
念
事
業
の
一
環

と
し
て
取
り
組
ん
だ
。
協
議
会
で
は
、
例
年
「
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
」（
講
演
会
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
）
を
実
施
し
、
併
せ
て
市
町
長
会
議
、
教
育
長
会
議
、
担
当

者
会
議
等
を
開
催
し
て
い
る
。
日
田
大
会
で
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
内
の
記
念
対
談

に
つ
い
て
一
般
の
参
加
が
可
能
な
公
開
事
業
と
し
た
。

期
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
一
日
（
土
）

記
念
講
演
「
先
哲
に
学
ぶ
‐
歴
史
が
現
代
に
語
り
か
け
る
も
の
と
は
？
」

講
師

童
門
冬
二
氏
（
歴
史
小
説
作
家
）

鼎
談

童
門
冬
二
氏
（
歴
史
小
説
作
家
）

吉
田
公
平
氏
（
東
洋
大
学
名
誉
教
授
）

後
藤
宗
俊
氏
（
別
府
大
学
名
誉
教
授
）

聞
き
手

岡
野
涼
子
氏
（
大
分
大
学CO

C

＋
推
進
機
構
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

主
催

日
田
市
・
日
田
市
教
育
委
員
会

共
催

嚶
鳴
協
議
会

企
画
協
力

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所

場
所

咸
宜
小
学
校
・
日
田
市
民
文
化
会
館
ほ
か

主
催

日
田
市
・
日
田
市
教
育
委
員
会

共
催

嚶
鳴
協
議
会

・
平
成
三
十
年
二
月
二
十
四
日
（
第
一
部
〜
第
三
部
）・
二
十
五
日
（
第
四
部
）

第
一
部
か
ら
第
四
部
ま
で
二
日
間
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
た
。

【
第
一
部
】「
咸
宜
園
の
日
」
記
念
式
典
・「
咸
宜
園
門
下
生
子
孫
の
集
い
」

オ
ー
プ
ニ
ン
グ

詩
吟
「
休
道
之
詩
」（
日
隈
こ
ど
も
園
）



二
四

表
彰
式
典
（
咸
宜
園
教
育
顕
彰
事
業
）

【
教
育
文
化
部
門
】
優
秀
賞
淡
窓
研
究
会

講

評

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
館
長

後
藤

宗
俊

氏

表
彰
式
典
（
日
本
遺
産
活
用
ア
イ
デ
ィ
ア
募
集
事
業
）

【
ア
イ
デ
ィ
ア
部
門
】
優
秀
賞

春
末
京
香
さ
ん
（
大
分
県
立
日
田
高
等
学
校
三
年
）

特
別
発
表
「
咸
宜
園
世
界
遺
産
登
録
推
進
小
学
生
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
」
作
文
発
表
会

（
豆
田
地
区
振
興
協
議
会
主
催
）

門
下
生
子
孫
の
集
い
の
開
催

司
会
進
行

米
谷
奈
津
子
氏
（
門
下
生
子
孫
）

開
会
宣
言

廣
瀬

貞
雄
氏
（
廣
瀬
家
十
一
世
・
公
益
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
理
事
長
）

記
念
講
話
「
咸
宜
園
と
門
下
生
た
ち
」

講

師

後
藤
宗
俊
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
館
長
・
別
府
大
学
名
誉
教
授

【
第
二
部
】
記
念
講
演
会
（
於
：
日
田
市
民
文
化
会
館
パ
ト
リ
ア
日
田
小
ホ
ー
ル
）

司
会
進
行

米
谷
奈
津
子
氏
（
門
下
生
子
孫
）

記
念
講
演

テ
ー
マ
「
江
戸
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
の
学
び
」

講

師

法
政
大
学
総
長

田
中
優
子
氏

【
第
三
部
】
交
流
イ
ベ
ン
ト
「
咸
宜
園
門
下
生
子
孫
の
集
い
」（
於
：「
み
く
ま
ホ
テ
ル
」）

司
会
進
行

米
谷
奈
津
子
氏
（
門
下
生
子
孫
）

記
念
対
談
（
対
談
者
）

法
政
大
学
総
長

田
中
優
子
氏

別
府
大
学
名
誉
教
授
／
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
館
長

後
藤
宗
俊
氏

門
下
生
子
孫
代
表
挨
拶
・
乾
杯

岩
尾
昭
和
学
園
理
事
長

草
野
義
輔

氏

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

演
奏

日
田
祇
園
囃
子
な
で
し
こ
会

門
下
生
子
孫
及
び
先
人
顕
彰
会
の
ご
紹
介

門
下
生
子
孫

筑
紫
女
学
園
大
学
学
長

中
川

正
法
氏
（
釈
僧
鑑
子
孫
）

高
野
長
英
顕
彰
会
会
長

今
野

健
氏

【
第
四
部
】

「
淡
窓
ゆ
か
り
の
地
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」（
対
象
：
門
下
生
子
孫
）

咸
宜
園
や
長
生
園
、
豆
田
町
な
ど
の
関
係
施
設
を
約
八
十
名
が
巡
っ
た
。

・『
廣
瀬
淡
窓
日
記
』
の
刊
行

長
崎
大
学
名
誉
教
授
の
井
上
源
吾
氏
の
手
に
よ
り
『
廣
瀬
淡
窓
日
記
』
一
〜
四
（
文

化
十
年
か
ら
弘
化
三
年
七
月
ま
で
掲
載
〔
１
９
９
８
〜
２
０
０
５
〕）
が
発
刊
さ
れ
た
。

漢
文
体
で
あ
っ
た
淡
窓
日
記
の
現
代
語
訳
に
取
り
組
ま
れ
た
が
、
惜
し
く
も
志
半
ば
で

逝
去
さ
れ
た
こ
と
で
こ
れ
ら
の
著
が
遺
作
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
日
田
市
で

は
氏
の
遺
志
を
継
ぎ
、
淡
窓
日
記
の
翻
刻
作
業
を
再
開
す
る
こ
と
に
し
た
。
今
回
は
井

上
氏
が
す
で
に
翻
刻
し
た
弘
化
三
年
一
月
か
ら
七
月
ま
で
を
含
ん
で
、
改
め
て
弘
化
三

年
一
月
か
ら
嘉
永
二
年
の
十
二
月
ま
で
の
間
を
刊
行
す
る
こ
と
に
し
た
。

以
上
、
こ
れ
ま
で
の
主
な
顕
彰
事
業
や
記
念
事
業
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
廣
瀬
淡
窓

が
作
詩
し
た
漢
詩
一
首
を
紹
介
す
る
。

淡
窓
は
現
在
の
地
で
「
咸
宜
園
」
を
開
設
し
て
間
も
な
い
時
期
に
「
卜
居
」
と
題
し
た
漢
詩

を
作
っ
て
い
る
。

卜

居

廣
瀬
淡
窓
作

永
山
南
二
里

永な
が
や
ま山

南
み
な
み

の
か
た
二に

り里

有
邨
名
濠
田

邨そ
ん

有あ

り

濠ほ
り

田た

と
名な

づ
く

茂
林
互
榮
帶

茂も

林り
ん

互た
が

い
に
榮え

い
た
い帶

し

流
水
自
潺
湲

流
り
ゅ
う
す
い水

自
お
の
ず

か
ら
潺せ

ん
か
ん湲

た
り

維
歳
之
丁
丑

惟
れ
歳
の
丁
丑

我
始
經
營
焉

我わ
れ

始
め
て
焉こ

れ

に
経け

い
え
い営

す

屋
以
白
茅
葺

屋お
く

は
白は

く

茅ぼ
う

を
以も

っ
て
葺ふ

き

籬
以
枯
竹
編

籬か
き

は
枯こ

竹ち
く

を
以も

っ
て
編あ

む

籬
前
種
楊
柳

籬り

前ぜ
ん

に
楊よ

う

柳り
ゅ
うを

種う

え

屋
後
種
琅
玕

屋お
く
ご後

に
琅ろ

う
か
ん玕

を
種う

う

圃
有
葵
與
藿

圃ほ

に
葵き

と
藿か

く

有あ

り

庭
有
菊
與
蘭

庭に
わ

に
菊き

く

と
蘭ら

ん

有あ

り

室
中
僅
容
膝

室
し
つ
ち
ゅ
う中

は
僅わ

ず

か
に
膝ひ

ざ

を
容い

る
の
み

蕭
疎
三
四
閒

蕭
し
ょ
う

疎そ

た
り

三さ
ん
し
ま

四
間

上
架
一
小
樓

上う
え

に
一い

ち

小し
ょ
う
ろ
う

楼
を
架か

し



二
五

歷
歷
見
南
山

歴れ
き
れ
き歴

と
し
て
南な

ん
ざ
ん山

を
見み

る

西
北
開
家
塾

西せ
い
ほ
く北

に
家か

塾じ
ゅ
くを

開ひ
ら

き

蒙
士
所
周
旋

蒙も
う
し士

の
周

し
ゅ
う
せ
ん旋

す
る
所

と
こ
ろ

書
聲
穿
亂
竹

書し
ょ
せ
い声

乱ら
ん

竹ち
く

を
穿う

が

ち

旦
夕
琅
琅
然

旦た
ん
せ
き夕

琅ろ
う
ろ
う琅

然ぜ
ん

た
り

東
是
伯
父
宅

東
ひ
が
し

は
是こ

れ
伯お

じ父
の
宅た

く

棲
隱
已
多
年

棲せ
い
い
ん隠

し
て
已す

で

に
多た

ね
ん年

竊
追
二
阮
迹

窃ひ
そ

か
に
二に

げ
ん阮

の
迹あ

と

を
追し

た

い

與
結
林
下
歡

与と
も

に
林り

ん
か下

の
歓か

ん

を
結む

す

ぶ

邑
民
十
餘
戸

邑ゆ
う

民み
ん

十じ
ゅ
う
よ余

戸こ

信
步
亦
往
還

歩あ
ゆ

み
に
信ま

か
せ
て
亦ま

た
往お

う

還か
ん

す

毎
時
買
村
酒

毎ま
い
じ時

村そ
ん

酒し
ゅ

を
買か

い

相
會
話
團
樂

相あ

い
会か

い

し
て
団だ

ん
ら
ん欒

を
話は

な

す

我
有
煙
霞
疾

我わ
れ

に
煙え

ん
か霞

の
疾し

つ

有あ

り

而
無
名
利
縁

而し
か

る
に
名め

い
り利

の
縁え

ん

な
し

既
卜
樂
郊
居

既す
で

に
卜ぼ

く

し
て
郊こ

う
き
ょ居

を
楽た

の

し
み

將
學
碩
人
寛

将ま
さ

に
碩せ

き
じ
ん人

の
寛か

ん

に
学ま

な

ば
ん
と
す

臨
水
弄
遊
魚

水み
ず

に
臨の

ぞ

み
で
遊ゆ

う
ぎ
ょ魚

と
弄

た
わ
む

れ

望
林
數
歸
鳶

林
は
や
し

を
望の

ぞ

ん
で
歸き

鳶え
ん

を
数か

ぞ

う

何
以
名
吾
室

何な
に

を
以も

っ
て
吾
が
室し

つ

を
名な

づ
け
ん

請
名
以
考
槃

請せ
い

名
す
る
に
考こ

う
は
ん槃

を
以も

っ
て
す

〔
現
代
口
語
訳
〕

永
山
城
（
堀
の
南
側
は
後
の
日
田
御
役
所
）
の
南
方
二
里
の
と
こ
ろ
に
、

濠
田
（
堀
田
）
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
村
が
あ
る
。

樹
木
が
繁
茂
し
た
林
が
た
が
い
に
帯
の
よ
う
に
と
り
ま
い
て
い
て
、

一
筋
の
小
川
が
清
ら
か
な
音
を
た
て
て
流
れ
て
い
る
。

今
は
文
化
十
四
年
丁
丑
（
ひ
の
と
う
し
）
に
あ
た
る
歳
。

私
は
は
じ
め
て
こ
こ
に
塾
を
新
し
く
経
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

屋
根
は
白
い
茅
で
も
っ
て
葺
き
、

間
垣
は
よ
く
枯
れ
た
竹
で
も
っ
て
編
む
こ
と
に
し
た
。

間
垣
の
前
に
は
、
楊
柳
、
し
だ
れ
柳
を
植
え
、

家
屋
の
後
に
は
、
琅
玕
、
し
な
や
か
な
竹
を
植
え
た
。

屋
敷
の
畠
に
は
、
葵
（
ひ
ま
わ
り
）
と
藿
（
豆
）
が
あ
り
、

そ
の
庭
に
は
菊
と
蘭
が
咲
い
て
い
る
。

部
屋
は
わ
ず
か
に
膝
を
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
狭
さ
だ
が
、

ほ
か
に
、
蕭
疎
、
す
が
す
が
し
い
部
屋
が
三
つ
四
つ
あ
る
。

家
屋
の
上
に
小
さ
な
楼
を
架
け
て
二
階
の
小
部
屋
を
こ
し
ら
え
た
が
、

そ
こ
か
ら
南
山
を
は
っ
き
り
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

家
の
西
北
で
家
塾
を
開
き
、

そ
こ
は
、
蒙
士
、
若
い
学
生
た
ち
が
自
分
た
ち
の
手
で
き
り
も
り
し
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
書
物
を
読
む
声
が
乱
竹
の
間
を
つ
き
と
お
っ
て
、

朝
な
夕
な
鳥
の
さ
え
ず
り
の
よ
う
に
清
ら
か
に
聞
こ
え
て
く
る
。

東
は
伯
父
月
化
の
居
宅
だ
が
、

す
で
に
多
年
こ
こ
に
隠
棲
し
て
、

ひ
そ
か
に
あ
の
竹
林
の
七
賢
の
阮
咸
の
事
迹
を
慕
い
、

私
と
も
ど
も
竹
林
の
遊
び
を
た
の
し
も
う
と
誓
い
合
っ
て
い
る
。

村
人
の
家
と
い
え
ば
、
十
余
戸
あ
る
だ
け
で
、

歩
み
に
ま
か
せ
て
そ
ぞ
ろ
に
往
来
す
る
。

こ
と
あ
る
ご
と
に
私
は
地
酒
を
買
い
、

出
会
う
と
な
ご
や
か
に
村
人
と
語
り
合
っ
て
い
る
。

私
に
は
煙
霞
、
山
水
を
愛
す
る
つ
よ
い
気
持
ち
が
あ
る
が
、

名
誉
や
利
益
に
は
ま
っ
た
く
縁
が
な
い
。

す
で
に
こ
の
地
に
屋
を
か
ま
え
て
村
住
い
を
た
の
し
ん
で
い
る
し
、

こ
れ
か
ら
は
徳
あ
る
人
の
寛
容
さ
を
学
び
た
い
。

小
川
に
遊
ん
で
は
、
流
れ
に
遊
ぶ
魚
に
た
わ
む
れ
、

林
を
は
る
か
に
み
て
巣
に
帰
る
鳶
の
群
を
数
え
る
。

ど
ん
な
名
を
私
の
居
家
に
つ
け
よ
う
か
。

で
き
れ
ば
考
槃
、世
俗
を
離
れ
て
隠
遁
を
楽
し
む
と
い
う
意
味
の
名
を
与
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

林
田
愼
之
助
『
広
瀬
淡
窓
』（
二
〇
〇
五

研
文
出
版
）
よ
り
一
部
改
変



二
六

お
わ
り
に

今
回
は
こ
れ
ま
で
に
実
施
さ
れ
て
き
た
咸
宜
園
や
廣
瀬
淡
窓
に
関
す
る
顕
彰
活
動
な
ら
び
に

記
念
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
整
理
し
て
き
た
。
当
局
で
把
握
し
て
い
な
い
顕
彰
事
業
な
ど
も
あ

る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
無
か
っ
た
た
め
、
咸
宜
園
開
塾
二
百
年

を
機
に
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
中
に
は
大
正
十
四
年
に
咸
宜
園
出
身
者
で
あ
る
清
浦
奎
吾

伯
爵
が
華
族
会
館
で
執
り
行
っ
た
と
さ
れ
る
盛
典
（
淡
窓
の
七
十
年
忌
に
あ
た
る
年
）
な
ど
そ

の
詳
細
を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
が
今
後
明
ら
か
と
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
紙
面
の
都
合
に
よ
り
詳
細
な
活
動
内
容
ま
で
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
今

年
度
実
施
の
「
咸
宜
園
開
塾
二
百
年
記
念
事
業
」
の
全
事
業
が
終
了
し
た
後
に
、
こ
れ
ま
で
の

取
組
を
ま
と
め
て
「
咸
宜
園
開
塾
二
百
年
記
念
事
業
記
録
集
―
廣
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
の
顕
彰
活

動
の
歩
み
（
仮
）」
の
刊
行
を
予
定
し
て
い
る
。

今
後
、
本
稿
が
廣
瀬
淡
窓
や
咸
宜
園
に
関
す
る
顕
彰
活
動
や
記
念
事
業
の
あ
り
方
を
考
え
る

際
に
そ
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

〔
附
記
一
〕

「
咸
宜
園
の
日
」
に
関
す
る
要
綱
（
平
成
二
四
年
二
月
一
日
施
行
）

「
咸
宜
園
の
日
」
に
関
す
る
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
要
綱
は
、
江
戸
時
代
後
期
、
身
分
や
階
級
制
度
の
厳
し
い
時
代
に
、
儒
学
者
で

あ
り
詩
人
で
あ
っ
た
廣
瀬
淡
窓
が
、
学
歴
・
年
齢
・
身
分
を
問
わ
な
い
三
奪
法
に
よ

り
全
て
の
門
下
生
を
平
等
に
教
育
し
、
文
化
十
四
年
（
１
８
１
７
年
）
か
ら
明
治

三
十
年
（
１
８
９
７
年
）
ま
で
の
八
十
年
間
続
い
た
咸
宜
園
の
理
念
と
業
績
、
廣
瀬

淡
窓
や
門
下
生
等
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
郷
土
を
愛
す
る
心
を
育
む
こ
と
を
目

的
に
「
咸
宜
園
の
日
」
を
定
め
る
。

（
期
間
）

第
２
条

廣
瀬
淡
窓
が
咸
宜
園
を
開
い
た
日
で
あ
る
二
月
二
十
三
日
を
毎
年
「
咸
宜
園
の
日
」

と
す
る
。

（
咸
宜
園
の
日
の
促
進
）

第
３
条

当
該
日
を
、廣
瀬
淡
窓
や
咸
宜
園
の
教
育
及
び
門
下
生
等
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、

郷
土
を
愛
す
る
心
を
育
む
日
と
し
、
咸
宜
園
の
日
又
は
そ
の
前
後
に
日
田
市
教
育
委

員
会
が
主
催
す
る
講
演
会
や
講
座
に
対
し
て
広
く
市
民
の
参
加
を
促
進
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

【
主
な
参
考
文
献
】

日
田
郡
教
育
会
編
〔
１
９
１
３
〕『
淡

窓
先
生
小
伝
』
日
田
郡
教
育
会

日
田
郡
教
育
会
編
〔
１
９
１
６
〕『
贈
従
五
位
廣
瀬
久
兵
衛
小
伝
』
日
田
郡
教
育
会

橋
爪
兼
太
郎
〔
１
９
２
５
〕『
廣
瀬
旭
荘
』（
私
家
版
）

大
元
玄
一
〔
１
９
３
４
〕『
孝
弟
烈
女
廣
瀬
秋
子
』
廣
瀬
正
雄

廣
瀬
正
雄
〔
１
９
６
５
〕『
教
聖
廣
瀬
淡
窓
と
廣
瀬
八
賢
』
廣
瀬
八
賢
顕
彰
会

池
田
範
六
〔
１
９
７
２
〕「
淡
窓
先
生
遺
徳
顕
彰
の
か
ず
か
ず
」（『
敬
天
』
創
刊
号
）
淡
窓
会

廣
瀬
先
賢
顕
彰
会
編
〔
１
９
７
３
〕『
日
田
廣
瀬
家
三
百
年
の
歩
み
』
廣
瀬
先
賢
顕
彰
会

廣
瀬
先
賢
顕
彰
会
（
中
野
範
）
編
〔
１
９
７
４
〕『
咸
宜
園
出
身
八
百
名
略
伝
集
』
広
瀬
宗
家

『
廣
瀬
正
雄
伝
』（
全
三
巻
）〔
１
９
７
４
〕（
廣
瀬
正
雄
先
生
伝
記
刊
行
会
編
）

廣
瀬
先
賢
顕
彰
会
（
中
野
範
）
編
〔
１
９
７
５
〕『
咸
宜
園
出
身
二
百
名
略
伝
集
』
咸
宜
園
出
身
八
百
名

略
伝
集
続
編
（
一
）
広
瀬
宗
家

大
久
保
正
尾
〔
１
９
８
１
〕『
淡
窓
先
生
』（
広
瀬
淡
窓
先
生
生
誕
二
百
年
記
念
）
日
田
市
教
育
委
員
会

日
田
市
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
編
〔
２
０
１
６
〕『
史
跡
咸
宜
園
跡
保
存
整
備
事
業
報
告
書
』

日
田
市
教
育
委
員
会

海
原
徹
・
後
藤
宗
俊
・
吾
妻
重
二
・
江
面
嗣
人
・
吉
田
博
嗣
ほ
か
〔
２
０
１
３
〕

『
廣
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
‐
近
世
日
本
の
教
育
遺
産
と
し
て
‐
』
日
田
市
教
育
委
員
会

海
原
徹
・
後
藤
宗
俊
・
豊
田
寛
三
・
髙
橋
昌
彦
・
鈴
木
理
恵
ほ
か
〔
２
０
１
７
〕

『
図
説

咸
宜
園
‐
近
世
最
大
の
私
塾
‐
』
日
田
市
教
育
委
員
会



二
七

廣
瀬
淡
窓
の
易
の
思
想
│
『
義
府
』
に
つ
い
て

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

深
町

浩
一
郎

は
じ
め
に

廣
瀬
淡
窓
の
思
想
は
、
学
問
思
想
の
系
譜
に
お
い
て
は
、
徂
徠
学
の
亀
井
南
冥
・
昭
陽
に
師

事
し
た
た
め
徂
徠
学
派
と
さ
れ
た
り
、
徂
徠
学
の
ほ
か
に
独
学
で
朱
子
学
な
ど
を
学
び
独
自
の

思
索
を
展
開
し
た
た
め
折
衷
的
見
解
を
と
る
折
衷
学
派
と
さ
れ
た
り
、
儒
学
の
ほ
か
に
老
荘
学

と
仏
教
学
に
も
関
心
が
深
く
と
く
に
老
子
に
つ
い
て
の
関
係
書
を
著
し
て
い
る
た
め
老
荘
学
派

な
ど
と
も
評
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
淡
窓
は
「
六
橋
記
聞
」
な
ど
で
、
自
分
は
折
衷
学
で
は

な
く
中
立
の
立
場
で
あ
り
、
徂
徠
学
・
朱
子
学
の
二
説
と
も
に
採
る
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
死

去
す
る
直
前
に
自
ら
書
い
た
墓
誌
「
文
玄
先
生
之
碑
」
で
は
、学
者
と
し
て
の
自
分
は
「
通
儒
」

で
あ
る
と
評
し
、
儒
学
だ
け
で
な
く
歴
史
や
詩
文
を
は
じ
め
諸
子
百
家
の
学
や
仏
教
学
に
も
広

く
通
じ
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
、
淡
窓
は
、
特
定
の
学
派
に
捉
わ
れ
ず
に
博
く
学
ん

で
諸
々
の
学
問
に
通
じ
た
学
者
で
あ
っ
て
、む
し
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を
統
合
し
よ
う
と
し
た
、

い
わ
ば
独
立
学
派
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
淡
窓
が
根
底
と
し
た
の
は
儒
学
で
あ
り
、
そ
れ
を
自

分
の
思
想
の
基
礎
と
し
て
老
荘
思
想
な
ど
の
他
の
諸
学
を
広
く
学
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
自
分
で

は「
純
儒（
純
粋
の
儒
者
）」と
は
い
え
な
い
と
謙
遜
し
て
は
い
る
も
の
の
、淡
窓
は
あ
く
ま
で「
儒

学
者
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
基
本
と
す
る
の
は
儒
教
経
典
の
「
六
経
」（『
詩
経
』『
書
経
』『
礼
記
』

『
楽
経
』『
易
経
』『
春
秋
』）
で
あ
り
、
そ
の
「
六
経
」
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
探
求
し
て
淡
窓

が
唱
え
た
の
が
「
敬
天
思
想
」
で
あ
る
。
著
作
と
し
て
は
、
と
く
に
『
書
経
』『
詩
経
』
等
を

も
と
に
考
察
し
た
の
が
主
著
の
『
約
言
』
で
あ
り
、さ
ら
に
、『
易
経
』
を
も
と
に
陰
陽
の
「
理
」

に
つ
い
て
考
察
し
た
の
が
最
後
の
著
作
の
『
義
府
』
で
あ
る
。」

『
義
府
』
は
、
内
容
的
に
見
て
淡
窓
の
思
索
の
総
決
算
と
も
言
え
る
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
難

解
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
内
容
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
淡
窓
の
実
像
を
知
る
に
は
そ
の
理
解

は
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
概
要
さ
え
一
般
に
知
ら
れ
て

い
る
と
は
言
え
ず
、
考
察
し
た
学
術
論
文
も
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
も
っ
と
広
く
研
究

さ
れ
て
も
よ
い
著
作
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
内
容
を
原
文
（
漢
文
）
に
即
し
て
私
な
り
に
整
理
し
て
紹
介
す
る
と
と
も

に
、
さ
ら
に
『
易
経
』
と
い
う
書
物
や
易
思
想
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
い
、『
義
府
』
に
つ
い

て
の
私
の
見
解
を
述
べ
て
み
た
い
。

（
１
）
淡
窓
の
思
想
の
変
遷
―
儒
学
（
徂
徠
学
・
程
朱
学
）
と
老
子

ま
ず
、
晩
年
の
『
義
府
』
に
至
る
ま
で
の
淡
窓
の
思
想
の
変
遷
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

淡
窓
は
自
分
の
思
想
の
変
遷
に
つ
い
て
、『
六
橋
記
聞
』
巻
十
で
簡
潔
に
「
予
、
少
き
時
、

物
徂
徠
の
説
を
喜
ぶ
。
既
に
し
て
其
の
徒
た
る
者
多
く
浮
華
放
蕩
に
流
る
る
を
薄
ん
じ
て
、
程

朱
に
帰
す
。
又
、
其
の
徒
矯
飾
不
情
の
者
有
る
を
憎
ん
で
、
乃
ち
中
立
の
意
有
り
。
此
れ
皆
な

末
流
の
弊
を
悪
む
に
て
、
経
説
の
異
同
に
は
在
ら
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
十
六
歳
か
ら

福
岡
の
亀
井
塾
で
徂
徠
学
を
学
ん
で
そ
の
説
を
好
ん
だ
と
い
う
が
、
し
か
し
、
十
八
歳
の
冬
に

大
病
の
た
め
や
む
を
得
ず
亀
井
塾
を
退
塾
し
日
田
に
帰
郷
し
自
宅
で
療
養
生
活
を
送
る
こ
と
と

な
り
、
こ
の
と
き
程
朱
学
（
宋
学
）
を
独
学
で
学
び
、
ま
た
老
子
や
仏
教
書
も
読
ん
で
関
心
を

寄
せ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
に
、
徂
徠
学
派
の
人
々
が
修
養
に
努
め
ず
浮
華
放
蕩
に
流
れ
る
傾
向

に
あ
る
の
を
疎
ん
じ
る
よ
う
に
な
り
、程
朱
学
に
帰
順
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て『
夜

雨
寮
筆
記
』
巻
一
に
「
其
ノ
学
（
徂
徠
学
）、
経
済
ヲ
第
一
義
ト
シ
修
身
ヲ
第
二
義
ト
ス
。
故

ニ
身
心
ノ
工
夫
ニ
至
ッ
テ
ハ
宋
儒
（
程
朱
学
）
ノ
百
ガ
一
モ
心
ヲ
用
ヒ
ズ
。
其
ノ
余
流
タ
ル
者
、

専
ラ
詩
賦
文
章
ヲ
事
ト
ス
ル
ニ
過
ギ
ズ
。
且
ツ
、
道
ヲ
作
リ
者
ト
見
ル
所
ヨ
リ
シ
テ
末
流
ノ
徒

ニ
ハ
放
逸
無
慙
ノ
者
多
ク
出
来
レ
リ
」と
説
明
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、そ
の
程
朱
学
派
の
人
々

も
う
わ
べ
を
矯
飾
し
て
薄
情
な
者
が
多
い
の
を
み
る
の
で
そ
れ
を
嫌
っ
て
離
れ
、
ど
の
学
派
に

も
属
さ
な
い
中
立
の
立
場
に
い
る
意
思
を
も
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
学
説
の
違
い
に
よ
る
の

で
は
な
く
、
弟
子
た
ち
が
陥
っ
た
そ
の
思
想
傾
向
の
弊
害
を
嫌
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
淡

窓
の
い
う
中
立
と
は
、
各
学
派
か
ら
距
離
を
置
い
た
客
観
的
立
場
に
あ
っ
て
、
学
説
の
思
弁
的

な
考
察
で
は
な
く
て
、
己
の
修
養
に
実
践
的
に
役
立
つ
と
お
も
わ
れ
る
も
の
を
そ
の
中
に
探
求

す
る
と
い
う
学
問
的
な
態
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
世
の
所
謂
折
中
学
者
と
相
似
た
る

も
、
其
の
実
は
則
ち
非
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
、
各
学
派
の
学
説
を
取
捨
選
択
し
妥
当
な
折
衷
的

見
解
を
と
る
い
わ
ゆ
る
折
衷
学
で
は
な
く
、そ
れ
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
一
に
「
我
、
学
問
ス
ル
ハ
古
人
ニ
奉
公
ノ
為
ニ
非
ズ
。
唯
ダ
己

ガ
身
ノ
為
ニ
ス
ル
ナ
リ
。
故
ニ
聖
人
ノ
言
ト
雖
モ
己
ガ
身
ニ
切
ナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
除
キ
、
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諸
子
百
家
ノ
言
タ
リ
ト
モ
己
ニ
益
ア
ル
事
ハ
之
ヲ
取
ル
。
其
ノ
弟
子
ヲ
教
フ
ル
、
亦
カ
ク
ノ
如

シ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
孔
子
な
ど
の
儒
教
の
聖
人
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
納
得
の
い
か
な
い
も
の

は
除
き
、
老
子
な
ど
の
諸
子
百
家
の
言
葉
で
も
己
の
修
養
上
に
有
益
な
も
の
は
採
る
と
い
う
学

問
態
度
を
も
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
次
に
、
若
年
よ
り
関
心
が
あ
っ
た
『
老
子
』
に
つ
い
て
の
淡
窓
の
思
想
の
遍
歴
を

見
て
み
る
と
、
当
初
は
病
弱
な
体
を
養
生
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
不
老
長
寿
の
心
得
が
書
か
れ

て
い
る
書
と
し
て
『
老
子
』
に
目
を
向
け
た
こ
と
が
分
か
る
。『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
三
に
、「
予
、

少
キ
ヨ
リ
多
病
ナ
ル
ヲ
以
テ
養
生
ニ
汲
々
タ
リ
。
老
子
ハ
仙
家
ノ
祖
タ
ル
ニ
ヨ
リ
、
養
生
ノ
訣

ヲ
得
ン
ガ
為
ニ
、此
ノ
書
ニ
心
ヲ
留
メ
タ
リ
。
因
テ
其
ノ
旨
ニ
於
テ
頗
ル
得
ル
所
ア
ル
ヲ
覚
ユ
」

と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
後
は
『
老
子
』
が
淡
窓
の
好
み
に
す
こ
ぶ
る
合
致
し
た
た
め
か
な
り
深

く
愛
好
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。『
自
新
録
』
に
は
「
予
が
性
は
柔
懦
な
り
。
弱
冠
の
時

に
当
た
り
、
老
氏
の
書
を
読
み
其
の
柔
を
致
し
静
を
守
る
の
術
を
観
て
、
大
い
に
好
む
所
に
符

す
。
是
に
於
て
二
十
年
来
の
行
事
、
皆
な
此
の
中
よ
り
来
る
。
水
の
益
々
深
き
が
如
く
、
火
の

益
々
熱
す
る
が
如
く
、
其
の
勢
ひ
殆
ん
ど
救
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
。

淡
窓
の
思
想
を
見
る
場
合
、
そ
れ
は
淡
窓
の
病
気
の
生
涯
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
淡
窓

は
生
来
非
常
に
病
弱
な
体
質
の
た
め
、
一
生
を
闘
病
生
活
に
費
や
し
た
と
も
い
わ
れ
る
人
で
あ

る
。
彼
の
「
日
記
」
を
み
る
と
、
自
身
が
「
三
大
厄
」
と
語
っ
て
い
る
生
死
の
境
を
彷
徨
う
よ

う
な
大
病
に
生
涯
に
三
度
遭
っ
て
い
る
ほ
か
、
常
に
重
い
病
に
遭
っ
た
り
、
時
に
流
行
の
病
い

に
罹
っ
た
り
、
胃
腸
病
・
胸
部
疾
患
・
眼
疾
な
ど
多
く
の
持
病
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
思

う
に
、
淡
窓
は
、
儒
学
や
漢
詩
文
の
勉
学
に
励
み
自
分
の
才
能
を
磨
い
て
行
く
中
で
、
死
線
を

さ
ま
よ
う
程
の
大
病
を
何
度
も
得
て
自
分
の
絶
望
的
と
も
い
え
る
運
命
を
真
剣
に
考
え
ざ
る
を

得
な
い
状
況
に
な
り
、
現
実
的
な
政
治
に
関
与
す
る
君
子
（
指
導
者
）
の
在
り
方
を
中
心
に
説

く
儒
学
で
は
な
く
、
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
の
本
質
や
運
命
、
ま
た
人
智
を
超
え
た
存
在
に
つ

い
て
説
く
よ
う
な
い
わ
ば
哲
学
的
・
形
而
上
学
的
な
思
想
に
大
き
く
関
心
が
向
か
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
お
の
ず
と
『
老
子
』
や
仏
教
思
想
に
深
く
共
感
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
淡
窓
は
四
十
三
歳
の
文
政
七
年
に
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
行
為
を
反
省
し
て
新

た
な
志
を
述
べ
る
た
め
書
い
た
『
自
新
録
』
の
中
で
、『
老
子
』
に
対
す
る
批
判
と
反
省
の
言

葉
を
述
べ
、こ
れ
か
ら
は
儒
教
の
教
え
に
服
し
て
い
く
と
い
う
決
意
を
述
べ
て
い
る
。「
伯
陽（
老

子
）
の
術
は
剛
を
以
て
柔
を
用
ふ
る
に
あ
り
。
予
、
乃
ち
柔
を
以
て
柔
を
用
ふ
。
失
す
る
所
以

な
り
。（
中
略
）
今
よ
り
以
後
、
努
め
て
聖
教
（
儒
教
）
に
服
し
、
剛
柔
動
静
、
唯
だ
義
に
之

れ
し
た
し
め
ば
猶
ほ
大
過
な
か
る
べ
し
」
と
述
べ
、実
に
「
伯
陽
（
老
子
）」
の
説
の
本
質
は
「
剛
」

に
よ
っ
て
「
柔
」
を
用
い
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
自
分
が
「
柔
」
を
以
て
「
柔
」
を

用
い
て
き
た
の
が
大
き
な
誤
り
で
あ
っ
た
、
こ
れ
か
ら
は
「
剛
」
を
心
が
け
、
努
め
て
「
聖
教

（
儒
教
）」
に
従
っ
て
行
動
を
律
し
て
修
養
を
重
ね
て
い
け
ば
大
き
な
誤
り
は
起
こ
さ
な
い
だ
ろ

う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
十
年
来
好
ん
で
き
た
『
老
子
』
の
消
極
的
な
「
柔
弱
」
の
態
度

を
改
め
、
積
極
的
な
「
剛
強
」
の
態
度
に
改
め
る
決
意
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
文
政
八

年
、
淡
窓
四
十
四
歳
の
と
き
『
敬
天
説
』
を
書
き
、
翌
年
『
約
言
』
と
改
稿
し
、
二
年
後
更
に

改
稿
し
て
『
改
稿
・
約
言
』
を
著
わ
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、五
十
四
歳
の
と
き
、天
保
六
年
に
、淡
窓
は
再
び
自
省
自
戒
の
書
で
あ
る
『
再
新
録
』

を
著
し
た
が
、そ
こ
で
は
、前
に
『
自
新
録
』
で
述
べ
た
『
老
子
』
に
対
す
る
批
判
は
誤
解
で
あ
っ

た
と
評
価
を
改
め
て
い
る
。「
伯
陽
（
老
子
）
の
学
は
、楊
朱
の
為
我
の
祖
、柔
弱
は
用
を
為
し
、

専
ら
自
私
自
利
に
由
り
て
来
る
者
な
り
。
苟
し
く
も
其
の
私
を
去
れ
ば
柔
と
雖
も
必
ず
剛
、
弱

と
雖
も
必
ず
強
な
り
。
聖
人
云
く
、
仁
者
は
必
ず
勇
有
り
と
。
力
を
仁
に
用
ふ
れ
ば
、
安
ん
ぞ

其
れ
終
に
賁
育
と
為
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
や
」
と
述
べ
、
実
は
老
子
（
伯
陽
）
の
学
の
柔
弱
は
有

用
で
あ
っ
て
、
楊
朱
の
唱
え
た
為
我
の
説
の
元
で
あ
り
、
自
分
の
利
益
だ
け
を
は
か
る
自
私
自

利
に
由
っ
て
自
己
中
心
的
な
行
為
と
な
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
私
利
を
去
れ
ば
柔
弱

も
剛
強
と
な
る
し
、
聖
人
（
孔
子
）
の
言
う
よ
う
に
仁
を
心
が
け
れ
ば
、
伝
説
の
勇
者
で
あ
る

孟
賁
や
夏
育
の
よ
う
な
勇
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
時
期
は
、
淡
窓
の
周
囲
で
身
近
な
人
が
相
つ
い
で
亡
く
な
っ
た
り
、
代
官
の
塾
政
へ
の

干
渉
で
あ
る
「
官
府
の
難
」
な
ど
の
苦
難
が
続
き
、
自
分
の
生
き
方
を
深
く
自
省
し
た
時
期
で

あ
っ
て
、
こ
の
五
十
四
歳
の
七
月
か
ら
「
善
」
の
行
為
の
具
体
的
実
践
の
記
録
で
あ
る
『
万
善

簿
』
の
実
践
を
始
め
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
実
践
を
重
視
す
る
中
で
、
再
び
『
老
子
』
の
思

想
を
見
直
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
淡
窓
は
こ
の
三
年
後
に
、
老
子
の
思
想
を
解
析
し
た
書
『
析

玄
』
を
著
す
こ
と
と
な
る
。

ま
た
『
再
新
録
』
の
記
述
の
、自
分
の
こ
れ
ま
で
の
思
想
の
遍
歴
を
反
省
し
た
文
章
の
中
で
、

「
幼
時
、
物
氏
の
学
を
狃
問
し
、
志
は
経
済
文
章
に
在
り
。
正
心
修
身
は
、
諸
を
高
閣
に
束
ね

て
稍
や
長
し
。
而
し
て
老
子
の
専
ら
収
斂
し
自
了
す
る
を
務
む
る
を
喜
び
、
而
し
て
済
物
の
念

亡
ぶ
。
是
れ
我
が
一
生
の
失
脚
す
る
処
な
り
。
抑
も
伯
陽
、
孔
子
は
畏
る
る
所
、
物
氏
も
亦
た

一
世
の
豪
傑
、
唯
だ
我
れ
之
を
学
び
て
方
を
失
す
る
の
み
。
咎
を
古
人
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
な
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り
」
と
述
べ
、
若
い
時
に
亀
井
塾
で
徂
徠
学
（
物
氏
の
学
）
を
学
び
、
自
分
の
志
は
経
世
済
民

と
漢
詩
文
に
あ
っ
て
、
正
心
修
身
に
つ
い
て
は
長
く
顧
み
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
病

気
で
帰
郷
し
て
か
ら
は
『
老
子
』
の
、
心
を
引
き
締
め
自
ら
悟
る
説
を
好
ん
で
、
そ
の
た
め
経

世
済
民
の
心
を
亡
く
し
た
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
偏
っ
た
態
度
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
自
分
の
一
生

の
過
ち
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
伯
陽
（
老
子
）
も
孔
子
も
尊
敬
す

べ
き
賢
人
で
あ
り
、
物
氏
（
荻
生
徂
徠
）
も
ま
た
学
問
世
界
を
風
靡
し
た
豪
傑
で
あ
っ
て
、
自

分
が
そ
れ
を
学
ぶ
の
に
方
法
を
誤
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
古
人
に
責
任
は
な
い
と
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
結
論
と
し
て
、
孔
子
の
思
想
も
、
老
子
の
思
想
も
、
ま
た
徂
徠
の
学
も
、

ど
れ
も
尊
重
す
べ
き
重
要
な
思
想
で
あ
り
、
自
分
が
そ
の
偏
っ
た
学
び
方
を
し
て
い
た
と
反
省

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
淡
窓
は
、
儒
教
思
想
も
老
子
思
想
も
同
等
に
評
価
し

て
、
自
分
の
思
想
を
形
づ
く
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
天
保

九
年
、
五
十
七
歳
の
と
き
『
老
子
』
に
つ
い
て
の
書
『
析
玄
』
を
著
し
、
天
保
十
二
年
、
六
十

歳
で
儒
教
の
『
易
経
』
に
つ
い
て
の
書
『
義
府
』
を
著
し
た
の
で
あ
る
。『
約
言
』『
析
玄
』『
義

府
』
は
、「
三
説
」
と
称
さ
れ
、
淡
窓
の
主
著
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
書
に
は
、
大
病
を
重
ね
た
淡
窓
の
経
験
や
生
死
の
理
を
深
く
考
え
る
人
生
観
、
ま

た
地
道
に
謙
虚
に
修
養
に
努
め
て
い
く
処
生
観
が
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）『
義
府
』
の
概
要

『
義
府
』
と
い
う
名
称
は
、
そ
の
第
一
則
に
「
理
は
義
の
府
な
り
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、「
理
」

は
「
義
」
の
蔵
さ
れ
て
い
る
「
府
（
庫
）」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
名
づ
け
ら
れ
た
書
名
で
あ
る
。

つ
ま
り「
義
府
」と
は「
理
」の
こ
と
を
指
す
も
の
で
、主
に『
易
経
』に
よ
っ
て「
陰
陽
」の「
理
」

を
解
明
し
た
著
作
で
あ
る
。

『
義
府
』
は
、
天
保
十
二
年
十
一
月
七
日
、
淡
窓
六
十
歳
の
と
き
に
脱
稿
し
て
い
る
。
淡
窓

の
日
記『
進
修
録
』の
天
保
十
二
年
十
一
月
七
日
の
条
に
は「
義
府
脱
稿
。
凡
そ
四
千
五
百
言
余
」

と
あ
り
、
そ
の
脚
注
に
「
予
、
此
の
書
を
著
さ
ん
と
欲
す
る
こ
と
久
し
。
近
く
疾
の
閑
を
得
る

に
因
っ
て
、
遂
に
之
を
成
就
す
。
未
だ
知
ら
ず
、
約
言
、
析
玄
と
鼎
立
を
得
る
や
否
や
」
と
記

し
て
お
り
、
自
分
は
こ
の
書
を
著
す
こ
と
を
志
し
て
久
し
か
っ
た
が
、
近
ご
ろ
病
気
が
小
康
を

得
た
の
で
遂
に
こ
の
書
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
『
義
府
』
と
『
約
言
』『
析
玄
』

と
が
、
鼎
の
足
の
よ
う
に
三
方
か
ら
互
い
に
支
え
合
っ
て
立
つ
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
は
分
か

ら
な
い
と
記
し
て
い
る
。

淡
窓
の
自
叙
伝
『
懐
旧
楼
筆
記
』
の
天
保
十
二
年
十
一
月
七
日
の
記
事
に
は
「
十
一
月
七
日
、

義
府
脱
稿
セ
リ
。
凡
ソ
四
千
五
百
言
余
ナ
リ
。
予
、
眼
疾
ア
ル
ヲ
以
テ
、
広
ク
書
ヲ
読
ム
コ
ト

能
ハ
ズ
。
易
ヲ
読
ム
ニ
因
ッ
テ
了
悟
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
天
地
ノ
間
、
陰
陽
ノ
二
字
ニ
泄
ル
ル
コ

ト
ナ
シ
。
只
ダ
此
ノ
二
字
ニ
就
テ
精
思
セ
バ
足
レ
リ
ト
。
苟
モ
間
暇
ア
レ
バ
、瞑
目
静
坐
シ
テ
、

其
ノ
理
ヲ
推
究
ス
。
コ
コ
ニ
至
ッ
テ
、
平
生
瞑
中
ノ
得
ル
所
ヲ
録
シ
テ
、
是
ノ
書
ヲ
成
セ
リ
。

固
陋
ノ
見
、
世
ニ
公
ニ
ス
ベ
キ
者
ニ
ア
ラ
ズ
。
然
レ
ド
モ
、
他
日
有
識
ノ
士
ニ
逢
ハ
バ
、
共
ニ

論
定
セ
ン
コ
ト
ヲ
願
フ
ノ
ミ
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
淡
窓
は
、
眼
疾
の
た
め
に

書
物
を
広
く
詳
細
に
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
経
書
の
本
文
だ
け
を
熟
読
し
て
瞑
目
静
坐

し
て
そ
の
意
味
を
探
求
す
る
学
問
姿
勢
を
採
っ
て
い
た
が
、『
易
経
』
を
読
ん
で
そ
の
理
を
い

つ
も
推
究
し
て
い
て
了
悟
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
至
っ
て
そ
の
瞑
目
の
中
で
得

た
と
こ
ろ
を
記
し
て
こ
の
『
義
府
』
と
い
う
書
を
作
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
了
悟
し
た

内
容
と
は
「
天
地
ノ
間
、
陰
陽
ノ
二
字
ニ
泄
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
。
只
ダ
此
ノ
二
字
ニ
就
テ
精
思
セ

バ
足
レ
リ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
陰
陽
」
の
「
理
」
に
つ
い
て
精
思
し
た
内
容

を
著
し
た
書
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
「
固
陋
の
見
解
」
で
あ
っ
て
公
け

に
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
今
後
有
識
の
人
々
に
意
見
を
求
め
て
完
全
な
も
の
に
し

た
い
と
も
述
べ
て
い
る
。

日
記
『
進
修
録
』
で
は
、
脱
稿
の
十
日
後
の
天
保
十
二
年
十
一
月
十
七
日
に
「
義
府
の
講
を

開
く
」
と
あ
り
、
十
九
日
に
は
「
夜
、
門
生
の
上
等
者
を
招
い
て
義
府
を
輪
講
す
。
毎
夕
、
常

と
為
す
」
と
あ
り
、
は
や
く
も
塾
で
『
義
府
』
を
講
義
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
淡
窓

の
日
記
に
は
、「
義
府
開
講
」「
義
府
を
講
ず
」
な
ど
の
記
事
が
度
々
見
え
て
い
る
。
日
記
『
再

修
録
』
で
は
、淡
窓
六
十
九
歳
の
嘉
永
三
年
十
一
月
十
日
の
条
に
「
義
府
を
再
考
成
」
と
あ
り
、

脚
注
に
「
三
十
九
則
、
刪
り
て
三
十
五
則
と
為
す
。
範
治
の
注
、
唐
坊
の
批
評
を
加
ふ
。
将
に

時
機
を
俟
っ
て
上
梓
し
析
玄
と
並
び
伝
え
ん
と
す
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
講
義
な
ど

で
の
経
験
を
踏
ま
え
て
か
な
り
の
推
敲
を
加
え
、
最
終
的
に
現
在
の
形
に
整
理
し
た
こ
と
が
分

か
る
。
そ
し
て
、
淡
窓
七
十
一
歳
の
と
き
、
嘉
永
五
年
閏
二
月
二
十
一
日
に
「
義
府
の
摺
本

十
五
葉
、
大
阪
よ
り
至
る
」
と
あ
り
、
六
月
十
九
日
に
「
浪
華
書
肆
、
義
府
の
刻
本
百
部
を
致

す
」
と
し
て
、
脚
注
に
「
未
だ
官
允
を
得
ず
と
云
ふ
。
其
の
製
、
略
ぼ
析
玄
と
同
じ
。
大
い
に

老
懐
を
慰
む
」
と
あ
っ
て
、
嘉
永
五
年
に
は
出
版
を
果
た
し
、
晩
年
に
な
っ
て
淡
窓
の
心
を
大

い
に
満
足
さ
せ
て
い
る
。
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「
序
文
」
で
あ
る
「
義
府
の
首
に
題
す
」
に
は
、「
名
づ
け
て
義
府
と
曰
ふ
。
又
、
言
、
古
に

徴
せ
ず
、
訓
み
を
為
す
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
改
め
て
放
言
と
称
し
、
敢
て
世
に
公
に
せ
ず
。

児
範
、
受
け
て
読
む
こ
と
多
年
、
頗
る
了
す
る
所
有
り
。
箋
註
を
作
為
し
、
以
て
帰
趣
を
標
す
。

因
り
て
之
を
併
せ
録
し
、
門
生
の
読
者
に
便
な
ら
し
む
」
と
あ
り
、
淡
窓
は
、
こ
の
書
は
言
葉

を
古
い
書
物
に
証
拠
を
求
め
て
お
ら
ず
、
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
以
て

「
放
言
（
無
責
任
な
言
葉
）」
と
名
付
け
て
、あ
え
て
世
間
に
公
に
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
た
が
、

義
子
の
範
治
（
青
邨
）
が
読
む
こ
と
が
多
年
に
及
ん
で
非
常
に
了
解
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
注

釈
を
作
り
そ
の
成
果
を
記
し
た
の
で
、
こ
れ
を
併
せ
収
録
し
て
、
門
弟
の
読
む
者
の
便
益
に
な

る
よ
う
に
し
た
と
、
そ
の
経
緯
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
『
義
府
、
一
名
放
言
』
と
題
し
て

出
版
さ
れ
て
い
る
。

『
義
府
』
三
十
五
則
（
原
漢
文
）
の
内
容
に
つ
い
て
、
以
下
そ
の
概
要
を
解
説
し
て
み
る
。

①
著
作
の
意
図
に
つ
い
て
（
序
文
・
第
三
十
五
則
）

『
義
府
』
を
著
し
た
意
図
・
目
的
に
つ
い
て
は
、
最
終
の
第
三
十
五
則
と
序
文
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
第
三
十
五
則
で
は
、「
我
れ
世
に
理
に
拘
り
義
に
泥
み
変
通
す
る
能
は
ざ
る
者
有
る

を
見
る
。
此
の
編
を
作
る
所
以
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
淡
窓
は
、
世
の
中
に
「
理
」
に
こ
だ

わ
り
「
義
」
に
と
ら
わ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
旧
来
の
物
事
を
変
え

た
り
今
日
の
状
況
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
が
多
い
の
を
見
る
の
で
、
そ
れ
が
こ
の
著
作

を
作
っ
た
理
由
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
三
で
少
し
詳
し
く
説

明
さ
れ
て
お
り
、「
巻
末
ニ
「
我
レ
、
世
ニ
理
ニ
拘
リ
義
ニ
泥
ミ
変
通
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
者
有
ル

ヲ
見
ル
。
此
ノ
編
ヲ
作
ル
所
以
ナ
リ
」
ト
。
此
レ
予
ガ
此
書
ヲ
著
ス
ノ
本
旨
ナ
リ
。
夫
レ
周
孔

ノ
教
、
我
ガ
邦
ニ
於
テ
天
下
ノ
同
ジ
ク
尊
崇
ス
ル
所
ナ
レ
ド
モ
、
古
今
情
ヲ
異
ニ
シ
、
水
土
宜

ヲ
同
ジ
ク
セ
ズ
。
儒
者
、
其
ノ
処
ヲ
察
セ
ズ
シ
テ
、
彊
テ
古
道
ヲ
此
ニ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ヨ
リ
、

人
情
ニ
逆
ヒ
、
時
宜
ニ
悖
リ
、
敗
ヲ
取
ル
モ
ノ
多
シ
。
或
ハ
其
ノ
事
ニ
懲
リ
テ
、
道
ハ
当
世
ニ

行
フ
可
ラ
ズ
ト
思
フ
者
ア
リ
。此
レ
道
ノ
行
ハ
レ
ザ
ル
所
以
ナ
リ
。予
、此
ニ
慨
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。

故
ニ
巻
首
ニ
「
唯
ダ
ニ
其
レ
理
ヲ
見
ル
ヤ
達
ス
、
是
ヲ
以
テ
義
ヲ
立
ツ
ル
ヤ
活
ス
」
ト
云
フ
二

句
ヲ
掲
ゲ
置
キ
タ
リ
。
此
処
ト
前
ニ
申
セ
シ
結
語
ト
ニ
眼
ヲ
付
ケ
ナ
バ
、
一
書
ノ
大
旨
了
々
タ

ル
ベ
シ
」
と
述
べ
、
儒
教
の
教
え
は
我
が
国
に
お
い
て
も
尊
崇
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
周
公
・

孔
子
の
時
代
と
今
の
時
代
で
は
人
情
が
異
な
っ
て
い
る
し
、
中
国
と
日
本
で
は
気
候
風
土
が
異

な
る
の
に
、
そ
れ
を
よ
く
知
ら
ず
に
強
い
て
旧
来
の
ま
ま
の
道
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
、
人
情

に
逆
ら
い
適
切
な
時
期
を
間
違
え
て
失
敗
す
る
者
が
多
い
し
、
そ
の
失
敗
に
懲
り
た
た
め
、
儒

教
の
道
は
今
日
の
世
の
中
で
は
実
践
で
き
な
い
と
思
う
者
も
あ
る
。
そ
れ
が
儒
教
の
道
が
行
わ

れ
な
い
原
因
で
あ
り
、こ
れ
に
憤
慨
し
て
『
義
府
』
の
書
を
著
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、『
夜

雨
寮
筆
記
』
巻
三
で
は
、『
約
言
』
と
の
違
い
を
述
べ
て
「『
約
言
』
ハ
君
師
タ
ル
人
ニ
勧
ム
ル

ニ
民
心
ヲ
結
ブ
ノ
道
ヲ
以
テ
シ
、『
義
府
』ハ
諸
生
道
ヲ
学
ブ
者
ニ
時
処
位
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
。

同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
所
以
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
。

第
三
十
五
則
で
は
、「
理
」
と
「
義
」
に
つ
い
て
、
古
代
の
賢
人
の
越
の
「
范
蠡
」
の
事
績

の
例
を
引
い
て
、
こ
れ
を
彼
の
重
宝
（
大
事
な
宝
）
に
譬
え
て
「
其
の
古
今
に
亘
り
変
わ
ら
ざ

る
べ
き
も
の
は
、
独
り
理
義
有
る
の
み
。
此
れ
吾
が
道
の
重
宝
に
あ
ら
ず
や
」
と
述
べ
て
説
明

し
て
い
る
。「
范
蠡
」
は
春
秋
時
代
の
越
王
勾
践
に
仕
え
た
功
臣
で
、
越
王
を
補
佐
し
て
二
十

年
余
り
、
つ
い
に
呉
王
夫
差
を
討
っ
て
呉
を
滅
ぼ
し
「
会
稽
の
恥
」
を
す
す
い
だ
が
、
直
後
に

官
を
辞
し
、斉
（
山
東
省
）
に
移
り
名
を
鴟
夷
子
皮
と
改
め
て
そ
こ
で
大
金
持
ち
に
な
っ
た
が
、

財
産
を
全
部
他
人
に
譲
っ
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
陶
（
山
東
省
陶
県
）
に
移
っ
て
名
を
陶
朱
公
と

改
め
、
再
び
巨
万
の
富
を
蓄
え
た
が
、
そ
れ
も
貧
者
に
分
け
与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ

る
。
淡
窓
の
説
明
は
、「
范
蠡
」
が
斉
を
去
る
時
、
居
宅
・
田
畑
・
衣
服
器
物
・
書
画
な
ど
を

悉
く
親
戚
朋
友
な
ど
に
分
け
与
え
、
た
だ
重
宝
（
大
事
な
宝
）
だ
け
を
懐
に
抱
い
て
陶
に
行
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
周
公
・
孔
子
な
ど
の
古
代
の
聖
人
が
教
え
を
設
け
て
人
々
を
導
き
治
め

た
礼
楽
制
度
・
刑
罰
法
律
制
度
は
、
ち
ょ
う
ど
居
宅
・
田
畑
・
衣
服
・
書
画
な
ど
の
財
産
と
同

じ
で
遠
く
へ
持
っ
て
行
け
な
い
よ
う
に
、
異
な
っ
た
地
域
や
異
な
っ
た
時
代
で
は
実
施
が
難
し

い
。
た
だ
「
理
」
と
「
義
」
の
み
は
、古
今
に
変
わ
ら
な
い
も
の
で
、ち
ょ
う
ど
懐
に
携
え
て
持
っ

て
行
け
る
重
宝
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
漢
時
代
の
儒
者
は
古
い

処
に
拘
り
瑣
末
な
文
に
か
か
わ
っ
て
遠
く
へ
は
行
け
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
宋
の
賢
者
た
ち

（
程
朱
な
ど
）
が
「
理
義
」
を
強
調
し
だ
し
た
の
は
、「
范
蠡
」
の
事
績
に
倣
っ
た
も
の
の
よ
う
で
、

重
宝
を
見
出
し
た
こ
と
で
善
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
宝
が
宝
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
自

在
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
懐
に
在
る
だ
け
な
ら
ば
宝
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
前
述

の
よ
う
に
「
理
に
拘
り
義
に
泥
み
変
通
す
る
能
は
ざ
る
者
」
が
多
い
の
を
見
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
の
で
、
こ
の
著
作
を
作
っ
た
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
最
後
に
、淡
窓
は
こ
の
著
作
が
、『
詩
経
』
に
あ
る
「
他
山
の
石
、以
て
玉
を
攻
む
べ
し
」

の
言
葉
の
よ
う
に
、
他
人
の
つ
ま
ら
な
い
言
行
で
も
自
ら
を
修
養
す
る
材
料
に
な
る
と
い
う
こ



三
一

と
を
信
じ
て
お
り
、
ま
た
狂
夫
（
気
の
狂
っ
た
男
）
の
言
葉
で
あ
る
の
で
世
の
君
子
た
ち
の
咎

め
を
受
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
書
い
て
い
る
。

序
文
「
義
府
の
首
に
題
す
」
で
は
、
宋
の
儒
者
の
程
明
道
の
言
葉
に
感
銘
し
味
わ
う
べ
き
も

の
が
あ
っ
て
、そ
の
意
味
を
静
坐
瞑
想
し
究
明
し
て
そ
の
得
た
見
解
を
述
べ
た
も
の
が
『
義
府
』

で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
明
道
先
生
曰
く
「
万
物
の
理
、
必
ず
対
有
り
て
独
り
無

し
。
自
然
に
し
て
然
り
、
安
排
に
由
る
に
非
ず
。
中
夜
以
て
思
へ
ば
、
手
の
之
を
舞
ひ
足
の
之

を
蹈
む
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
余
、
壮
に
し
て
眼
疾
を
得
、
力
を
読
書
に
専
ら
に
す
る
能
は

ず
。
常
に
瞑
目
暗
想
す
。
而
し
て
程
子
の
言
に
味
有
り
。
天
地
人
物
の
理
よ
り
し
て
鬼
神
幽
明

の
故
、
治
乱
古
今
の
変
に
及
ぶ
ま
で
、
尋
思
推
究
し
、
其
の
見
る
所
を
録
す
。
名
づ
け
て
義
府

と
曰
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
程
明
道
の
言
葉
は
朱
子
編
の
『
近
思
録
』
の
「
道
体

篇
」
に
あ
り
、「
天
地
の
万
物
に
は
、
す
べ
て
必
ず
対
が
あ
っ
て
、
た
だ
独
り
で
存
在
す
る
も

の
は
無
い
と
い
う
の
が
理
で
あ
る
。
こ
れ
が
自
然
な
在
り
方
で
あ
っ
て
、
人
為
的
に
程
よ
く
処

置
し
た
も
の
で
は
な
い
。
夜
中
に
ひ
そ
か
に
こ
の
理
に
思
い
至
る
と
、
躍
り
上
が
る
ほ
ど
嬉
し

く
て
喜
び
に
た
え
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
対
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
陰
と
陽
の

こ
と
で
、
天
地
万
物
に
は
す
べ
て
陰
陽
の
理
が
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
淡
窓
は
壮
年
に

な
っ
て
眼
病
を
患
い
読
書
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
常
に
目
を
閉
じ
て
深
く

瞑
想
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
程
明
道
の
言
葉
に
味
わ
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
天
地
人
物
の
理

よ
り
鬼
神
幽
明
の
意
味
、
治
乱
古
今
の
変
遷
に
及
ぶ
ま
で
思
い
め
ぐ
ら
し
推
究
し
て
、
そ
の
結

果
得
た
見
解
を
記
録
し
、『
義
府
』
と
名
づ
け
た
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
義
府
』

は
、
天
地
の
理
か
ら
鬼
神
の
意
味
、
人
事
治
乱
の
変
遷
ま
で
を
探
求
し
た
も
の
で
、
そ
の
陰
陽

の
「
理
」
と
「
義
」
に
つ
い
て
解
明
し
た
書
物
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

①
「
大
旨
」
に
つ
い
て
（
第
一
則
）

第
一
則
は
、『
義
府
』
の
大
旨
に
つ
い
て
述
べ
た
重
要
な
部
分
で
あ
る
。「
理
」
と
「
義
」
の

定
義
及
び
関
係
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
物
に
在
る
を
理
と
為
し
、
物
に
処
す
る
を
義

と
為
す
。
理
は
天
よ
り
出
で
、義
は
我
に
由
り
て
立
つ
。
天
に
在
る
者
は
既
に
明
ら
か
に
し
て
、

我
に
在
る
者
は
諸
れ
を
左
右
に
取
り
て
、
其
の
原
に
逢
ふ
。
故
に
理
は
義
の
府
な
り
。
古
の
理

を
窮
め
る
者
は
、
理
を
以
て
義
を
立
て
、
義
を
以
て
礼
を
制
し
、
礼
を
以
て
事
を
行
ふ
。
唯
だ

其
れ
理
を
見
る
や
達
す
。
是
を
以
て
義
を
立
つ
る
や
活
す
。
礼
と
事
と
は
其
の
中
に
在
り
」
と

定
義
す
る
の
が
そ
の
要
点
で
あ
る
。

は
じ
め
の
「
物
に
在
る
を
理
と
為
し
、
物
に
処
す
る
を
義
と
為
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
宋
の

儒
者
の
程
伊
川
の
言
葉
で
『
近
思
録
』「
道
体
篇
」
に
あ
る
語
で
あ
る
。
事
物
に
内
在
し
て
い

る
も
の
が
「
理
」
で
あ
り
、
自
分
の
心
に
図
っ
て
宜
し
き
を
得
る
よ
う
に
事
物
に
対
処
す
る
の

が
「
義
」
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
宋
学
（
程
朱
学
）
で
は
、
天
地
万
物
に
は
存
在
の

根
拠
と
し
て
「
理
」
が
あ
り
、人
間
に
も
本
性
と
し
て
「
理
」
が
内
在
し
て
い
る
と
す
る
の
で
、

宇
宙
自
然
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
意
味
づ
け
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
「
理
」
の
存
在
が
強
調

さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
宋
学
は
ま
た
「
理
学
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。「
義
」
は
一
般
的
に
は

正
し
い
行
為
・
正
義
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
が
、
ま
た
適
切
な
行
為
の
意
味
で
も
あ
り
、『
中
庸
』

に
は
「
義
と
は
宜
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
の
宜
し
い
と
こ
ろ
に
従
っ
て
い
く

こ
と
を
い
う
の
で
、
事
物
の
宜
し
き
を
得
る
よ
う
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
を
「
義
」
と
言
う
と

す
る
の
で
あ
る
。

「
理
は
天
よ
り
出
で
、
義
は
我
に
由
り
て
立
つ
」
と
い
う
語
は
淡
窓
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ

に
淡
窓
の
独
創
的
な
考
え
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
宋
学
（
程
朱
学
）
で
は
「
天
は

即
ち
理
な
り
」
と
さ
れ
、
宋
学
の
い
う
「
理
」
は
「
天
」
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、

淡
窓
は
す
べ
て
の
根
源
は
「
天
」
に
あ
る
と
す
る
の
で
、「
理
」
は
「
天
」
を
根
源
と
し
て
そ

こ
か
ら
出
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
義
」
は
自
分
の
心
を
拠
り
所
と
し
て
定
ま
る

と
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、宋
学
と
の
違
い
に
つ
い
て『
夜
雨
寮
筆
記
』巻
三
に「
宋
賢
ノ
説
ハ
、理
ノ
外
ニ
義
ナ
ク
、

義
ノ
外
ニ
理
ナ
シ
ト
定
メ
タ
ル
様
ニ
見
ユ
。
予
ガ
説
ハ
、
理
ヲ
体
ト
シ
義
ヲ
用
ト
シ
、
理
ハ
古

今
一
定
ノ
者
ト
シ
、義
ハ
時
ニ
従
ッ
テ
変
動
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
宋
賢
ノ
理
一
分
殊
ト
云
フ
説
モ
、

大
抵
相
似
タ
ル
事
ト
覚
ユ
」
と
述
べ
、
宋
学
で
は
「
理
」
と
「
義
」
は
一
体
と
さ
れ
て
い
る
よ

う
だ
が
、自
分
の
説
は
「
理
」
は
本
体
で
あ
り
、古
今
変
わ
ら
な
い
も
の
、「
義
」
は
作
用
で
あ
り
、

時
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、宋
学
で
説
く
、「
理
」

は
万
物
を
通
じ
て
一
つ
で
あ
る
が
「
気
」
に
よ
っ
て
万
の
変
化
を
も
つ
て
万
物
に
個
性
を
生
じ

て
い
る
と
す
る
「
理
一
分
殊
」
の
説
と
同
じ
よ
う
な
考
え
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

次
の
「
天
に
在
る
者
は
既
に
明
ら
か
に
し
て
、
我
に
在
る
者
は
諸
れ
を
左
右
に
取
り
て
、
其

の
原
に
逢
ふ
。
故
に
理
は
義
の
府
な
り
」は
、そ
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。
天
に
在
る「
理
」は
、

あ
ら
ゆ
る
事
物
に
在
る
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
て
、
人
に
在
る
「
義
」
は
、
こ
れ
を
日
常
の
到
る

と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
取
り
上
げ
て
処
理
し
て
、
そ
し
て
そ
の
根
源
で
あ
る
「
理
」
を
知

る
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、「
理
」
は
「
義
」
の
多
く
蔵
さ
れ
て
い
る
「
府
（
宝
庫
）」
で
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あ
る
と
い
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
書
の
題
名
を
「
義
府
」
と
す
る
理
由
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
義
」
と
そ
の
宝
庫
（
府
）
で
あ
る
「
理
」
に
つ
い
て
説
く
書
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し

て
い
る
。

最
後
の
「
古
の
理
を
窮
め
る
者
は
、
理
を
以
て
義
を
立
て
、
義
を
以
て
礼
を
制
し
、
礼
を
以

て
事
を
行
ふ
。
唯
だ
に
其
れ
理
を
見
る
や
達
す
。
是
を
以
て
義
を
立
つ
る
や
活
す
。
礼
と
事
と

は
其
の
中
に
在
り
」
で
は
、
窮
理
に
つ
と
め
た
聖
人
の
事
績
を
述
べ
る
。
古
え
の
「
理
」
を
窮

め
た
人
、つ
ま
り
聖
人
は
、そ
の
「
理
」
に
よ
っ
て
「
義
」
を
確
立
し
、「
義
」
に
よ
っ
て
「
礼
」

を
制
定
し
、「
礼
」
に
よ
っ
て
「
事
」
を
実
施
し
た
。
つ
ま
り
、「
理
」
を
見
究
め
る
こ
と
に
通

達
し
、
そ
の
た
め
「
義
」
を
定
め
る
こ
と
が
活
発
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
礼
楽
制
度

や
そ
の
事
業
の
実
施
は
、
そ
の
活
動
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
要
す
る
に
、

聖
人
は
「
理
」
を
見
究
め
「
義
」
で
活
達
に
物
事
に
対
処
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
淡
窓
は
こ
う

し
た
姿
勢
を
理
想
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
三
に
、

孔
子
が
『
論
語
』
で
述
べ
て
い
る
「
殷
の
三
仁
」、つ
ま
り
殷
の
暴
君
の
紂
王
に
対
し
て
異
な
っ

た
対
応
を
と
っ
た
三
人
の
人
物
（
微
子
・
箕
子
・
比
干
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
異
な
っ
た
行

動
を
し
た
が
、
い
ず
れ
も
国
を
憂
え
民
を
愛
し
た
「
仁
人
」
で
あ
っ
た
と
し
た
言
葉
を
引
用
し

て
「
孔
子
ハ
仁
ノ
理
ニ
サ
ヘ
叶
ヘ
バ
義
ハ
一
定
ス
ル
ニ
ハ
及
バ
ズ
ト
シ
タ
マ
フ
。
是
レ
理
ヲ
見

ル
コ
ト
達
ナ
ル
ガ
故
ニ
義
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
活
ス
ル
ナ
リ
」
と
説
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
第
一
則
で
淡
窓
は
、
窮
理
の
説
と
自
分
の
窮
理
の
姿
勢
を
述
べ
る
。
窮
理
の
説
は
、

古
え
の
聖
人
の
と
き
に
始
ま
り
、
宋
の
時
代
に
盛
ん
に
な
り
今
日
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
、
先

賢
（
朱
子
ら
）
の
い
う
窮
理
は
心
を
以
て
事
物
の
理
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
人
は
そ
の

ま
ま
旧
来
の
完
成
し
た
説
を
述
べ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
自
分
は
賢
く
な
い
た
め
に
、
昔
の
賢
人

の
言
を
守
る
だ
け
で
後
人
に
は
雷
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
分
の
姿
勢
は
「
閑
居
静
座
し

て
、
輙
ち
事
物
の
然
り
と
す
る
所
以
の
理
を
求
め
、
之
を
徴
す
る
に
心
を
以
て
す
。
心
の
安
ん

ぜ
ざ
る
所
は
旧
説
有
り
と
雖
も
欠
如
た
り
。
見
る
所
有
る
に
至
り
て
、
敢
て
自
ら
隠
さ
ず
」
と

い
う
も
の
で
、
瞑
目
静
坐
し
て
事
物
の
理
を
窮
め
、
そ
れ
を
自
分
の
心
を
以
て
証
し
、
心
の
満

足
で
き
な
い
所
は
旧
説
が
あ
っ
て
も
そ
の
ま
ま
に
し
て
置
く
が
、
は
っ
き
り
し
た
見
解
を
持
つ

に
至
っ
た
所
は
敢
て
隠
さ
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
淡
窓
の
窮
理
の
在

り
方
は
宋
儒
（
朱
子
ら
）
の
説
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
自
分
の
心
に
よ
っ
て
事
物
の
根

拠
を
探
り
、
心
の
確
信
で
き
な
い
所
は
省
い
て
触
れ
ず
、
自
信
の
も
て
る
所
は
公
開
し
て
論
じ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

第
一
則
の
最
後
で
は
、
以
上
の
見
解
は
極
め
て
個
人
的
な
憶
測
の
説
な
の
で
、
世
間
の
識
者

の
嘲
笑
を
買
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、「
論
語
」
に
出
て
く
る
隠
居
し
放
言
し
た
と
い
う

人
物
（
虞
仲
・
夷
逸
）
に
比
べ
ら
れ
れ
ば
結
構
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
書
を
「
一
名
、
放
言
」

と
も
題
し
て
、
勝
手
な
言
い
た
い
放
題
の
説
を
述
べ
て
い
る
と
断
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
「
陰
陽
」
に
つ
い
て
（
第
二
則
・
第
三
則
）

第
二
則
と
第
三
則
は
「
陰
陽
」
に
つ
い
て
述
べ
た
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
第
二
則
に
「
易
伝

に
曰
く
、「
天
の
道
を
立
て
て
陰
と
陽
と
曰
ひ
、
地
の
道
を
立
て
て
剛
と
柔
と
曰
ひ
、
人
の
道

を
立
て
て
仁
と
義
と
曰
ふ
」
と
。
是
れ
聖
人
、
万
世
の
理
を
窮
む
る
者
の
為
に
其
の
標
準
を
定

む
。
異
説
の
者
有
り
と
雖
も
、
ま
た
間
す
る
を
得
ざ
る
な
り
。・
・
・
三
才
の
道
、
陰
陽
之
れ

を
尽
く
せ
り
」
と
し
て
、『
易
経
』
説
卦
伝
に
あ
る
言
葉
を
引
用
し
て
、
こ
れ
が
万
世
に
わ
た
っ

て
窮
理
を
努
め
る
者
の
た
め
に
聖
人
が
定
め
た
標
準
で
あ
る
と
述
べ
、
異
説
を
唱
え
る
も
の
で

も
こ
れ
に
は
疑
い
を
挟
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
陰
陽
の
属
性
か
ら
言
え
ば
、

剛
と
仁
は
陽
に
、柔
と
義
は
陰
に
属
す
る
の
で
、こ
の
三
才
の
道
（
天
の
道
、地
の
道
、人
の
道
）

は
、
陰
と
陽
に
よ
っ
て
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
淡
窓
の
引
用
し
た
『
易
経
』
説
卦
伝
の
箇

所
は
「
昔
者
、
聖
人
の
易
を
作
る
や
、
将
に
以
て
性
命
の
理
に
順
わ
ん
と
す
。
是
を
以
て
天
の

道
を
立
て
て
陰
と
陽
と
曰
い
、
地
の
道
を
立
て
て
柔
と
剛
と
曰
い
、
人
の
道
を
立
て
て
仁
と
義

と
曰
う
。
三
才
を
兼
ね
て
こ
れ
を
両
に
す
。
故
に
易
は
六
画
に
し
て
卦
を
成
す
」、ま
た
、『
易
経
』

繋
辞
伝
下
に
は
「
易
の
書
た
る
や
、
広
大
に
し
て
悉
く
備
わ
る
。
天
道
あ
り
、
人
道
あ
り
、
地

道
あ
り
。
三
才
を
兼
ね
て
之
を
両
に
す
。
故
に
六
な
り
、
六
と
は
它
に
あ
ら
ず
。
三
才
の
道
な

り
」
と
あ
っ
て
、
む
か
し
聖
人
が
天
命
と
人
性
の
理
法
に
し
た
が
お
う
と
し
て
易
を
作
り
、
そ

の
書
に
は
広
大
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
道
理
が
備
わ
り
、
天
・
地
・
人
の
三
才
の
道
が
定
義
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
陰
と
陽
な
ど
二
つ
の
徳
が
あ
り
、
そ
こ
で
六
画
で
一
つ
の
卦
が
形
成
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
た
め
卦
は
六
爻
で
あ
る
と
い
う
説
明
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
淡
窓
は
、
易
で
の
三
才
の
道
は
陰
と
陽
で
こ
れ
を
尽
く
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
天
地
人
の
す
べ
て
の
物
事
は
陰
と
陽
の
ど
ち
ら
か
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
言

う
の
で
あ
る
。

次
に
第
三
則
で
「
窮
理
の
要
に
三
有
り
。
一
に
曰
く
、
万
物
皆
な
陰
有
り
陽
有
り
。
二
に
曰

く
、
陽
は
尊
く
し
て
陰
は
卑
し
。
三
に
曰
く
、
陽
は
尊
し
と
雖
も
孤
立
す
べ
か
ら
ず
、
陰
は
卑

し
と
雖
も
偏
廃
す
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
、
易
の
窮
理
の
要
点
に
三
つ
あ
る
、
一
つ
は
、
万
物
に



三
三

は
皆
な
陰
と
陽
が
あ
る
こ
と
、
二
つ
に
は
、
陽
は
尊
く
陰
は
卑
し
い
と
い
う
こ
と
、
三
つ
は
、

陽
は
尊
い
が
陽
だ
け
で
孤
立
す
べ
き
で
は
な
い
し
陰
は
卑
し
い
が
陰
を
廃
す
る
べ
き
で
は
な
い

こ
と
、
つ
ま
り
陰
陽
の
両
者
と
も
に
存
在
す
べ
き
こ
と
、
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
物
事
に

は
二
つ
の
相
い
対
立
す
る
も
の
が
あ
り
、
対
立
し
な
が
ら
も
お
互
い
に
引
き
合
う
関
係
つ
ま
り

依
存
の
関
係
が
あ
る
と
い
う
考
え
、
中
国
思
想
で
い
う
「
対
待
」
と
い
う
見
方
を
い
っ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
よ
く
例
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
男
女
の
関
係
が
、
男
女
の
片
方
だ
け
で
は
存
在

で
き
ず
対
立
し
な
が
ら
依
存
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
磁
石
の
Ｓ
と
Ｎ
が
反
対
の

性
質
で
あ
っ
て
も
お
互
い
引
き
合
い
、
ま
た
電
気
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
が
お
互
い
に
引
き
合

う
と
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
な
ど
を
見
れ
ば
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
淡
窓
は
、
物
事
に
は
す
べ
て

対
立
関
係
が
あ
り
、
し
か
も
両
者
の
存
在
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
、
陰
と
陽
の
関
係
と
し
て
理

解
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
陽
は
価
値
的
に
高
く
尊
い
も
の
と
し
、
陰
は
価
値
的
に
低
く

卑
し
い
も
の
、
つ
ま
り
陽
尊
陰
卑
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
は
陽
、
地
は
陰
で
あ
り
、

君
は
陽
で
臣
は
陰
で
あ
り
、
君
子
は
陽
で
小
人
は
陰
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
価
値
づ
け
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
『
易
経
』
繋
辞
伝
上
に
「
天
は
尊
く
地
は
卑
く
し
て
乾
坤
定
ま
る
。
卑
高
以
て

陳
な
り
て
貴
賎
位
す
」
と
あ
り
、
天
は
高
く
上
に
在
っ
て
万
物
を
覆
い
、
地
は
低
く
し
て
下
に

在
っ
て
万
物
を
載
せ
て
い
る
事
実
に
法
っ
て
、
易
の
基
幹
で
あ
る
純
陽
の
乾
☰
と
純
陰
の
坤
☷

と
の
二
卦
が
定
立
さ
れ
、
さ
ら
に
天
地
間
の
万
物
が
あ
る
い
は
高
く
あ
る
い
は
低
く
連
な
っ
て

序
列
を
な
し
て
い
る
事
実
に
法
っ
て
易
の
卦
の
六
爻
の
貴
賎
の
位
置
が
定
ま
っ
た
、
と
い
う
意

味
を
い
う
が
、
淡
窓
は
こ
れ
に
よ
っ
て
陽
尊
陰
卑
の
道
理
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

淡
窓
は
、「
其
の
至
れ
る
に
及
び
て
は
・・・
大
賢
と
雖
も
亦
た
尽
く
す
能
は
ざ
る
と
こ
ろ
あ
り
」

と
、
こ
の
三
つ
の
道
理
の
極
ま
る
と
こ
ろ
は
賢
人
と
雖
も
説
明
で
き
な
い
し
、
こ
れ
以
上
考
察

す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

次
に
、淡
窓
は
、「
窮
理
を
貴
ぶ
者
は
、将
に
之
に
処
す
る
に
義
を
以
て
す
べ
き
な
り
」と
し
て
、

陰
陽
の
理
を
窮
め
る
者
は
、
そ
れ
に
対
処
す
る
の
に
「
義
」
を
以
て
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

そ
の
場
合
、
例
え
ば
君
子
と
小
人
に
つ
い
て
は
対
処
の
し
か
た
に
違
い
が
あ
る
の
で
、
そ
の
対

処
す
べ
き
「
理
」
を
窮
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
烏
が
黒
く
白
鳥
が
白
い
と
い
う
違
い

は
（
同
じ
鳥
で
あ
る
か
ら
）
対
処
の
し
か
た
で
は
分
け
な
い
の
で
、
そ
の
「
理
」
を
窮
め
る
必

要
は
無
い
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
物
事
に
対
処
す
る
「
義
」
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
、
そ

の
然
り
と
す
る
「
理
」
を
窮
め
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

③
「
五
行
説
」
の
否
定
（
第
二
則
・
第
四
則
）

戦
国
時
代
か
ら
漢
代
に
か
け
て
別
々
に
現
れ
た
、『
易
経
』
に
基
づ
く
陰
陽
説
と
、『
書
経
』

洪
範
に
記
さ
れ
て
い
る
五
行
（
木
火
土
金
水
）
に
基
づ
い
た
五
行
説
が
結
合
し
て
、
漢
代
に
陰

陽
五
行
説
と
し
て
流
行
し
、
後
世
の
中
国
思
想
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。
淡
窓
は

こ
の
五
行
説
を
否
定
す
る
。
第
二
則
に
「
後
人
、
五
行
を
以
て
陰
陽
を
補
い
、
五
常
を
以
て
仁

義
を
補
う
。
其
の
言
愈
々
繁
に
し
て
愈
々
晦
し
。
吾
は
其
の
簡
に
し
て
明
ら
か
な
る
も
の
に
従

わ
ん
」
と
あ
り
、
聖
人
に
よ
っ
て
易
の
陰
陽
の
説
が
立
て
ら
れ
た
の
を
、
後
人
が
五
行
説
や
五

常
説
を
補
い
加
え
て
ま
す
ま
す
繁
雑
で
分
か
り
に
く
い
も
の
に
し
た
の
で
、
私
は
簡
単
で
分
か

り
や
す
い
陰
陽
の
説
に
従
う
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
第
四
則
に
は
「
万
物
の
数
必
ず
五
を
以
て

紀
と
為
し
、
諸
れ
を
五
行
に
配
す
る
に
至
る
。
或
い
は
是
れ
繁
を
御
す
る
の
術
に
て
、
昧
き
者

認
め
て
以
て
真
と
為
す
の
み
。
夫
れ
造
化
を
言
う
者
、
易
よ
り
備
わ
る
は
莫
し
。
易
は
陰
陽
を

言
い
て
五
行
に
及
ば
ず
。
乃
ち
八
卦
を
以
て
之
を
論
ず
」
と
あ
り
、
五
行
説
は
万
物
の
数
は
必

ず
五
と
い
う
数
を
基
と
す
る
と
し
て
五
行
に
配
す
る
こ
と
と
し
た
の
を
、
愚
か
な
者
は
こ
れ
を

煩
わ
し
さ
を
除
い
た
も
の
と
し
て
真
実
で
あ
る
と
誤
っ
て
認
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
万
物
の

造
化
を
説
く
も
の
で
『
易
経
』
の
よ
う
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
は
無
い
。
そ
も
そ
も
『
易
経
』

は
陰
と
陽
の
二
つ
を
言
う
の
み
で
五
行
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
し
、
八
卦
を
以
て

論
じ
て
い
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

④
火
気
水
土
の
説
（
第
四
則
・
第
五
則
）

淡
窓
は
、
万
物
の
生
成
変
化
を
説
明
す
る
五
行
説
（
木
火
土
金
水
）
を
否
定
す
る
が
、
そ
れ

に
代
わ
る
の
に
火
気
水
土
の
説
を
提
示
す
る
。
第
四
則
で
は
、「
天
の
体
は
気
な
り
、
其
の
精

は
火
な
り
。
地
の
体
は
土
な
り
、
其
の
精
は
水
な
り
。
火
気
水
土
の
説
、
加
う
る
べ
か
ら
ざ
る

の
み
」
と
す
る
。
こ
れ
は
淡
窓
独
自
の
説
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
天
の
本
体
は
気
、
地
の
本

体
は
土
と
い
う
の
は
、
天
空
に
は
空
気
が
充
満
し
て
い
る
し
、
大
地
は
土
で
出
来
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
し
、
天
の
精
粋
（
エ
キ
ス
）
は
火
と
い
う
の
も
光
や
熱
を
生
じ
る

現
象
を
い
い
、
地
の
精
粋
は
水
と
い
う
の
も
生
命
・
万
物
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
物

質
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
は
「
或
い
は
地
水
火
風
と
曰
う
、
亦
た
同
じ
く
し
て
名

異
な
る
」
と
も
い
い
、
仏
教
で
い
う
万
物
を
構
成
す
る
四
元
素
の
「
地
水
火
風
」
と
同
じ
で
名

を
異
に
す
る
の
で
あ
る
と
も
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
は
土
と
、
風
は
気
と
同
じ
で
あ
る
と
考

え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
し
て
「
夫
れ
造
化
を
言
う
者
、
易
よ
り
備
わ
る
は
莫
し
。
易
は
陰
陽
を
言
い
て
五
行
に
及

ば
ず
。
乃
ち
八
卦
を
以
て
之
を
論
ず
。
離
・
震
、
火
と
為
る
、
乾
・
巽
、
気
と
為
る
、
坎
・
兌
、

水
と
為
る
、
坤
・
艮
、
土
と
為
る
。
今
の
天
文
を
言
う
者
と
、
未
だ
嘗
て
二
な
ら
ざ
る
な
り
」

と
い
う
。『
易
経
』
に
は
宇
宙
自
然
の
道
理
が
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
陰
陽
を
基
と
し
て
八

卦
（
乾
兌
離
震
巽
坎
艮
坤
）
で
そ
れ
を
論
じ
て
い
る
と
い
い
、
そ
の
八
卦
を
火
、
気
、
水
、
土

に
配
す
る
。
こ
れ
は
『
易
経
』
説
卦
伝
の
中
で
八
卦
を
自
然
現
象
に
配
し
て
お
り
、
つ
ま
り
、

離
☲
は
火
、
震
☳
は
雷
、
乾
☰
は
天
、
巽
☴
は
風
、
坎
☵
は
水
、
兌
☱
は
沢
、
坤
☷
は
地
、
艮

☶
は
山
に
配
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
離
（
火
）
と
震
（
雷
）
が
火
と
為
り
、
乾
（
天
）

と
巽
（
風
）
が
気
と
為
り
、
坎
（
水
）
と
兌
（
沢
）
が
水
と
為
り
、
坤
（
地
）
と
艮
（
山
）
が

土
と
為
る
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
今
日
、
天
文
を
観
察
し
て
論
じ
る
も
の

と
同
じ
説
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

な
お
、五
行
に
つ
い
て
は
そ
の
名
目
（
木
火
土
金
水
）
は
的
外
れ
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、

金
と
木
は
同
じ
く
土
よ
り
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
物
の
生
じ
た
も
の
と
物
を
生
じ
る
も
の
と

は
異
な
る
の
に
、三
つ
一
緒
に
並
べ
て
お
り
、物
好
き
な
者
が
五
の
数
に
あ
わ
せ
て
こ
れ
を
作
っ

た
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
一
に
「
五
行
ト
云
フ
コ
ト
漢
土
ニ
テ
ハ
来
歴
久
シ
キ
コ
ト
ナ
レ

ド
モ
、
追
々
ト
伝
会
シ
テ
万
事
ニ
配
当
セ
リ
。
予
ハ
、
火
気
水
土
ヲ
以
テ
五
行
ニ
代
フ
ル
コ
ト

『
義
府
』
ニ
出
セ
リ
。・
・
・
五
行
ノ
理
、
是
レ
ニ
拘
泥
ス
レ
バ
頗
ル
害
ア
リ
。
拘
泥
セ
ザ
レ
バ

害
ナ
シ
。
然
レ
ド
モ
、
終
ニ
火
気
水
土
ト
分
ツ
ノ
明
確
ナ
ル
ニ
ハ
及
バ
ズ
。
是
レ
蘭
説
漢
説
ニ

勝
ル
ナ
リ
」
と
、
火
気
水
土
の
説
に
か
な
り
の
自
信
を
述
べ
て
い
る
。

⑤
造
化
の
妙
用
に
つ
い
て
（
第
五
則
）

第
五
則
で
は
、
万
物
自
然
の
創
造
の
巧
妙
な
働
き
に
つ
い
て
述
べ
る
。「
火
気
水
土
は
、
物

の
質
な
り
。
其
の
離
合
有
る
な
り
。
離
る
れ
ば
、
則
ち
天
地
位
し
万
物
生
ず
。
合
す
れ
ば
、
則

ち
天
地
混
じ
て
万
物
滅
す
。
一
離
一
合
、
百
億
万
歳
に
亘
り
て
長
く
存
す
」
と
し
て
、
水
気
水

土
は
、
物
の
本
質
で
あ
っ
て
そ
の
離
合
に
よ
り
万
物
が
生
じ
、
ま
た
滅
す
る
と
い
う
。
こ
の
四

元
素
が
離
れ
る
と
天
と
地
が
在
る
べ
き
位
置
に
分
か
れ
そ
れ
ぞ
れ
の
物
質
が
生
じ
、
合
す
れ
ば

天
と
地
が
混
じ
り
合
っ
て
物
質
が
消
滅
す
る
と
し
、
こ
の
離
合
の
活
動
は
永
遠
に
続
い
て
い
る

と
す
る
。
こ
の
論
理
は
、
宋
学
（
朱
子
学
）
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
万
物
生
成
論
「
太
極
図
」
の

説
、
つ
ま
り
宇
宙
の
本
体
で
あ
る
太
極
が
分
か
れ
て
陰
陽
が
生
じ
、
そ
の
活
動
が
陽
で
、
静
に

な
る
と
陰
と
な
っ
て
、
そ
の
陰
陽
の
交
流
か
ら
五
行
（
木
火
土
金
水
）
が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら

万
物
が
生
成
さ
れ
る
と
い
う
論
理
を
、
陰
陽
を
天
地
に
、
五
行
（
木
火
土
金
水
）
を
火
気
水
土

に
置
き
換
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
青
邨
の
注
に
よ
る
と
こ
の
部

分
は
「
十
二
元
会
の
説
に
本
づ
く
」
と
あ
る
。

続
い
て
、
こ
の
万
物
創
造
を
司
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
。「
豈
に
離
る
る
と
離
れ
ざ
る
、

合
う
と
合
わ
ざ
る
者
あ
り
て
、
之
を
運
用
す
る
に
非
ざ
ら
ん
や
。
抑
も
之
を
見
て
見
え
ず
、
之

を
聴
き
て
聴
こ
え
ず
、
之
を
言
い
て
明
ら
か
に
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
是
を
以
て
聖
人
敢
て
之

の
名
を
定
め
ず
。
其
の
上
に
在
る
よ
り
言
い
て
之
を
天
と
謂
い
、
尊
崇
す
べ
き
を
以
て
之
を
帝

と
謂
い
、
妙
用
不
測
を
以
て
之
を
神
と
謂
う
。
三
者
同
じ
く
出
で
て
名
を
異
に
す
る
な
り
」
と

述
べ
る
。
こ
の
不
可
思
議
な
離
合
の
運
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
運
用
す
る
も
の
が
存
在
す
る

の
で
は
な
い
か
と
し
、
そ
れ
は
見
よ
う
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
ず
聴
こ
う
と
し
て
も
聴
く

こ
と
が
で
き
ず
、
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、『
詩
経
』
の
「
上

天
の
こ
と
は
声
も
無
く
臭
い
も
無
し
」
を
ふ
ま
え
て
、「
天
」
の
存
在
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
聖
人
は
あ
え
て
名
を
定
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
上
に
在
る
と
こ
ろ

か
ら
「
天
」
と
い
い
、
尊
び
崇
め
る
と
こ
ろ
か
ら
「
帝
」
と
い
い
、
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
神

秘
的
な
作
用
か
ら
「
神
」
と
い
い
、三
者
は
同
じ
も
の
で
名
を
異
に
す
る
と
い
う
。
淡
窓
は
『
約

言
』
の
中
で
「
天
」
の
存
在
を
論
じ
て
い
る
箇
所
で
同
じ
よ
う
な
説
明
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
、
宋
の
儒
者
・
程
伊
川
の
言
葉
に
「
形
体
を
以
て
こ
れ
を
天
と
謂
い
、
主
宰
を
以
て
こ
れ

を
帝
と
謂
い
、
妙
用
を
以
て
こ
れ
を
神
と
謂
う
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、『
六
橋
記
聞
』
巻
十
に
、
淡
窓
が
宋
学
（
理
学
）
で
宇
宙
の
本
体
と
す
る
「
太
極
」

を
説
か
な
い
こ
と
に
つ
い
て
「
太
極
を
説
か
ざ
る
は
、・
・
・
天
を
敬
す
る
を
聞
く
も
、
未
だ

太
極
を
敬
す
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
。
予
の
意
は
天
を
敬
し
て
其
の
理
を
窮
め
ざ
る
に
在
り
」
と

述
べ
て
い
る
。
淡
窓
は
人
格
神
的
な
「
天
」
を
認
め
て
、「
理
」
そ
の
も
の
と
も
さ
れ
る
「
太
極
」

に
つ
い
て
は
認
め
な
い
の
で
あ
る
。

⑥
陰
陽
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
第
六
則
）

淡
窓
は
第
六
則
で
、
万
物
に
皆
な
存
在
す
る
陰
と
陽
の
在
り
方
に
つ
い
て
説
明
し
、
そ
の
何

層
に
も
重
な
り
合
う
在
り
方
を
述
べ
る
。
そ
れ
は
、
動
物
を
陽
と
し
、
植
物
を
陰
と
す
る
。
動

物
で
は
人
を
陽
と
し
、
禽
獣
を
陰
と
す
る
。
人
で
は
神
知
（
精
神
）
を
陽
と
し
、
形
体
（
身
体
）

を
陰
と
す
る
。
神
知
に
お
い
て
は
思
慮
を
陽
と
し
、
情
欲
を
陰
と
す
る
。
思
慮
に
お
い
て
は
是
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非
（
善
悪
の
判
断
力
）
を
陽
と
し
、
利
害
（
損
得
の
判
断
力
）
を
陰
と
す
る
と
説
明
し
、
こ
の

よ
う
に
陰
陽
は
何
層
に
も
重
な
り
合
い
互
い
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
そ
れ
を
、
あ
た
か
も
芭
蕉
の
皮
を
剥
ぐ
よ
う
な
状
態
で
あ
る
と
譬
え
て
い
る
。
そ
し
て
、

陽
が
尊
く
陰
が
卑
し
い
と
い
う
尊
卑
の
区
別
は
き
ち
ん
と
順
序
が
整
っ
て
乱
れ
な
い
と
す
る
。

こ
れ
は
、
物
事
を
す
べ
て
陰
と
陽
に
分
け
て
考
え
て
行
き
、
価
値
的
に
高
い
も
の
と
低
い
も
の

と
を
分
け
て
認
識
し
て
い
く
や
り
方
で
あ
ろ
う
。

⑦
天
地
か
ら
禀
け
る
性
に
つ
い
て
（
第
七
則
・
第
八
則
・
第
九
則
・
第
十
則
・
第
十
一
則
）

第
七
則
以
下
で
天
地
か
ら
稟
け
て
い
る
「
性
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
人
と
禽
獣
は
性
を

天
地
に
稟
け
て
い
る
が
、
人
は
多
く
天
に
基
づ
き
禽
獣
は
多
く
地
に
基
づ
い
て
稟
け
て
い
る
の

で
、
人
は
霊
明
な
智
恵
を
備
え
禽
獣
は
知
覚
は
あ
っ
て
も
愚
か
な
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

植
物
は
専
ら
地
（
水
土
）
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
無
知
で
あ
る
の
だ
と
い
う
。『
易
経
』
乾
の

文
言
伝
に
「
天
に
本
づ
く
者
は
上
に
親
し
み
、
地
に
本
づ
く
者
は
下
に
親
し
む
」
と
あ
る
よ
う

に
、
動
物
（
人
と
禽
獣
）
の
頭
は
天
に
向
か
い
、
植
物
の
根
は
地
に
向
か
っ
て
い
る
の
が
こ
の

こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

第
八
則
で
は
、
人
の
心
に
つ
い
て
論
じ
る
。
人
は
万
物
の
霊
で
あ
っ
て
鳥
獣
や
植
物
は
そ
の

使
役
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
人
で
は
心
が
精
粋
で
あ
っ
て
身
体
は
そ
の
機
能
と
な
る
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
人
の
神
識
（
精
神
）
は
小
さ
く
て
微
か
で
あ
っ
て
も
天
地
の
精
英
（
特
に

優
れ
た
も
の
）
が
萃
ま
っ
た
も
の
な
の
で
、
磨
い
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
け
ば
完
全

な
人
格
に
至
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

第
九
則
で
は
、
物
の
陰
陽
は
偏
廃
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
論
じ
る
。
無
知
で
あ
る
植
物
の
草

花
に
は
芳
し
い
香
り
が
あ
り
、
真
珠
宝
石
は
鮮
や
か
で
美
し
い
し
、
逆
に
、
智
力
の
優
れ
た
人

間
で
も
穢
れ
や
濁
り
が
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
に
は
愛
す
べ
き
所

と
憎
む
べ
き
所
が
必
ず
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
陰
陽
が
お
互
い
に
離
れ
な
い
も
の
で
あ
る
た

め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
の
陰
陽
は
単
独
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
片
方
だ
け
を
廃
て
る
べ
き

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

第
十
則
で
は
、
人
が
均
し
く
天
か
ら
性
を
稟
け
な
が
ら
同
じ
で
な
い
の
は
、
稟
け
た
性
質
に

偏
り
が
あ
る
の
を
免
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
淡
窓
に
よ
れ
ば
、
天
地
の
元
素
で
あ
る

「
火
気
水
土
」
で
、
気
が
勝
れ
ば
清
、
土
が
勝
れ
ば
濁
と
な
る
。
清
は
条
理
に
明
る
く
、
濁
は

昏
い
性
で
あ
る
。
火
が
勝
れ
ば
剛
、
水
が
勝
れ
ば
柔
と
な
る
。
剛
は
行
動
に
鋭
敏
で
、
柔
は
怠

惰
な
性
で
あ
る
。
清
で
剛
を
包
め
ば
智
と
な
り
君
子
と
な
る
、
濁
で
柔
を
包
め
ば
愚
と
な
り
小

人
と
な
る
。
清
を
柔
に
重
ね
れ
ば
大
人
し
く
素
直
な
者
と
な
り
、
剛
を
濁
に
重
ね
れ
ば
非
常
に

悪
賢
い
者
と
な
る
と
い
う
。
こ
れ
よ
り
先
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
い
く
が
、
根
源
は
こ
の
剛

柔
清
濁
の
四
つ
の
性
質
を
稟
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。

第
十
一
則
で
は
、
人
の
性
に
は
智
愚
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
善
悪
が
あ
る
の
は
性
に
基
づ
く

の
で
は
な
い
と
い
う
。
智
愚
は
、
刀
に
利
鈍
の
別
が
あ
る
ご
と
く
、
善
悪
は
、
刀
に
人
を
衛
る

と
害
す
る
と
の
差
が
あ
る
が
ご
と
き
で
あ
っ
て
、
利
鈍
は
刀
そ
の
も
の
で
あ
り
、
衛
る
と
害
す

る
と
は
そ
の
刀
の
用
い
方
に
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
善
悪
は
性
の
本
体
で
は
な
く
、
作
用

で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
故
に
、
淡
窓
は
、
孔
子
も
性
を
論
じ
る
の
に
「
唯
だ
上
知
と

下
愚
と
は
移
ら
ず（
論
語
・
陽
貨
篇
）」と
あ
っ
て
、智
愚
を
言
っ
て
善
悪
に
は
及
ん
で
い
な
い
し
、

ま
た
、
人
を
論
じ
る
場
合
に
も
「
君
子
は
義
に
喩
り
、
小
人
は
利
に
喩
る
（
論
語
・
里
仁
篇
）」、

「
君
子
は
和
し
て
同
ぜ
ず
、
小
人
は
同
じ
て
和
せ
ず
（
論
語
・
子
路
篇
）」、「
君
子
は
諸
れ
を
己

れ
に
求
む
、
小
人
は
諸
れ
を
人
に
求
む
（
論
語
・
衛
霊
公
篇
）」
な
ど
、
君
子
・
小
人
を
論
じ

て
善
悪
に
は
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

⑧
思
慮
と
情
欲
に
つ
い
て
（
第
十
二
則
・
第
十
五
則
）

第
十
二
則
は
、
人
の
情
欲
と
思
慮
に
つ
い
て
論
じ
る
。
情
欲
は
身
体
に
生
じ
精
神
が
こ
れ
を

受
け
、
判
断
す
る
の
に
思
慮
が
あ
る
。
思
慮
は
天
が
授
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
飲
食
と
男
女
と

い
っ
た
情
欲
が
あ
る
の
も
、
天
が
生
命
を
愛
し
む
と
い
う
理
に
よ
り
人
を
生
存
さ
せ
人
を
生
む

根
拠
と
し
て
授
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
情
欲
に
従
う
者
は
、
陰
が
主
と
な
る
の
で
小
人
と

な
り
、
思
慮
に
努
め
る
者
は
、
陽
が
主
と
な
る
の
で
君
子
と
な
る
が
、
情
欲
と
思
慮
と
は
す
べ

て
の
人
が
元
来
有
す
る
も
の
な
の
で
、陰
が
卑
し
く
陽
が
尊
い
こ
と
を
小
人
に
理
解
さ
せ
れ
ば
、

（
小
人
に
も
思
慮
は
あ
る
の
で
）
欲
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
陰
陽

の
一
方
だ
け
を
偏
っ
て
廃
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
君
子
に
覚
ら
せ
れ
ば
、（
君
子
に
も
情
欲

は
あ
る
の
で
）
小
人
に
う
ま
く
対
処
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
う
。

第
十
五
則
で
は
、
思
慮
が
主
と
な
り
情
欲
を
制
す
る
と
い
う
の
が
身
を
修
め
る
要
点
で
あ
る

と
す
る
。
そ
こ
で
、
君
子
が
政
治
を
行
い
小
人
は
命
令
に
よ
っ
て
用
務
を
勤
め
る
の
が
国
を
治

め
る
原
則
で
あ
り
、こ
れ
が
陰
陽
が
位
置
を
得
て
い
る
こ
と
だ
と
す
る
。（
暴
虐
で
あ
っ
た
殷
の
）

紂
王
の
不
善
（
悪
）
は
、彼
が
き
わ
め
て
愚
か
で
修
養
で
も
変
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
で
あ
っ

た
の
で
は
な
く
、性
が
剛
濁
（
悪
賢
い
者
）
で
か
つ
高
い
位
に
い
て
、欲
望
の
ま
ま
に
ふ
る
ま
っ
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て
思
慮
に
よ
る
善
悪
の
判
断
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、も
し
聖
人
が
上
に
在
っ
て
導
け
ば
、

ど
う
し
て
過
ち
を
改
め
て
善
に
赴
か
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
も
言
っ
て
い
る
。

⑨
君
子
と
小
人
に
つ
い
て
（
第
十
三
則
・
第
十
四
則
）

生
物
の
性
は
陽
が
大
で
陰
が
小
で
あ
っ
て
、人
に
は
大
人
す
な
わ
ち
君
子
と
小
人
と
が
あ
る
。

君
子
は
他
人
を
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
見
て
広
く
愛
し
て
私
心
が
無
い
。
小
人
は
自
分
を
大
事

に
し
て
他
人
を
軽
ん
じ
思
慮
が
一
身
に
止
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖
人
の
定
め
で
は
、
君
子
が

内
部
で
重
要
な
権
限
を
握
り
、
小
人
が
外
部
で
奔
走
す
る
用
務
の
役
目
に
任
じ
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
二
者
が
位
置
を
得
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
善
で
あ
る
、
も
し
逆
に
君
子
が
外
部
で
小
人
が

内
部
に
入
れ
ば
、
二
者
は
位
置
を
失
っ
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
悪
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
を
「
天

地
物
を
生
ず
。
唯
だ
陰
陽
有
り
。
二
者
位
を
得
る
を
善
と
為
し
、
位
を
失
う
を
悪
と
為
す
。
得

失
は
人
に
在
り
て
、
天
地
与
か
ら
ざ
る
な
り
」
ま
た
「
物
に
在
る
の
理
は
、
善
無
く
悪
無
し
。

物
に
処
す
る
の
義
は
、
当
有
り
不
当
有
り
。
其
の
当
を
善
と
為
し
不
当
を
悪
と
為
す
」
と
説
明

し
て
い
る
。
要
す
る
に
、「
理
」
に
は
善
・
悪
は
無
く
、
善
・
悪
は
物
ご
と
に
対
処
す
る
「
義
」

の
当
・
不
当
に
あ
り
、
陰
陽
の
正
し
い
位
置
を
得
る
の
が
善
で
あ
り
、
そ
れ
を
失
っ
て
い
る
の

が
悪
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
十
四
則
で
は
、
小
人
の
望
み
が
、
財
貨
を
好
み
妻
子
を
私
物
化
し
君
父
を
弑
逆
し
て
国
家

を
覆
す
と
い
う
の
は
、
そ
の
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
教
化
を
施
さ
ず
制
御
の
手
段
を
失
っ
た

か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
舜
帝
は
皐
陶
を
臣
下
に
用
い
、（
殷
の
）
湯
王
は
伊
尹
を
臣
下
に
用
い

て
そ
れ
ぞ
れ
不
仁
の
者
は
遠
ざ
か
っ
た
し
、堯
帝
が
上
に
い
れ
ば
四
悪
人
は
反
乱
を
起
こ
さ
ず
、

（
漢
の
）
高
祖
・
太
宗
の
時
代
に
は
呂
后
や
則
天
武
后
は
盛
大
に
暴
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
者
に
権
力
を
在
ら
し
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
教
化
し
う
ま
く
制
御
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
し
、（
暴
虐
な
君
主
で
あ
っ
た
）
桀
王
や

紂
王
の
父
君
に
、
こ
の
こ
と
に
思
慮
を
及
ぼ
さ
せ
て
（
教
化
・
制
御
さ
せ
て
）
い
た
ら
、
ど
う

し
て
討
伐
の
声
が
勢
い
よ
く
拡
が
る
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
述
べ
て
い
る
。

⑩
仁
と
義
に
つ
い
て
（
第
十
六
則
・
第
十
七
則
・
第
十
八
則
）

第
十
六
則
以
下
で
仁
と
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
仁
義
の
教
え
と
い
う
道
の
場
合
は
、
仁

は
陽
の
道
で
あ
り
、
義
は
陰
の
道
で
あ
る
。
仁
は
、
博
く
分
け
隔
て
な
く
愛
し
て
差
別
な
く
受

け
入
れ
る
も
の
で
、
天
が
す
べ
て
を
普
く
覆
う
の
を
象
っ
て
い
る
。
義
は
、
千
差
万
別
で
あ
っ

て
少
し
も
誤
ら
な
い
も
の
で
、
地
が
形
を
与
え
て
広
さ
が
あ
る
の
を
象
っ
て
い
る
。
異
端
曲
学

の
者
は
仁
を
執
っ
て
義
を
廃
す
る
し
、見
識
の
狭
い
儒
者
は
義
に
随
っ
て
仁
を
忘
れ
て
い
る
が
、

陰
陽
は
そ
の
一
方
の
み
を
廃
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。

君
子
の
道
は
、
仁
義
で
な
い
こ
と
は
無
い
。『
大
学
』
に
あ
る
「
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
」

は
仁
の
到
達
点
で
あ
り
、「
誠
意
・
正
心
・
修
身
」
は
義
の
出
発
点
で
あ
る
。
仁
義
は
道
を
尽

く
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
礼
楽
で
は
、
楽
は
仁
の
声
、
礼
は
義
の
容
で
あ
る
。
政
刑
で
は
、
政

教
は
仁
の
実
施
で
あ
り
、
刑
罰
は
義
の
裁
き
で
あ
る
。

陰
陽
が
ど
ち
ら
も
並
び
行
わ
れ
れ
ば
万
物
は
繁
栄
す
る
。
国
を
治
め
る
の
に
（
陽
と
陰
で
あ

る
）
徳
と
刑
は
並
び
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
周
が
徳
を
執
っ
て
刑
を
廃
し
、
秦
が
刑
を
尊
ん

で
徳
を
卑
し
ん
だ
の
で
、
ど
ち
ら
も
そ
の
繁
栄
が
永
く
続
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。

⑪
義
と
利
に
つ
い
て
（
第
二
十
則
）

人
が
禽
獣
に
勝
っ
て
い
る
の
は
、
人
が
よ
く
利
に
む
か
い
害
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
利
害

の
心
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
利
は
廃
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
義
を
行
う
に

あ
た
っ
て
、
利
は
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
義
と
利
に
尊
卑
の
け
じ

め
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
義
は
陽
、
利
は
陰
な
の
で
あ
る
。
孟
子
が
言
う
「
利
を
追

求
す
る
の
は
盗
賊
の
仲
間
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
天
子
・
諸
侯
・
士
太
夫
な
ど
の
位
に

あ
る
人
の
こ
と
で
あ
り
、
農
夫
が
耕
作
す
る
の
も
商
人
が
商
売
す
る
の
も
利
で
あ
っ
て
、
そ
う

い
っ
た
酷
な
こ
と
ば
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

⑫
死
生
に
つ
い
て
（
第
二
十
一
則
・
第
二
十
二
則
・
第
二
十
三
則
）

第
二
十
一
則
以
下
で
、
死
生
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
淡
窓
に
よ
る
と
、
人
身
は
陰
陽
の
集

ま
り
で
あ
る
と
し
、
四
元
素
の
「
火
・
気
」
が
陽
と
な
り
、「
水
・
土
」
が
陰
と
な
り
、
そ
れ

が
相
い
集
ま
っ
て
人
身
が
生
ず
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
互
い
に
動
か
し
磨
き
あ
っ
て
智
慧
が
生

じ
、そ
の
死
に
至
る
の
で
あ
り
、死
す
れ
ば
、「
火
・
気
」
は
上
昇
し
て
鬼
（
霊
魂
）
と
な
り
、「
水
・

土
」
は
沈
ん
で
屍
と
な
る
と
い
う
。
鬼
（
霊
魂
）
に
は
気
は
あ
る
が
形
は
な
く
、
物
に
付
随
し

て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
が
、
宗
廟
が
あ
っ
て
祭
祀
を
行
う
理
由
で
あ
る
。
屍
に
は
形
は
あ
る
が

気
は
な
く
、
最
後
に
は
土
に
化
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
、
棺
を
設
け
て
葬
る
理
由
で
あ
る
と
説

明
し
て
い
る
。

骨
肉
は
土
に
化
し
、
精
神
が
天
に
帰
す
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
薪
が
燃
え
て
灰
に
な
り
、
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火
が
消
え
て
煙
が
空
に
漂
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
煙
（
精
神
）
が
散
っ
て

し
ま
わ
な
い
よ
う
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
た
め
に
宗
廟
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
述
べ
、
世

俗
の
言
で
は
、
死
し
て
地
下
で
相
い
見
る
と
言
う
が
、
こ
れ
は
惑
っ
た
語
で
あ
り
、
精
神
は
天

に
帰
す
の
で
、礼
を
行
う
に
は
廟
を
祭
る
の
で
あ
っ
て
墓
を
祭
る
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
死
生
に
つ
い
て
の
考
え
は
、淡
窓
が
死
の
直
前
に
自
ら
書
い
た
墓
誌
銘
『
文
玄
先
生
之
碑
』

に
あ
る
「
遺
命
し
て
曰
く
、
精
神
は
天
に
帰
す
、
骨
肉
は
遺
蛻
な
り
。
然
れ
ど
も
、
子
孫
た
る

者
則
ち
埋
葬
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
事
業
を
表
す
に
至
っ
て
は
何
ぞ
一
片
の
石
を
仮
ら
ん
や

と
」
と
い
う
文
章
の
一
節
に
そ
の
ま
ま
表
れ
て
い
る
。

⑬
天
道
と
鬼
神
・
天
道
の
応
報
・
知
命
に
つ
い
て

（
第
二
十
四
則
・
第
二
十
五
則
・
第
二
十
六
則
）

第
二
十
四
則
以
下
で
、
天
道
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
。
聖
人
は
天
道
鬼
神
を
以
て
教
え
を
設

け
た
。
聖
人
は
、
自
分
の
気
と
天
地
の
気
が
感
応
す
る
の
を
み
て
、
天
命
と
鬼
神
を
明
ら
か
に

し
て
人
々
の
根
本
の
道
と
し
、
天
道
・
鬼
神
を
敬
い
畏
れ
、
善
を
行
っ
て
悪
を
さ
せ
な
い
よ
う

に
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
理
を
見
る
の
に
明
ら
か
に
し
て
、
義
を
立
て
る
の

に
巧
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
後
世
の
儒
者
は
、
民
衆
が
鬼
に
惑
う
の
を
心
配
し
て
、
無
鬼
の
論

を
唱
え
る
が
、
こ
れ
は
小
さ
な
こ
と
で
大
事
な
こ
と
を
止
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て

い
る
。

こ
の
聖
人
の
教
え
は
、淡
窓
が『
約
言
』で
論
じ
て
い
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。『
義

府
』
に
批
評
を
施
し
て
い
る
門
人
の
津
島
唐
坊
長
は
「
先
生
嘗
て
約
言
を
著
し
敬
天
の
旨
を
明

ら
か
に
す
。
此
の
章
は
、
即
ち
一
部
の
小
約
言
な
り
」
と
評
を
し
て
い
る
。
な
お
、
聖
人
の
み

が
死
生
と
鬼
神
の
こ
と
を
知
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、お
そ
ら
く『
易
経
』繋
辞
伝
上
の「（
聖
人
は
）

仰
い
で
以
て
天
文
を
観
、
俯
し
て
以
て
地
理
を
察
す
、
こ
の
故
に
幽
明
の
故
を
知
る
。
始
を
原

ね
終
り
に
反
る
、
故
に
死
生
の
説
を
知
る
。
精
気
は
物
を
為
し
遊
魂
は
変
を
為
す
、
こ
の
故
に

鬼
神
の
情
状
を
知
る
」
と
い
う
言
葉
を
基
と
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、『
約
言
或
問
』
第
七

に
も
こ
の
言
葉
を
引
用
し
て
「
コ
レ
聖
人
、
窮
理
ノ
功
ニ
ヨ
リ
死
生
鬼
神
ノ
コ
ト
ニ
モ
通
ジ
タ

マ
フ
コ
ト
ヲ
云
ヘ
リ
。
然
レ
ド
モ
、
凡
人
ハ
死
後
ノ
理
ニ
一
々
通
徹
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
タ
ダ

聖
人
ノ
教
ヲ
信
ジ
テ
、
死
後
ハ
鬼
神
ト
ナ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
リ
テ
、
其
ノ
情
状
ヲ
明
白
ニ
ス

ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
」
と
述
べ
て
い
る
。

天
道
の
応
報
は
、
愚
か
な
者
は
こ
れ
に
惑
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
応
報
に
遅
速
が
あ
る
た
め

で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
季
節
の
変
化
の
例
で
い
え
ば
、
陽
の
気
が
戻
る
の
は
陰

暦
十
一
月
（
冬
至
）
で
あ
る
が
、
和
や
か
に
暖
か
く
な
る
反
応
は
始
め
て
陰
暦
一
月
に
現
れ
、

陰
の
気
が
来
る
の
は
陰
暦
五
月
（
夏
至
）
で
あ
る
が
、
涼
し
く
冷
や
か
に
寒
く
な
る
反
応
は
始

め
て
陰
暦
七
月
に
現
れ
る
と
い
う
例
で
説
明
す
る
。
人
事
に
も
ま
た
同
様
な
反
応
が
あ
る
。
例

え
ば
、
過
ち
を
悔
い
行
な
い
を
改
め
て
も
、
冬
至
の
後
に
寒
さ
が
厳
し
く
な
る
よ
う
に
、
禍
難

が
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
る
こ
と
が
あ
る
が
、
応
報
に
は
間
違
い
は
無
く
、
や
が
て
穏
や
か
に
な

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
応
報
を
待
つ
事
が
で
き
な
い
の
は
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
、
聖
人
は
知
命
を
貴
び
、
天
道
が
善
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
義
を
立
て
た
と

い
う
。
君
子
は
志
が
国
に
殉
ず
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
反
っ
て
福
禄
を
得
る
こ
と
と
な
る
。
こ

れ
は
、天
が
こ
れ
を
助
け
る
の
で
あ
る
。
小
人
は
志
が
己
の
幸
福
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、

反
っ
て
刑
罰
を
受
け
る
目
に
逢
う
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
天
が
こ
れ
を
罰
す
る
の
で
あ
る
。

も
し
正
し
い
こ
と
で
禍
を
受
け
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、す
で
に
前
も
っ
て
定
ま
っ
た
「
数
」
が
あ
っ

て
、
天
も
そ
れ
を
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
唯
だ
そ
れ
に
安
ん
じ
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ

れ
が
知
命
の
義
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
後
世
の
儒
者
の
多
く
は
、
善
が
必
ず
し
も
福
と
な
ら
ず

悪
が
必
ず
し
も
禍
と
な
ら
な
い
の
を
観
て
、
天
道
を
信
じ
な
い
で
、
勝
手
に
そ
の
知
命
を
論
じ

て
い
る
の
み
だ
と
い
う
。

⑭
治
と
乱
に
つ
い
て
（
第
二
十
八
則
・
第
二
十
九
則
・
第
三
十
則
）

第
二
十
八
則
以
下
で
、
治
乱
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
国
に
治
乱
が
あ
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど

人
に
死
生
が
有
る
よ
う
で
あ
っ
て
、陰
と
陽
が
互
い
に
入
れ
替
わ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。治
ま
っ

て
い
る
国
も
乱
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
仁
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
前
の
人
の
死
が
後
の
人
の
生
を
導
く
よ
う
に
、
前
代
の
乱
れ
は
後
代
の
治
を
導
く
の
で

あ
る
と
す
る
。

国
は
治
ま
っ
て
い
る
の
を
常
態
と
し
、
治
が
極
ま
れ
ば
乱
れ
る
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
天
気
の

よ
う
な
も
の
で
、
晴
れ
て
い
る
の
を
常
態
と
す
る
が
、
晴
が
極
ま
れ
ば
雨
が
降
り
、
雨
が
盛
ん

に
降
っ
た
後
に
も
と
の
よ
う
に
晴
れ
に
な
る
。こ
れ
は
順
運
で
あ
り
多
く
の
作
物
が
生
長
す
る
。

晴
が
極
ま
ら
な
い
の
に
雨
が
降
り
あ
る
い
は
長
く
雨
が
止
ま
な
い
の
は
、
不
順
で
あ
り
作
物
は

生
長
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
順
運
の
と
き
乱
れ
れ
ば
、
徳
の
あ
る
人
物
が
現
れ
て
天
下
が
定
ま

る
が
、
不
順
の
と
き
の
時
代
に
は
乱
れ
が
止
ま
ず
、
民
衆
の
塗
炭
の
苦
し
み
が
極
ま
る
の
で
あ

る
と
い
う
。
こ
の
箇
所
の
青
邨
の
注
に
は
「
陽
が
陰
に
勝
て
ば
順
と
な
る
、
陰
が
陽
に
勝
て
ば
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不
順
と
な
る
」
と
説
明
が
あ
る
。
な
お
、
淡
窓
は
、
我
が
国
に
は
「
革
命
（
王
朝
交
代
）」
と

い
う
こ
と
は
無
い
が
、
治
乱
興
廃
の
「
数
（
命
数
）」
は
、
理
が
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
中

国
と
同
じ
で
あ
ろ
う
と
付
け
加
え
て
い
る
。

次
に
、覇
道
（
徳
で
は
な
く
武
力
で
治
め
る
や
り
か
た
）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
淡
窓
は
、

考
え
て
み
る
と
、
世
を
治
め
る
任
務
は
強
く
実
力
の
あ
る
者
こ
そ
が
そ
の
責
任
を
引
き
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
覇
道
も
ま
た
廃
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
戦
国
時
代
に
、
周
の

王
室
が
衰
え
た
時
に
、
斉
の
桓
公
や
晋
の
文
公
な
ど
の
覇
者
が
興
っ
た
が
、
彼
ら
が
争
乱
を
鎮

め
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
人
民
は
ま
さ
に
滅
び
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た

と
す
る
。
こ
れ
を
、天
に
あ
る
周
の
祖
先
の
霊
が
、数
人
の
実
力
者
の
力
を
借
り
て
人
民
を
護
っ

た
の
で
あ
る
と
知
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
い
、
世
の
人
々
が
（
覇
者
は
）
先
王
に
対
し
て

の
罪
人
で
あ
る
と
言
う
の
は
考
え
が
足
り
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
。

⑮
和
漢
の
異
・
古
今
の
異
に
つ
い
て

（
第
三
十
一
則
・
第
三
十
二
則
・
第
三
十
三
則
・
第
三
十
四
則
）

第
三
十
一
則
以
下
で
、
日
本
と
中
国
の
違
い
、
古
今
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
親

子
・
兄
弟
・
夫
婦
の
秩
序
や
君
臣
の
身
分
は
、
皆
な
天
理
で
あ
り
古
今
変
わ
り
な
い
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
同
姓
は
婚
姻
し
な
い
と
す
る
の
は
中
国
で
の
義
で
あ
っ
て
、
他
の
国

に
推
し
進
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
我
が
国
の
封
建
制
と
中
国
の
郡
県
制
で
は
は
っ
き
り
と

異
な
っ
て
い
る
の
で
そ
の
義
を
他
の
国
に
求
め
て
も
合
わ
な
い
と
い
う
。
中
国
人
の
立
て
た
義

が
詳
細
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
他
の
国
の
行
う
義
が
す
べ
て
天
理
に
反
し
て
い
る
と
は
言
え
な

い
と
す
る
。

中
国
で
の
古
代
の
風
俗
・
制
度
・
祭
祀
・
政
治
な
ど
の
き
ま
り
で
、
五
行
説
や
魂
魄
説
、
分

野
説
、
亀
卜
法
、
喪
礼
、
宦
官
制
度
な
ど
、
取
る
に
足
り
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
古
代

に
理
を
窮
め
る
こ
と
が
ま
だ
詳
細
で
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
か
、
周
時
代
末
期
の
い
い
加
減
な

文
章
か
ら
出
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
を
そ
の
国
で
行
え
ば
滞
る
と
こ
ろ
が
あ

り
、
ま
し
て
他
の
国
で
行
え
ば
尚
更
で
あ
る
と
す
る
。

中
国
の
金
玉
の
埋
葬
物
を
墓
に
入
れ
る
厚
葬
は
、
愚
か
な
悪
い
風
俗
で
あ
る
。
し
か
し
、
三

年
の
喪
の
よ
う
な
礼
は
誠
に
手
厚
い
道
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
を
我
が
国
に
行
う
の
は
難
し
い

と
し
、
祭
祀
は
詳
密
に
し
葬
は
簡
略
に
す
る
の
が
よ
い
と
述
べ
る
。

古
え
の
義
は
、
後
世
に
お
い
て
通
用
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
我
が
国
の
制
度
は
、
昔
は
郡
県

制
で
あ
っ
た
が
公
卿
の
世
襲
制
で
あ
っ
て
中
国
と
同
じ
で
は
な
い
し
、今
は
封
建
制
で
あ
る
が
、

中
国
の
三
代
（
夏
・
殷
・
周
）
の
制
度
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
こ
の
両
者
の
間
で
何
か
事
を
し

よ
う
と
し
て
も
、
細
心
に
静
か
に
思
慮
し
て
時
宜
を
得
な
け
れ
ば
無
理
で
あ
る
し
、
古
え
の
義

に
無
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
も
、
理
に
か
な
う
よ
う
に
ま
た
起
こ
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
義
と

理
の
関
係
は
、
ち
ょ
う
ど
川
や
谷
と
海
と
の
関
係
の
よ
う
な
も
の
で
、
流
れ
る
路
の
真
直
ぐ
な

も
の
も
、
曲
り
く
ね
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
要
す
る
に
そ
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
を
見
失
わ
な
い

こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

⑯
「
易
経
」
に
つ
い
て
（『
醒
斎
語
録
』
よ
り
）

淡
窓
が
『
易
経
』
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
を
掲
げ
る
と
、『
醒
斎
語
録
』
巻
二
に
「
聖

人
ノ
書
、
易
ヨ
リ
深
キ
ハ
ナ
シ
。・
・
・
凡
ソ
易
ハ
陰
陽
ヲ
明
カ
ス
ナ
リ
。
故
ニ⚊
ヲ
画
シ
テ

陽
ニ
象
リ
、⚋
ヲ
画
シ
テ
陰
ニ
象
ド
レ
リ
。
陽
ヲ
君
子
ト
シ
吉
福
ト
ス
、
陰
ヲ
小
人
ト
シ
凶
禍

ト
ス
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
同
書
巻
一
に
「
孔
子
ハ
、
古
ヲ
述
ベ
テ
其
ノ
中
ニ
新
義
ヲ
発
シ
タ
マ

フ
。・
・
・
易
ナ
ド
モ
、
古
ハ
唯
ダ
吉
凶
ヲ
筮
ス
ル
具
ト
セ
シ
ナ
ル
ベ
シ
。
孔
子
ニ
至
ッ
テ
盛

ン
ニ
義
理
ヲ
談
ジ
窮
理
尽
性
ノ
書
ト
ナ
レ
リ
。
礼
楽
制
度
ハ
古
聖
人
ニ
出
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
義

理
ハ
孔
子
ニ
至
ッ
テ
明
ナ
リ
ト
云
フ
ベ
シ
」、「
聖
人
ノ
言
行
、
神
明
変
化
シ
テ
測
リ
ガ
タ
キ
コ

ト
、
経
ヲ
読
ン
デ
知
ル
ベ
シ
。
今
、
論
語
孔
子
ノ
言
ヲ
見
ル
ニ
、
平
正
明
白
ニ
シ
テ
知
リ
易
ク

法
リ
易
シ
。
易
ノ
十
翼
ニ
イ
タ
リ
テ
ハ
、
其
ノ
文
辞
変
幻
流
動
シ
テ
捉
摸
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
論
語

ハ
怪
力
乱
神
ヲ
語
ラ
ズ
。
易
ハ
鬼
神
幽
明
ノ
故
ヲ
知
ル
ヲ
以
テ
言
ヲ
立
テ
タ
リ
。
論
語
ハ
仁
ヲ

主
ト
シ
テ
知
ヲ
主
ト
セ
ズ
、
進
退
出
処
専
ラ
之
ヲ
義
ニ
断
ズ
。
易
ハ
時
ヲ
ハ
カ
リ
機
ヲ
知
ル
ヲ

主
ト
シ
テ
、
専
ラ
知
者
ノ
務
ヲ
明
ニ
セ
リ
。・・・
聖
人
ノ
言
語
、
不
同
ア
ル
ト
コ
ロ
知
ル
ベ
シ
」

ま
た
「（
老
子
が
）
凡
ソ
数
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
尚
ブ
ハ
、禍
難
ノ
来
ル
ヲ
預
メ
ニ
避
ケ
ン
ガ
為
ナ
リ
。

聖
人
易
ヲ
作
リ
テ
人
ニ
未
然
ヲ
知
ラ
セ
タ
マ
フ
モ
、
凶
ヲ
避
ケ
吉
ニ
就
カ
シ
メ
ン
ガ
為
ノ
コ
ト

ナ
リ
。
若
シ
避
ク
ル
コ
ト
モ
無
ク
就
ク
コ
ト
モ
ナ
ク
バ
、
易
モ
無
用
ノ
者
ナ
リ
。
老
子
ノ
学
モ

亦
タ
是
ノ
如
シ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、『
易
経
』
が
元
来
は
占
い
の
書
で
あ
っ

た
が
、
孔
子
に
至
っ
て
新
し
く
義
理
の
書
（
思
想
の
書
）
と
な
り
、
と
く
に
孔
子
が
作
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
「
繋
辞
伝
」「
説
卦
伝
」
な
ど
の
十
翼
の
部
分
は
窮
理
尽
性
な
ど
の
深
い
内
容
の

難
解
の
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
淡
窓
が
よ
く
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。



三
九

⑰
淡
窓
の
易
筮
の
事
例
に
つ
い
て
（『
懐
旧
楼
筆
記
』
よ
り
）

淡
窓
も
、
物
事
の
決
断
に
迷
っ
た
時
や
突
然
の
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
時
に
は
易
の
占
い
を

行
っ
て
い
る
。
淡
窓
の
自
叙
伝
『
懐
旧
楼
筆
記
』
に
出
て
い
る
そ
の
例
を
二
つ
紹
介
す
る
。

文
政
十
一
年
五
月
二
日
、
淡
窓
四
十
七
歳
の
と
き
、
三
年
前
に
書
い
た
も
の
を
二
年
前
に
大

幅
に
改
稿
し
こ
の
年
ま
た
三
た
び
改
稿
し
こ
の
日
に
『
約
言
』
と
し
て
脱
稿
し
た
の
で
あ
る

が
、
淡
窓
は
こ
れ
を
世
に
公
に
す
べ
き
か
ど
う
か
に
迷
い
、
易
筮
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
記
事

に
よ
る
と
「
約
言
脱
稿
セ
リ
。
凡
ソ
改
ム
ル
コ
ト
前
後
三
度
ナ
リ
。
初
ハ
乙
酉
ノ
夏
ナ
リ
、
凡

ソ
四
千
言
ナ
リ
。
第
二
稿
ハ
丙
戌
ノ
夏
ナ
リ
、
五
千
余
言
ナ
リ
。
是
ニ
至
ッ
テ
七
千
言
ニ
及
ベ

リ
。
是
ノ
後
ハ
、
今
ニ
至
ッ
テ
加
フ
ル
所
ナ
シ
。
此
ノ
書
世
ニ
公
ニ
ス
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
、
自
ラ
是

ヲ
筮
セ
リ
。
否
ノ
観
ニ
ユ
ク
ニ
遇
ヘ
リ
。
其
ノ
占
此
ニ
録
セ
ズ
」
と
あ
り
、易
筮
の
結
果
「
否
」

の
本
卦
と
「
観
」
の
之
卦
が
得
ら
れ
た
と
記
す
が
、
そ
の
結
果
、
時
期
が
未
だ
到
来
し
て
い
な

い
と
い
う
判
断
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
約
言
』
は
生
前
に
は
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。

天
保
六
年
七
月
九
日
、
淡
窓
五
十
四
歳
の
と
き
、
一
歳
半
の
孫
娘
の
病
が
重
く
な
っ
た
と
き

に
、憂
え
悲
し
ん
で
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
分
か
ら
な
く
な
り
、祖
先
の
位
牌
の
前
で
易
筮
を
行
っ

て
い
る
。
こ
の
三
日
後
に
孫
娘
は
亡
く
な
る
が
、
こ
れ
を
期
し
て
淡
窓
は
「
万
善
簿
」
の
記
録

を
始
め
て
い
る
。
八
月
二
日
の
記
事
に
「
初
メ
前
月
ノ
九
日
ニ
当
リ
、孫
女
ノ
疾
極
メ
テ
重
シ
。

予
、
退
隠
以
来
憂
戚
ノ
事
重
リ
至
リ
際
限
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
此
ノ
後
如
何
ナ
ル
ベ
キ
ヤ
、
憂
歎

ノ
余
リ
心
ノ
置
ク
ベ
キ
所
ナ
シ
。
因
ッ
テ
又
祖
先
ノ
位
前
ニ
至
リ
、
一
筮
ヲ
設
ケ
タ
リ
。
屯
ノ

益
ニ
之
ク
ニ
遇
フ
、
曰
ク
「
馬
ニ
乗
リ
テ
班
如
タ
リ
、
血
ヲ
泣
キ
漣
如
タ
リ
。
象
ニ
曰
ク
、
漣

如
上
ニ
在
リ
、
何
ゾ
長
カ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
」
ト
。
予
、
コ
コ
ニ
オ
イ
テ
以
為
ラ
ク
、
運
数
已
ニ
尽

キ
タ
リ
、
祖
先
モ
亦
タ
力
ニ
及
ビ
タ
マ
ハ
ズ
、
此
ノ
上
ハ
憂
歎
益
ナ
シ
、
如
カ
ズ
、
聖
人
朝
聞

夕
死
ノ
訓
ヲ
奉
ジ
テ
、
一
日
ニ
テ
モ
道
ヲ
行
ハ
ン
ニ
ハ
ト
。
其
ノ
日
ヨ
リ
断
然
ト
シ
テ
自
新
ノ

志
ヲ
発
セ
リ
。・
・
・
筮
後
三
日
、
孫
女
歿
セ
リ
。
コ
レ
漣
如
ノ
象
ニ
応
ズ
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
時

ニ
憂
戚
甚
シ
ト
雖
モ
、
本
志
嶷
然
ト
シ
テ
動
カ
ズ
。
此
ノ
時
ヨ
リ
、
功
過
格
ヲ
立
テ
、
日
間
ノ

行
事
ヲ
記
シ
、
一
万
善
ヲ
成
就
セ
ン
コ
ト
ヲ
誓
ヒ
タ
リ
」
と
あ
っ
て
、
易
筮
の
結
果
、「
屯
」

の
本
卦
と
「
益
」
の
之
卦
が
得
ら
れ
て
「
血
の
涙
が
と
め
ど
な
く
流
れ
る
よ
う
で
は
そ
の
運
命

も
な
ん
で
長
か
ろ
う
」
と
い
う
「
屯
」
の
象
伝
の
言
葉
ど
お
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

以
上
『
義
府
』
三
十
五
則
の
主
要
な
内
容
等
に
つ
い
て
の
紹
介
を
終
わ
る
。

（
３
）
淡
窓
の
思
想
に
お
け
る
相
互
関
係

１
．「
三
説
」
の
相
互
関
係

『
義
府
』
は
、『
約
言
』『
析
玄
』
と
と
も
に
「
三
説
」
と
呼
ば
れ
る
淡
窓
の
主
著
と
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
最
後
に
書
か
れ
た
総
ま
と
め
の
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著

作
で
論
じ
て
い
る
思
想
相
互
の
関
係
を
見
て
み
た
い
。

淡
窓
は
、『
燈
下
記
聞
』
卷
一
に
「
自
ら
其
の
著
述
の
意
を
明
ら
か
に
し
て
曰
く
、『
約
言
』

は
命
を
明
ら
か
に
し
、『
義
府
』
は
理
を
明
ら
か
に
し
、『
析
玄
』
は
数
を
明
ら
か
に
す
」
と
い

う
簡
潔
な
言
葉
を
述
べ
て
お
り
、『
約
言
』
は
『
書
経
』
な
ど
に
つ
い
て
「
天
命
」
を
、『
義
府
』

は
『
易
経
』
に
つ
い
て
陰
陽
の
「
理
」
を
、『
析
玄
』
は
『
老
子
』
に
つ
い
て
「
数
」
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

「
三
説
」
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
ず
『
義
府
』
と
『
析
玄
』
の
関
係
、
つ
ま
り
『
易
経
』

と
『
老
子
（
玄
）』
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、『
析
玄
』
第
八
則
に
「
玄
は
其
れ
易
に
本

づ
く
も
の
か
。
易
は
数
と
言
い
、
玄
も
ま
た
数
を
言
う
。
易
の
数
を
言
う
や
陰
陽
を
以
て
し
、

玄
の
数
を
言
う
や
有
無
を
以
て
す
。
易
の
道
は
陽
を
尊
び
陰
を
卑
し
む
。
玄
は
則
ち
有
無
互
い

に
尊
卑
を
な
す
」
と
あ
り
、『
易
経
』
も
『
老
子
（
玄
）』
も
共
に
「
数
（
命
数
）」
を
述
べ
て

い
る
も
の
と
し
、『
易
経
』
は
「
陰
陽
」
を
も
っ
て
論
じ
て
い
る
が
、『
老
子
（
玄
）』
は
「
有
無
」

を
も
っ
て
論
じ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、「
陰
陽
」
で
は
、「
陽
」
が
尊
く
「
陰
」
が
卑
し
い

と
い
う
の
が
原
則
が
あ
る
が
、「
有
無
」
で
は
「
有
」
と
「
無
」
が
互
い
に
尊
卑
を
な
す
と
述
べ
る
。

『
老
子
』
で
は
「
有
の
以
て
利
を
為
す
は
、
無
の
以
て
用
を
為
せ
ば
な
り
（
第
十
一
章
）」
な
ど

と
「
有
」
を
支
え
る
も
の
が
「
無
」
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
か
ら
互
い
に
尊
卑
を
な
す
と

い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
『
易
経
』
も
『
老
子
』
も
ど
ち
ら
も
「
数
」
の
こ
と
を
問
題
と

し
て
い
る
と
捉
え
、
そ
の
論
じ
方
が
違
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
『
析
玄
』
第
二
十
六
則
で
は
、
後
世
の
人
が
「
有
」
を
以
っ
て
「
陽
」
に
配
し
、「
無
」

を
以
っ
て
「
陰
」
に
配
し
た
の
で
、『
玄
（
老
子
）』
は
（「
無
」
の
思
想
と
も
い
わ
れ
る
の
で
）「
陰
」

の
道
を
根
本
と
し
て
説
い
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、『
玄
（
老
子
）』
の
真
意
は
そ
う
い
っ
た
世
間

一
般
の
道
理
な
ど
で
は
な
く
、「
数
」
を
窮
め
て
変
化
を
推
し
測
り
天
地
自
然
の
状
態
に
戻
す

こ
と
に
あ
っ
て
、
と
く
に
知
者
の
た
め
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
玄
」
は
「
易
」
に
近
い

と
言
え
ば
可
で
あ
る
が
、「
玄
」
は
即
ち
「
易
」
で
あ
る
と
言
え
ば
不
可
で
あ
る
と
す
る
。



四
〇

つ
い
で
、『
六
橋
記
聞
』
巻
四
に
は
「『
析
玄
』
は
理
の
変
を
説
き
、『
義
府
』
は
理
の
正
を
言
ふ
。

人
、
老
子
の
言
を
以
て
浮
虚
と
為
す
。
故
に
『
析
玄
』
を
著
わ
し
以
て
其
の
実
用
を
明
ら
か
に

す
。
孔
子
の
教
え
を
以
て
拘
腐
と
為
す
。
故
に
『
義
府
』
を
作
り
以
て
其
の
活
達
を
明
ら
か
に

す
」
と
述
べ
る
。『
義
府
』
は
「
理
」
の
正
則
を
説
き
、『
析
玄
』
は
「
理
」
の
変
化
を
説
い
て

い
る
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
理
」
に
つ
い
て
は
、『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
三
に
「『
義
府
』
ハ
窮

理
ヲ
主
ト
ス
ト
雖
モ
、
皆
ナ
条
理
ノ
理
ナ
リ
。
理
気
ノ
理
ニ
非
ズ
」
と
述
べ
て
お
り
、
淡
窓
の

い
う
「
理
」
は
条
理
と
い
う
意
味
、
つ
ま
り
物
事
の
道
理
・
理
法
の
意
味
で
あ
る
と
し
、
宋
学

で
い
う
「
理
気
」
の
「
理
」
と
い
う
特
別
の
意
味
で
は
な
い
と
い
う
。

さ
ら
に
、
儒
教
（
孔
子
）
と
道
教
（
老
子
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
灯
下
紀
聞
』
巻
三

に
は
「
孔
子
は
理
の
表
を
見
、
老
子
は
理
の
裏
を
見
る
も
の
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
そ
の
説
明

に
「
孔
子
は
陰
陽
の
上
に
就
き
て
見
を
起
こ
す
。
天
下
の
事
物
は
皆
な
析
き
て
両
と
為
す
。
是

に
非
ざ
れ
ば
則
ち
非
、
利
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
害
、
我
が
人
の
為
す
所
、
唯
だ
こ
れ
非
を
捨
て
是

を
取
り
、
害
を
去
り
て
利
に
就
く
。
い
わ
ゆ
る
道
は
取
捨
去
就
の
方
の
み
。
老
子
は
太
極
の
上

に
就
き
て
見
を
起
こ
す
。
是
非
利
害
は
も
と
皆
な
同
根
な
り
。
是
の
中
に
非
有
り
、
非
の
中
に

是
有
り
、
利
の
中
に
害
有
り
、
害
の
中
に
利
有
り
、
得
て
分
別
す
可
か
ら
ず
。
我
が
人
、
虚
無

因
循
し
て
心
力
を
労
せ
ず
し
て
ま
さ
に
道
に
合
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。
儒
教
思
想
と
老
荘
思
想

の
関
係
を
「
理
」
の
異
な
っ
た
見
方
に
お
い
て
と
ら
え
、孔
子
は
「
理
」
の
表
の
面
を
考
察
し
、

老
子
は
「
理
」
の
裏
の
面
を
考
察
し
て
い
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
観
点
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け

で
、
そ
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
易
経
』
に
「
易
に

太
極
有
り
。
是
れ
、
両
儀
を
生
ず
」
と
あ
っ
て
、
太
極
（
万
物
の
根
源
）
か
ら
両
儀
（
陰
陽
二

気
）を
生
じ
た
と
あ
る
の
に
基
づ
き
、孔
子
の
説
は「
易
」の
陰
陽
二
気
の
関
係
で
見
解
を
立
て
、

老
子
の
説
は
よ
り
根
源
で
あ
る
「
易
」
の
太
極
、
つ
ま
り
陰
陽
二
気
（
両
儀
）
に
分
か
れ
て
い

な
い
状
態
、
陰
陽
に
分
別
で
き
な
い
状
態
に
基
づ
い
て
見
解
を
た
て
て
い
る
と
い
い
、
陰
陽
で

は
事
物
を
二
つ
に
分
け
て
是
非
や
利
害
な
ど
と
し
て
、
そ
の
望
ま
し
い
ほ
う
の
是
や
利
を
取
り

非
や
害
を
捨
て
る
の
が
道
の
実
践
で
あ
る
と
説
く
が
、
太
極
の
立
場
で
は
是
非
利
害
は
も
と
も

と
同
根
で
あ
り
、
是
の
中
に
非
が
あ
り
非
の
中
に
是
が
あ
る
、
利
の
中
に
害
が
あ
り
害
の
中
に

利
が
あ
る
、
そ
の
た
め
分
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
こ
で
虚
無
の
状
態
に
い
れ
ば
心
を
煩

わ
す
こ
と
な
く
道
に
適
う
と
説
明
し
て
い
る
。
宋
学
で
重
視
す
る
周
濂
溪
の
著
し
た
『
太
極
図

説
』
で
は
、
宇
宙
の
根
源
を
「
無
極
に
し
て
太
極
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、「
無
極
」
は
そ

も
そ
も
『
老
子
』『
荘
子
』
に
あ
る
語
で
あ
っ
て
、
無
限
な
る
も
の
の
こ
と
で
「
無
」
の
思
想

の
説
明
と
さ
れ
る
の
で
、
淡
窓
は
「
太
極
」
を
老
子
が
根
拠
と
し
た
も
の
と
考
え
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
要
す
る
に
、「
孔
子
」
も
「
老
子
」
も
『
易
経
』
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
で

あ
る
。

ま
た
、『
析
玄
』
最
終
の
第
三
十
則
で
は
、「
儒
（
孔
子
）」
の
説
と
「
玄
（
老
子
）」
の
説
と

の
違
い
に
つ
い
て
論
じ
て
、
最
後
に
儒
玄
の
一
致
つ
ま
り
孔
老
の
一
致
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
最
後
の
箇
所
で
淡
窓
は
、
儒
教
の
『
易
経
』
繋
辞
伝
に
は
「
乾
は
易
を
以
て
知
り
、
坤
は

簡
を
以
て
能
く
す
。
易
な
れ
ば
知
り
易
く
、
簡
な
れ
ば
従
い
易
し
。・
・
・
易
簡
に
し
て
天
下

の
理
を
得
た
り
」
と
あ
っ
て
、平
易
簡
潔
な
あ
り
方
が
根
本
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
が
、「
易
」

と
い
え
ば
『
老
子
』
の
「
無
為
」
よ
り
容
易
な
こ
と
は
無
く
、「
簡
」
と
い
え
ば
『
老
子
』
の
「
不

言
」
よ
り
簡
単
な
こ
と
は
無
い
の
で
、
そ
こ
で
、
孔
子
と
老
子
の
本
旨
は
、
そ
れ
ぞ
れ
帰
着
す

る
と
こ
ろ
が
同
じ
で
な
い
と
は
言
え
な
い
と
結
ん
で
い
る
。
要
す
る
に
、『
易
経
』
の
乾
坤
（
陰

陽
）
の
あ
り
方
は
『
老
子
』
の
「
無
為
の
事
」「
不
言
の
教
」
と
同
じ
で
あ
る
と
し
、
た
だ
そ

の
観
点
が
違
う
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、『
灯
下
紀
聞
』
巻
二
に
は
「
儒
教
は
理
を
主
と
し
、
悪
を
去
り
て
善
に
就
く
。
書
に

曰
く
、
迪
に
恵
え
ば
吉
、
逆
に
従
へ
ば
凶
な
り
と
、
是
れ
な
り
。
道
教
は
数
を
主
と
し
、
盈
つ

る
を
損
し
虚
に
就
く
。
書
に
曰
く
、
満
は
損
を
招
き
、
謙
は
益
を
受
く
と
、
是
れ
な
り
」（『
醒

斎
語
録
』
巻
一
に
も
同
様
の
文
が
あ
る
）
と
述
べ
て
い
る
。
儒
教
は
「
理
」
を
主
と
し
て
善
悪

と
吉
凶
を
説
い
た
も
の
で
、『
書
経
』
の
「
道
に
従
え
ば
運
命
が
吉
に
、
逆
ら
え
ば
運
命
は
凶

に
な
る
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
悪
を
は
な
れ
て
善
を
実
践
す
る
教
え
で
あ
り
、
一
方
、
道
教

は｢

数｣

を
主
と
し
て
盈
虚
と
損
益
を
説
い
た
も
の
で
、『
書
経
』
の
「
満
つ
る
を
望
め
ば
か
え
っ

て
損
を
招
き
、
謙
遜
を
心
掛
け
れ
ば
益
を
受
け
る
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
満
ち
た
状
態
を
減

ら
し
て
虚
無
の
実
践
を
す
る
教
え
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
儒
教
も
道
教
も
ど
ち

ら
も
『
書
経
』
の
言
葉
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

次
に
、『
約
言
』
と
『
義
府
』
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、同
じ
く
儒
教
経
典
で
あ
る
『
書
経
』

と
『
易
経
』
に
つ
い
て
、『
醒
斎
語
録
』
巻
一
に
「
六
経
ノ
中
ニ
於
テ
第
一
ノ
古
書
ヲ
挙
ゲ
バ
、

書
ト
易
ナ
リ
。・
・
・
二
書
、
儒
教
ノ
開
基
ト
云
フ
ベ
シ
。
書
経
ノ
大
旨
ハ
敬
天
ニ
ア
リ
。
易

ノ
極
意
ハ
窮
理
ニ
ア
リ
。
敬
天
ハ
表
ナ
リ
。
窮
理
ハ
裏
ナ
リ
。
此
ノ
二
ノ
者
、
儒
教
ノ
両
門
ト

云
フ
ベ
シ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
書
経
』
に
つ
い
て
探
求
し
た
『
約
言
』
と
、『
易
経
』
に

つ
い
て
探
求
し
た
『
義
府
』
の
関
係
も
、
そ
の
主
旨
は
そ
れ
ぞ
れ
「
敬
天
」
と
「
窮
理
」
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ
は
儒
教
に
お
い
て
は
表
と
裏
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
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で
あ
る
と
し
て
い
る
。

以
上
を
ま
と
め
て
考
え
る
と
、「
三
説
」
の
説
く
、『
約
言
』
の
「
命
」、『
析
玄
』
の
「
数
」、

『
義
府
』
の
「
理
」
は
、い
ず
れ
も
、宇
宙
を
主
宰
し
て
い
る
人
智
を
超
え
た
も
の
が
関
与
す
る
、

人
間
の
生
き
方
・
運
命
を
つ
か
さ
ど
る
根
本
の
原
理
と
い
っ
た
も
の
で
、『
書
経
』『
易
経
』『
老

子
』
と
い
う
経
典
に
よ
り
、
淡
窓
は
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
中
核
の
概
念
で
あ
る
と
捉
え
て
究
明

し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
淡
窓
の
考
え
を
具
体
的
に
言
え
ば
、
す

べ
て
宇
宙
の
主
宰
者
た
る
「
天
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
天
の
命
令
で
あ
る
「
天
命
」、
宇

宙
の
本
体
の
理
法
で
あ
る
「
理
」、
人
間
の
免
れ
得
な
い
定
め
で
あ
る
「
命
数
」
に
つ
い
て
探

究
し
た
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
、「
天
」
を
畏
敬
し
て
そ
の
教
え
に
従
う
べ
き
と
す
る
「
敬

天
」
思
想
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

２
．「
程
朱
学
（
宋
学
）」（
窮
理
学
）
と
の
関
係

淡
窓
は
「
窮
理
学
」
と
も
呼
ば
れ
る
「
程
朱
学
（
宋
学
）」
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
考
え

や
評
価
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
陰
陽
の
「
理
」
の
根
拠
で
あ
る
『
易
経
』
を
解
釈
し

て
い
く
上
で
、「
程
朱
学
（
宋
学
）」
の
程
伊
川
の
『
伊
川
易
伝
』
や
朱
熹
（
朱
子
）
の
『
周
易

本
義
』
と
い
う
注
釈
書
が
最
も
多
く
利
用
さ
れ
て
い
た
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、淡
窓
も
『
義
府
』

を
書
く
上
で
当
然
多
く
参
考
に
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

ま
ず
、「
窮
理
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
淡
窓
は
「
窮
理
の
学
」
は
有
用
で
あ
る
と
す

る
が
、
こ
れ
は
宋
儒
（
程
伊
川
・
朱
熹
ら
）
の
み
の
見
解
で
あ
っ
て
、
初
心
者
が
ま
ず
優
先
し

て
学
ぶ
べ
き
学
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。『
約
言
或
問
』
第
十
三
に
「
凡
ソ
天
地
間
ニ
ア
ル
コ

ト
ハ
、
無
用
ノ
事
ト
テ
ハ
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。・
・
・
況
ヤ
窮
理
ノ
学
ハ
天
地
間
一
切
ノ
事
物
ノ

理
ニ
通
ズ
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
必
ズ
国
家
ノ
大
用
ト
ナ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
唯
、
是
ヲ
以
テ
初
学

徳
ニ
入
ル
ノ
門
ト
ス
ル
ハ
、
宋
儒
一
家
ノ
見
ニ
シ
テ
、
古
今
ノ
通
義
ニ
ハ
非
ズ
。・
・
・
今
ノ

世
ノ
急
務
ニ
ハ
非
ズ
ト
存
ズ
ル
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
窮
理
の
学
」
は
真
っ
先
に

為
す
べ
き
学
問
で
は
な
い
が
、
今
日
に
お
い
て
は
廃
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。『
六
橋
記
聞
』

巻
十
に
「
窮
理
の
字
、
一
に
易
に
出
づ
。
他
に
は
見
る
所
無
し
。
此
を
以
て
学
問
の
先
務
と
為

す
は
、
蓋
し
古
に
非
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
今
世
の
学
問
は
窮
理
よ
り
入
ら
ざ
る
を
得
ず
。
古

え
の
道
を
学
ぶ
者
は
、
孔
子
に
折
衷
す
る
の
み
。
後
世
、
仏
説
盛
ん
に
行
は
れ
、
近
ご
ろ
又
加

ふ
る
に
倭
学
・
洋
学
を
以
て
し
、
禹
域
を
以
て
偏
陬
と
為
す
者
有
り
。
孔
子
を
黜
け
て
中
賢
と

為
す
者
有
り
。
人
は
異
義
を
懐
き
、家
は
新
説
を
馳
す
。
則
ち
我
は
誰
に
従
ひ
誰
に
適
か
ん
や
。

必
ず
や
、
我
が
本
心
不
昧
の
明
を
以
て
事
物
当
行
の
理
を
求
め
、
其
の
至
精
至
確
な
る
を
認
め

て
以
て
帰
宿
の
処
と
為
す
。
既
に
理
に
於
い
て
疑
い
無
く
、
而
る
後
に
以
て
天
下
の
務
め
に
従

事
す
べ
し
。
是
れ
窮
理
の
説
、
今
に
廃
す
べ
か
ら
ざ
る
所
以
な
り
」
と
述
べ
る
。
古
え
に
は
窮

理
の
学
な
ど
は
な
く
て
、
孔
子
の
道
が
学
ば
れ
て
い
た
が
、
後
世
に
仏
教
が
盛
ん
に
な
り
国
学
・

蘭
学
な
ど
も
興
っ
て
き
て
儒
教
は
衰
え
た
の
で
、
今
日
に
お
い
て
は
「
窮
理
の
学
」
よ
り
入
ら

ざ
る
を
得
ず
、
事
物
の
理
を
求
め
て
精
確
な
と
こ
ろ
を
把
握
し
て
天
下
の
用
務
に
従
事
す
べ
き

で
あ
る
た
め
、「
窮
理
の
学
」
は
必
要
な
も
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
宋
学
で
は
、
学

問
修
養
の
初
め
と
し
て
「
格
物
致
知
（
物
に
格
り
知
を
致
す
）」
を
重
視
す
る
が
、
淡
窓
は
そ

の
解
釈
に
つ
い
て
は
賛
同
し
な
い
が
「
窮
理
」
に
つ
い
て
は
そ
の
意
味
を
認
め
て
い
る
。『
六

橋
記
聞
』
巻
十
に
「
格
物
の
字
、
始
め
て
大
学
に
見
る
。
他
に
考
う
る
所
無
し
。
先
儒
、
窮
理

を
以
て
之
を
解
す
る
は
必
ず
し
も
当
た
ら
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
、
今
人
の
学
、
窮
理
よ
り
入

ら
ざ
る
を
得
ず
。
則
ち
当
た
ら
ず
と
雖
も
猶
ほ
当
た
る
が
ご
と
し
。
予
、
謂
へ
ら
く
、
物
に
格

る
は
物
に
在
る
の
理
を
窮
む
る
な
り
。
知
を
致
す
は
物
に
処
す
る
の
義
を
知
る
な
り
。
医
事
を

以
て
之
を
喩
ふ
れ
ば
、
病
証
を
察
し
病
源
を
審
ら
か
に
す
る
は
、
是
れ
格
物
な
り
。
其
の
方
剤

を
処
す
る
は
、是
れ
致
知
な
り
。
理
を
見
る
こ
と
愈
々
明
ら
か
に
し
て
、義
に
処
す
る
こ
と
愈
々

精
し
。
学
問
の
要
は
此
に
外
な
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。「
格
物
」
の
意
味
を
、宋
儒
が
「
窮
理
」

で
解
釈
す
る
の
は
当
た
っ
て
は
い
な
い
が
誤
り
で
は
な
く
、
今
日
の
学
問
に
は
「
窮
理
」
は
必

要
で
、
淡
窓
は
「
格
物
」
を
「
物
に
在
る
理
を
窮
め
る
こ
と
」
で
「
致
知
」
は
「
物
に
処
す
る

の
義
を
知
る
こ
と
」
と
解
し
、
こ
れ
に
努
め
る
こ
と
が
学
問
の
要
諦
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
淡
窓
は
「
敬
天
」
を
唱
え
る
立
場
か
ら
「
天
地
の
理
を
窮
め
る
」
と
い
う
宋
学
の

主
張
は
つ
よ
く
斥
け
る
の
で
あ
る
。『
約
言
或
問
』第
三
上
に「
敬
天
ハ
聖
道
ノ
第
一
義
也
。仮
令
、

窮
理
ノ
学
ニ
従
事
シ
タ
リ
ト
モ
、
堯
舜
ノ
教
ヲ
奉
ズ
ル
者
ハ
、
如
何
ン
ゾ
敬
天
ノ
義
ヲ
廃
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
ン
ヤ
。・
・
・
我
ガ
謂
フ
所
ノ
敬
天
ハ
、
窮
理
家
ノ
天
ヲ
敬
ス
ル
ト
帰
ス
ル
処
ハ
同

ジ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
其
ノ
始
ハ
異
ナ
リ
。
窮
理
ノ
学
ハ
、
天
ヲ
知
ル
ヲ
以
テ
第
一
ト
ス
。
先
ズ
天

道
ノ
理
ヲ
推
シ
キ
ハ
メ
テ
微
細
ニ
通
徹
シ
、
而
シ
テ
後
ニ
其
ノ
行
事
ノ
理
ニ
合
ス
ル
処
ヲ
以
テ

敬
天
ト
ス
ル
也
。
今
、
我
ガ
説
ハ
シ
カ
ラ
ズ
。
天
地
ノ
理
ヲ
究
ム
ル
コ
ト
ハ
容
易
ノ
コ
ト
ニ
ア

ラ
ズ
。
若
シ
天
理
ニ
通
徹
シ
テ
而
ル
後
天
ヲ
敬
ス
ル
ト
ナ
ラ
バ
、
恐
ラ
ク
ハ
終
身
天
ヲ
敬
ス
ル

ノ
地
ニ
至
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
且
ツ
、「
易
」
ノ
謂
フ
所
ノ
窮
理
ト
ハ
、
聖
人
ノ
事
ナ
リ
。
聖
人
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已
ニ
天
下
ノ
理
ヲ
究
メ
タ
マ
ヒ
テ
、
天
ノ
最
尊
独
貴
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
テ
、
敬
天
ヲ
以
テ
天
下

古
今
ノ
教
ト
ナ
シ
タ
マ
ヘ
リ
。
衆
人
ハ
唯
ダ
聖
人
ノ
教
ニ
従
テ
天
ヲ
敬
ス
レ
バ
足
レ
リ
。
何
ゾ

必
シ
モ
其
ノ
理
ヲ
究
メ
ン
ヤ
。
故
ニ
我
ガ
学
ハ
敬
天
ヲ
先
ト
シ
テ
、
窮
理
ノ
一
段
ハ
余
力
ア
ラ

バ
之
ヲ
為
ス
モ
可
ナ
リ
。
為
サ
ザ
ル
モ
亦
タ
可
ナ
リ
」
と
述
べ
る
。
淡
窓
は
、
天
地
の
理
を
窮

め
る
こ
と
は
容
易
に
は
出
来
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、『
易
経
』に
あ
る「
窮
理
」と
は
聖
人（
堯
・
舜
・

周
公
・
孔
子
ら
）
の
み
為
し
得
る
こ
と
で
、
す
で
に
聖
人
は
天
下
の
理
を
窮
め
て
敬
天
を
以
て

教
と
し
て
い
る
の
で
、我
々
は
そ
の
教
え
に
従
っ
て
天
を
敬
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
、そ
こ
で
「
窮

理
」
は
余
力
が
あ
れ
ば
為
す
の
も
可
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
淡
窓
は
、
事
物

に
対
す
る
「
窮
理
」
は
有
用
で
あ
る
が
、天
道
と
い
う
人
智
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
「
窮
理
」

は
我
々
に
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
、た
だ
聖
人
の
み
が
為
し
得
た
こ
と
で
あ
り
、「
窮
理
」
よ
り
も
「
敬

天
」
が
当
然
に
先
で
あ
る
の
で
、
宋
学
の
い
う
「
窮
理
」
の
後
に
「
敬
天
」
に
至
る
と
い
う
こ

と
に
は
賛
同
で
き
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、淡
窓
は
宋
学
の
言
う「
天
は
即
ち
理
な
り
」と
い
う
説
を
批
判
す
る
。そ
も
そ
も「
天
」

を
「
窮
理
」
す
る
こ
と
自
体
が
不
遜
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。『
約
言
或
問
』
第
十
二
に
「
宋

儒
ノ
学
ハ
理
ヲ
以
テ
第
一
ノ
尊
キ
者
ト
ス
。故
ニ
其
ノ
尊
ブ
所
ヲ
以
テ
天
ニ
合
シ
タ
ル
者
ナ
リ
。

是
レ
亦
タ
敬
天
ノ
意
ナ
ル
ベ
シ
。
然
レ
ド
モ
我
見
ル
所
ヲ
以
テ
イ
ハ
バ
、
天
ノ
神
明
不
思
議
ナ

ル
コ
ト
、
理
ノ
一
字
ニ
尽
ス
ベ
キ
ニ
非
ズ
。
己
ガ
智
ヲ
以
テ
理
ヲ
究
メ
テ
、
天
ハ
即
チ
理
ナ
リ

ト
云
フ
ハ
、
畢
竟
私
智
ヲ
以
テ
天
ヲ
測
ル
所
ニ
シ
テ
、
不
敬
ニ
オ
ツ
ル
コ
ト
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
ベ

シ
。・・・
先
儒
ノ
言
ニ
、
天
ハ
理
ノ
出
ヅ
ル
所
ナ
リ
ト
称
セ
バ
可
ナ
ラ
ン
ト
云
ヘ
リ
、
実
ニ
然
リ
」

と
述
べ
る
。
人
智
を
超
え
た
霊
妙
不
可
思
議
な
「
天
」
を
窮
め
る
こ
と
は
、
人
間
の
愚
か
な
独

善
的
な
知
恵
を
以
て
「
天
」
を
推
し
測
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
間
の
思
い
上
が
っ
た
不
遜
な
考

え
で
あ
る
と
す
る
。「
天
」
は
、「
理
」
と
い
っ
た
概
念
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

ま
し
て
「
理
」
と
同
じ
で
あ
る
な
ど
と
い
え
る
も
の
で
は
な
く
、
実
に
「
理
」
が
出
て
く
る
根

源
な
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、宋
学
と
の
「
天
」
を
説
く
姿
勢
の
違
い
に
つ
い
て
比
喩
を
以
て
説
い
て
い
る
。『
六

橋
記
聞
』
巻
十
に
「
予
の
意
は
、
天
を
敬
し
て
其
の
理
を
窮
め
ざ
る
に
在
り
。
宋
儒
の
天
を
説

く
に
、
其
の
条
理
、
整
然
た
る
こ
と
、
碁
局
の
画
路
の
如
く
な
る
こ
と
を
欲
す
。
予
の
天
を
説

く
に
、
其
の
変
幻
不
測
な
る
こ
と
、
双
陸
の
骰
子
の
如
く
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。
是
れ
同
じ
か

ら
ざ
る
所
以
な
り
」
と
し
て
、
宋
学
で
は
碁
盤
の
目
（
に
碁
石
を
置
く
）
よ
う
な
整
然
と
し
た

説
明
を
め
ざ
す
が
、
淡
窓
は
す
ご
ろ
く
の
サ
イ
コ
ロ
の
よ
う
な
予
測
不
可
能
で
変
化
に
富
ん
だ

と
こ
ろ
を
説
く
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

次
に
、
宋
学
の
言
う
「
理
気
二
元
論
」
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
宋
学
で
は
「
理
気
二
元
論
」

を
唱
え
、
宇
宙
は
理
と
気
か
ら
な
り
、
気
は
万
物
を
構
成
す
る
要
素
で
現
象
の
も
と
と
な
る
も

の
、
理
は
そ
れ
を
働
か
せ
作
用
さ
せ
る
根
本
原
理
、
つ
ま
り
宇
宙
の
根
本
原
理
な
い
し
宇
宙
の

本
体
と
い
う
意
味
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
万
物
は
気
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

気
を
気
た
ら
し
め
て
い
る
根
拠
で
あ
る
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
気
は
有
形
で
存
在
す
る
も

の
で
あ
る
が
、理
は
無
形
の
も
の
で
あ
り
存
在
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
拠
で
あ
る
。
ま
ず
、「
理
」

に
つ
い
て
は
、
淡
窓
は
、『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
三
に
、
宋
学
の
「
理
」
の
学
説
の
当
否
は
分
か

ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、「
謂
フ
所
ノ
理
ト
言
フ
モ
ノ
有
ル
ガ
如
ク
無
キ
ガ
如
シ
。
得
テ
知
ル

ベ
カ
ラ
ズ
。
故
ニ
伊
物
ハ
之
ヲ
無
シ
ト
言
ヒ
、
宋
儒
ハ
之
ヲ
有
リ
ト
言
フ
。
我
、
其
ノ
有
リ
ニ

従
フ
ト
雖
モ
、
顕
然
ト
シ
テ
見
ル
ベ
キ
モ
ノ
有
リ
ト
言
フ
ニ
ハ
非
ズ
。
故
ニ
之
ヲ
理
ト
云
ハ
ズ

シ
テ
天
神
帝
ノ
三
字
ヲ
以
テ
之
ヲ
形
容
ス
。
是
レ
予
ガ
宋
説
ト
同
中
ノ
異
ナ
リ
。
義
府
、
窮
理

ヲ
主
ト
ス
ト
雖
モ
、
皆
ナ
条
理
ノ
理
ナ
リ
、
理
気
ノ
理
ニ
非
ズ
。
天
ニ
至
ッ
テ
ハ
、
之
ヲ
不
可

知
ニ
帰
ス
。
即
チ
敬
天
ノ
義
ナ
リ
」
と
述
べ
て
、
宋
学
で
い
う
「
理
」
と
い
う
も
の
は
有
る
か

無
い
の
か
分
か
ら
な
い
概
念
な
の
で
、
伊
物
の
説
（
仁
斎
学
・
徂
徠
学
）
で
は
存
在
し
な
い
と

す
る
が
、
宋
学
で
は
こ
れ
を
存
在
す
る
と
し
、
淡
窓
と
し
て
は
そ
う
い
っ
た
宇
宙
の
根
本
原
理

の
存
在
は
有
る
と
す
る
が
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、

「
理
」
と
い
わ
ず
に
「
天
・
神
・
帝
」
と
い
う
字
で
言
い
表
す
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
『
義
府
』
の
第
五
則
に
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
淡
窓
は
、宋
学
の
「
理
気
」
論
の
「
理
」

は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
同
じ
よ
う
な
概
念
で
あ
る
宇
宙
を
主
宰
す
る
存
在
で
あ
る
「
天
」
を
認

め
る
の
で
あ
る
。
宋
学
で
い
う
「
理
」
と
い
う
概
念
は
、
宋
の
程
明
道
に
よ
っ
て
始
め
て
唱
え

ら
れ
た
概
念
で
、
朱
熹
（
朱
子
）
に
よ
っ
て
体
系
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
以

前
の
儒
教
に
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
も
の
で
、
む
し
ろ
道
家
の
『
荘
子
』
に
「
天
理
」
な
ど
と

し
て
見
え
て
主
に
道
家
系
の
書
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
、
当
然
に
、
古
代
の

儒
教
経
典
を
重
視
す
る
淡
窓
は
そ
の
説
を
採
用
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
易
経
』
に
あ

る
「
窮
理
」
の
「
理
」
も
、
本
来
の
意
味
の
「
条
理
」、
つ
ま
り
道
理
と
か
理
法
と
い
う
意
味

の
「
理
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、『
約
言
或
問
』
第
十
一
中
で
、
淡
窓
は
「
天
理
」

の
語
を
使
わ
な
い
わ
け
を
「
天
理
ノ
語
、
古
書
ニ
多
ク
見
エ
ズ
。
故
ニ
我
ハ
古
称
ニ
従
テ
天
命

ト
称
ス
ル
也
」
と
い
い
、「
天
命
」
と
称
す
る
の
は
「
天
命
ヲ
奉
ズ
ト
云
フ
時
ハ
、
正
ニ
処
シ

変
ニ
処
ス
ル
ニ
皆
ナ
滞
ル
処
ナ
シ
。
天
理
ニ
ヨ
ル
ト
云
ハ
バ
、
正
ニ
処
ス
ベ
ク
シ
テ
変
ニ
処
シ



四
三

難
キ
ニ
似
タ
リ
。
是
レ
我
ガ
天
命
ヲ
以
テ
言
ヲ
立
ツ
ル
所
以
ナ
リ
」
と
、「
天
理
」
と
言
え
ば

理
の
当
然
の
こ
と
を
い
う
の
で
、
そ
の
前
提
条
件
が
変
わ
る
な
ど
し
た
場
合
に
そ
の
変
化
に
対

応
で
き
な
い
が
、「
天
命
」は
変
化
に
も
停
滞
せ
ず
対
処
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
い
る
。

次
に
、宋
学
の
言
う
「
性
」
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
宋
学
で
は
人
間
の
中
に
あ
る
理
を
「
性
」

と
よ
ぶ
が
、
人
間
は
身
体
を
も
つ
存
在
で
あ
る
の
で
理
と
と
も
に
気
の
要
素
も
含
む
も
の
で
あ

り
、「
性
」
を
、
人
の
本
性
と
な
る
べ
き
「
本
然
の
性
」
と
、
気
の
要
素
を
も
つ
「
気
質
の
性
」

を
分
け
て
、「
本
然
の
性
」
は
理
そ
の
も
の
で
純
粋
至
善
で
あ
る
が
、「
気
質
の
性
」
は
気
と
し

て
の
精
粗
清
濁
が
あ
っ
て
「
人
欲
」
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
聖
人
は
完
全

に
「
本
然
の
性
」
で
あ
る
が
、
現
実
の
人
間
は
不
完
全
で
「
気
質
の
性
」
を
も
っ
て
い
る
の
で

気
の
清
濁
と
厚
薄
に
よ
っ
て
賢
愚
や
善
悪
の
性
質
の
人
間
に
分
か
れ
る
こ
と
と
な
る
と
言
う
。

淡
窓
は
「
気
質
の
性
」
に
つ
い
て
は
肯
定
し
て
い
る
が
、「
本
然
の
性
」
に
つ
い
て
は
宋
学
の

理
論
上
の
概
念
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
一
に
「
性
ニ

本
然
気
質
ヲ
分
カ
ツ
コ
ト
・
・
・
是
レ
教
ヲ
立
ツ
ル
人
ノ
趣
向
ナ
リ
。
是
非
ノ
沙
汰
ニ
及
バ
ズ
。

宋
儒
、
此
ノ
説
ヲ
始
ム
ル
モ
ノ
「
人
皆
ナ
以
テ
聖
人
ト
為
ル
ベ
シ
」
ノ
義
ヲ
成
就
セ
ン
ガ
為
ナ

リ
。・
・
・
君
子
ノ
気
質
ハ
清
ニ
シ
テ
剛
ナ
リ
、
能
ク
其
ノ
情
欲
ヲ
制
シ
テ
中
ニ
カ
ナ
ハ
シ
ム
。

小
人
ノ
気
質
ハ
柔
ニ
シ
テ
濁
レ
リ
、
故
ニ
情
欲
ヲ
制
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
シ
テ
節
度
ヲ
失
フ
ニ
至

ル
。
若
シ
、
本
然
ヲ
以
テ
主
ト
ナ
シ
、
気
質
是
ガ
命
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
、
気
質
ノ
濁
レ
ル
モ
ノ
、

漸
々
変
ジ
テ
清
ニ
趣
ク
。
是
レ
聖
人
ト
ナ
ル
ノ
義
ナ
リ
」
と
宋
学
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
ま

た
、『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
三
に
、
淡
窓
が
『
易
』
を
題
材
に
詠
ん
だ
自
分
の
漢
詩
の
内
容
に
つ

い
て
解
説
し
た
な
か
に
、「
易
」
を
作
っ
た
聖
人
の
志
を
「
聖
人
ノ
道
ハ
人
ヲ
知
ル
ヨ
リ
先
ナ

ル
ハ
ナ
シ
。・
・
・
人
ヲ
用
フ
ル
ニ
モ
其
ノ
性
ノ
不
同
ヲ
知
リ
テ
之
ヲ
器
用
シ
、
人
ヲ
教
フ
ル

ニ
モ
其
ノ
性
ノ
不
同
ヲ
知
リ
テ
之
ヲ
進
退
ス
。（「
易
経
」
は
）
皆
ナ
是
レ
気
質
ノ
性
ニ
シ
テ
本

然
ノ
性
ニ
ア
ラ
ズ
。然
ラ
バ
、学
者
ノ
力
ヲ
用
フ
ル
処
、気
質
ニ
付
テ
工
夫
ヲ
施
ス
ベ
キ
事
ナ
リ
」

と
述
べ
て
、「
是
レ
『
義
府
』
ノ
性
ヲ
論
ズ
ル
、
専
ラ
気
質
ヲ
主
ト
ス
ル
所
以
ナ
リ
」
と
し
て

い
る
。
淡
窓
は
、『
易
経
』
で
い
う
「
性
」
は
「
気
質
の
性
」
の
こ
と
で
、「
本
然
の
性
」
な
ど

と
い
う
概
念
は
後
世
の
宋
代
の
儒
者
が
説
い
た
考
え
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、『
義
府
』
で
論
じ

た
「
性
」
も
「
気
質
の
性
」
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
淡
窓
は
、
宋
学
の
優
れ
た
点
を
語
っ
て
、
儒
教
思
想
上
で
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は

大
い
に
評
価
し
て
い
る
。『
夜
雨
寮
筆
記
』
巻
一
に
「
程
朱
ハ
眼
前
ノ
人
心
物
理
ニ
徴
ヲ
ト
リ
、

伊
物
ハ
古
ニ
徴
ヲ
取
ル
。
古
ニ
徴
ヲ
取
ル
者
ハ
古
ニ
切
ナ
リ
。
眼
前
ニ
徴
ヲ
取
ル
者
ハ
今
ニ
切

ナ
リ
。
我
ガ
説
ヲ
聞
ク
者
ハ
皆
ナ
今
人
ナ
リ
。
古
人
ニ
ア
ラ
ズ
。
是
レ
其
ノ
行
ハ
レ
行
ハ
レ
ザ

ル
ノ
別
ア
ル
所
以
ナ
リ
」「
伊
物
ノ
説
、
素
ヨ
リ
其
ノ
理
ア
リ
。
然
レ
ド
モ
、
程
朱
ニ
抗
ス
ル

コ
ト
ハ
迚
モ
叶
ハ
ヌ
コ
ト
ナ
リ
。
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
バ
、
其
ノ
能
ク
人
心
ノ
同
ジ
ク
然
ス
ル
所
ヲ

得
タ
ル
故
ナ
リ
。・
・
・
徴
古
ノ
説
、
密
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
僅
ノ
経
生
文
人
ヲ
服
ス
ル
ノ
ミ

ナ
リ
。
イ
カ
ン
ゾ
天
下
同
ジ
ク
是
ト
ス
ル
ノ
心
ニ
勝
ツ
コ
ト
ヲ
得
ン
ヤ
」
と
い
い
、程
朱
学
（
宋

学
）
は
、
伊
物
の
説
（
仁
斎
学
・
徂
徠
学
）
に
格
段
に
優
れ
て
い
る
と
す
る
が
、
そ
れ
は
程
朱

学
が
現
在
の
眼
前
の
人
間
の
心
や
物
の
道
理
の
問
題
に
根
拠
を
取
り
人
々
の
心
の
当
然
と
認
め

る
こ
と
を
説
く
の
で
、
古
え
に
証
拠
を
求
め
る
徂
徠
学
な
ど
に
勝
る
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い

る
。
ま
た
続
い
て
「
東
漢
以
後
、
佛
法
西
域
ヨ
リ
来
リ
、
其
ノ
行
ハ
ル
ル
コ
ト
日
ニ
盛
ニ
シ
テ
、

周
公
孔
子
ノ
教
ヘ
日
ニ
微
ナ
リ
。
若
シ
程
朱
氏
道
学
ヲ
興
ス
コ
ト
ナ
ク
ン
バ
、
漢
土
大
抵
変
ジ

テ
佛
ト
ナ
ル
ベ
キ
ナ
リ
。・
・
・
程
朱
ナ
カ
リ
セ
バ
我
輩
モ
薙
髪
染
衣
ノ
身
ト
コ
ソ
ナ
リ
テ
有

ル
ベ
キ
ナ
リ
。・・・
コ
レ
、
二
子
ノ
永
ク
学
宮
ニ
祭
ラ
ル
ル
所
以
ナ
ル
ベ
シ
」
と
い
い
、
程
子
・

朱
子
が
道
学（
宋
学
）を
興
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
中
国
は
お
ろ
か
我
が
国
も
佛
教
の
社
会
と
な
っ

て
、
自
分
も
僧
侶
の
姿
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
し
て
、
朱
子
ら
が
学
校
で
祭
ら
れ
て
い
る
理

由
も
あ
る
の
だ
と
、
宋
学
の
果
た
し
た
役
割
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

ま
た
、『
約
言
或
問
』
第
十
二
で
、
淡
窓
は
宋
学
の
「
天
ハ
即
チ
理
ナ
リ
」
の
説
は
、「
理
」

と
い
う
私
智
を
以
て
「
天
」
を
推
し
測
る
も
の
で
不
敬
を
免
れ
な
い
と
批
判
す
る
が
、
逆
に
功

も
あ
っ
た
と
評
価
し
て
「
漢
儒
以
来
、
天
ヲ
論
ズ
ル
者
・
・
・
其
ノ
天
道
ヲ
論
ズ
ル
コ
ト
甚
ダ

狭
ク
、
且
ツ
王
侯
ニ
用
フ
ベ
ク
シ
テ
衆
人
ニ
切
ナ
ラ
ズ
。
宋
儒
、
天
ヲ
以
テ
理
ト
ス
ル
ニ
及
ン

デ
、
而
後
一
手
ヲ
挙
ゲ
一
足
ヲ
動
カ
ス
ニ
モ
少
シ
ク
理
ニ
戻
ル
コ
ト
ア
レ
バ
、
乃
チ
天
ニ
モ
ト

ル
也
ト
云
ヘ
リ
。
是
ニ
於
テ
敬
天
ノ
義
広
ク
万
事
ニ
及
セ
リ
。・・・
是
レ
宋
儒
ノ
功
ナ
リ
」
と
、

儒
学
で
は
漢
代
以
降
、
災
異
説
や
五
行
説
な
ど
で
「
天
」
の
存
在
が
薄
く
な
っ
て
い
た
の
を
、

宋
代
に
な
っ
て
理
気
説
で
「
理
」
と
「
天
」
は
同
じ
と
さ
れ
て
敬
畏
の
対
象
と
し
て
復
活
し
た

こ
と
を
宋
学
の
功
績
と
す
る
の
で
あ
る
。

（
４
）
中
国
思
想
に
お
け
る
『
易
経
』
に
つ
い
て

１
．『
易
経
』
の
性
格

『
易
経
』
は
、『
書
経
』『
詩
経
』『
礼
記
』『
春
秋
』
と
と
も
に
、
儒
教
の
経
典
「
五
経
」
の
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一
つ
で
あ
り
、
古
代
の
聖
人
の
説
い
た
古
今
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
い
道
理
の
書
物
で
あ
る
経
書

の
筆
頭
と
し
て
重
要
な
経
典
と
さ
れ
て
い
る
。『
易
経
』
の
内
容
は
、
占
い
の
部
分
の
「
経
」

と
、そ
れ
を
解
説
し
た
十
篇
の
「
十
翼
」
と
呼
ば
れ
る
「
伝
」
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。『
易
』

は
も
と
も
と
単
な
る
占
い
の
書
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
思
想
的
に
深
い
理
論
を
も
つ
儒
教
の
経

書
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
伝
」
つ
ま
り
「
十
翼
」
が
加
わ
っ
た
た
め
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、『
易
経
』
は
「
占
筮
」
と
「
義
理
（
思
想
・
原
理
）」
の
二
つ
の
性
格
を
も
つ

書
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。『
易
経
』
は
、
経
書
の
な
か
で
も
最
も
哲
学
的
な
書
で
あ
り
、
以
後

の
中
国
哲
学
は
『
易
経
』
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
と
さ
れ
、
と
く
に
、
宋
代
に
興
っ

た
新
し
い
儒
学
、
宋
学
（
程
朱
学
）
が
そ
の
理
論
の
多
く
を
『
易
経
』
に
基
づ
け
て
い
る
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
易
」と
い
う
名
称
の
表
わ
す
も
の
に
、三
つ
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
。「
易
簡
」「
変

易
」「
不
易
」
の
三
つ
で
あ
る
。「
易
簡
」
と
は
、最
も
簡
単
な
陰
陽
の
図
形
の
象
徴
と
数
に
よ
っ

て
天
地
の
事
物
や
道
を
簡
単
明
瞭
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。「
変
易
」
と
は
、

こ
の
宇
宙
の
森
羅
万
象
も
人
事
百
般
も
変
化
し
な
い
も
の
は
無
く
、
一
切
の
現
象
は
無
限
に
変

化
し
て
お
り
、
そ
の
宇
宙
の
諸
現
象
と
人
間
界
の
動
き
と
の
関
係
を
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
言
う
。「
不
易
」
と
は
、
こ
の
無
限
の
変
化
の
現
象
の
中
に
も
、
規
則
正
し
い
日
月
星
の

運
行
や
四
季
の
巡
り
な
ど
変
化
し
な
い
法
則
性
が
あ
り
、
こ
れ
は
一
定
不
変
の
も
の
で
あ
っ
て

こ
れ
に
よ
っ
て
未
来
の
先
ま
で
の
予
測
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
。
こ
の
三
つ
は
お

互
い
に
矛
盾
し
た
も
の
に
み
え
る
が
、
複
雑
な
変
化
の
中
に
不
変
の
簡
易
な
法
則
が
存
す
る
こ

と
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
矛
盾
の
中
に
統
一
が
あ
り
、
複
雑
の
中
に
調
和
が
存
す
る
こ
と
を
示

し
、「
易
」
に
は
こ
の
宇
宙
と
人
事
の
一
切
の
も
の
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。

２
．『
易
経
』
と
い
う
書

『
易
経
』
は
、『
周
易
』
と
も
呼
ば
れ
、
元
来
は
吉
凶
を
う
ら
な
う
占
い
の
書
で
あ
る
。
古
代

中
国
で
は
国
の
大
事
を
決
め
る
の
に
多
く
は
占
い
に
よ
っ
て
お
り
、
殷
代
で
は
亀
の
甲
を
灼

い
て
そ
の
ひ
び
割
れ
で
吉
凶
を
占
っ
て
い
た
。
周
代
に
な
る
と
亀
卜
よ
り
も
占
筮
の
方
が
多

く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、『
連
山
』『
帰
蔵
』『
周
易
』
の
三
つ
の
占
筮
が
あ
っ
た
が
、
前
二

者
は
早
く
亡
び
、『
周
易
』
が
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
。
今
日
見
る
『
易
経
』
は
、
占
い
の

六
十
四
種
の
「
卦
」
と
い
う
図
形
に
つ
い
て
の
説
明
の
本
文
の
「
経
」
上
・
下
の
部
分
と
、
そ

れ
を
解
説
し
た
「
伝
」
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。「
伝
」
は
「
彖
伝
」
上
・
下
、「
象
伝
」
上
・

下
、「
繋
辞
伝
」
上
・
下
、「
説
卦
伝
」、「
文
言
伝
」、「
序
卦
伝
」、「
雑
卦
伝
」
の
七
種
十
篇
が

あ
り
、「
十
翼
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
翼
と
は
助
け
支
え
る
も
の
と
い
う
意
味
で
、「
経
」
を
助

け
支
え
る
十
篇
の
解
説
の
文
章
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
易
経
』
が
儒
家
の
経
書
と
し
て
重
要

な
意
味
を
も
つ
の
は
、「
伝
」の
部
分
に
思
想
的
に
深
い
理
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
元
来
占
い
の
書
で
あ
っ
た
も
の
に
解
説
を
し
て
、
哲
学
的
な
意
味
づ
け
を
加
え
た
の

が
「
伝
」
で
あ
る
。『
易
経
』
は
、「
占
筮
」
と
「
義
理
（
道
理
・
原
理
）」
の
二
つ
の
性
格
を

も
つ
書
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

『
易
』
は
、
陰
陽
二
元
論
を
基
盤
と
し
、
陰
は⚋
、
陽
は⚊
で
あ
ら
わ
し
、
こ
れ
を
爻
と
呼
び
、

こ
れ
を
三
個
ず
つ
組
み
合
わ
せ
る
と
八
種
の
図
形
が
得
ら
れ
、
こ
れ
を
卦
と
呼
び
、
八
種
で
八

卦
と
い
い
、
乾
☰
、
兌
☱
、
離
☲
、
震
☳
、
巽
☴
、
坎
☵
、
艮
☶
、
坤
☷
、
と
名
付
け
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
天
、
沢
、
火
、
雷
、
風
、
水
、
山
、
地
、
の
八
種
の
自
然
物
を
象
徴
す
る

と
さ
れ
る
。
こ
の
八
卦
を
さ
ら
に
二
個
ず
つ
組
み
合
わ
せ
る
と
、す
べ
て
で
六
十
四
種
の
図
形
、

つ
ま
り
六
十
四
卦
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
六
十
四
卦
に
よ
っ
て
、
宇
宙
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
を

象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
、
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
の
規
準
を
占
っ
て
知
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。「
経
」は
、こ
の
六
十
四
卦
に
つ
い
て
一
卦
ご
と
の
全
体
の
意
味
を
説
明
す
る
卦
辞（
彖
辞
）、

お
よ
び
卦
を
構
成
す
る
六
爻
に
つ
い
て
一
つ
ず
つ
そ
の
意
味
を
説
明
す
る
爻
辞
と
か
ら
な
っ
て

い
る
。

「
伝
」
の
十
翼
で
は
、「
彖
伝
」
は
卦
辞
（
彖
辞
）
を
総
合
的
に
解
説
し
た
も
の
、「
象
伝
」

は
形
象
に
つ
い
て
の
も
の
で
一
つ
の
卦
を
全
体
的
に
解
説
し
た
も
の
を
「
大
象
」、
六
つ
の
爻

辞
の
一
つ
一
つ
を
解
説
し
た
も
の
を
「
小
象
」
と
い
う
。
現
行
の
『
易
経
』
で
は
、「
彖
伝
」

及
び
「
象
伝
」
の
「
大
象
」
は
「
経
」
の
各
卦
の
卦
辞
の
あ
と
に
載
せ
ら
れ
、「
象
伝
」
の
「
小

象
」
は
各
卦
の
六
つ
の
爻
辞
の
あ
と
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。「
文
言
伝
」
は
、
と
く
に
重
要
な

卦
で
あ
る
乾
・
坤
の
二
卦
に
つ
い
て
詳
細
に
解
説
し
た
も
の
で
、
現
行
の
『
易
経
』
で
は
、
乾
・

坤
の
二
卦
の
あ
と
に
そ
れ
ぞ
れ
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
繋
辞
伝
」
は
、
易
全
体
に
対
す
る
総
合
的
な
解
説
で
、
易
の
哲
学
と
占
い
の
理
論
が
述
べ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
の
思
想
上
で
も
最
も
重
要
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。「
説
卦
伝
」
は
、
そ
の
前
半
は
易
全
体
の
概
論
、
後
半
は
八
卦
の
象
徴
す
る
事
物
事

象
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。「
序
卦
伝
」
は
、
六
十
四
卦
の
配
列
の
順
序
を
説
明
し
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た
も
の
、「
雑
卦
伝
」
は
、六
十
四
卦
の
各
特
徴
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
行
の
『
易

経
』
で
は
、「
繋
辞
伝
」
上
・
下
、「
説
卦
伝
」、「
序
卦
伝
」、「
雑
卦
伝
」
は
、
ま
と
め
て
「
経
」

上
・
下
の
あ
と
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

『
易
経
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
儒
教
の
伝
統
的
な
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、「
八
卦
」
は
古
代

の
伝
説
的
な
帝
王
の
伏
羲
で
あ
る
と
さ
れ
、「
六
十
四
卦
」
お
よ
び
「
卦
辞
」
は
周
の
文
王
、「
爻

辞
」
は
文
王
の
子
の
周
公
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
経
」
の
権
威
を
高
め
る
た
め
の
伝
説

に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
発
生
は
か
な
り
古
い
も
の
で
、「
経
」
は
相
当
に

古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
伝
」
の
「
十
翼
」
の
作
者
は
、
伝
統
的
に
孔
子
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ま
で
の
考
証
的
研
究
に
よ
る
と
種
々
の
反
証
が
挙
げ
ら
れ
て
、
到
底
、
孔
子
の
作
と
は
考
え
ら

れ
ず
、
戦
国
時
代
か
ら
漢
代
の
初
め
に
か
け
て
、
孔
子
の
門
流
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
順
次
付

加
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

『
易
経
』
が
「
十
翼
」
を
備
え
て
完
成
を
み
た
の
は
漢
の
初
め
の
頃
と
さ
れ
て
お
り
、
儒
教

の
経
典
「
五
経
」
の
一
つ
と
さ
れ
た
の
も
漢
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。「
繋

辞
伝
」
以
下
の
成
立
に
よ
っ
て
深
遠
な
儒
教
道
徳
の
思
想
性
を
備
え
た
も
の
に
な
り
、
経
典
と

し
て
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
内
容
が
儒
教
の
国
教
化
と
し
て
漢
帝
国
の
中

央
集
権
的
な
秩
序
体
制
の
確
立
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

３
．『
易
経
』
の
思
想

『
易
』
は
、
聖
人
に
よ
っ
て
天
地
自
然
を
模
範
と
し
て
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
繋
辞
上

伝
に
「
天
、
神
物
を
生
じ
て
、
聖
人
こ
れ
に
則
り
、
天
地
変
化
し
て
、
聖
人
こ
れ
に
効
い
、
天
、

象
を
垂
れ
吉
凶
を
見
し
て
、
聖
人
こ
れ
に
象
る
」
と
あ
り
、
天
が
神
秘
的
な
蓍
（
占
い
に
用
い

る
め
ど
き
）
を
生
じ
さ
る
と
聖
人
が
そ
れ
に
則
っ
て
易
の
占
い
を
は
じ
め
、
天
地
が
陰
陽
の
気

の
変
化
に
よ
っ
て
万
物
を
生
成
さ
せ
る
の
を
聖
人
は
そ
れ
に
倣
っ
て
易
の
陰
陽
の
原
理
を
立

て
、
天
が
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
に
よ
っ
て
吉
凶
を
示
す
と
聖
人
が
そ
れ
に
象
っ
て
易
に
吉
凶
の
判

断
を
設
け
た
と
い
う
。
ま
た
繋
辞
上
伝
に
「
易
は
天
地
と
準
う
。
故
に
能
く
天
地
の
道
を
弥
綸

す
」
と
あ
り
、
易
は
天
地
自
然
に
な
ぞ
ら
え
て
作
ら
れ
た
、
だ
か
ら
こ
そ
天
地
自
然
の
道
を
洩

ら
す
こ
と
な
く
包
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
陰
と
陽
は
天
と
地
と
の
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

『
易
経
』
の
思
想
は
、
陰
陽
二
元
論
に
立
脚
す
る
。
こ
の
陰
陽
二
気
の
変
化
運
動
に
よ
っ
て

八
卦
（
☰
乾
・
☱
兌
・
☲
離
・
☳
震
・
☴
巽
・
☵
坎
・
☶
艮
・
☷
坤
）
の
基
本
の
自
然
現
象
（
天
・

沢
・
火
・
雷
・
風
・
水
・
山
・
地
）
が
生
成
し
、
二
気
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
万
物
の
変
化
発

展
が
あ
る
。そ
の
現
象
か
ら
人
事
全
般
の
あ
ら
ゆ
る
変
化
が
表
現
さ
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
陰
陽
二
元
の
根
源
と
し
て
、
陰
陽
未
分
の
一
元
気
で
あ
る
「
太
極
」
に
よ
っ
て
統
合

さ
れ
る
と
す
る
。
繋
辞
上
伝
に
「
易
に
太
極
あ
り
、こ
れ
両
儀
を
生
ず
。
両
儀
は
四
象
を
生
じ
、

四
象
は
八
卦
を
生
ず
」
と
あ
り
、太
極
か
ら
両
儀
（
陰
陽
）
を
生
じ
、両
儀
は
さ
ら
に
四
象
（
老

陽
・
少
陽
・
少
陰
・
老
陰
―
陰
陽
の
二
爻
の
組
み
合
わ
せ
）
を
生
じ
、
四
象
は
八
卦
（
乾
・
兌
・

離
・
震
・
巽
・
坎
・
艮
・
坤
―
陰
陽
の
三
爻
の
組
み
合
わ
せ
）
を
生
ず
る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
八
卦
を
二
つ
重
ね
て
組
み
合
わ
せ
た
六
十
四
卦
（
陰
陽
の
六
爻
の
組
み
合
わ

せ
）
に
よ
っ
て
、す
べ
て
の
万
物
の
現
象
を
象
徴
す
る
と
す
る
。
三
爻
よ
り
成
る
の
は
、天
・
地
・

人
の
三
才
の
道
を
包
含
し
備
え
て
い
る
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
万
象
の
変
化
を
網
羅
し
て
い
る
と
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
易
」
が
す
べ
て
の
現
象
の
変
化
を
そ
の
中
に
網
羅
し
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
事
物
の
変
化
を
予
測
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
占
い
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る
。

陰
・
陽
の
属
性
に
つ
い
て
は
、
陽
は
動
的
で
あ
り
剛
健
的
な
も
の
、
陰
は
静
的
で
柔
順
的
な

も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
処
位
に
応
じ
て
、
自
然
界
な
ら
び
に
人
間
界
の
一

切
の
事
物
は
す
べ
て
陰
・
陽
の
二
つ
に
配
さ
れ
る
。
陰
・
陽
は
、
互
い
に
相
対
立
し
相
依
存
す

る
も
の
で
あ
り
、
主
な
も
の
で
い
え
ば
、
天
、
日
、
昼
、
男
、
父
、
仁
、
上
、
前
、
明
、
貴
、

福
な
ど
は
陽
に
、
地
、
月
、
夜
、
女
、
母
、
義
、
下
、
後
、
暗
、
賎
、
禍
な
ど
は
陰
に
配
さ
れ

る
。
し
か
し
、
陰
・
陽
は
い
つ
ま
で
も
そ
の
ま
ま
固
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
動
が
極
ま
っ
て

静
と
な
り
、
静
が
極
ま
っ
て
動
と
な
り
、
剛
が
柔
と
な
り
、
柔
が
剛
と
な
っ
て
相
互
に
変
化
す

る
。
動
中
に
静
が
あ
り
静
中
に
動
が
あ
り
、
剛
中
に
柔
が
潜
み
柔
中
に
剛
が
潜
ん
で
い
る
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
繋
辞
上
伝
で
は
「
一
陰
一
陽
、
こ
れ
を
道
と
謂
う
」
と
し
て
、
天
地

間
に
或
は
陰
と
な
り
或
は
陽
と
な
っ
て
変
化
し
て
や
ま
な
い
作
用
が
あ
り
、
そ
の
原
理
を
道
と

言
う
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
陰
・
陽
に
配
す
る
こ
と
で
す
べ
て
の
道
を
尽
く
し
て
い
る
こ

と
を
、
説
卦
伝
に
「
昔
者
、
聖
人
の
易
を
作
る
や
、
将
に
以
て
性
命
の
理
に
順
わ
ん
と
す
。
是

を
以
て
天
の
道
を
立
て
て
陰
と
陽
と
曰
い
、
地
の
道
を
立
て
て
柔
と
剛
と
曰
い
、
人
の
道
を
立

て
て
仁
と
義
と
曰
う
。
三
才
を
兼
ね
て
こ
れ
を
両
に
す
」
と
、
陰
・
陽
で
三
才
（
天
の
道
、
地

の
道
、
人
の
道
）
を
尽
く
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
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陰
・
陽
は
剛
・
柔
の
変
化
の
作
用
を
な
す
が
、
陽
の
剛
健
を
尊
び
、
陰
の
柔
順
は
そ
れ
に
従

う
も
の
と
さ
れ
る
。
繋
辞
上
伝
に
「
天
は
尊
く
地
は
卑
く
し
て
乾
坤
定
ま
る
。
卑
高
以
て
陳
な

り
て
貴
賎
位
す
。
動
静
常
あ
り
て
剛
柔
断
る
」
と
あ
っ
て
、陽
で
あ
る
天
・
乾
・
剛
な
ど
は
尊
く
、

陰
で
あ
る
地
・
坤
・
柔
な
ど
は
卑
し
い
と
い
う
区
別
が
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

陰
・
陽
は
相
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
対
立
し
あ
る
い
は
闘
争
す
る
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に

陰
と
な
り
陽
と
な
っ
て
変
化
し
て
已
ま
ず
、
調
和
に
よ
っ
て
生
成
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、乾
の
彖
伝
に「
大
い
な
る
か
な
乾
元
、万
物
を
資
り
て
始
む
、乃
ち
天
を
統
ぶ
。・・・

乾
道
変
化
し
て
、
各
お
の
性
命
を
正
し
く
し
、
大
和
を
保
合
す
る
は
乃
ち
利
貞
な
り
」
と
あ
り
、

ま
た
、
坤
の
彖
伝
に
「
至
れ
る
か
な
坤
元
、
万
物
資
り
て
生
ず
。
乃
ち
順
い
て
天
を
承
く
」
と

あ
り
、
乾
と
い
う
陽
の
気
は
、
万
物
を
生
じ
る
も
と
と
な
り
天
の
働
き
を
統
率
す
る
の
で
あ
り
、

坤
と
い
う
陰
の
気
は
、
そ
の
天
に
順
応
し
て
そ
の
働
き
を
承
け
て
万
物
の
形
を
生
じ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
陰
・
陽
が
常
に
変
化
し
て
、
万
物
は
与
え
ら
れ
た
生
命
の
本
質
を
正
し
く
実
現
し
、

自
然
の
大
い
な
る
調
和
が
保
持
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
繋
辞
上
伝
に
も
「
乾
は
大
始
を
知

ど
り
、
坤
は
成
物
を
作
す
」
と
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

「
易
」
は
生
成
変
化
の
道
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
繋
辞
上
伝
に
「
生
生
こ
れ
を
易
と
謂
う
」

と
あ
り
、
万
物
が
生
生
し
て
已
ま
な
い
こ
と
を
さ
し
て
「
易
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
繋
辞
下
伝

に
「
天
地
の
大
徳
を
生
と
曰
う
」
と
あ
り
、
万
物
の
生
生
の
働
き
が
天
地
の
偉
大
な
徳
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、繋
辞
上
伝
に
「
陰
陽
測
ら
れ
ざ
る
之
を
神
と
謂
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
陰
陽
の
働
き
の
人
智
で
は
測
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
深
遠
さ
を
「
神
」
す
な
わ
ち
霊
妙

さ
と
よ
ぶ
と
い
い
、
易
が
究
極
に
お
い
て
は
神
秘
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

「
易
」
は
天
地
の
道
を
表
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
則
っ
て
人
道
の
規
範
も
与
え
る
こ
と
と

な
る
。
つ
ま
り
、
天
地
自
然
の
整
然
と
し
た
秩
序
・
法
則
に
則
っ
て
、
人
間
も
正
し
く
生
き
て

ゆ
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
繋
辞
上
伝
に
「
易
は
天
地
と
準
う
。
故
に
能
く
天
地
の

道
を
弥
綸
す
。
仰
い
で
以
て
天
文
を
観
、
俯
し
て
以
て
地
理
を
察
す
、
こ
の
故
に
幽
明
の
故
を

知
る
。
始
め
を
原
ね
終
り
に
反
る
、
故
に
死
生
の
説
を
知
る
。
精
気
は
物
を
為
し
、
遊
魂
は
変

を
為
す
、
こ
の
故
に
鬼
神
の
情
状
を
知
る
」
と
あ
り
、
易
は
天
地
に
な
ぞ
ら
え
て
作
ら
れ
た
の

で
、
天
地
の
道
・
自
然
の
理
法
を
洩
ら
す
こ
と
な
く
包
み
込
ん
で
い
る
、
そ
こ
で
、
易
に
よ
っ

て
聖
人
は
、
上
を
仰
い
で
天
文
を
観
察
し
下
に
向
け
て
は
地
理
を
観
察
し
、
目
に
見
え
ぬ
世
界

も
見
え
る
世
界
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、さ
ら
に
生
死
の
問
題
も
知
る
こ
と
が
で
き
、

吉
凶
を
も
た
ら
す
鬼
神
つ
ま
り
超
越
的
存
在
の
実
相
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
人
は
、
こ
の
聖
人
の
教
え
に
従
い
、
そ
の
示
す
天
地
の
道
に
則
っ
て
正
し
い
道
を
行
う
の
で

あ
る
と
い
う
。
繋
辞
上
伝
に
「
易
は
其
れ
至
れ
る
か
な
。
夫
れ
易
は
聖
人
の
徳
を
崇
く
し
業
を

広
む
る
所
以
な
り
。
知
は
崇
く
礼
は
卑
し
。
崇
き
は
天
に
効
い
卑
き
は
地
に
法
る
。
天
地
位
を

設
け
て
、
易
其
の
中
に
行
な
わ
る
。
性
を
成
し
存
す
べ
き
を
存
す
る
は
道
義
の
門
な
り
」
と
あ

り
、
易
に
よ
っ
て
聖
人
が
徳
を
成
し
功
業
を
広
め
る
の
で
あ
り
、
天
の
高
き
に
倣
い
地
の
卑
き

に
法
っ
た
知
礼
の
道
に
よ
っ
て
人
が
そ
の
本
性
を
成
就
し
、
し
っ
か
り
保
持
す
る
こ
と
は
道
義

す
な
わ
ち
正
し
い
道
に
入
る
た
め
の
門
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
繋
辞
上
伝
に
「
一
陰
一

陽
こ
れ
を
道
と
謂
う
。
之
を
継
ぐ
も
の
は
善
な
り
、
之
を
成
す
も
の
は
性
な
り
」
と
あ
り
、
陰

陽
の
変
化
の
は
た
ら
き
が
道
で
あ
り
、
こ
れ
を
継
承
し
修
養
す
る
行
為
が
善
で
あ
り
、
そ
の
善

を
成
就
さ
せ
る
根
拠
が
人
間
に
具
わ
る
本
性
で
あ
る
と
い
い
、
つ
ま
り
人
は
修
養
に
努
め
そ
の

善
性
を
成
し
遂
げ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
「
易
」
の
天
地
の
道
に

則
っ
た
道
徳
的
修
養
の
究
極
は
、
繋
辞
上
伝
の
「
天
を
楽
し
み
命
を
知
る
、
故
に
憂
え
ず
」
と

い
う
こ
と
、
ま
た
説
卦
伝
の
「
理
を
窮
め
性
を
尽
く
し
て
以
て
命
に
至
る
」
と
い
う
こ
と
で
、

天
道
を
楽
し
み
天
命
を
知
る
境
地
に
至
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。『
易
経
』
の
こ
と
ば
は
、
人

生
の
教
訓
・
処
世
訓
と
し
て
の
深
い
意
味
を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。

４
．『
易
経
』
の
解
釈
・
注
釈
の
変
遷

『
易
経
』
は
本
来
は
占
い
の
書
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
六
十
四
卦
の
卦
辞
と
爻
辞
の
意
味

を
読
み
と
っ
て
吉
凶
を
占
い
、
適
切
な
行
動
に
活
か
す
こ
と
と
な
る
。
六
十
四
卦
の
そ
れ
ぞ
れ

の
卦
名
は
自
然
や
人
事
に
な
ぞ
ら
え
て
命
名
さ
れ
、
卦
辞
は
卦
全
体
の
形
象
を
捉
え
て
表
し
て

吉
凶
・
利
不
利
な
ど
の
占
断
を
述
べ
て
い
る
と
さ
れ
、
爻
辞
は
そ
の
変
化
を
説
明
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
が
、
卦
辞
と
爻
辞
は
す
こ
ぶ
る
比
喩
的
・
抽
象
的
表
現
で
あ
り
難
解
な
た
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
彖
伝
・
象
伝
・
繋
辞
伝
・
説
卦
伝

な
ど
の
「
十
翼
」
は
「
経
」
を
説
明
・
解
説
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
思
索
的
な
解
釈
に
難
し
い

と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
の
注
釈
が
行
わ
れ
た
。

漢
代
は
、
象
の
シ
ン
ボ
ル
の
説
明
や
数
理
に
よ
る
推
論
が
主
体
の
、
煩
雑
な
象
数
に
よ
る
解

釈
が
行
わ
れ
た
の
で
「
象
数
易
」
と
よ
ば
れ
る
。
例
え
ば
、
十
二
の
卦
の
形
を
暦
の
十
二
月
に

配
し
天
象
と
人
事
と
の
感
応
関
係
を
説
明
す
る
十
二
消
息
卦
な
ど
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
儒
教
国

教
化
を
す
す
め
た
儒
学
者
の
董
仲
舒
の
説
い
た
、
天
象
と
人
事
の
間
に
因
果
関
係
を
認
め
る
天
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人
相
関
思
想
、
つ
ま
り
天
変
地
異
な
ど
の
自
然
の
異
変
は
す
べ
て
人
間
世
界
の
で
き
ご
と
に
対

応
し
て
起
こ
る
と
い
う
思
想
は
、
聖
人
が
天
を
模
範
と
し
て
人
の
道
を
立
て
た
と
い
う
易
の
立

場
か
ら
も
き
て
お
り
、
占
い
が
神
秘
的
な
予
知
の
解
釈
と
し
て
政
治
的
に
も
利
用
さ
れ
た
。

六
朝
時
代
に
は
、
魏
の
王
弼
が
漢
代
以
来
の
易
学
を
一
変
さ
せ
、
義
理
（
思
想
）
を
主
と
し

た
解
釈
を
行
い
「
義
理
易
」
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
卦
の
象
の
意
味
す
る
根
本
の
真
理
、
現
象

の
奥
に
あ
る
真
理
を
探
ろ
う
と
す
る
哲
学
的
な
立
場
で
の
解
釈
で
、
彼
は
老
荘
思
想
で
解
釈
し

た
『
周
易
注
』
を
著
わ
し
て
い
る
。
こ
の
現
象
世
界
を
支
え
て
い
る
の
は
究
極
的
な
「
無
」
で

あ
り
、現
象
に
と
ら
わ
れ
ず
自
由
に
そ
の
真
の
す
が
た
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
に
は
根
本
の
「
無
」

の
立
場
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

宋
代
に
は
、宋
学
の
程
伊
川
・
朱
熹
（
朱
子
）
ら
が
理
気
論
で
解
釈
し
た
。
程
伊
川
は
『
易
伝
』

を
著
わ
し
、
万
物
の
生
成
は
陰
陽
の
「
気
」
に
よ
る
が
、
そ
の
現
象
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を

意
味
づ
け
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
「
理
」
の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
易
は
象
に
よ
っ

て
「
理
」
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、六
十
四
卦
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
変
化
の
す
が
た
で
あ
っ

て
、
そ
れ
を
追
求
し
そ
の
根
源
で
あ
る
「
理
」
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
人
間
は
「
理
」
に
依
拠
す
る
道
徳
実
践
の
主
体
で
あ
る
と
し
て
、
卦
辞
・
爻
辞
に
つ
い
て

主
に
そ
の
道
徳
的
意
義
を
解
明
し
て
い
る
。
宋
学
の
大
成
者
で
あ
る
朱
熹
（
朱
子
）
は
、
程
伊

川
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
解
釈
で
は
あ
る
が
、
義
理
（
思
想
）
だ
け
で
は
な
く
、
象
数
や
占
筮
も
採

り
上
げ
て
そ
の
総
合
を
図
り
『
周
易
本
義
』
を
著
わ
し
て
い
る
。
朱
熹
（
朱
子
）
の
注
釈
は
、元
・

明
・
清
代
を
通
じ
て
科
挙
の
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
、
以
後
広
く
普
及
し
て
読
ま
れ
る
こ
と

と
な
り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

清
代
に
な
る
と
考
証
学
が
盛
ん
に
な
り
、
易
の
解
釈
の
学
問
も
、
よ
り
古
代
の
も
の
に
近
い

漢
代
の
注
釈
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
王
夫
之
（
王
船
山
）
は
、
漢
易
の
象
数

も
義
理
の
思
索
も
一
致
す
べ
き
だ
と
す
る
「
気
」
の
一
元
論
に
よ
る
独
特
の
解
釈
を
し
て
い
る
。

（
５
）『
義
府
』
の
説
く
内
容
に
つ
い
て
（
ま
と
め
）

淡
窓
の
『
義
府
』
は
、『
易
経
』
の
陰
陽
の
「
理
」
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、そ
れ
は
宋
学
（
程

朱
学
）
の
「
理
気
論
」
で
言
う
、
万
物
の
根
拠
と
い
う
意
味
の
「
理
」
の
内
容
を
述
べ
た
も
の

で
は
な
く
、「
条
理
」
つ
ま
り
道
理
な
い
し
は
理
法
と
い
っ
た
意
味
の
「
理
」
を
説
い
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
「
繋
辞
伝
」
な
ど
に
出
て
い
る
「
天
下
の
理
を
得
る
」「
理
を
窮
め
性
を
尽

く
す
」
な
ど
の
「
理
」
の
語
の
本
来
使
わ
れ
た
意
味
で
あ
っ
て
、そ
の
た
め
『
義
府
』
は
『
易
経
』

本
来
の
思
想
の
分
析
を
め
ざ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。つ
ま
り
、

後
世
の
宋
学
（
程
朱
学
）
な
ど
の
解
釈
以
前
の
姿
を
探
求
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
易
経
』
は
、
元
来
占
い
の
書
で
あ
っ
て
、
そ
の
占
い
は
筮
竹
を
用
い
て
得
ら
れ
た
奇
数
・
偶

数
に
よ
り
六
爻
の
一
つ
一
つ
を
陽
・
陰
に
配
し
て
（
六
爻
よ
り
な
る
）
卦
を
確
定
し
て
吉
凶
を

占
う
も
の
で
あ
る
が
、そ
れ
で
分
か
る
よ
う
に
す
べ
て
の
自
然
現
象
も
人
事
も
「
陰
」
と
「
陽
」

の
要
素
で
成
立
し
変
化
す
る
と
い
う
の
が
根
底
に
あ
る
考
え
方
で
あ
る
。
淡
窓
の
『
義
府
』
は
、

要
す
る
に
『
易
経
』
は
陰
・
陽
の
原
理
を
説
い
た
も
の
と
理
解
し
、
相
反
す
る
二
原
理
で
あ
る

「
陰
」「
陽
」
の
存
在
の
あ
り
方
、
相
互
作
用
、
変
化
運
動
な
ど
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
正
し
い
対
応
の
あ
り
方
で
あ
る
「
義
」
の
行
為
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
「
理
」
に
つ
い
て
は
「
理
は
天
よ
り
出
で
、
義
は
我
に
由
り

て
立
つ
」
と
い
い
、「
理
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
人
智
を
超
え
る
深
遠
な
も
の
で
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
て
深
く
は
論
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
人
間
の
行
為
の

あ
り
方
に
関
心
が
向
い
て
い
て
、
全
般
的
に
は
い
わ
ば
実
践
倫
理
の
論
と
し
て
論
じ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

淡
窓
は
、天
地
万
物
の
理
は
す
べ
て
陰
陽
で
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
、後
世
に
五
行
（
木
・
火
・

土
・
金
・
水
）
で
補
っ
た
「
陰
陽
五
行
説
」
な
ど
の
繁
雑
な
解
釈
は
取
ら
ず
、簡
単
な
「
陰
陽
説
」

で
よ
い
と
し
、
ま
た
基
本
の
八
卦
（
乾
・
兌
・
離
・
震
・
巽
・
坎
・
艮
・
坤
）
に
配
し
て
い
る

自
然
現
象
を
集
約
し
た
と
思
わ
れ
る
「
火
・
気
・
水
・
土
」
説
を
唱
え
る
が
、
こ
れ
も
後
世
の

余
分
な
解
釈
を
廃
し
て
、『
易
経
』
の
み
に
よ
る
簡
素
な
解
釈
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

事
物
の
理
を
窮
め
る「
窮
理
」の
要
点
と
し
て
、淡
窓
は「
万
物
に
は
皆
な
陰
と
陽
が
あ
る
こ
と
」

「（
価
値
的
に
）
陽
は
尊
く
陰
は
卑
し
い
と
い
う
こ
と
」「
陽
は
尊
い
と
い
っ
て
も
陽
だ
け
で
孤

立
す
べ
き
で
は
な
く
陰
は
卑
し
い
と
い
っ
て
も
廃
す
べ
き
で
な
い
こ
と
」
の
三
つ
を
説
く
が
、

こ
れ
は
物
事
に
は
二
つ
の
相
い
対
立
す
る
も
の
が
あ
る
が
、両
者
と
も
に
存
在
す
べ
き
も
の
で
、

そ
れ
は
対
立
し
な
が
ら
も
お
互
い
に
引
き
合
う
関
係
・
依
存
す
る
関
係
に
あ
る
と
い
う
、
中
国

の
伝
統
的
な
「
対
待
」
と
い
う
両
面
思
考
的
な
考
え
方
を
、『
易
経
』
が
原
理
的
に
根
底
に
も
っ

て
い
る
こ
と
を
よ
く
捉
え
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
陽
と
陰
を
、
男
と
女
、
磁
石
の

Ｓ
と
Ｎ
、
電
気
の
＋
と
－
に
例
え
て
み
れ
ば
よ
く
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
淡
窓
は
宋
学
（
程
朱
学
）
の
い
う
「
窮
理
（
理
を
窮
め
る
）」
に
つ
い
て
は
、
そ
の

態
度
は
今
日
に
有
用
な
も
の
と
評
価
し
て
い
る
が
、
宋
学
の
説
く
「
理
気
」
二
元
説
に
つ
い
て
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は
採
ら
な
い
。
万
物
を
構
成
す
る
素
材
で
あ
る
「
気
」
と
い
う
概
念
は
中
国
古
代
か
ら
あ
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
を
根
拠
づ
け
る
「
理
」
と
い
う
概
念
は
後
世
の
宋
学
の
二
程
子
・
朱

熹
（
朱
子
）
ら
が
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
、
本
来
は
気
一
元
論
が
中
国
人
の
世
界
観
で
あ
っ
た
こ

と
を
、淡
窓
は
よ
く
理
解
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
人
間
の
本
性
を
論
じ
る
に
も
、

理
と
し
て
の
性
と
さ
れ
る
「
本
然
の
性
」
は
採
ら
ず
、
気
の
要
素
を
も
つ
「
気
質
の
性
」
だ
け

と
す
る
の
で
あ
る
。
淡
窓
は
、
中
国
の
経
書
の
根
底
に
あ
る
伝
統
的
な
思
考
な
ど
を
よ
く
把
握

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
淡
窓
は
『
義
府
』
で
、
経
書
と
し
て
の
『
易
経
』
の
説
く
本
来
の
内
容
を
探
求

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
、
す
べ
て
の
根
底
に
は
「
理
」
の
根
拠
で
あ
る
「
天
」

の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
、
淡
窓
の
唱
え
る
「
敬
天
思
想
」
に
統
合
集
約
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

参
考
文
献

日
田
郡
教
育
会
編
『
増
補

淡
窓
全
集
』
思
文
閣

後
藤
三
郎
・
柳
町
達
也
編
『
細
井
平
洲
・
廣
瀬
淡
窓
集
』
玉
川
大
学
出
版
部

工
藤
豊
彦
『
日
本
の
思
想
家

広
瀬
淡
窓
・
広
瀬
旭
荘
』
明
徳
出
版
社

井
上
義
巳
『
人
物
叢
書

広
瀬
淡
窓
』
吉
川
弘
文
館

溝
口
雄
三
・
丸
山
松
幸
・
池
田
知
久
編
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
東
京
大
学
出
版
会

赤
塚
忠
・
金
谷
治
・
福
永
光
司
・
山
井
湧
『
中
国
文
化
叢
書

思
想
概
論
』
大
修
館
書
店

森
三
樹
三
郎
『
中
国
思
想
史

上
・
下
』
第
三
文
明
社

レ
グ
ル
ス
文
庫

阿
部
吉
雄
編
著
『
中
国
の
哲
学
』
明
徳
出
版
社

金
谷
治
『
中
国
古
代
の
自
然
観
と
人
間
観

金
谷
治
中
国
思
想
論
集

上
巻
』
平
河
出
版
社

金
谷
治
『
中
国
思
想
を
考
え
る
―
未
来
を
開
く
伝
統
』
中
公
新
書

宇
野
精
一
『
儒
教
思
想
』
講
談
社
学
術
文
庫

土
田
健
次
郎
『
儒
教
入
門
』
東
京
大
学
出
版
会

今
井
宇
三
郎
・
堀
池
信
夫
・
間
嶋
潤
一
『
新
釈
漢
文
大
系

易
経

上
・
中
・
下
』
明
治
書
院

高
田
真
治
・
後
藤
基
巳
訳
『
易
経

上
・
下
』
岩
波
文
庫

本
田
済
『
中
国
古
典
選

易
』
朝
日
新
聞
社

三
浦
國
雄
『
鑑
賞
中
国
の
古
典

易
経
』
角
川
書
店

赤
塚
忠
訳
『
中
国
古
典
文
学
大
系

書
経
・
易
経
（
抄
）』
平
凡
社

吉
川
幸
次
郎
・
福
永
光
司
編
『
世
界
文
学
全
集
３

五
経
・
論
語
集
』
筑
摩
書
房

金
谷
治
『
易
の
話
』
講
談
社
現
代
新
書

加
地
伸
行
編
『
易
の
世
界
』
中
公
文
庫

湯
浅
幸
孫
『
中
国
文
明
選

近
思
録

上
・
下
』
朝
日
新
聞
社

荒
木
見
悟
責
任
編
集
『
世
界
の
名
著

朱
子
・
王
陽
明
』
中
央
公
論
社

三
浦
国
雄
『
人
類
の
知
的
遺
産

朱
子
』
講
談
社

土
田
健
次
郎
『
江
戸
の
朱
子
学
』
筑
摩
選
書
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資
料
紹
介

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
・
平
野
五
岳
『
五
岳
詩
集
』（
市
島
春
城
旧
蔵
）
に
つ
い
て

川
邉

雄
大

は
じ
め
に

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
明
治
初
期
の
東
本
願
寺
（
真
宗
大
谷
派
）
に
よ
る
中
国
布
教
や
、
東
本

願
寺
上
海
別
院
に
お
け
る
日
本
人
僧
侶
と
清
末
文
人
と
の
間
で
行
わ
れ
た
漢
詩
文
な
ど
を
介
し

た
交
流
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
来
た
。

そ
の
過
程
で
、
幕
末
明
治
期
に
本
山
や
海
外
布
教
（
琉
球
・
清
国
・
朝
鮮
）
な
ど
で
活
動
し

た
多
く
の
真
宗
僧
が
、
咸
宜
園
の
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
点
に
着
目
し
て
、
松
本
白
華
１

・
小

栗
憲
一
２

・
小
栗
栖
香
頂
３

・
田
原
法
水
４

ら
咸
宜
園
出
身
の
真
宗
僧
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て

き
た
。

拙
稿
「『
東
瀛
詩
選
』
編
纂
に
関
す
る
一
考
察
│
明
治
漢
詩
壇
と
日
中
関
係
と
の
関
わ
り
を

中
心
に
│
５

」
で
は
主
に
、
五
三
七
人
・
の
べ
五
三
一
九
首
の
日
本
漢
詩
を
収
録
し
た
兪
樾
６

編

『
東
瀛
詩
選
』（
四
十
巻
補
遺
四
巻
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
刊
）
の
編
纂
に
つ
い
て
検
討

し
た
。
具
体
的
に
は
、
当
時
東
本
願
寺
は
兪
樾
の
人
脈
を
通
じ
て
中
国
布
教
を
円
滑
に
進
め
る

意
図
が
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
編
纂
が
進
め
ら
れ
た
点
や
、
同
詩
集
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
は

北
方
心
泉
７

や
松
本
白
華
ら
真
宗
僧
が
、
漢
詩
の
採
録
に
関
わ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
し

た
。兪

樾
は
『
東
瀛
詩
選
』
の
中
で
、
咸
宜
園
出
身
者
で
あ
る
中
島
子
玉
・
長
三
洲
・
平
野
五
岳

の
漢
詩
採
録
に
つ
い
て
、
当
時
彼
ら
の
ま
と
ま
っ
た
詩
集
は
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
北
方
心
泉

が
提
供
し
た
稿
本
を
使
用
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
平
野
五
岳
の
漢
詩
の
採
録
８

に
つ

い
て
、『
東
瀛
詩
選
』
が
編
纂
さ
れ
た
明
治
十
五
・
六
年
当
時
は
、
五
岳
の
漢
詩
集
で
あ
る
『
五

岳
詩
鈔
』
一
巻
（
明
治
二
十
一
年
、
以
下
『
詩
鈔
』）
９

・『
続
五
岳
詩
鈔
』
一
巻
（
以
下
、『
続

詩
鈔
』）１
０

・『
古
竹
老
衲
詩
集
』（
以
下
『
詩
集
』）
１
１

は
い
ず
れ
も
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
筆

者
は
拙
稿
で
、
白
華
が
所
蔵
し
て
い
た
「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」（
白
山
市
立
松
任
図
書
館
白
華
文

庫
蔵
）
が
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
点
を
指
摘
し
た
１
２

。

平
野
五
岳
に
つ
い
て

平
野
五
岳
は
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
豊
後
日
田
の
正
念
寺
に
生
ま
れ
た
。
名
は
岳
・

聞
慧
、
字
は
五
岳
、
別
号
に
古
竹
園
・
方
外
仙
史
、
竹
邨
方
外
史
、
古
竹
園
主
、
古
竹
老
衲
な

ど
が
あ
る
。
の
ち
、
日
田
の
専
念
寺
に
養
子
に
入
り
、
十
一
歳
で
咸
宜
園
に
入
塾
し
廣
瀬
淡
窓

に
学
ん
だ
１
３

。
幕
末
期
に
は
、
千
原
夕
田
・
村
上
佛
山
ら
文
人
と
の
交
流
を
持
ち
、
維
新
後
は

日
田
県
知
事
と
し
て
赴
任
し
た
松
方
正
義
の
知
遇
を
得
、
当
時
東
本
願
寺
の
後
楯
と
な
っ
て
い

た
大
久
保
利
通
を
介
し
て
、
明
治
天
皇
へ
書
画
が
献
上
さ
れ
た
。
西
南
戦
争
直
前
に
、
西
郷
隆

盛
と
密
会
し
て
お
り
、西
郷
の
肖
像
を
描
い
て
い
る
。
本
資
料
に
も
、西
郷
を
う
た
っ
た
詩
（
№

108
「
観
西
郷
隆
盛
之
墳
墓
図
有
此
作
」）
を
収
録
す
る
。
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）、

八
十
五
歳
で
歿
し
た
。
諡
は
玄
通
院
。
五
岳
の
事
績
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
、小
栗
憲
一『
豊

絵
詩
史
』１
４

な
ど
が
あ
る
。

五
岳
は
詩
画
を
よ
く
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
画
集
に
つ
い
て
は
、
井
原
雲
涯
編
『
五
岳
上
人
神

品
』
第
一
・
二
冊
１
５

、五
岳
会
編『
五
岳
上
人
遺
墨
展
』１
６

、緒
方
無
元
編
『
五
岳
上
人
遺
墨
撰
集
』

１
７

、『
平
野
五
岳
展
図
録  

没
後
１
０
０
年
』１
８

、五
岳
顕
彰
会
編
『
専
念
寺
所
蔵
五
岳
上
人
遺
墨

遺
品
集
』１
９

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
詩
集
に
つ
い
て
は
、『
五
岳
詩
鈔
』
一
巻
（
明
治
二
十
一
年
、

以
下
『
詩
鈔
』２
０

・『
続
五
岳
詩
鈔
』
一
巻
（
以
下
、『
続
詩
鈔
』）２
１

・『
古
竹
老
衲
詩
集
』（
以

下
『
詩
集
』）２
２

の
ほ
か
、
南
條
文
雄
著
『
南
條
先
生
遺
芳
』２
３

、五
岳
会
編
『
五
岳
上
人
詩
集

五
岳
上
人
遺
墨
集
解
説
』２
４

、
河
内
昭
圓
著
『
平
野
五
岳
詩
選
訳
注
』２
５

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
写
本
と
し
て
前
述
の
「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
と
本
資
料
『
五
岳
詩
集
』
が
あ
る
。

解
題『

五
岳
詩
集
』（
以
下
、
本
資
料
）
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
所
蔵
す
る
市
島
春
城
の
旧
蔵

資
料
の
一
つ
で
、
平
野
五
岳
の
漢
詩
を
鈔
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
資
料
は
、
版
心
に
「
愛
海
書
屋
」
と
印
刷
さ
れ
た
十
行
の
用
箋
に
、
の
べ
一
五
六
首
の
五

岳
の
漢
詩
が
鈔
写
さ
れ
て
い
る
。

本
資
料
が
い
か
な
る
人
物
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
た
か
は
不
明
だ
が
、
刊
行
さ
れ
た
五
岳
の
漢

詩
集
で
あ
る
『
五
岳
詩
鈔
』・『
続
五
岳
詩
鈔
』
に
収
録
す
る
漢
詩
を
全
て
採
録
し
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
前
者
に
つ
い
て
は
排
列
の
順
序
も
ほ
ぼ
同
じ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
刊
行

さ
れ
た
五
岳
の
漢
詩
集
で
あ
る
『
古
竹
老
衲
詩
集
』
に
収
録
す
る
漢
詩
も
多
く
、
同
書
か
ら
抜

粋
し
た
印
象
を
受
け
る
こ
と
か
ら
、
多
く
は
こ
れ
ら
刊
行
さ
れ
た
漢
詩
集
に
よ
っ
た
も
の
と
思



五
〇

わ
れ
る
。

し
か
し
、
本
資
料
と
刊
行
さ
れ
た
漢
詩
集
（
三
種
）
は
内
容
に
異
同
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
題

名
も
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
本
資
料
に
は
刊
行
さ
れ
た
詩
集
に
な
い
漢

詩
も
収
録
す
る
こ
と
か
ら
、
本
資
料
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
他
の
五
岳
の
写
本
や
詩
稿

な
ど
も
参
照
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

五
岳
の
漢
詩
を
鈔
写
し
た
も
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
筆
者
が
確
認
し
得
た
限
り
で
は
、
前
述

の
「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
と
本
資
料
の
み
で
あ
り
、
五
岳
の
漢
詩
の
受
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本
資
料
の
重
要
性
に
鑑
み
、
こ
の
た
び
翻
刻

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

凡
例

一
、
漢
字
表
記
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
現
在
通
行
の
印
刷
字
体
を
用
い
た
。

一
、
本
文
中
の
句
読
点
は
、
原
文
に
従
っ
た
。

一
、
判
読
不
能
の
箇
所
は
、
□
で
表
記
し
た
。

一
、
括
弧
〔

〕
は
朱
筆
に
よ
る
加
筆
を
、
括
弧
（

）
は
墨
筆
に
よ
る
加
筆
を
あ
ら
わ
す
。

一
、
題
目
に
は
便
宜
上
括
弧
「

」
を
附
し
、
各
漢
詩
の
冒
頭
に
は
通
し
番
号
を
算
用
数
字
で

附
し
た
。

一
、「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
に
採
録
す
る
も
の
に
は
◎
印
を
、『
詩
鈔
』
に
採
録
す
る
も
の
に
は
○

印
を
、『
続
詩
鈔
』
一
巻
に
採
録
す
る
も
の
に
は
△
印
を
、『
詩
集
』
に
採
録
す
る
も
の
に

は
◇
印
を
、
そ
れ
ぞ
れ
附
し
た
。

一
、
丁
数
等
に
つ
い
て
は
、（
一
表
）
の
よ
う
に
、（

）
内
に
漢
数
字
と
表
・
裏
を
用
い
て
丁

数
と
表
裏
を
標
記
し
た
。

翻
刻

〈
帙
題
簽
〉
五
岳
詩
集

写
本

〈
封
面
題
簽
〉
五
岳
詩
集

完

へ
18

3270

「
昭
和
十
五
年
三
月
一
日
／
市
島
謙
吉
氏
／
寄
贈
」
印

「
早
稲
田
／
大
学
／
図
書
」
印

五
岳
詩
集

「
天
長
節

一
山
中
口
占
２
６

」

１
◎
○
◇
乱
山
堆
裡
掩
柴
門
、
繞
屋
松
泉
聞
不
喧
、
誰
使
老
僧
高
臥
穏
、
白
雲
一
片
亦
天
恩

「
庚
子
正
月
十
八
日
夜
、
盗
入
予
家
、
会
予
未
寐
、
遂
不
得
志
而
去
２
７

」

２
◎

◇
東
家
啼
児
声
漸
収
、
西
家
織
婦
梭
初
休
、
窓
燈
影
凍
霜
気
重
、
斜
月
一
痕
帯
茅
楼
、

有
人
傴
僂
循
墻
入
、
遅
々
暫
歩
又
暫
立
、
定
是
鄰
友
訪
間

（
一
表
）

来
、
門
扉
微
鳴
任
彼
開
、
外
堂
入
室
猶
未
已
、
遂
成
梁
上
之
君
子
、
盗
亦
有
道
渠
何

踈
、
未
入
合
知
有
与
無
、
捜
而
無
物
梁梁

（
渠
）

笑
貧
、
労
而
無
功
我
笑
愚
、
夜
意
蕭
然
盗
去

後
、
我
亦
欲
偸
鄰
舎
酒

「
囲
碁
」

３

燗
柯
席
（
開
）
水
石
寰
、
半
日
聊
入
碁
仙
班
、
忘
機
未
忘
機
外
機
、
一
塲
闘
争
見
触

蛮
、
白
蛇
中
断
中
原
変
、
左
股
墨
子
先
入
関
、
重
瞳
何
事
騅
不
逝
、
烏
江
途
窮
欲
渡

艱
、得
隴
望
蜀
太
多
慾
、虞
芮
争
田
不
暫
閑
、一
時
皆
知
胡
眼
大
、末
路
為
育
安
禄
山
、

成
敗
興
亡
千
古
迹
、
想
像
寄
在
一
局
間
、
須
臾
敵
去
殺
気
尽
、
渓
堂
月
白
水
潺
湲

「
題
明
智
左
馬
介
渡
湖
水
図
２
８

」

（
一
裏
）

４
◎

◇
横
截
大
湖
一
鞭
風
、
雲
濤
滃
渤
馬
如
竜
、
万
兵
瞠
若
空
在
後
、
空
明
唯
望
飛
電
蹤
、

君
不
見
本
能
寺
裡
鼠
食
馬
、
凶
兆
早
見
悪
夢
中
、
天
王
山
下
争
天
運
、
猴
面
竪
子
終

成
功
、
桀
狗
吠
尭
豈
得
已
、
逆
中
守
順
亦
是
忠
、
不
忍
崑
玉
付
一
火
、
輸
之
歒
営
何

雍
容
、
嗚
呼
君
心
濶
於
琵
琶
濶
、
清
風
留
在
唐
﨑
松

〔
○
〕「
看
紅
葉
２
９

一
秋
囱
閑
話
」

５
◎
○
◇
伶
俜
老
境
心
、
有
如
秋
暮
蜨
、
古
径
尋
残
芳
、
徘
徊
移
歩
屟
、
塵
海
風
波
驕
、
畏
途

悔
昨
陟
、
禅
榻
茶
烟
颺
、
閑
侶
都
（
※
欄
外
註

都
一
作
喜
）
今
接
、
魚
躍
与
水
忘
、

人
静
与
山
愜
、
西
牕
夕
陽
好
、
支
頥
看
紅
葉

「
墜
葉
」

（
二
表
）

６
◎

◇
寒
爐
好
拾
墜
紅
焼
、
不
用
採
薪
追
老
樵
、
古
井
已
埋
微
有
口
、
低
墻
稍
没
欲
無
腰
、

秋
皆
在
地
空
狼
籍
、
月
独
守
枝
何
寂
寥
、
倦
枕
醒
来
清
暁
夢
、
時
聴
隣
箒
響
蕭
々

「
雪
」



五
一

７
◎

◇
四
望
濛
々
白
㔟
驕
、
瓊
葩
頻
向
暁
風
飄
、
松
猶
未
屈
誇
強
項
、
竹
独
何
縁
甘
折
腰
、

貧
裡
照
書
非
耐
久
、
愁
辺
粘
鬂
或
難
消
、
晴
簾
撥
起
詩
思
動
、
不
必
乗
驢
過
㶚
橋

「
丙
申
歳
暮
感
懐
３
０

」

８
◎

◇
蝗
後
村
閭
物
色
荒
、
欲
春
唯
有
野
梅
香
、
免
租
敢
望
漢
文
帝
、
移
粟
未
逢
梁
恵
王
、

鳥
並
簷
端
啄
残
雪
、
魚
浮
水
面
恋
斜
陽
、
詩
人
元
自
少
温

（
二
裏
）

飽
、
不
妨
酸
吟
捜
餓
膓

「
義
仲
寺
」

９
◎

◇
奇
勲
圧
倒
大
頭
公
、
深
惜
先
鞭
不
善
終
、
想
像
将
軍
當
日
恨
、
芭
蕉
墓
畔
立
秋
風

「
詠
史
３
１

」

10
◎

一
領
袈
裟
豈
偶
然
、
早
知
皇
祚
遂
難
全
、
宮
中
忽
失
片
辺
月
、
落
在
江
湖
四
十
年

「
探
梅
３
２

」

11
◎

◇
花
之
於
美
人
、
形
容
差
可
擬
、
櫻
不
堪
其
艶
、
有
似
歌
舞
妓
、
桃
不
堪
其
粗
、
有
似

村
女
子
、
梨
花
太
冷
淡
、
衷衷

（
喪
）

婦
謝
羅
綺
、
紅
杏
如
衒
妍
、
海
堂堂

（
裳
）

自

（
三
表
）

詫
美
、
梅
也
独
貞
嫺
、
神
遠
而
跡
邇
、
姣
不
减
嬙
施
、
徳
亦
視
任
姒
、
野
農
観
梅
花
、

渠
厭
人
之
侈
、
唯
有
方
外
人
、
相
視
称
知
己
、
我
欲
問
芳
訊
、
試
従
南
渓
始
、
寒
竹

帯
浅
沙
、
短
橋
臥
駛
水
、
初
月
淡
未
光
、
瞑
烟
伏
稍
起
、
夕
景
窅
靄
間
、
有
物
昻
然
峙
、

不
須
万
朶
栄
、
数
枝
乃
足
矣
、
帰
袖
携
清
香
、
以
入
山
窓
裡
、
身
間
遂
真
賞
、
世
人

豈
有
此
、
花
莫
如
寒
梅
、
人
莫
如
寒
士

「
題
楊
妃
洗
禄
児
図
３
３

」

12
◎

◇
韓
休
一
去
直
臣
稀
、
天
下
日
痩
天
子
肥
、
金
鑑
書
蠹
玉
鐶
進
、
明
皇
不
明
倦
万
幾
、

有
子
三
人
同
日
戮
、
翻
養
胡
児
入
房
闈
、
銀
盤
瀲
艶
御
溝
水
、
猪
龍
蜿
蜓
浴
其
裏
、

彩
綳
金
輿
光
照
宮
、
嫦
蛾
微
哂
天
顔
喜
、
報
吉

（
三
裏
）

三
日
皇
子
生
、
胡
為
姓
安
不
姓
李
、
四
紀
為
帝
称
大
平
、
一
朝
城
闕
烟
塵
生
、
誰
知

懸
弧
歓
楽
日
、
己
兆
勒
帛
悲
泣
声
、
我
按
唐
書
不
載
此
、
天
寳
遺
事
非
正
史
、
温
公

採
之
良
可
疑
、
袁
枚
此
論
或
誤
矣
、
君
不
見
天
上
女
児
舗
白
氈
、
沙
上
鳧
雛
傍
母
眠
、

一
出
唐
書
一
杜
集
、
斯
事
其
然
豈
其
然

「
丙
申
３
４

正
月
廿
四
日
同
佐
藤
正
節
蒲
池
君
逸
従
旭
荘
先
生
向
別
府
途
上
作
」

13
◎

◇
野
日
嫰
暄
花
亦
開
、
閑
游
探
句
恰
時
哉
、
四
人
将
向
温
泉
浴
、
二
豊
翻
為
勝
地
楳
、

一
路
微
風
春
暈
散
、
他
山
残
雪
暮
寒
来
、
此
行
尤
喜
伴
韓
愈
、
手
㔟
何
労

与
推

（
四
表
）

「
山
中
旅
行
３
５

」

14
◎

◇
旅
客
望
前
駅
、
桟
長
痩
馬
嘶
、
寒
山
行
不
尽
、
日
落
古
関
西

「
訪
山
寺
３
６

」

15

◇
空
山
尋
古
寺
、
攀
上
白
雲
層
、
唯
有
松
風
在
、
蕭
々
吹
老
僧

〔
○
〕「
梅
３
７

一
題
墨
梅
」

16

○
◇
暗
香
浮
月
影
横
斜
、
想
得
孤
山
処
士
家
、
詩
債
幾
多
償
未
了
、
一
年
容
易
又
梅
花

「
酔
中
揮
毫
」

17

一
酔
吹
除
古
研
塵
、
縦
横
詞
賦
筆
生
春
、
考考

（
老
）

僧
狂
態
任
他
笑
、
五
十
猶
為
闘
酒
人

（
四
裏
）

〔
○
〕「
到
太
宰
府
３
８

」

18

△
◇
飽
着
蕭
寺
竹
、
佛
恩
俗
慮
醒
、
偶
尋
菅
廟
梅
、
神
徳
拝
餘
馨
、
此
心
原
無
兢
、
所
以

楽
且
寧
、
守
痴
逃
人
事
、
省
欲
避
天
刑
、
意
行
不
太
遠
、
徐
々
広
野

、
春
月
初
生

白
、
暮
山
未
歛
青

〔
○
〕「
癸
酉
３
９

一
月
念
九
日
月
庵
上
人
手
造
雪
佛
一
軀
見
贈
因
有
此
作
４
０

」

19
◎
○
◇
一
佛
現
来
何
飄
忽
、
相
好
端
厳
晶
々
潔
、
此
佛
難
留
火
宅
中
、
色
即
是
空
々
即
色
、

上
人
贈
我
有
心
哉
、
報
知
無
常
之
迅
速
、
佛
耶
雪
耶
両
不
存
、
流
入
研
池
水
一
滴
、

嗚
呼
今
日
有
我
明
日
無
、
我
亦
人
間
一
雪
佛

「
供
花
４
１

」

（
五
表
）

20

馬
齢
頻
加
已
七
十
、
悠
々
方
外
一
閑
民
、
何
心
未
慕
無
量
寿
、
多
病
猶
憐
有
漏
身
、

老
腕
揮
毫
唯
酒
力
、
虚
名
布
世
豈
詩
人
、
今
朝
偶
見
梅
花
発
、
折
向
佛
前
先
献
春

〔
○
〕「
観
髙
山
彦
九
郎
書
４
２

」

21
◎
○
◇
不
向
青
山
賦
采
薇
、
江
湖
迹
似
独
鴻
飛
、
北
遊
燕
市
悲
歌
発
、
西
入
秦
関
知
己
稀
、

身
後
千
金
駿
骨
貴
、
胸
中
万
里
鵬
心
違
、
天
涯
何
処
埋
孤
憤
、
牛
斗
茫
々
劔
気
微

「
過
妓
王
故
居
」

22
◎

◇
何
須
姉
妹
兢
恩
華
、
一
入
禅
塲
与
世
賖
、
不
倣
昭
陽
蠱
成
帝
、
敢
同
西
子
誤
夫
差
、

佳
人
末
路
多
帰
佛
、
名
妓
前
身
是
落
花
、
舞
袖
翩
々
今
那



五
二

（
五
裏
）

処
、
唯
看
遺
像
着
袈
裟

〔
○
〕「
寄
梅
長
外
４
３

〔
一
本
偶
成
〕」

23
◎
○
◇
兵
戈
和
幾
日
、
天
地
一
新
間
、
破
敵
付
児
童童

〔
輩
〕

、
先
生
坐
見
山

「
晩
江
４
４

」

24

◇
沙
觜
立
寒
柳
、
蕭
々
不
作
烟
、
行
人
渡
江
去
、
残
月
照
空
船

〔
○
〕「
自
得
４
５

」

25
◎
○
◇
人
生
貴
無
事
、
不
争
名
与
功
、
鳥
遷
喬
木
後
、
幽
谷
亦
春
風

〔
○
〕「
偶
作
４
６

一
山
斎
夜
坐
」

26
◎
○
◇
旧
習
未
除
文
字
縁
、
滄
桑
幾
辺辺

（
変
）

苦
吟
辺
、
青
燈
一
穂
猶
相
対
、
夜
雨
声
中
七
十
年

（
六
表
）

「
詠
史
４
７

」

27
◎

◇
芙
蓉
変
態
任
浮
雲
、
大
麓
茫
々
海
色
分
、
斧
銊
授
来
理
蓑
笠
、
新
漁
人
是
旧
将
軍

「
東
山
口
占
」

28

茶
席
酒
塲
歓
不
窮
、
留
連
猶
詠
落
花
風
、
楼
臺
宛
爾
南
朝
寺
、
春
老
東
山
烟
雨
中

「
立
春
」

29
◎

臘
中
春
至
未
知
春
、
時
事
如
雲
変
態
頻
、
瓶
挿
梅
花
夜
呼
酒
、
人
間
猶
有
旧
閑
人

〔
○
〕「
観
梅
４
８

」

（
六
裏
）

30

○
◇
世
間
無
処
不
風
塵
、
誰
向
此
中
能
賞
春
、
今
日
梅
花
応
一
笑
、
水
辺
籬
落
遇
閑
人

〔
○
〕「
探
梅
」

31
◎
△
◇
寒
声
在
屐
老
氷
遮
、
南
澗
尋
春
不
厭
賖
、
寄
謝
當
年
澹
臺
子
、
暫
時
由
径
為
梅
花

「
神
梅
４
９

」

32

◇
石
矼
東
去
路
二
叉
、
行
傍
青
渓
踏
白
沙
、
寂
寞
林
神
威
福
歇
、
人
未
一
拝
為
梅
花

〔
○
〕「
夢
梅
５
０

」

33
◎
○
◇
湖
波
漣漣

（
漾
）

蕩
蘸
孱
顔
、
遙
憶
梅
花
夢
寐
間
、
吟
断
暗
香
踈
影
句
、
分
明
一

（
七
表
）

夜
到
孤
山

〔
○
〕「
偶
成
５
１

一
自
嘲
」

34
◎
○
◇
風
波
或
恐
及
袈
裟
、
慙
愧
斯
心
未
出
家
、
天
地
百
年
真
是
夢
、
笑
看
寒
月
上
梅
花

「
別
友
人
５
２

」

35
◎

◇
故
人
別
手
已
三
朝
、
独
倚
渓
亭
宿
酒
消
、
休
向
東
風
弄
長
笛
、
梅
花
零
落
雨
蕭
々

「
発
京
都
５
３

」

36
◎
○
◇
紅
塵
欲
染
白
雲
情
、
累
月
淹
留
在
帝
京
、
空
使
松
風
吹
万
壑
、
青
山
少
我
読
書
声

（
七
裏
）

「
芳
野
懐
古
５
４

」

37
◎

◇
旅
人
懐
古
立
斜
曛
、
草
没
荒
陵
路
不
分
、
杜
宇
一
声
春
似
夢
、
南
朝
恨
在
夏
山
雲

「
題
桃
源
図
」

38
◎

◇
雞
犬
声
聞
不
見
家
、
仙
凡
分
処
白
雲
遮
、
無
心
却
是
洞
中
水
、
流
向
人
間
送
落
花

「
閑
居

四
首
」

39

門
外
風
薼
多
険
艱
、
胸
中
日
月
自
安
閑
、
不
須
身
任
白
雲
裡
、
一
片
茶
烟
隔
世
間

40

雌
伏
投
閑
士
所
慙
、
揚
々
或
見
得
登
三
、
人
才
甲
乙
丙
丁
戊
、
官
爵
公

（
八
表
）

公
侯
伯
子
男
、
数
片
白
雲
隔
浮
世
、
一
痕
明
月
照
澄
潭
、
老
僧
畢
竟
我
知
我
、
長
在

山
中
守
小
庵
５
５

41

馬
齢
八
旬
容
易
過
、
先
生
日
々
酔
顔
酡
、
自
知
詩
画
才
全
尽
、
猶
有
大
言
依
旧
多

42

○
◇
十
年
歓
苦
甘
微
吟
、
世
路
回
頭
迷
亦
深
、
安
得
清
和
仿
夷
恵
、
伹
因
愚
魯
幕
柴
参
、

鳥
寒
徒
結
遷
喬
夢
、
虫
凍
猶
凍凍

（
懐
）

啓
蟄
心
、
万
物
俟
時
々
未
到
、
偸
春
梅
猶
笑
墻
陰
５
６

（
※
欄
外

一
眎
学
生
〔
○
〕）

「
用
東
坡
題
郭
河
陽
画
韵
５
７

」

43
◎

◇
塵
海
滔
々
波
難
閑
、
吾
儕
上
策
不
出
山
、
何
人
欲
賦
夜
愁
曲
、
長
星
影
落
一
杯
間
、

白
雲
紅
樹
秋
色
遠
、
数
声
呦
鹿
林
日
晩
、
有
人
独
対
西
江

（
八
裏
）

水
、
坐
待
初
月
上
青
巘
、
我
画
何
擬
郭
河
陽
、
興
到
偶
払
鵞
縑
霜
、
安
得
筆
力
如
坡

公
、
亦
使
此
幅
生
輝
光
、
噫
嚱
天
地
何
処
無
閑
日
、
閑
忙
之
際
只
一
髪
、
門
外
傾
洞

風
吹
塵
、
題
詩
誰
弄
此
水
石

「
懐
古
」

44

◇
曾
是
淮
南
歌
舞
家
、
池
臺
何
処
問
芳
華
、
美
人
魂
返
春
霄
月
、
猶
唱
當
年
揚
白
花

「
酒
興
」

45

漠
々
吹
塵
門
外
風
、
看
他
諭
利
又
争
功
、
養
神
将
学
無
懐
氏
、
在
世
宜
如
亡
是
公
、



五
三

梅
僅
開
花
春
意
足
、
人
唯
対
酒
俗
縁
空
、
一
年
三
百
六
十
日
、
日
々
何
曾
不
酔
中

（
九
裏
）

「
偶
成
５
８

」

46

◇
袖
手
閑
観
世
上
埃
、
茶
烟
芋
火
意
悠
哉
、
山
田
二
頃
生
涯
足
、
却
恐
児
孫
佩
印
来

「
贈
某
先
生
」

47

日
暮
家
童
買
酒
還
、
小
橋
流
水
認
柴
関
、
書
楼
高
構
松
雲
上
、
頭
白
先
生
坐
見
山

「
辨
天
坂
５
９

」

48
◎

◇
攀
躋
漸
覚
近
天
関
、
空
翠
霏
々
撲
我
顔
、
半
日
山
程
歩
虚
似
、
白
雲
相
送
到
人
間

「
遊
志
賀
島
」

（
九
裏
）

49
◎

◇
波
濤
萬
里
接
尊
前
、
也
学
長
鯨
吸
百
川
、
欲
舉
一
杯
酧
箕
子
、
鵬
雲
低
処
是
朝
鮮

「
牡
丹
」

50
◎

◇
魏
紫
姚
黄
園
色
明
、
花
欄
日
暖
睡
思
生
、
何
来
忽
地
風
吹
雨
、
聴
作
漁
陽
鼙
皷
声

「
又
二
」

51
◎

東
風
満
目
捲
黄
埃
、
梨
雪
櫻
雪
次
第
頽
、
亦
是
花
中
孟
之
反
、
牡
丹
緩
々
殿
春
来

「
松
」

52

宛
然
磊
落
大
男
児
、
曾
受
秦
官
彼
一
時
、
只
恐
人
知
棟
梁
之
質
、
青
山

（
一
〇
表
）

深
護
歳
寒
姿

「
筑
後
途
上
作
６
０

」

53

◇
新
緑
埋
村
不
見
家
、
軽
烟
遙
上
午
時
茶
、
行
人
四
月
筑
南
去
、
一
路
薫
風
鳥
栖
花

「
和
西
秋
谷
翁
韻
」

54

戈
高
早
被
噢
寧
馨
、
老
作
江
湖
一
客
生
、
風
月
有
縁
遊
不
俗
、
功
名
無
意
迹
先
屛
、

旧
交
厚
識
君
心
赤
、
新
句
頻
令
我
眼
青
、
筆
研
未
焚
請
休
笑
、
欲
将
文
学
慰
残
齢

「
其
二
」

55

英
明
在
上
徳
風
馨
、
廊
庿
名
臣
列
北
星
、
能
撫
兆
民
除
疾
苦
、
都
将
萬

（
一
〇
裏
）

国
比
藩
屛
、
鬂
端
微
雪
看
添
白
、
世
上
浮
雲
何
望
青
、
我
輩
唯
歓
逢
聖
代
、
従
心
所

欲
送
餘
齢

「
其
三
」

56

瓶
裏
梅
開
夜
意
馨
、
偶
繙
梵
籍
眼
如
星
、
宿
禽
何
事
鳴
離
樹
、
倦
僕
此
時
眠
触
屛
、

才
子
佳
人
骨
皆
白
、
新
墳
古
墓
草
空
青
、
先
生
早
既
観
三
世
、
不
羨
彭
鑑
保
永
齢

「
鏡
坂
（
景
行
天
皇
遺
跡
）」

57
◎

◇
我
武
維
揚
西
狩
時
、
行
観
風
土
六
龍
遅
、
地
形
依
旧
猶
如
鏡
、
落
日
空
山
読
古
碑

〔
○
〕「
普
門
寺
（
有
征
西
将
軍
墓
）」

（
一
一
表
）

58
◎
△
◇
塔
傾
堂
破
佛
威
滅
、
猶
有
残
僧
守
寂
寥
、
欲
問
征
西
皇
子
迹
、
茫
々
秋
草
没
南
朝

「
濱
市
（
一
呼
邯
鄲
市
）」

59
◎

◇
綾
羅
満
目
竸
光
彩
、
汗
漫
聊
遊
歌
吹
海
、
唯
恐
匆
々
成
夢
来
、
邯
鄲
市
上
観
傀
儡

「
題
松
帯
凌
霄
花
図
」

60
◎

◇
高
処
何
縁
托
此
身
、
凌
霄
有
意
附
龍
鱗
、
長
松
応
作
毛
生
笑
、
恰
似
囚
人
成
事
人

「
懐
友
６
１

」

61
◎

◇
遙
望
故
人
天
一
涯
、
三
春
寂
寞
在
京
華
、
對對

（
劉
）

郎
去
後
無
消
息
、
落
尽
玄

（
一
一
裏
）

都
観
裡
花

「
舟
過
須
磨
」

62
◎

◇
郷
思
殊
向
暮
天
多
、
肱
枕
揺
々
卧
海
波
、
月
入
蓬
窓
人
不
覚
、
孤
舟
載
夢
過
須
磨

「
帰
家
」

63
◎

◇
柴
門
鳥
雀
有
歓
声
、
率
爾
帰
家
帯
旅
情
、
簦
笈
未
収
因
作
枕
、
夢
中
猶
在
客
迹
行

「
画
讃
６
２

」

64
◎

◇
孤
洞
窅
然
深
、
丹
壚
烟
未
起
、
方
書
誰
得
窺
、
蔵
在
古
雲
裡

「
贈
某
先
生
６
３

」

（
一
二
表
）

65
◎

◇
雨
後
苔
痕
合
、
階
前
竹
色
多
、
先
生
有
微
恙
、
終
日
読
維
摩

〔
〇
〕「
富
士
６
４

」

66
◎
○
◇
突
兀
排
元
気
、
伯
仲
視
崑
岡
、
玲
瓏
天
半
雪
、
万
古
照
扶
桑

「
晩
涼
６
５

」

67
◎

◇
急
雨
従
東
到
、
涼
生
戸
牖
間
、
残
雷
声
已
遠
、
又
見
夕
陽
山

「
入
洞
６
６

」

68
◎

◇
孤
行
幽
谷
中
、
陰
気
忽
料
峭
、
天
容
現
小
青
、
瀑
声
飛
長
皎
、
吁
喁
如
有
人
、
山
風



五
四

吹
木
竅

「
似
某
僧
」

69

宗
風
合
真
俗
、
僧
舎
養
妻
児
、
三
世
固
堪
慮
、
五
倫
安
可
離
、
宜
推
因
果

（
一
二
裏
）

理
、
能
守
聖
賢
規
、
護
法
功
難
奏
、
読
書
性
易
疲
、
飲
河
鼠
腹
小
、
塡
海
島
心
痴
、

多
口
封
檀
越
、
厚
顔
称
導
師
、
信
施
度
朝
夕
、
寧
処
説
寒
飢
、
貧
富
原
天
賦
、
現
當

尽
佛
慈
、
穢
身
揖
有
漏
、
浄
土
入
無
為
、
畢
竟
是
誰
力
、
唯
須
散
我
疑
、
傷
春
（
花
）

落
日
、
惜
夜
月
沈
時
、
未
覚
娑
婆
夢
、
慰
愁
酒
一
巵

〔
○
〕「
呈
某
教
正

一
偶
作
６
７

」

70
◎
○
◇
生
々
死
々
海
茫
々
、
六
道
回
頭
迷
亦
長
、
三
世
因
果
（
※
欄
外

果
一
作
縁
）
聞
佛

説
、
百
年
天
地
識
（
※
欄
外

識
一
作
知
）
魔
郷
、
真
心
畢
究究

（
竟
）

不
思
議
、
煩
悩
由
来

無
尽
蔵
、
我
輩
従
今
向
何
処
、
弥
陀
大
会
在
西
方

「
読
新
聞
有
感
６
８

」

71
◎

◇
寒
蝉
鳴
断
夕
陽
愁
、
天
末
浮
雲
跡
未
収
、
不
独
宮
槐
城
柳
色
、
貴
人
今

（
一
三
表
）

日
亦
知
秋

「
山
居
」

72

空
門
行
路
亦
峻
嶒
、
座
待
東
林
明
日
升
、
無
本
何
心
漫
還
俗
、
終
身
唯
合
作
詩
僧

〔
○
〕「
耶
馬
溪
羅
漢
寺
壁
間
有
京
都
通
天
楓
之
画
因
有
此
讃
」

73

禅
師
道
徳
与
山
尊
、
身
住
馬
渓
□
世
喧
、
図
画
投
来
果
何
意
、
笑
見
上
国
一
名
国

〔
○
〕「
見
真
大
師
謚
会
恭
賦
一
律
６
９

」

74
◎
○
◇
凡
愚
亦
遇
出
難
時
、
九
十
年
労
果
為
誰
、
宜
向
西
方
尋
本
地
、
偏
歓
末

（
一
三
裏
）

代
得
明
師
、
見
真
早
作
真
宗
祖
、
留
法
長
開
法
主
基
、
今
日
天
恩
伝
謚
号
、
請
看
威

徳
益
巍
々
（
※
欄
外

結
一
作
更
令
寰
宇
仰
威
儀
）

〔
○
〕「
熊
本
城
下
作
７
０

」

75
◎
○
◇
四
面
皆
賊
簇
似
雲
、
城
在
雲
中
級
々
分
、
満
目
今
日
真
火
国
、
市
廛
村
落
一
時
焚
、

城
兵
如
魚
在
釜
中
、
城
将
心
居
泰
山
安
、
破
裂
丸
飛
烈
熖
逬
、
雲
梯
笑
渠
学
魯
般
、

勿
使
萬
雷
発
自
地
、
火
車車

（
牛
）

何
必
仿
田
単
、
六
十
日
間
無
虚
日
、
攻
守
一
日
幾
艱
難
、

軍
粮
如
山
山
亦
尽
、
頼
有
我
兵
力
能
殫
、
雖
能
殫
力
色
欲
菜
、
千
竈
烟
絶
兵
気
寒
、

知
是
都
督
援
軍
到
、
大
喊
声
隔
一
山
聞
、
城
兵
驀
地
出
撃
賊
、
賊
軍
崩
去
似
倒
瀾
、

嗚
呼
日
本
国
中
已
無
城
、
唯
有
此
城

遮
賊
氛
、
守
城
者
誰
谷
少
将
、
築
城
者
是

（
一
四
表
）

當
年
鬼
将
軍

〔
○
〕「
九
月
九
日
時
在
京
都
７
１

」

76
◎
△
◇
江
湖
流
落
間間

（
中
）

、
幾
酔
黄
花
酒
、
借
問
故
山
秋
、
白
雲
無
恙
否

「
贈
東
京
和
敬
会
佛
敬
演
説
師
神
原
精
二
居
士
二
首
」

77

百
年
天
地
夢
中
過
、
宜
矣
人
心
向
他他

（
佛
）

陀
、
有
髪
比
丘
能
説
法
、
前
身
或
訝
是
維
摩

78

説
来
因
果
与
綱
常
、
愛
国
情
深
労
苦
忘
、
誰
会
神
州
今
日
務
、
能
防
異
教
亦
勤
王

「
画
讃
７
２

」

（
一
四
裏
）

79

孤
鶴
叫
天
半
、
老
亀
游
砌
間
、
先
生
春
眠
美
、
閑
夢
入
仙
山

「
題
山
水
画
７
３

」

80

中
州
宛
爾
小
仙
寰
、
纔
架
一
橋
通
世
間
、
無
数
種
梅
花
似
雪
、
東
西
南
北
水
潺
湲

「
重
陽
」

81
◎

年
豊
誰
意
不
揚
々
、
濁
酒
黄
花
笑
語
香
、
猶
有
人
情
未
忘
旧
、
十
月
七
日
賞
重
陽

「
村
祭
７
４

」

82
◎

郷
曲
年
登
酒
味
新
、
繽
紛
鼓
笛
賽
田
神
、
鵞
湖
山
下
景
相
似
、
亦
見
家
々
扶
酔
人

（
一
五
表
）

〔
○
〕「
過
肥
後
田
原
坂
之
戦
塲
７
５

」

83
◎

◇
屍
接
于
屍
横
荒
原
、
幽
魂
如
螢
魂
触
魂
、
五
十
日
前
新
戦
塲
、
天
愁
風
悲
日
光
昏
、

孤
僧
今
夜
宿
何
処
、
雞
犬
声
絶
空
有
村

「
秋
江
７
６

」

84

◇
江
風
吹
酒
影
、
待
月
白
蘋
州
、
笑
語
与
潮
湧
、
孤
舟
不
見
秋

「
読
陸
放
翁
詩
７
７

」

85
◎

◇
晩
歳
龍
鐘
草
莽
臣
、
独
嗟
南
北
議
和
親
、
聴
来
一
夕
幽
斎
雨
、
憶
起
七
年
他
国
春
、

枉
号
放
翁
原
志
士
、
常
希
飛
将
亦
詩
人
、
数
行
涙
下
知
何
事
、
金
鎖
緑
沈
空
暗
塵

「
醒
斎
」

（
一
五
裏
）

86
◎

◇
眠
亦
任
不
醒
、
童
子
呼
不
起
、
酒
亦
任
不
醒
、
先
生
常
醒
矣
、
人
或
酔
利
名
、
不
許



五
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入
斯
裡

「
見
練
兵
」

87

邦
有
防
辺
策
、
秋
郊
方
練
兵
、
絶
無
烽
信
到
、
雁
外
暮
雲
平

「
晩
江
７
８

」

88

◇
城
外
歩
斜
陽
、
鷸
鳴
沙
路
冷
、
楓
陰
有
老
漁
、
舉
網
漉
秋
影

「
対
酒
７
９

」

89
◎

◇
鏖
海
外
胡
易
、
除
胸
中
鬱
難
、
酒
如
一
敵
国
、
為
我
破
天
寒

「
富
士
山
８
０

」

90
◎
○
◇
日
出
処
山
日
没
処
山
、
芙
蓉
崑
崙
伯
仲
間
、
自
余余

〔
餘
〕

群
山
皆
雌
伏
、
泰
華

（
一
六
表
）

嵩
衡
豈
抗
顔
、
我
忽
生
翼
一
撃
揚
、
風
斯
在
下
迹
茫
々
、
須
臾
飛
上
芙
蓉
頂
、
天
関

咫
尺
仰
玉
皇
、
脚
跨
三
峯
睨
八
紘
、
山
与
宇
宙
同
洪
荒
、
東
望
靺
鞨
北
朝
鮮
、
支
那

印
度
天
西
辺
、
南
溟
渺
茫
無
際
涯
、
蛮
虜
信
絶
水
栢
天
、
脚
根
平
有
州
六
十
、
俯
視

山
河
与
城
邑
、
如
今
海
東
正
文
明
、
詞
林
往
々
出
俊
英
、
皷
旗
相
分
幾
壇
塲
、
恰
似

中
原
遂
鹿
情
、
畢
究
不
出
蜻
蜓
裏
、
何
異
蝸
牛
角
上
争
、
唯
須
如
日
出
処
山
、
向
日

没
処
竸
崢
嶸
、
大
笑
一
声
天
風
迅
、
吹
落
我
夢
五
千
仭

「
凌
宵
花
」

91

○

凌
宵
非
無
術
、
喬
木
互
交
加
、
嗟
汝
被
人
誘
、
甘
為
架
上
花

「
題
髑
髏
」

（
一
六
裏
）

92

○

抜
山
力
安
在
、
傾
国
色
已
休
、
秋
風
吹
破
塚
、
骸
骨
横
荒
邱
、
貴
賤
已
難
辨
、
輿

与
王
候マ

マ

、
好
醜
誰
能
分
、
西
施
与
宿
瘤
、
四
大
分
散
後
、
魂
〔
魄
〕
何
処
留
、
或
沈

泥
黎
底
、
万
却
無
由
浮
、
或
生
安
養
界
、
長
得
寿
无
量
、
今
日
憶
他
日

憶
他
日
憶
他
日
、
我

輩
与
汝
侔
、
汝
輩
応
一
笑
、
髑
髏
詠
髑
髏

「
春
日
偶
成
」

93

○

一
水
分
流
繞
翠
微
、
亀
陰
形
勝
四
方
稀
、
柳
連
妓
舘
煙
難
霽
、
花
隠
僧
楼
雲
未
飛
、

湊
洧
春
風
人
正
楽
、
瀟
湘
夜
月
雁
将
帰
、
唯
憐
寂
寞
養
病病
痾
客
、
独
卧
西
窓
夢
洛
沂

「
支
那
本
願
寺
別
院
開
業
式
８
１

」

94
◎
○

弘
教
時
哉
渡
海
行
、
支
那
別
院
已
径
営
、
好
風
報
喜
自
西
至
、
四
百
餘

（
一
七
表
）

州
念
佛
声

「
蘭
」

95
◎
○

与
世
分
鴻
溝
、
山
中
有
老
屋
、
先
生
臥
榻
傍
、
只
許
白
雲
宿

「
淡
囱
先
生
廿
五
忌
辰
追
遠
」

96

○

夫
子
高
風
四
海
流
、
巍
然
人
仰
遠
思
楼
、
閑
居
待
座座

〔
坐
〕

空
成
夢
、
遺
詠
朗
吟
徒
惹
愁
、

諸
体
詩
都
存
衆
妙
、
一
家
言
自
耐
千
秋
、
所
生
今
日
多
来
会
、
拝
向
墓
前
皆
白
頭

「
題
山
水
画
８
２

」

97
◎
○
◇
百
舌
声
寒
野
有
風
、
飄
蕭
帰
袖
度
川
東
、
茅
花
遠
接
蘆
花
白
、
一
路
人
行
暮
雪
中

（
一
七
裏
）

「
失
題
８
３

」

98
◎
○
◇
業
海
滔
々
不
見
涯
、
願
船
幸
遇
破
波
時
、
津
梁
開
道
釈
迦
遠
、
出
現
待
期
弥
勒
遅
、

六
字
称
来
甞
酒
肉
、
三
衣
着
得
帯
妻
児
、
真
宗
々
意
君
知
否
、
只
向
西
方
仰
大
悲

「
見
真
大
師
謚
号
会
８
４

」

99

○

諸
山
聖
道
追
日
塞
、
果
然
月
蔵
経
佛
勅
、
相
似
学
者
有
如
無
、
末
法
今
時
誰
修
得
、

憶
昔
吉
水
空
上
人
、
浄
土
一
門
開
化
新
、
会
下
大
衆
悉
龍
象
、
却
闇
報
土
得
生
因
、

三
経
七
祖
承
法
脉
、
成
立
現
生
不
退
益
、
教
行
信
証
大
法
門
、
他
人
未
談
妙
判
釈
、

不
標
捨
家
〔
棄
〕
欲
姿
、（
※
欄
外

姿
下
脱
佛
願
正
機
示
愚
癡
車
有
両
輪
鳥
双
翼

真
俗
二

諦
互
相
資
二
十
一
字
）
現
當
皇
恩
以
何
報
、
勤
王
護
法
須
教
導
、
此
日
主

恩
蒙
寵
光
、
宜宜

（
宣
）

賜
見
真
大
師
号

（
一
八
表
）

「
其
二
８
５

」

100
◎
○
◇
滄
桑
幾
度
眼
前
移
、
我
法
依
然
猶
護
持
、
皇
沢
遍
霑
新
雨
露
、
佛
恩
長
仰
旧
慈
悲
、

僧
官
廃
去
貴
高
徳
、
宗
祖
贈
来
称
大
師
、
今
日
九
重
伝
鳳
詔
、
見
真
二
字
自
天
垂

「
山
房
客
室
」

101

○

誰
使
老
僧
顔
色
開
、
禅
房
携
酒
故
人
来
、
暫
投
□
尾
把
鴉
觜
、
去
向
閑
園
掘
芋
魁

「
時
事
有
感
８
６

」

102
◎
○
◇
請
見
魚
邨
農
圃
間
、
文
明
風
教
化
癡
頑
、
売
魚
売
菜
臨
城
市
、
亦
為
児
孫
買
茟
還

（
一
八
裏
）

「
仝
８
７

」

103
◎
○
◇
世
界
遷
変
何
用
嗟
、
旗
亭
到
処
酒
相
賖
、
近
来
頻
見
新
奇
事
、
四
月
春
風
吹
百
花
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「
仝
８
８

」

104
◎
○
◇
農
舎
原
無
茟
墨
因
、
悠
然
何
異
結
繩
民
、
児
曹
今
日
新
知
字
、
老
阿
爺
猶
太
古
人

「
戯
贈
売
虫
人
８
９

」

105
◎
○
◇
教
人
頓
有
野
辺
情
、
虫
在
籠
中
種
々
鳴
、
生
計
如
君
真
不
俗
、
長
安
市
上
売
秋
声

「
奉
賀
石
門
先
生
八
十
初
度
」

（
一
九
表
）

106

○

姑
射
老
師
齢
八
旬
、
詞
華
自
成
一
家
春
、
誰
知
佛
法
兼
儒
教
、
併
説
三
乗
与
五
倫
、

遠
近
慕
来
推
碩
学
、
囂
頑
化
去
尽
良
民
、
能
将
道
徳
荅
清
世
、
休
比
尋
常
高
卧
人

「
京
寓
雑
詩
９
０

」

107
◎
○
◇
（「
）
紅
塵
欲
染
白
雲
情
、
累
月
淹
留
在
帝
京
、
空
使
松
風
吹
萬
壑
、
青
山
少
我
読

書
声
（
※
欄
外

重
）

「
観
西
郷
隆
盛
之
墳
墓
図
有
此
作
９
１

」

108
◎
○

庿
宇
輪
奐
峙
海
湄
、
歳
時
伏
臘
粛
祭
儀
、
長
松
落
々
柏
森
々
、
髣
髴
當
年
蜀
相
祠
、

想
見
維
新
復
古
際
、
功
非
不
偉
天
下
知
、
末
路
変
成
白
頭
賊
、
悩
殺
生
霊
罪
属
誰
、

賊
魁
死
後
遭
人
祭
、
天
亦
何
心
我
意
疑
、
君
不

（
一
九
裏
）

見
勤
王
忠
臣
喪
魚
腹
、
我
憐
先
死
月
照
師

「
芙
蓉
峯
図
」

109

○

石
屋
陰
沈
陋
巷
間
、
寓
公
容
膝
有
餘
閑
、
時
看
豪
気
筆
端
発
、
写
出
扶
桑
第
一
山

「
寒
夜
読
９
２

」

110
◎
○
◇
寒
風
帯
雪
圧
林
扉
、
仰
望
天
文
星
斗
稀
、
独
笑
却
従
孤
憤
発
、
有
人
深
夜
読
転
非

「
詠
二
河
９
３

」

111
◎
○
◇
遣
喚
有
人
西
又
東
、
道
穿
水
火
一
条
通
、
多
生
無
限
恆
沙
刧
、
自
力
何
争
泰
淄
功
、

秋
蜨
魂
寒
衰
草
露
、
春
禽
声
怨
落
花
風
、
百
年
遊
戯
裟
婆

（
二
〇
表
）

夢
、
誰
入
彌
陀
大
会
中

「
過
田
原
坂

二
９
４

」

112
◎
○

砲
声
乱
発
萬
雷
驚
、
賊
与
宿
軍
此
地
平
、
戦
後
僅
過
三
十
日
、
田
原
阪
上
詠
詩
行

「
重
九
」

113

○

天
涯
流
落
感
常
長
、
佳
節
今
年
幸
在
郷
、
濁
酒
黄
花
秋
欲
老
、
頻
遇
四
十
七
重
陽

「
秋
暮
偶
作
９
５

」

114

○
◇
我
年
過
五
十
、
情
況
稍
蕭
然
、
手
熟
画
差
俗
、
才
衰
詩
却
円
、
残
楓
難
照
水
、
老
柳

不
成
煙
、
吮
筆
図
平
遠
、
江
南
秋
暮
天

（
二
〇
裏
）

「
書
懐
９
６

」

115
◎
○
◇
寒
厨
有
酒
不
知
寒
、
差
覚
醒
中
天
地
寛
、
駑
馬
寧
堪
千
里
遠
、
鷦
鷯
早
占
一
枝
安
、

従
心
所
欲
齢
初
及
、
与
世
推
移
事
亦
難
、
富
貴
功
名
皆
是
夢
、
慇
懃
何
必
慕
邯
鄲

「
湖
楼
所
見
」

116

○

水
閣
知
秋
衾
枕
間
、
消
餘
残
熱
病
初
閑
、
暁
簾
看
失
老

影
、
夢
自
白
蓮
花
裡
還

「
歳
暮
偶
作
９
７

」

117
◎
○
◇
誰
撃
嘸
壺
歌
古
詩
、
寒
風
蕭
颯
払
虬
髭
、
乳
狼
吼
月
山
難
睡
、
鳴
鶴
在
皐
天
未
知
、

名
士
寧
無
一
狐
腋
、
閑
人
徒
有
五
羊
皮
、
乾
坤
納
々
年
将

（
二
一
表
）

暮
、
榾
柮
爐
辺
擧
酒
巵

「
呈
某
将
校
」

118

○

昨
属
王
師
入
薩
州
、
刀
瘢
来来

（
未
）

愈
血
猶
流
、
帰
田
夢
覚
戌
楼
暁
、
喇
叭
声
中
又
一
家

「
新
年
詞
９
８

」

119
◎
○
◇
往
事
回
頭
淡
夢
同
、
過
来
世
路
幾
窮
通
、
愁
三
千
丈
髪
如
雪
、
人
七
十
齢
心
似
童
、

天
地
自
然
消
殺
気
、
柳
梅
容
易
又
春
風
、
老
餘
至
楽
一
杯
酒
、
酔
在
児
孫
団
坐
中

「
秋
郊
散
策
９
９

」

120
◎
○
◇
水
涸
秋
江
沙
嘴
長
、
籚
花
如
雪
映
残
陽
、
禾
双
原
上
雀
声
少
、
雲
尽
天

（
二
一
裏
）

心
鶴
意
揚
、
田
送
餉
時
無
葛
伯
、
社
分
肉
処
有
陳
郎
、
閑
遊
深
感
昇
平
沢
、
野
店
自

由
呼
酒
觴

「
明
治
九
年
十
一
月
十
日
鹿
児
島
本
願
寺
別
院
開
業
式
」

121

○

恰
遇
優
曇
華
始
生
、
道
塲
忽
地
此
経
営
、
自
今
仰
佛
薩
隅
日
、
百
二
城
皆
舎
衛
城

「
歳
寒
三
友
図
」

122

○

柯
疎
却
見
雪
霜
気
、
花
少
能
知
天
地
春
、
一
笑
諭
心
君
子
我
、
似
梅
人
又
似
松
人

「
法
臺
巡
化
恭
賦
一
詩
」

（
二
二
表
）
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123

○

恰
遇
辺
陬
弘
教
時
、
何
須
跋
渉
憚
労
疲
、
奮
飛
不
是
図
南
鳥
、
自
笑
鷦
鷯
辞
一
枝

「
観
蓮
」

124

○

蓮
発
吟
心
冷
、
簾
櫳
絶
暑
塵
、
晴
波
涼
影
酔
、
午
枕
遠
香
親
、
幽
賞
封
君
子
、
閑
居

不
小
人
、
菰
蒲
亦
何
意
、
池
上
漫
成
鄰

「
即
事
」

125

○

愧
我
名
字
着
袈
裟
、
塵
事
紛
紜
不
出
家
、
独
喜
風
流
縁
未
尽
、
三
春
三
府
見
梅
花

「
胡
枝
花
」

126

△

秋
花
一
簇
圧
房
櫳
、
嬝
娜
無
西
又
靡
東
、
揺
似
有
情
親
嫩
日
、
嬌
如
無

（
二
二
裏
）

力
怯
微
風
、
晴
階
猫
戯
香
雲
底
、
夕
径
人
迷
紫
暈
中
、
地
上
還
憐
花
狼
藉
、
掃
除
何

用
促
家
童

「
観
螢
」

127

△

斗
折
沿
渓
細
路
通
、
野
渡
行
愛
抑
陰
風
、
流
螢
撲
落
不
知
処
、
一
点
乍
明
深
草
中

128
◎
△
◇
一
路
多
楊
柳
、
江
邨
澹
暮
煙
、
得
魚
人
已
去
、
沙
上
有
遺
筌
１
０
０

「
煙
草
」

129

△

火
食
自
高
古
、
未
知
煙
可
餐
、
百
年
新
味
出
、
不
是
燧
人
恩

130

△

紅
芍
薬
開
映
碧
紗
、
黄
茶
薇
乱
卧
晴
砂
、
春
園
日
夕
帰
来
蝶
、
不
宿
此

（
二
三
表
）

花
定
彼
花
１
０
１

「
南
筑
途
上
口
号
」

131

△

入
筑
志
艱
路
、
出
豊
吟
遠
風
、
平
田
三
百
里
、
国
在
菜
花
中

「
北
筑
途
上
口
号
１
０
２

」

132

△
◇
避
雨
志
巴
駅
、
衝
風
恵
楚
邨
、
野
人
春
売
習習

（
酒
）

、
花
落
古
関
門

「
荷
城
々
下
漫
成
」

133

△

萍
多
水
無
面
、
何
処
涵
蟾
彩
、
老
洫
大
魚
潜
、
不
知
隣
有
海

「
秋
蝶
」

134

△

遊
心
寒
不
動
、
猶
抱
老
芳
眠
、
忽
被
秋
風
誘
、
強
飛
斜
日
前

（
二
三
裏
）

135
◎
△

昨
宵
有
癡
梵
、
慚
愧
道
学
浅
、
心
兵
触
時
動
、
妄
想
無
由
殄
、
独
起
漱
寒
泉
、
閑
読

空
王
典
、
梵
唄
震
空
林
、
天
籟
与
之
伴
、
真
源
雖
未
近
、
差
覚
世
年
遠
、
宿
鳥
忽
一

声
、
微
月
上
翠
巘
１
０
３

136
◎
△

孤
亭
突
兀
倚
林
頭
、
野
菊
花
開
渓
路
秋
、
不
見
風
流
欧
太
守
、
青
山
依
旧
遶
滁
州
１
０
４

137
◎
△
◇
天
官
酒
易
醒
、
聴
雁
江
湖
裏
、
借
間
故
山
秋
、
白
雲
無
恙
否
１
０
５

138

△

江
行
三
百
里
、
一
帯
遂
軽
鷗
、
湍
急
風
生
水
、
浪
揚
花
打
舟
、
孤
城
辞
白

（
二
四
表
）

帝
、
長
峡
下
黄
牛
、
想
像
古
人
迹
、
似
吾
今
日
遊
１
０
６

139
◎
△

紛
々
海
防
策
、
未
見
虜
気
除
、
雀
語
乱
平
野
、
隺
心
冲
大
虚
、
儒
将
併
蛮
学
、
僧
亦

読
兵
書
、
世
状
看
如
此
、
雲
峯
石
磬
疎
１
０
７

140
◎
△

老
境
蕭
然
楽
事
空
、
強
呼
杯
酒
対
春
風
、
一
条
白
道
未
行
尽
、
猶
在
東
西
遣
喚
中
１
０
８

「
寄
呈
了
典
上
人
」

141

△

大
法
弘
通
恰
遇
秋
、
寧
辞
孤
錫
遠
方
留
、
夢
魂
来
往
六
千
里
、
家
在
羽
州
身
薩
州

（
二
四
裏
）

「
贈
月
耕
上
人
」

142

△

佛
恩
祖
恩
報
無
由
、
忽
遇
殊
邦
弘
教
秋
、
萬
里
憐
君
耐
労
苦
、
一
年
両
度
到
琉
球

143

△
◇
四
囲
皆
山
色
、
諸
澗
集
成
川
、
髣
髴
滁
之
地
、
作
亭
穴
何
辺
、
謝
君
技
屨

、
為
我

択

偶
煙
、
峰
巒
経
品
茟
、
水
石
得
因
縁
１
０
９

144

△
◇
孤
洲
一
墟
落
、
水
匝
地
形
囲
、
沙
平
欲
無

、
盤
極
弄
潺
湲
、
白
鷗
初
識
面
、
新
交

莫
相
榾
１
１
０

（
二
五
表
）

145

△

不
栽
自
有
柳
、
門
処
已
宛
然
、
酔
翁
果
常
到
、
我
亦
学
智
僲
１
１
１

「
賦
喜
１
１
２

」

146
◎
○
◇
僧
家
未
免
世
間
情
、
名
利
紛
紜
罪
豈
軽
、
多
刧
将
沈
阿
鼻
獄
、
真
心
直
入
涅
拌
城
、

佛
恩
師
徳
仰
他
力
、
何
肉
周
妻
笑
此
生
、
無
戒
比
丘
須
慙
愧
、
春
風
随
意
賞
花
行

「
過
田
原
坂
」

147
◎
○
◇
一
路
猶
迷
戦
後
塵
、
空
山
落
日
足
悲
神
、
姓
名
標
在
埋
死
処
、
頻
吊
春
閨
夢
裏
人

「
恵
燈
大
師
１
１
３

」

148
◎

◇
當
年
能
起
法
威
衰
、
恰
遇
兵
戈
紛
乱
時
、
文
章
平
易
諭
愚
癡
、
身
迹
艱

（
二
五
裏
）

難
化
都
鄙
、
人
皆
欽
仰
同
宗
祖
、
天
亦
恩
褒
贈
大
師
、
長
使
慧
燈
光
不
断
、
中
興
遺

業
自
巍
々



五
八

「
贈
演
説
師
某
」

149

勤
労
防
異
教
、
国
体
念
維
持
、
満
腔
忠
愛
志
、
只
有
老
天
如

「
送
南
條
文
雄
氏
留
学
于
海
外
」

150

男
子
宜
遊
五
大
洲
、
何
唯
六
十
有
餘
州
、
老
懐
笑
我
未
開
化
、
送
汝
今
朝
一
涙
流

「
祝
久
留
米
富
安
大
嬬
人
八
十
」

151

寿
席
開
来
白
髪
尊
、
慈
顔
一
笑
見
春
温
、
本
支
方
業
宅
連
宅
、
男
世
満
堂
孫
抱
孫
、

雪
筍
氷
魚
能
養
志
、
断
機
変
舎
尤
思
恩
、
君
家
百
事
都
如

（
二
六
表
）

意
、
為
作
図
画
題
数
言

「
小
倉
西
秋
谷
君
有
詩
曰
苦
海
乗
慈
筏
唯
心
信
不
疑
不
思
議
三
字
芥
子
包
須
彌
又

曰
今
生
失
慈
筏
我
意
是
蹉
跎
不
修
戒
定
恵
伹
念
阿
彌
陀
因
賦
此
詩
贈
焉
」

152

万
巻
（
読
）
儒
書
、
一
朝
知
佛
意
、
先
生
信
不
疑
、
亦
是
不
思
議

「
島
水
閘
口
僑
居
１
１
４

」

153

◇
島
水
近
涵
林
脚
行
、
潺
湲
達
夢
有
餘
情
、
満
城
多
少
笙
歌
耳
、
誰
又
夜
窓
聴
此
声

「
閑
居
１
１
５

」

154

◇
内
務
外
交
王
事
紛
、
人
才
登
庸
職
相
分
、
故
人
多
向
東
京
去
、
独
坐
寒

（
二
六
裏
）

山
見
白
雲

「
芭
蕉
賛
１
１
６

」

155
◎

能
使
鬼
神
泣
、
老
媼
亦
解
頥
、
文
字
僅
十
七
、
平
易
寓
妙
思
、
芭
蕉
翁
出
世
、
徘
風

又
復
移
、
風
神
伝
一
脉
、
遂
為
百
世
師
、
我
写
翁
之
像
、
幷
録
翁
之
詞
、
曰
鴉
棲
枯

木
、
曰
蛙
投
古
池
、
二
句
真
天
籟
、
何
用
題
我
詩

「
偶
成
１
１
７

」

156
◎

◇
古
旧
団
欒
酒
満
壺
、
閑
談
時
事
飲
吾
廬
、
将
軍
辞
職
覇
廷
廃
、
封
建
改
図
候
家
除
、

武
士
或
成
裁
断
客
、
儒
生
亦
読
蟹
行
書
、
請
君
休
嘆
滄
桑
変
、
即
是
文
明
開
化
初

（
二
七
表
）

※
空
白

（
二
七
裏
）

註（
１
）
松
本
白
華
は
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
加
賀
松
任
の
本
誓
寺
に
生
ま
れ
、
本
名
は
厳
護
、

白
華
・
西
塘
・
仙
露
閣
と
号
し
た
。
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
、
京
都
で
宮
原
節
庵
に
書
を
、

海
原
謙
蔵
・
劉
昇
に
漢
学
を
学
び
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
大
坂
の
廣
瀬
旭
荘
塾
（
大

坂
咸
宜
園
）
に
入
門
し
て
い
る
。

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）、
東
京
で
宗
名
恢
復
（
一
向
宗
↓
浄
土
真
宗
）
に
従
事
す
る
一
方
、

秋
月
橘
門
や
長
梅
外
ら
咸
宜
園
出
身
者
を
中
心
に
漢
詩
結
社
・
玉
川
吟
社
が
結
成
さ
れ
、
白
華

も
参
加
し
た
。
白
華
は
こ
こ
で
漢
詩
文
に
よ
る
交
流
を
行
っ
た
ほ
か
、
主
宰
者
の
一
人
で
あ
る

長
三
洲
（
長
梅
外
の
子
）
を
通
じ
て
、
江
藤
新
平
と
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
か
ら
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
ま
で
教
部
省
の
官
吏
を
つ
と
め
た
が
、

こ
の
間
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
九
月
か
ら
約
一
年
間
に
亙
っ
て
、
大
谷
光
瑩
（
現
如
）、

石
川
舜
台
、関
信
三
、成
島
柳
北
と
と
も
に
海
外
視
察
を
行
っ
て
い
る
。
明
治
十
年（
一
八
七
七
）

か
ら
十
二
年
（
一
八
七
九
）
ま
で
上
海
別
院
輪
番
を
つ
と
め
、
帰
国
後
は
本
誓
寺
に
戻
り
、
主

に
地
元
子
弟
の
教
育
に
あ
た
り
、
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
歿
し
た
。

著
書
に
『
正
因
弁
惑
論
』（
明
治
十
七
年
）
が
、漢
詩
集
に
『
金
城
繁
華
三
十
闋
』（
明
治
四
年
）、

『
西
塘
俚
歌
』（
明
治
二
十
二
〜
二
十
四
年
）、『
越
蓑
能
笠
』（
明
治
二
十
二
年
）、『
白
華
餘
事
』

（
大
正
二
年
）
が
あ
る
ほ
か
、
歿
後
に
洋
行
日
記
『
白
華
航
海
録
』（
加
越
能
史
談
会
『
加
賀
文

化
』
第
二
号
・
第
四
号
）・
柏
原
祐
泉
編
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
十
一
巻
（「
維
新
期
の
真
宗
」、

同
朋
舎
、
昭
和
五
十
年
）・
北
川
伸
三
「
松
本
白
華
航
海
録
（
抄
）」（『
郷
土
と
文
化
』
第
十
五

号
〜
十
八
号
、
松
任
郷
土
研
究
会
編
、
松
任
市
教
育
委
員
会
、
昭
和
六
十
三
年
〜
平
成
四
年
）

や
、『
白
華
護
法
録
』（
大
谷
大
学
国
史
学
会
、
昭
和
初
期
）、『
白
華
備
忘
録
』（
同
、
昭
和
八

年
）、『
白
華
教
部
省
雑
纂
』（
同
、
昭
和
九
年
）、『
露
珠
閣
叢
書
』（
常
盤
大
定
編
輯
『
明
治
仏

教
全
集
』
第
八
巻
（
春
陽
堂
、昭
和
十
年
））、『
備
忘
謾
録
』（『
明
治
仏
教
全
集
』
第
八
巻
（
同
）

が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
小
栗
憲
一
（
一
八
三
四
〜
一
九
一
五
）
は
、
元
園
の
ち
布
岳
と
号
し
た
。
豊
後
・
妙
正
寺
に

生
ま
れ
、
兄
の
小
栗
栖
香
頂
と
同
じ
く
咸
宜
園
に
学
ん
だ
。
幕
末
維
新
期
に
か
け
て
、
長
崎
な

ど
で
教
会
に
諜
者
を
潜
入
さ
せ
る
な
ど
の
対
キ
リ
ス
ト
教
活
動
に
従
事
し
た
。
維
新
後
は
宗
名

回
復
運
動
に
参
加
し
、
弾
正
台
・
監
部
・
宮
内
省
・
教
部
省
・
大
蔵
省
で
勤
務
し
た
ほ
か
、
真

宗
京
都
中
学
校
長
や
善
教
寺
住
職
を
つ
と
め
た
。
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
琉
球
を
、
明

治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
に
韓
国
を
訪
れ
て
い
る
。
著
書
に
、『
豊
絵
詩
史
』（
西
村
七
兵
衛
、



五
九

明
治
十
七
年
）・『
真
宗
興
隆
縁
起
』（
哲
学
書
院
、
明
治
二
十
五
年
）・『
小
栗
栖
香
頂
略
伝
』（
明

治
舘
、
明
治
四
十
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
３
）
小
栗
栖
香
頂
（
一
八
三
一
〜
一
九
〇
五
）
は
、
豊
後
戸
次
・
妙
正
寺
住
職
で
、
八
洲
ま
た
は

蓮
泊
と
号
し
た
。
咸
宜
園
の
三
才
子
と
い
わ
れ
、
弟
の
小
栗
布
岳
（
憲
一
）
も
咸
宜
園
出
身
で

あ
っ
た
。
維
新
後
、
本
山
を
東
京
に
移
転
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）

七
月
渡
清
、
北
京
で
中
国
語
を
学
ぶ
か
た
わ
ら
、
日
本
・
清
国
・
印
度
で
仏
教
三
国
同
盟
を
結

び
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
す
る
こ
と
を
説
い
た
。
翌
年
八
月
帰
国
。
こ
の
間
、
布
岳
は
香
頂
か

ら
の
書
翰
を
編
輯
し
て
「
支
那
開
宗
見
込
」
を
本
山
に
提
出
し
、
清
国
布
教
を
提
言
し
た
。
明

治
九
年
（
一
八
七
六
）
七
月
、
再
渡
清
し
上
海
別
院
開
設
に
関
わ
る
（
〜
十
年
一
月
迄
）。
著

作
に
『
真
宗
教
旨
』（
漢
文
、
真
宗
東
派
本
願
寺
教
育
課
、
明
治
九
年
）・『
喇
嘛
教
沿
革
』（
石

川
舜
台
、
明
治
十
年
）・『
北
京
護
法
論
』（
漢
文
、
明
治
三
十
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
４
）
田
原
法
水
（
一
八
四
三
〜
一
九
二
七
）
は
、
豊
後
国
大
野
郡
井
田
村
字
長
峰
の
常
満
寺
住
職
、

欣
浄
の
二
男
に
生
ま
れ
た
。
矢
田
希
一
（
速
見
郡
石
垣
村
）
が
設
立
し
た
塾
で
塾
長
の
長
南
梁

（
梅
外
）
に
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
咸
宜
園
で
廣
瀬
林
外
に
漢
学
を
学
ぶ
。
明
治
元
年

（
一
八
六
八
）
に
細
川
千
巌
（
筑
後
国
竹
野
郡
伯
東
寺
）
に
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
大

分
小
教
学
院
で
小
栗
栖
香
頂
に
仏
学
を
学
ぶ
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
以
降
は
沖
縄
布
教
に

従
事
し
、
の
ち
に
那
覇
に
設
置
さ
れ
た
真
教
寺
第
一
世
住
職
と
な
り
、
監
獄
説
教
や
免
囚
保
護

事
業
に
も
尽
力
し
た
。

（
５
）『
日
本
漢
文
学
研
究
』
第
八
号
（
二
松
学
舎
大
学
日
本
漢
文
教
育
研
究
推
進
室
、
平
成

二
十
五
年
）。

（
６
）
兪
樾
（
一
八
二
一
〜
一
九
〇
六
）
は
、
河
南
学
政
提
督
を
担
任
し
、
曾
国
藩
・
李
鴻
章
ら
と

関
係
が
深
か
っ
た
。『
東
瀛
詩
選
』
編
纂
に
あ
た
っ
た
当
時
、
兪
樾
は
蘇
州
に
居
住
し
、
杭
州

に
別
荘
を
持
っ
て
い
た
。

（
７
）
北
方
心
泉
（
一
八
五
〇
〜
一
九
〇
五
）、金
沢
・
常
福
寺
第
十
四
世
住
職
。
名
は
蒙
、心
泉
・
小
雨
・

月
荘
・
文
字
禅
室
・
聴
松
閣
・
酒
肉
和
尚
な
ど
と
号
し
た
。
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
か
ら
明

治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
ま
で
清
国
布
教
事
務
掛
と
し
て
上
海
別
院
に
勤
務
す
る
。
明
治
十
六

年
（
一
八
八
三
）
に
肺
病
の
た
め
帰
国
し
、
長
崎
で
の
療
養
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
の

後
、
三
宅
真
軒
の
助
言
の
も
と
書
学
を
学
び
始
め
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
開
催
さ

れ
た
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
書
作
を
出
品
し
入
賞
し
て
お
り
、
一
般
に
は
楊
守
敬
と
は
別

に
わ
が
国
に
北
派
書
風
を
持
込
ん
だ
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。

（
８
）『
東
瀛
詩
選
』
巻
三
十
九
に
二
首
（「
題
楊
妃
洗
禄
児
図
」、「
丁
酉
春
日
」）
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）妻
木
直
良
編『
真
宗
全
書
』第
四
十
八
巻（
蔵
経
書
院
、大
正
三
年
）。
本
書
に
は
、小
栗
憲
一「
五

岳
翁
小
伝
」
を
収
録
す
る
が
、
小
栗
憲
一
『
豊
絵
詩
史
』（
註
２
に
掲
出
）
に
収
録
す
る
文
章

と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

（
10
）『
真
宗
全
書
』
第
四
十
八
巻
（
註
９
に
掲
出
）。

（
11
）『
真
宗
全
書
』
第
四
十
八
巻
（
註
９
に
掲
出
）。

（
12
）「
白
華
文
庫
蔵
・
平
野
五
岳
「
五
岳
道
人

古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
に
つ
い
て
」（『
日
本
漢
文
学
研
究
』

第
十
二
号
、
平
成
二
十
八
年
）
に
、「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
全
文
を
翻
刻
す
る
。

（
13
）
咸
宜
園
入
門
簿
に
は
、「
日
田
郡
隈
町

釈
聞
恵

入
門

文
政
二
年
三
月
十
九
日

紹
介

釈
智
英
」
と
あ
る
。

（
14
）
註
２
に
掲
出
。

（
15
）
晩
翠
軒
、
大
正
十
五
年
。

（
16
）
五
岳
会
、
昭
和
五
十
七
年
。

（
17
）
五
岳
上
人
顕
彰
会
、
昭
和
五
十
八
年
。

（
18
）
大
分
県
立
芸
術
会
館
、
平
成
四
年
。

（
19
）
五
岳
百
年
祭
実
行
委
員
会
、
平
成
四
年
。

（
20
）『
真
宗
全
書
』
第
四
十
八
巻
（
註
９
に
掲
出
）。

（
21
）『
真
宗
全
書
』
第
四
十
八
巻
（
註
９
に
掲
出
）。

（
22
）『
真
宗
全
書
』
第
四
十
八
巻
（
註
９
に
掲
出
）。

（
23
）
大
谷
大
学
、
昭
和
十
七
年
。

（
24
）
五
岳
会
、
昭
和
六
十
年
。

（
25
）
朋
友
書
店
、
平
成
二
十
二
年
。

（
26
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
米
法
山
水
図
」
に
、『
詩
鈔
』
は
「
山
中
口
占
」
に
、『
詩
集
』

は
「
偶
作
」
に
作
る
。

（
27
）
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
の
作
。「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
庚
子
正
月
十
八
日
、

盗
入
予
家
、
会
余
未
寐
、
不
得
志
而
去
」
に
、『
詩
集
』
は
「
庚
子
正
月
十
八
日
夕
即
時
」
に

作
る
。

（
28
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
、
題
名
を
「
題
左
馬
助
渡
湖
之
図
」
に
作
る
。

（
29
）『
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
秋
窓
閑
話
」
に
、『
詩
集
』
は
「
遊
岳
林
寺
」
に
作
る
。

（
30
）
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
作
。「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
丙
申
歳
暮
」
に
作
る
。
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（
31
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
、
題
名
を
「
詠
史

明
建
文
帝
」
に
作
る
。

（
32
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
、
題
名
を
「
詠
梅
」
に
作
る
。

（
33
）『
東
瀛
詩
選
』
に
採
録
さ
れ
る
。

（
34
）
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
作
。

（
35
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
無
題
」
に
作
る
。

（
36
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
無
題
」
に
作
る
。

（
37
）『
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
題
墨
梅
」
に
、『
詩
集
』
は
「
村
居

三
」
に
作
る
。

（
38
）『
続
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
無
題
」
に
、『
詩
集
』
は
「
竹
村
」
作
る
。

（
39
）
明
治
六
年
（
一
八
七
三
年
）。

（
40
）『
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
某
上
人
手
造
雪
佛
見
贈
因
有
此
作
」
に
、『
続
詩
鈔
』
は
「
無
題
」
に
作
る
。

（
41
）『
南
條
先
生
遺
芳
』（
註
23
に
掲
出
）
は
、本
詩
を
収
録
す
る
と
と
も
に
、戊
寅
（
明
治
十
一
年
）

新
年
の
作
と
す
る
。

（
42
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
読
高
山
彦
九
郎
伝
」
に
、『
詩
鈔
』
は
「
観
高
山
彦
九
郎
書
有
感
」

に
、『
詩
集
』
は
「
読
高
山
子
伝
有
感
」
に
作
る
。

（
43
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
二
河
譬
図
」
に
、『
詩
鈔
』
は
「
偶
成
」
に
作
る
。

（
44
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
題
画

四
」
に
作
る
。

（
45
）『
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
答
某
先
生
」
に
、『
詩
集
』
は
題
名
を
「
偶
作
」
に
作
る
。

（
46
）『
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
山
斎
夜
坐
」
に
、『
詩
集
』
は
「
偶
成
」
に
作
る
。

（
47
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
慶
喜
公
垂
釣
図
」
に
、『
詩
集
』
は
「
西
郷
隆
盛
」
に
作
る
。

（
48
）『
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
梅
」
に
、『
詩
集
』
は
「
野
行
」
に
作
る
。

（
49
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
村
居
」
に
作
る
。

（
50
）『
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
題
墨
梅
」
に
、『
詩
集
』
は
「
詠
梅
」
に
作
る
。

（
51
）『
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
自
嘲
」
に
、『
詩
集
』
は
「
偶
作
」
に
作
る
。

（
52
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
送
長
三
洲
之
浪
華
、別
後
有
懐
」
に
、『
詩
集
』
は
「
別
後
有
懐
」

に
作
る
。

（
53
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
題
画
三
首
」
に
、『
詩
鈔
』
は
「
京
寓
雑
詩
」
に
、『
詩
集
』
は
「
京

都
寓
中
作
」
に
作
る
。

（
54
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
芳
野
」
に
作
る
。

（
55
）『
南
條
先
生
遺
芳
』（
註
23
に
掲
出
）
お
よ
び
『
平
野
五
岳
詩
選
訳
注
』（
註
25
に
掲
出
）
に

本
詩
を
収
録
す
る
。

（
56
）『
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
眎
学
生
」
に
、『
詩
集
』
は
「
早
梅
」
に
作
る
。

（
57
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
用
東
坡
題
郭
凞
画
詩
韵
」
に
、『
詩
集
』
は
「
偶
成

用
東

坡
題
郭
熙
画
詩
韻
」
に
作
る
。

（
58
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
感
作
」
に
作
る
。

（
59
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
辨
才
坂
」
に
作
る
。

（
60
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
南
筑
途
中
」
に
作
る
。

（
61
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
憶
友
人
」
に
作
る
。

（
62
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
即
事
」
に
作
る
。

（
63
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
病
中
」
に
、『
詩
集
』
は
「
題
画
」
に
作
る
。

（
64
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
お
よ
び
『
詩
集
』
は
題
名
を
「
題
富
士
山
図
」
に
、『
詩
鈔
』
は
「
芙
蓉
峯
」

に
作
る
。

（
65
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
題
山
水
図
」
に
、『
詩
集
』
は
「
無
題
」
に
作
る
。

（
66
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
嶒
砑
嶺
」
に
作
る
。

（
57
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
二
河
譬
図

其
五
」
に
、『
詩
鈔
』
は
「
偶
作
」
に
、『
詩
集
』

は
「
無
題
」
に
作
る
。

（
68
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
京
城
逢
秋
寓
居
寂
寞
読
書
於
窓
下
偶
逢
故
人
話
」
に
、『
詩
集
』

は
「
無
題
」
に
作
る
。

（
69
）「
見
真
大
師
」
と
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
十
一
月
二
十
八
日
、
明
治
天
皇
よ
り
親
鸞

に
下
賜
さ
れ
た
大
師
号
（
諡
号
）
で
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
は
勅
額
「
見
真
」
が
下

賜
さ
れ
た
。「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
祝
贈
号
」
に
、『
詩
鈔
』
は
「
見
真
大
師
諡
号
会
」

に
、『
詩
集
』
は
「
見
真
大
師
」
に
作
る
。「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
お
よ
び
『
詩
鈔
』
は
結
句
を
「
更

令
寰
宇
仰
威
儀
」
に
作
る
。

（
70
）
五
岳
の
代
表
的
作
品
。
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
の
西
南
戦
争
を
よ
ん
だ
も
の
。「
古
竹
邨

舎
詩
鈔
」
お
よ
び
『
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
丁
丑
夏
日
熊
本
城
下
作
」
に
作
る
。

（
71
）『
続
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
客
中
漫
成
」
に
、『
詩
集
』
は
「
失
題
」
に
作
る
。

（
72
）『
平
野
五
岳
詩
選
訳
注
』（
註
25
に
掲
出
）
は
題
名
を
「
閑
夢
」
に
作
る
。

（
73
）『
平
野
五
岳
詩
選
訳
注
』（
註
25
に
掲
出
）
は
題
名
を
「
中
洲
」
に
作
る
。

（
74
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
庚
辰
新
年
」
に
作
る
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
の
作
か
。

（
75
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
入
薩
」
に
、『
詩
集
』
は
「
東
肥
田
原
途
中
」
に
作
る
。

（
76
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
題
画

六
」
に
作
る
。
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（
77
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
読
陸
詩
」
に
作
る
。

（
78
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
題
画

二
」
に
作
る
。

（
79
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
偶
作
」
に
作
る

（
80
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
夢
上
不
二
山
」
に
、『
詩
集
』
は
「
富
岳
歌
」
に
作
る
。

（
81
）明
治
九
年（
一
八
七
六
）の
作
。
東
本
願
寺
上
海
別
院
は
同
年
八
月
十
二
日
に
開
院
し
た
。「
古

竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
賀
支
那
別
院
開
業
」
に
作
る
。

（
82
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
京
城
逢
冬
」
に
、『
詩
集
』
は
「
村
居

二
」
に
作
る
。

（
83
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
二
河
譬
図

其
二
」、『
詩
集
』
は
、題
名
を
「
無
題
」
に
作
る
。

（
84
）
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
作
。

（
85
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
祝
贈
号
」
に
、『
詩
集
』
は
「
見
真
大
師
」
に
作
る
。

（
86
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
偶
作
」
に
作
る
。

（
87
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
偶
作
」
に
作
る
。

（
88
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
無
題
」
に
作
る
。

（
89
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
戯
贈
売
虫
翁
」
に
、『
詩
集
』
は
「
即
事
」
に
作
る
。

（
90
）
№
36
の
再
録
。

（
91
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
観
西
郷
隆
盛
墳
墓
図
有
此
作
」
に
作
る
。
五
岳
は
西
南
戦

争
直
前
に
西
郷
隆
盛
と
密
会
し
て
お
り
、
五
岳
が
住
職
を
つ
と
め
た
専
念
寺
に
は
五
岳
が
描
い

た
西
郷
の
肖
像
画
が
所
蔵
さ
れ
る
（
現
在
、
個
人
蔵
）。

（
92
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
寒
夜
読
」
に
、『
詩
鈔
』
は
「
寒
夜
読
書
」
に
作
る
。

（
93
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
二
河
譬
図

其
三
」
に
、『
詩
集
』
は
「
無
題
」
に
作
る
。

（
94
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
田
原
坂
」
に
作
る
。

（
95
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
題
画
」
に
作
る
。

（
96
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
酔
後
吟
」
に
作
る
。

（
97
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
小
春
日
書
懐
」
に
、『
詩
鈔
』
は
「
歳
暮
偶
成
」
に
、『
詩
集
』

は
「
失
題
」
に
作
る
。

（
98
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
小
春
日
書
懐
」
に
、『
詩
集
』
は
「
失
題
」
に
作
る
。

（
99
）『
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
秋
晴
散
歩
」
に
、『
詩
集
』
は
無
題
に
作
る
。

（
100
）『
続
詩
鈔
』
お
よ
び
『
詩
集
』
は
、
題
名
を
「
題
画

三
」
に
作
る
。

（
101
）『
続
詩
』
は
題
名
を
「
春
園
」
に
作
る
。

（
102
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
北
筑
途
上
」
に
作
り
、「
黒
木
宮
何
処
、
千
年
遺
跡
存
、
野
人
春
売
酒
、

花
落
古
関
門
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
103
）  「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
安
政
乙
卯
書
事

其
四
」
に
、『
続
詩
鈔
』
は
「
無
題
」
に
作
る
。

（
104
）『
続
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
無
題
」
に
作
る
。

（
105
）  「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
臨
皐
亭
」
に
、『
続
詩
集
』
は
「
無
題
」
に
作
る
。

（
106
）『
続
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
無
題
」
に
作
る
。

（
107
）  「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
偶
感
」
に
、『
続
詩
鈔
』
は
「
無
題
」
に
作
る
。

（
108
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
老
境
」
に
、『
続
詩
鈔
』
は
「
無
題
」
に
作
る
。

（
109
）『
続
詩
鈔
』
は
題
名
を
「
無
題
」
に
、『
詩
集
』
は
「
淡
窻
先
生
遊
中
州
為
余
観
卜
居
之
地
有

詩
見
示
賦
以
謝
呈
」
作
る
。

（
110
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
無
題
」
に
、『
詩
集
』
は
「
淡
窻
先
生
遊
中
州
為
余
観
卜
居
之
地
有
詩

見
示
賦
以
謝
呈
」
作
る
。

（
111
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
無
題
」
に
作
る
。

（
112
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
二
河
譬
図

其
六
」
に
、『
詩
集
』
は
「
無
題
」
に
作
る
。

（
113
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
慧
燈
大
師
諡
号
」
に
作
る
。

（
114
）『
詩
集
』
は
題
名
を
「
鳧
水
閘
口
僑
居
即
目
」
に
作
る
。

（
115
）  『
詩
集
』
は
題
名
を
「
有
感
」
に
作
る
。

（
116
）「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」
は
題
名
を
「
芭
蕉
公
」
に
作
る
。

（
117
）己
巳（
明
治
二
年（
一
八
六
九
）の
作
と
思
わ
れ
る
。「
古
竹
邨
舎
詩
鈔
」は
題
名
を「
己
未
新
年
」

に
、『
詩
集
』
は
「
失
題
」
に
作
る
。
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写真①『五岳詩集』一丁表（早稲田大学図書館より掲載許可済）

写真②『五岳詩集』五丁裏（右）・六丁表（左）
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史
料
紹
介

『
広
瀬
青
邨
文
庫
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
書
蔵
）
に
み
る

咸
宜
園
関
係
の
新
出
史
料
に
つ
い
て

溝
田

直
己

は
じ
め
に

咸
宜
園
の
研
究
を
す
る
上
で
そ
の
中
心
と
な
る
史
料
は
廣
瀬
淡
窓
や
久
兵
衛
・
旭
荘
ら
を
輩

出
し
た
日
田
・
廣
瀬
家
が
所
蔵
す
る
「
広
瀬
先
賢
文
庫
」（
以
下
、先
賢
文
庫
と
略
す
）
で
あ
る
。

先
賢
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
淡
窓
の
日
記
や
回
顧
録
、
著
述
・
漢
詩
集
な
ど
の
一
部
は
、
日

田
郡
教
育
会
よ
り
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
淡
窓
全
集
』
に
お
い
て
活
字

化
さ
れ
て
お
り
、
咸
宜
園
研
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
基
本
的
な
文
献
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
先
賢
文
庫
に
は
ま
だ
活
字
化
や
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
膨
大
な
書
簡
類
、
久
兵
衛
や

源
兵
衛
ら
の｢

廣
瀬
本
家
日
記｣

な
ど
の
史
料
が
ま
だ
多
く
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
平
成
七
年

（
一
九
九
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
広
瀬
先
賢
文
庫
目
録
』
に
は
多
く
の
史
料
が
収
蔵
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
近
年
、
旭
荘
の
四
男
で
あ
る
廣
瀬
敬
四
郎
の
子
孫
宅
か
ら
旭
荘
や
敬
四
郎
に
関
わ
る
史

料
が
発
見
さ
れ
、「
咸
宜
園
蔵
書
目
録
」
や
「
御
遺
置
書
付
」、「
御
教
戒
書
」
な
ど
先
賢
文
庫

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
と
同
様
の
も
の
（
旭
荘
子
孫
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
は
、
そ
の
写
し
も

し
く
は
控
え
と
考
え
ら
れ
る
）
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
咸
宜
園
と
大
坂
の
旭
荘
塾

で
学
ん
だ
古
谷
道
庵
関
係
の
史
料
群
な
ど
も
あ
り
、
そ
の
日
記
に
つ
い
て
は
『
山
口
県
史
』
に

お
い
て
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
咸
宜
園
関
係
史
料
の
大
半
は
日
田
廣
瀬
家
の
先
賢
文
庫
が
そ
の
中
心
を
占
め
る

が
、
近
年
で
は
新
出
の
史
料
が
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
史
料
の
発
掘
も
進
み
つ
つ
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
中
、
咸
宜
園
の
第
三
代
塾
主
廣
瀬
青
邨
、
第
八
代
塾
主
廣
瀬
濠
田
の
子
孫
に
伝
来
し
た
史

料
群
が
東
京
都
立
川
市
に
所
在
す
る
国
文
学
研
究
資
料
館
（
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
人
間
文

化
研
究
機
構
）
に
特
別
資
料
『
広
瀬
青
邨
文
庫
』（
以
下
、
青
邨
文
庫
と
略
す
）
と
し
て
収
蔵

さ
れ
て
い
る
。

青
邨
文
庫
は
、
咸
宜
園
関
係
の
史
料
群
と
し
て
は
、
先
賢
文
庫
に
次
ぐ
規
模
で
あ
る
。
し
か

し
、
咸
宜
園
関
係
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ま
だ
十
分
に
活
用
が
図
ら
れ
て
い
な
い
史
料
群
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
今
回
は
、
文
庫
の
概
要
と
史
料
の
一
部
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

青
邨
文
庫
の
概
要

青
邨
文
庫
は
、
咸
宜
園
の
第
三
代
塾
主
を
務
め
た
廣
瀬
青
邨
の
子
孫
（
ひ
孫
）
で
あ
る
吉
川

孔
敏
氏
に
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
二
三
九
件
の
史
料
件
数
を
数
え
る
。
寄
贈
者
で
あ

る
吉
川
孔
敏
氏
に
つ
い
て
は
、
大
野
氏
の
研
究
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
註
１
）。
そ
れ

に
よ
る
と
、
吉
川
孔
敏
氏
は
、
体
育
局
学
校
保
健
課
長
や
大
学
学
術
局
留
学
生
課
長
な
ど
を
つ

と
め
る
な
ど
文
部
省
（
現
文
部
科
学
省
）
に
奉
職
し
た
と
い
う
（
註
１
）。
現
在
、
青
邨
文
庫

は
国
文
学
研
究
資
料
館
に
お
い
て
、
特
別
資
料
と
し
て
整
理
・
保
管
さ
れ
て
お
り
、
閲
覧
等
の

利
用
の
便
宜
が
図
ら
れ
て
い
る
。

青
邨
文
庫
は
、月
化
（
一
件
）、桃
秋
（
一
件
）、淡
窓
関
係
（
一
六
件
）、旭
荘
関
係
（
九
件
）、

青
邨
関
係
（
五
六
件
）、林
外
関
係
（
二
二
件
）、濠
田
関
係
（
一
五
件
）、門
人
関
係
（
一
八
件
）、

咸
宜
園
関
係
（
一
二
件
）、東
宜
園
関
係
（
八
件
）、学
習
院
関
係
（
五
件
）、徽
典
館
関
係
（
一
件
）、

そ
の
他
（
四
件
）、
蔵
書
目
録
関
係
（
一
五
件
）、
和
漢
籍
類
（
五
六
件
）
の
計
二
三
九
件
に
よ

り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
史
料
の
受
け
入
れ
を
担
当
し
た
宮
崎
修
多
氏
に
よ
る
目
録
が
作
成
さ
れ

て
お
り
、
史
料
の
全
体
が
把
握
で
き
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
群
を
用
い
た
研
究
は

ま
だ
活
発
に
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
青
邨
文
庫
の
中
に
あ
る
「
東
宜
園
」
関
係

の
史
料
を
用
い
て
、
宮
崎
氏
が
「
東
宜
園
」（
青
邨
が
牛
込
神
楽
坂
の
自
宅
敷
地
内
に
開
い
た

私
塾
）
に
つ
い
て
紹
介
し
た
も
の
が
あ
る
（
註
２
）。

青
邨
文
庫
の
中
に
見
え
る
咸
宜
園
関
係
史
料

一
二
件
あ
る
咸
宜
園
関
係
史
料
の
う
ち
、
紙
面
に
限
り
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
翻
刻
を
行

う
一
〇
点
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

「
家
塾
職
掌
及
年
中
行
事
」（
84
‐
139
）

咸
宜
園
で
は
規
則
正
し
い
生
活
が
求
め
ら
れ
た
が
、「
癸
卯
改
正
規
約
」（
天
保
一
四
年
）
の

冒
頭
に
、「
職
任
」
と
あ
り
、
塾
内
に
お
け
る
様
々
な
職
務
を
月
旦
評
の
上
位
者
で
あ
る
九
級

か
ら
下
位
で
あ
る
無
級
の
塾
生
ま
で
全
て
の
塾
生
が
何
ら
か
の
塾
内
で
の
役
割
を
負
っ
て
い

た
。
こ
の
「
家
塾
職
掌
及
年
中
行
事
」
に
は
、
咸
宜
園
に
お
け
る
職
掌
、
つ
ま
り
「
職
任
」
に

つ
い
て
の
一
覧
と
咸
宜
園
に
お
け
る
一
日
の
生
活
、
一
ヶ
月
の
流
れ
、
ま
た
年
中
行
事
に
つ
い

て
書
か
れ
て
お
り
、
咸
宜
園
に
お
け
る
生
活
を
知
る
上
で
大
変
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
年
中
行

事
の
中
で
、
お
盆
の
時
期
に
あ
た
る
七
月
一
四
日
に
「
謁
文
玄
先
生
墓
展
塾
生
墳
」
と
あ
り
、
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淡
窓
の
墓
で
あ
る
長
生
園
を
塾
生
が
お
参
り
す
る
こ
と
、
正
月
三
日
に
「
若
先
生
開
講
（
放
學

止
於
是
日
）」
と
あ
る
。
こ
の
「
若
先
生
」
が
廣
瀬
林
外
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
淡
窓
が

亡
く
な
っ
た
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
一
一
月
一
日
以
降
か
ら
青
邨
が
日
田
を
去
っ
て
、
府
内

に
赴
く
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
六
月
頃
ま
で
の
間
の
史
料
と
考
え
ら
れ
る
。

「
新
令
集
」（
84
‐
140
）

咸
宜
園
に
は
塾
生
に
向
け
て
定
め
ら
れ
た
諸
規
約
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
身
は
塾
全
体
に
関
す

る
も
の
や
特
定
の
問
題
・
課
題
を
扱
っ
た
も
の
や
発
行
主
体
が
塾
主
や
都
講
な
ど
様
々
で
あ
っ

た
。
淡
窓
は
様
々
な
規
約
を
定
め
て
塾
を
運
営
し
た
が
、
そ
の
こ
と
に
影
響
を
与
え
た
の
が
、

師
の
亀
井
南
冥
・
昭
陽
で
あ
っ
た
こ
と
が
三
澤
氏
の
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（
註
３
）。

淡
窓
は
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
の
桂
林
園
時
代
に
「
規
約
」、「
新
令
三
条
」
を
策
定
し
た

こ
と
が
淡
窓
の
日
記
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
現
存
し
て
い
な
い
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）、

「
都
講
勧
学
都
検
心
得
方
二
十
一
則
」（『
淡
窓
全
集
』
中
巻
所
収
）、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）、

「
丙
申
改
正
規
約
」（
現
存
せ
ず
）
を
制
定
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
現
存
す
る
規
約
類
で
、

時
間
的
に
最
も
早
い
も
の
は
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
に
作
ら
れ
た
「
辛
卯
改
正
規
則
」
で

あ
り
、
先
賢
文
庫
に
現
存
し
て
い
る
。

こ
の
「
新
令
集
」
は
丙
午
（
弘
化
三
年=

一
八
四
六
）
二
月
の
新
令
二
条
を
皮
切
り
に
、
戊

申
（
嘉
永
元
年=

一
八
四
八
）、己
酉
（
嘉
永
二
年
）、辛
亥
（
嘉
永
四
年
）、壬
子
（
嘉
永
五
年
）

に
改
正
も
し
く
は
追
加
さ
れ
た
条
項
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
先
賢
文
庫
の
「
辛
卯
改
正
規
則
」

の
後
を
補
則
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
緒
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
史
料
に
丁
未
（
弘
化
四
年
＝

一
八
四
七
）
一
〇
月
か
ら
嘉
永
二
年
一
一
月
ま
で
の
「
褒
賞
点
控
」
や
「
真
権
点
数
差
等
」、「
庚

戌
八
月
ヨ
リ
定
法
」（
嘉
永
三
年
）、「
課
程
月
考
客
席
定
制
」、「
己
亥
三
月
二
十
七
日
席
序
改

革
ニ
付
申
渡
候
事
」（
天
保
一
〇
年
）、「
己
亥
十
一
月
ヨ
リ
定
制
」（
天
保
一
〇
年
）、「
庚
子
三

月
ヨ
リ
會
讀
点
数
定
制
」（
天
保
一
一
年
）、「
庚
子
九
月
よ
り
定
制
」（
天
保
一
〇
年
）、「
甲
寅

閏
八
月
ヨ
リ
新
制
」（
安
政
元
年
）
が
あ
る
。
こ
の
史
料
に
は
月
旦
評
に
お
い
て
、
仮
進
級
で

あ
る
「
権
」
を
消
す
（「
消
権
」）
た
め
に
必
要
な
点
数
や
、
試
業
や
会
読
に
関
わ
る
事
項
が
書

か
れ
て
お
り
、
咸
宜
園
の
塾
則
や
規
約
、
昇
級
制
度
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
貴
重
で
あ
る
。
特

に
こ
の
史
料
で
興
味
深
い
の
は
「
褒
章
点
」
で
あ
る
。
そ
の
仕
組
み
は
、
現
役
の
塾
生
が
新
た

な
門
人
を
咸
宜
園
に
紹
介
し
、
そ
の
入
塾
し
た
塾
生
が
月
旦
評
に
お
い
て
、
昇
級
す
る
と
紹
介

者
で
あ
る
塾
生
に
「
褒
賞
点
」（
モ
ラ
イ
点
）
と
し
て
加
点
さ
れ
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
制
度
は
「
己
酉
閏
四
月
廿
日
新
例
」
に
お
い
て
、「
褒
賞
点
、
他
人
ノ
点
ヲ

モ
ラ
イ
候
事
、
以
後
禁
之
」
と
あ
り
、
完
全
に
廃
止
し
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
嘉
永
二

年
（
一
八
四
九
）
頃
よ
り
制
限
を
か
け
る
よ
う
に
改
正
し
て
い
る
。

「
旧
幕
府
領
地
内
家
塾
」（
84
‐
141
・
142
）

咸
宜
園
に
つ
い
て
の
概
略
が
書
か
れ
た
も
の
で
、
廣
瀬
濠
田
に
よ
る
も
の
か
。
塾
の
名
称
や

所
在
地
、
塾
主
氏
名
、
学
科
、
教
師
の
数
、
生
徒
の
概
数
、
授
業
の
順
序
、
教
科
用
書
、
学
習

年
限
、
束
脩
謝
儀
、
塾
主
行
事
及
著
書
蔵
書
、
塾
主
の
身
分
、
沿
革
略
及
び
雑
事
、
極
め
て
盛

り
な
り
し
年
代
な
ど
の
項
目
に
分
け
て
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
国
文
学
研
究
資
料
館
の
目

録
で
は
、
明
治
一
〇
年
代
の
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
、
草
稿
も
現
存
し
て
い
る
。

「
宜
園
再
興
保
存
ノ
儀
ニ
付
淡
窓
先
生
門
下
諸
君
え
御
相
談
書
」（
84
‐
143
・
144
）

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
二
月
付
の
書
簡
で
、
咸
宜
園
門
下
生
ら
に
送
ら
れ
た
も
の
で
、

差
出
人
は
「
宜
園
保
存
会
」
発
起
人
で
あ
る
平
野
五
岳
・
諫
山
東
作
・
南
正
次
・
椋
野
元
卓
・

平
島
尚
綗
・
兒
玉
文
貞
・
石
田
又
元
・
草
野
忠
右
衛
門
ら
で
あ
る
。
明
治
一
三
年
に
門
下
生
の

村
上
姑
南
が
咸
宜
園
に
入
り
、
塾
を
復
興
さ
せ
た
が
、
塾
舎
は
人
手
に
渡
っ
て
い
る
た
め
に
家

賃
を
払
っ
て
お
り
、
塾
運
営
が
厳
し
い
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
五
岳
ら
は
「
宜
園
保
存

会
」
を
発
足
さ
せ
、
咸
宜
園
を
義
塾
の
体
に
改
め
て
、
会
員
諸
氏
か
ら
基
金
を
募
り
、
そ
の
運

用
益
と
近
隣
に
田
地
を
買
い
求
め
、
そ
の
「
保
存
田
」
か
ら
得
ら
れ
る
作
徳
米
の
処
分
益
か
ら

咸
宜
園
を
維
持
す
る
べ
く
、
咸
宜
園
門
下
生
諸
氏
に
書
簡
を
送
っ
た
も
の
が
本
資
料
で
あ
る
。

「
咸
宜
園
開
校
式
記
録
」（
84
‐
145
）

明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
二
月
二
二
日
に
廣
瀬
濠
田
を
新
た
な
塾
主
（
園
主
）
と
し
て
、「
咸

宜
園
開
校
式
」
が
開
か
れ
た
際
の
資
料
で
あ
る
。
日
田
郡
長
の
祝
辞
や
諫
山
東
作
の
答
辞
、
濠

田
に
よ
る
挨
拶
文
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
五
岳
を
始
め
と
す
る
咸
宜
園
門
下
生
ら
の
咸

宜
園
開
校
式
を
祝
う
漢
詩
や
和
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
咸
宜
園
学
則
」（
84
‐
146
）

廣
瀬
濠
田
が
塾
主
を
務
め
て
い
る
時
期
で
あ
る
明
治
二
〇
年
一
〇
月
改
正
の
咸
宜
園
の
学

則
。
濠
田
は
咸
宜
園
塾
主
を
務
め
る
前
に
日
田
教
英
中
学
に
お
い
て
校
長
を
務
め
て
お
り
、
教
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英
中
学
閉
校
の
後
は
、
そ
の
教
科
書
類
に
つ
い
て
咸
宜
園
へ
の
貸
出
を
求
め
る
書
類
が
先
賢
文

庫
に
遺
さ
れ
て
お
り
、
咸
宜
園
に
お
い
て
も
近
代
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
て

い
た
。
本
資
料
に
よ
る
と
、
濠
田
期
の
咸
宜
園
に
お
い
て
は
、
修
身
・
歴
史
・
文
学
・
英
語
・

算
術
・
代
数
・
幾
何
・
三
角
法
・
地
理
・
物
理
・
化
学
・
生
理
・
経
済
学
・
図
画
・
習
字
・
体

操
が
教
科
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
咸
宜
園
の
近
代
化
教
育
を
試
み
た
こ
と
が
伺
え
る
。
淡

窓
の
咸
宜
園
の
職
任
制
と
同
様
に
塾
生
の
中
か
ら
、
寮
監
・
監
察
・
舎
長
・
助
教
・
会
計
監
・

当
直
・
録
事
な
ど
を
置
い
て
い
る
。

「
学
術
雑
誌
出
版
条
例
ニ
依
リ
出
版
並
ニ
手
続
省
略
願
」（
84
‐
147
）

本
資
料
は
、
明
治
二
二
年
一
一
月
三
〇
日
付
で
、
内
務
省
に
提
出
さ
れ
た
「
学
術
雑
誌
出
版

条
例
ニ
依
リ
出
版
並
ニ
手
続
省
略
願
」
で
あ
る
。
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）、
東
京
牛
込
神

楽
坂
に
移
居
し
た
廣
瀬
青
邨
は
、自
宅
内
に
私
学
校
で
あ
る
本
立
学
校
（
東
宜
園
）
を
開
い
た
。

青
邨
は
明
治
一
七
年
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
省
略
願
は
、
編
集
者
兼
発
行
者
の
竹
内
菊
五

郎
が
申
請
者
と
な
っ
て
い
る
が
、
青
邨
の
長
男
で
あ
る
濠
田
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
内
務
省
か
ら
明
治
二
二
年
一
二
月
五
日
の
許
可
を
受
け
発
行
さ
れ
た
雑
誌
が
『
咸

宜
園
』
で
あ
る
。
雑
誌
『
咸
宜
園
』
は
発
行
所
を
東
宜
園
と
し
、
咸
宜
園
関
係
者
の
漢
詩
を
掲

載
す
る
「
詩
府
」、
漢
文
の
文
章
を
紹
介
す
る
「
文
林
」、
会
員
か
ら
の
投
稿
さ
れ
た
和
歌
（
短

歌
）
を
紹
介
す
る
「
歌
苑
」、
歴
代
塾
主
ら
の
著
作
等
を
紹
介
す
る
「
雑
著
」
な
ど
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
た
。
全
国
に
散
ら
ば
る
咸
宜
園
門
下
生
ら
を
会
員
と
し
て
、
四
号
の
巻
末
で
は
会
員

数
が
六
〇
〇
名
近
く
に
及
ん
で
お
り
、
雑
誌
『
咸
宜
園
』
が
門
下
生
ら
の
交
流
の
場
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

「
宜
園
文
庫
創
立
趣
意
書
草
案
」（
84
‐
148
）

明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
五
月
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
明
治
三
〇
年
九
月
に
咸
宜

園
が
完
全
に
閉
塾
し
た
の
ち
、
咸
宜
園
を
偲
ぶ
も
の
は
和
肅
堂
（
秋
風
庵
）
と
遠
思
楼
、
そ
し

て
咸
宜
園
の
蔵
書
の
み
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
状
況
を
憂
い
た
人
々
の
間
か
ら
、
咸
宜
園
の
保

存
運
動
が
起
こ
り
、「
宜
園
文
庫
」
を
創
立
し
、
咸
宜
園
の
蔵
書
や
施
設
を
永
久
に
遺
す
べ
く
、

そ
の
賛
同
者
を
募
る
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
は
、文
庫
の
設
立
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、

大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に
咸
宜
園
の
東
塾
側
の
旧
講
堂
跡
に
淡
窓
図
書
館
が
建
設
さ
れ
、
咸

宜
園
の
貴
重
な
資
料
が
図
書
館
に
納
め
ら
れ
た
。
の
ち
の
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
に
は
、

廣
瀬
家
敷
地
内
に
廣
瀬
家
に
関
わ
る
史
料
を
保
管
す
る
「
廣
瀬
先
賢
文
庫
」
が
廣
瀬
正
雄
氏
に

よ
り
建
設
さ
れ
、
平
成
元
年
に
淡
窓
図
書
館
が
移
転
開
館
す
る
に
伴
い
、
咸
宜
園
関
係
の
史
料

類
も
廣
瀬
家
に
返
却
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

以
上
、
青
邨
文
庫
の
中
に
あ
る
咸
宜
園
関
係
の
史
料
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た
が
、
今
後

も
咸
宜
園
研
究
の
深
化
の
た
め
、
新
た
な
史
料
の
発
掘
と
紹
介
に
努
め
て
い
き
た
い
。

（
註
１
）
大
野
雅
之
「「
淡
窓
先
生
手
書
克
己
篇
」
に
み
る
廣
瀬
淡
窓
の
苦
悩
」『
史
料
館
研
究

紀
要
』
第
一
五
号
、
平
成
二
二
年
（
二
〇
一
〇
）
六
月

（
註
２
）
宮
崎
修
多
「
私
塾
本
立
書
院
（
東
宜
園
）」『
江
戸
文
学
』
二
一
号
ぺ
り
か
ん
社
、
平

成
一
一
年
（
一
九
九
九
）

（
註
３
）
三
澤
勝
己
「
咸
宜
園
の
規
約
と
塾
則
」『
廣
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
―
近
世
日
本
の
教
育
遺

産
と
し
て
―
』
平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）
三
月

【
凡
例
】句
読
点
は
執
筆
者
が
付
し
た
が
、濁
点
等
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
。
原
則
、原
文
に
従
っ

て
旧
字
体
を
採
用
し
た
。
し
か
し
一
部
フ
ォ
ン
ト
の
代
用
が
き
か
な
い
も
の
に
関
し
て
は
別
字

で
置
き
換
え
た
。
■
は
虫
損
で
判
読
不
可
、
□
は
字
と
し
て
見
え
る
が
執
筆
者
が
判
読
で
き
な

か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
太
字
の
も
の
は
原
文
に
お
い
て
赤
字
（
朱
）
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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『
広
瀬
青
邨
文
庫
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
）

84
‐
139
「
家
塾
職
掌
及
年
中
行
事
」

（
表
紙
）

酔
弥
□
□
桃
源

職
掌命

舎
長
司
計
經
營
監
常
侍
史
必
禀
之
師
家
、
其

他
専
決
而
可

都
講

講
師

都
講
兼
職
有
疾
病
事
故
、
則
舎
長
摂
之

西
塾
長

東
塾
長

東
樓
長

南
塾
長

南
樓
長

講
堂
長

瓊
林
舘
長

準
都
講
或
舎
長
閑
職
者
任
之
、
以
統
司
計

無
其
人
則
以
司
計
長
任
之
、
或
西
塾
長
摂
之

外
塾
長

試
業
監

試
業
生
上
等
者
任
之

新
来
監

東
樓
長
任
之

司
計

經
營
監

常
侍
史

輪
講
監

舎
長
兼
職

輪
讀
監

威
儀
監

舎
長
兼
職

外
来
監

南
塾
長
兼
職

東
家
蔵
書
監

講
堂
長
兼
職

西
家
蔵
書
監

洒
掃
監

素
讀
監

徭
役
監

司
計
兼
職

履
監

舎
長
兼
職

捨
紙
監

書
會
監

典
薬

書
記雜

職

句
讀
師

免
侍
史

盛
飯

自
舎
長
至
五
級
生

夜
番

除
都
講
舎
長
司
計
常
侍
史
耳

給
事

四
級
以
下

侍
史

洒
掃

徭
役

小
使

免
侍
史
・
徭
役

上
等
免
給
事
・
洒
掃
・
徭
役
・
侍
史
、
下
等

任
一
職
者
典
薬
書
記
之
類
、
免
洒
掃
・
徭
役
・
侍
史

  

一
日

卯
牌
輪
讀

先
生
講

辰
牌
朝
飯

洒
掃

若
先
生
講

素
讀

己
牌
都
講
講

會
讀

書
會

午
牌
午
飯

輪
講

未
牌
史
記
會
讀

一
月
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朔
日
書
會

問
安

素
讀
大
閲

二
日
月
旦
評

三
日
下
等
書
會

四
日
書
會

五
日

六
日
下
等
書
會

七
日
句
讀
切

八
日

九
日
下
等
書
會

十
日

十
一
日
句
讀
切

十
二
日

十
三
日
下
等
書
會

十
四
日
句
讀
切

十
五
日
問
安

素
讀
大
閲

十
六
日
下
等
書
會

十
七
日
文
會

十
八
日

十
九
日
下
等
書
會

二
十
日

廿
一
日
文
會

廿
二
日

廿
三
日
下
等
書
會

廿
四
日
詩
會

廿
五
日

廿
六
日
詩
會

廿
七
日
通
計
前
閲

廿
八
日
通
計

廿
九
日
内
會
計

晦
日
會
計

       

一
年

正
月

元
日
禮
謁

二
日
開
講

三
日
若
先
生
開

講
（
放
學
止
於
是
日
）
七
日
師
家
宴

十
日
起
素
讀

二
月

三
月

上
巳
禮
謁

十
五
日
山
行

四
月

五
月

端
午
禮
謁

六
月

朔
起
水
打
自
飣
夜
行

十
五
日
許
觀
山

車

三
伏
曝
書

七
月
禮
謁

十
三
日
大
洒
掃

十
四
日
謁

文
玄
先
生
墓
展
塾
生
墳

中
元
禮
謁

廿

日
水
打
夜
行
自
飣
止
於
是
日

八
月
禮
謁

放
生
會

觀
劇

九
月
重
陽
禮
謁

十
五
日
登
髙

十
月

十
一
月
冬
至
禮
謁
（
是
日
禁
喧
呶
）

十
二
月

84
‐
140
「
新
令
集
」

丙
午
二
月

新
令
二
条

一
、
内
外
塾
共
ニ
、
塾
生
在
塾
ノ
日
ト
、
其
費
用
ト
ヲ
会
計

ス
ル
コ
ト
、
舊
例
ト
雖
モ
、
此
節
ヨ
リ
、
課
程
録
一
同
ニ
師
家

ニ
蔵
シ
置
、
数
月
参
互
ノ
上
費
用
過
多
ナ
ル
者
ハ
罰
ヲ

加
ヘ
又
導
引
生
ナ
ト
ノ
貧
生
ニ
非
ス
シ
テ
節
倹
ナ
ル
者
ハ
賞
ヲ

加
ヘ
候
事

但
シ
賞
罰
ノ
法
預
メ
定
メ
難
シ
時
ニ
臨

テ
議
ス
ヘ
キ
事

一
、
都
講
・
舎
長
ハ
重
任
タ
ル
ニ
ヨ
リ
在
勤
ノ
間
ハ
都
講
ハ

九
級
下
、
権
ハ
八
級
上
、
舎
長
ハ
八
級
上
、
権
ハ
八
級
下

ノ
所
ニ
月
旦
ヲ
置
、
且
在
勤
ノ
日
数
課
程
録
ノ
内
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ニ
控
ヘ
置
、
能
ソ
ノ
任
ニ
堪
ヘ
、
又
日
数
久
シ
キ
者
ヲ
首

ニ
相
用
、
タ
ト
ヒ
後
来
上
席
ノ
者
出
来
候
ト
モ
、
役
席

ハ
夫
ニ
カ
カ
ワ
ラ
ス
、
別
段
ノ
ワ
ケ
ニ
致
ス
ヘ
キ
事

新
例

□
□
□
□
堅
役
出
精
、
旦
来
月
出
納

ニ
付
格
別
褒
賞
点
一
ヲ
加
ヘ
、
九
級
下
ヘ

昇
進
致
候
事

已
カ
褒
賞
点
ヲ
人
ニ
遣
ス
コ
ト
九
級
・
八
級

ニ
限
ル
、
七
級
以
下
ハ
□
ア
ラ
ソ
ロ
テ
モ
遣
ス
コ
ト
無
用

【
欄
外
】（
未
十
二
月
廿
日
定
）

戌
申
十
一
月
よ
り
新
例

八
級
上
試
業
者
、
書
會
二
度
、
詩
若
ハ
文

ヲ
以
テ
換
ヘ
、
詩
會
二
度
、
文
ヲ
以
テ
換
ル
コ
ト
ヲ

許
ス
、
○
詩
會
・
書
會
、
両
ナ
カ
ラ
文
ヲ
以
テ

換
ル
コ
ト
ハ
許
サ
ス
、
一
事
ニ
限
ル
ヘ
シ

【
欄
外
】

（
書
會
ヲ
詩
文
ニ
換
ル
者
ハ
線
香
二
本
、
大
試
ノ
点
四
十
ヲ
限
ト
ス
）

同
十
二
月
ヨ
リ
新
例

上
等
四
権
以
上
ノ
者
ハ
、
三
権
ニ
至
ル
迄
ハ
、
試
業
ニ

出
ル
コ
ト
ヲ
禁
ス
、
○
此
段
ニ
上
ヲ
ツ
ケ
タ
ル
者
ハ
此

一
級
ヲ
加
ル
迄
ハ
、
出
席
苦
カ
ラ
ス

己
酉
二
月
新
例

省
吾
三
権
六
級
下
ニ
テ
、
浪
華
ニ
轉
シ
、
七
級
下
ニ

進
ム
、
此
度
帰
塾
、
五
権
七
級
下
ニ
除
ス
、
然
處
、
四

権
以
上
ニ
テ
ハ
試
業
出
席
叶
サ
ル
ニ
因
テ
、
カ
リ
ニ
三
権

格
ニ
準
シ
、
出
席
ヲ
許
ス
、
五
権
ノ
数
ハ
他
例
ノ
如
ク
、

追
々
消
ス
可
キ
コ
ト

己
酉
三
月
新
例

一
、
獨
看
書
消
権
ノ
コ
ト
、
今
マ
テ
階
級
ニ
付
テ
、
書
ヲ

限
リ
タ
レ
ト
モ
、
此
後
ハ
人
々
ノ
心
ニ
随
ヒ
、
所
讀
ヲ
以
テ

消
権
ス
ヘ
シ
、
只
豫
メ
其
書
目
ヲ
書
出
シ
メ
、
此
方
ニ
伺
フ
ヘ
キ

事

一
、
抜
萃
ノ
コ
ト
、
是
亦
此
方
ノ
検
閲
ヲ
受
ケ
候
カ
、

又
外
ニ
慥
ナ
ル
証
拠
ア
レ
ハ
、
必
シ
モ
抜
萃
差
出

ス
ニ
及
サ
ル
コ
ト

  

己
酉
閏
四
月
廿
日
新
例

一
、
褒
賞
点
、
他
人
ノ
点
ヲ
モ
ラ
イ
ソ
ロ
事
、
以
後
禁

之

一
、
紹
介
セ
ラ
レ
タ
ル
者
、
級
ニ
進
ソ
ロ
節
、
紹
介
人
ヨ
リ

褒
賞
願
出
テ
、
此
方
ニ
着
帳
ス
ヘ
シ
、
其
節
帰
郷

ニ
テ
ア
ラ
ハ
、
帰
塾
早
速
申
出
ヘ
シ
、
時
過
レ
ハ
申
立

不
叶
コ
ト

一
、
新
令
ニ
當
惑
ノ
者
ア
ラ
ハ
、
五
日
ノ
日
延
へ
致
ス
ヘ
キ
間
、

廿
一
日
ヨ
リ
廿
五
日
マ
テ
ニ
届
ケ
後
ハ
申
出
ヘ
シ
、
モ
ラ
イ
点

モ
相
談
致
シ
申
出
ヘ
シ
、
但
シ
遣
シ
ソ
ロ
者
ヨ
リ
申
出

ヘ
シ月

旦
新
評

一
、
御
下
有
法

多
而
不
乱
者

為
検
静
品

二
、
作
事
固
詳

無
有
疎
論
者

為
検
静
品

四
、
據
法
持
正

不
畏
強
禦
者

為
方
正
品

三
、
換
字
後
進

誘
喩
不
倦
者

為
長
上
品

八
、
澹
泊
自
守

費
用
不
多
者

為
寧
静
品

五
、
日
外
月
進

進
取
不
倦
者

為
発
達
品

六
、
博
渉
子
史

強
記
不
忘
者

為
博
通
品



六
九

七
、
親
昵
尊
長

志
在
■
酬
者

為
順
良
品

九
、

功
成
事
遂

不
心
進
■
（
取
ヵ
）
者

為
安
養
品

十
、

閑
居
養
痾

不
就
職
掌
者

為
安
養
品

十
一
、

専
志
訓
話

不
求
理
義
者

為
童
蒙
品

是
尭
非
桀

他
旡

十
二
、

旅
進
旅
退

無
所

旅
進
旅
退

無
所
取
捨
者

為
童
蒙
品

十
七
、

一
作
一
休

執
持
不
固
者

為
進
退
品

十
三
、

依
様
作
文

絶
無
新
意
者

為
俔
伈
品

旅
進
旅
退

十
四
、

沈
黙
固
密

沈
黙
固
密

無
所
建
白
者

為
俔
伈
品

十
八
、

課
程
数
少

飲
食
費
多
者

為
流
蕩
品

十
九
、

巧
弄
鄭
声

喜
談
淫
褻
者

為
流
蕩
品

廿
一
、

奇
服
異
貌

喜
駭
世
俗
者

為
蹇
剝
品

二
十
、

豪
飲
兼
人

狂
歌
駭
衆
者

為
流
蕩
品

廿
二
、

作
事
惰
慢

数
遭
糾
正
者

為
蹇
剝
品

廿
三
、

食
言
失
信

假
而
不
反
者

為
棄
暴
品

廿
四
、

結
黨
連
類

忤
違
法
則
者

為
棄
暴
品

補
十
五
、
任
聿
作
文

不
顧
題
面
者

為
鹵
莽
品

十
六
、

任
意
用
財

不
記
出
入
者

為
鹵
莽
品

此
序
ノ
通
ニ
寫
ス
ヘ
シ

先
入
為
主
不
能
就
■
者

為
固
陋
品

己
酉
十
一
月
新
例

廿
（
五
）
然
上
四
ニ
テ
昇
進
ノ
處
前
月
●
有
之
仍
而

褒
賞
点
八
ツ
ヲ
以
て
之
ヲ
□
シ
、
昇
進
致
候
事

辛
亥
七
月
申
渡

句
讀
キ
リ
、
讀
ヲ
切
ラ
サ
ル
コ
ト
旧
例
也
、
然
レ
ト
モ
、
往
々
讀

ヲ
切
ル
者
ア
リ
、
従
来
之
ヲ
恕
ス
ト
雖
モ
、
人
遂
ニ
句
讀
ノ
事

ヲ
知
ラ
サ
ル
ニ
至
ル
、
因
テ
以
後
ハ
禁
之

壬
子
二
月
定

（
無
級
ヨ
リ
）
四
級
下
マ
テ
ハ
四
権
試
業
出
席
差
許
ス
コ
ト

消
権
讀
書

左
傅

敏
之
進
四
級
上

ノ
所

綱
鑑
前
半
考
之
助
七
級
下

ノ
所

辛
亥
七
月
新
刻

四
級
以
下
、
新
ニ
昇
進
之
者
、
一
権
一
等
ヲ
退
ケ
、
二
権
ハ
二

等
ヲ
退
ク
、
五
級
以
上
ハ
仍
舊
、
○
従
来
中
下
等
四
権
三
権

ノ
徒
、
此
節
迄
ハ
仍
旧
ト
雖
モ
、
到
底
消
権
セ
サ
ル
者
ハ

追
々
席
ヲ
退
ク
コ
ト

  

追
テ
席
ヲ
退
ク
コ
ト
預
定
ノ
法

八
月
末
、
四
権
・
三
権
一
等
サ
ケ
、
九
月
末
二
権
又
一
等
サ
ケ
タ
ル

【
欄
外
】

（
壬
子
閏
二
月
改

試
業
四
上
ニ
而
、
昇
進
致
候
時
、
前
月
●
ナ
レ
ハ
、
五
上
ニ
テ

昇
ル
コ
ト
、
旧
例
也
、
伹
新
入
再
入
ノ
徒
、
其
月
未
及
出
席
分
ハ
、
四
上
昇
進
不
苦
事
）

【
欄
外
】

（
子
十
月
新
法

四
級
下
よ
り
以
下
試
業
下
ヨ
リ
以
下
ハ
一
切
控
ヘ
不
申
事
）

十
月
末

○
権
一
等
サ
ケ
終

十
一
月
末

三
権
四
権
又
一
等
サ
ケ
終

十
二
月
末

二
権
又
一
等
サ
ケ
畢

四
級
下
昇
進
新
例

辛
亥
十
月
よ
り

四
級
下
ハ
□
試
業
ノ
点
、
會
讀
ノ
内
ニ
入
シ
候
事
、
旧
例

之
為
共
、
其
上
ヲ
ツ
ケ
ル
程
之
力
量
ノ
者
ハ
外
他
級
ノ

試
業
同
様
ニ
上
中
下
ヲ
以
テ
、
勘
定
致
ス
事

辛
亥
十
一
月
よ
り
新
例



七
〇

一
、
四
級
下
ノ
試
業
、
會
讀
点
数
ニ
到
出
ル
事

以
後
相
止
メ
候
事

一
、
四
級
下
ノ
者
試
業
、
一
切
上
等
同
様
之
勘
定

ニ
而
一
月
四
上
ノ
者
、
真
権
皆
昇
進
ヲ
加
ヘ
ル
事

一
、
消
権
ノ
詩
文
獨
見
皆
課
程
録
ニ
控
へ
候
事

十
月
よ
り
其
通

一
、
消
権
ノ
古
詩
十
二
句
、
以
下
ハ
可
為
無
用
事
、
五
七
□
□

様
子
ノ
長
篇
ハ
解
数
ヲ
書
出
シ
可
申
候
事

一
、
十
一
月
末
よ
り
四
級
以
下
之
者
皆
一
権
よ
り
席
ヲ

一
嶋
ツ
々
下
ケ
候
事
、
上
等
ハ
旧
例
之
通
候
事

新
評
補

未
當
其
任

喜
議
塾
政
者

為
悖
乱
品

有
疑
不
問

終
始
蒙
眛
者

為
俔
伈
品

受
業
多
年

不
識
師
意
者

為
童
蒙
品

不
掟
其
故

屈
而
相
伸
者

為
発
達
品

褒
賞
点
控

丁
未
十
月
ヨ
リ

紹
介

十
月
昇
進

養
律
・
春
洞
佐伯

良
悦
・
多
三
郎

浩
然
・
壷
仙

丹
宮

織
吉
・
半
右
衛
門

春
樹
・
春
洞
佐伯

徳
太
郎

浩
然
浩
然
浩
然

十
一
月
昇
進

修
三
・
暹
三
郎

春
英
・
咸
一
郎
㊃

玄
純
・
量
策

連
・
志
賀
氏

十
二
月

儀
市
・
文
五
郎

福
次
郎
・
俊
治
㊃

褒
賞
旧
点
追
考

戌
申
正
月
考
○
帰
省
者
来
考

㊁㊁

益
太
郎
章
二
・
鼎
三

㊁
内
十
九
点
用

呑
海
・
暹
峯
㊃

退
蔵
・
豊
太
郎
㊈
㊃
㊃

褒

綱
次
郎

祐
哉
・
鴨
二
郎 

 

壮
次
郎
・
護
市

良
作

正

㊇

省
吾
・
慎
吉

省
吾
・
慎
吉

六
郎
・
元
貞

追
考

右
膳
・
礼
司
㊁
㊁

謙
太
郎
内
十
四
用

乗
雲
・
法
瑞

内
四
点
用

善
八
郎
㊁

龍
静
・
道
眼

㊁
㊁
㊁ 

周
策
・
多
三
郎

内
四
点
用

敏
之
進

○
俊
治
・
弟
吉
㊁

錫
之
助
・
喜
三
郎

内
九
点
用

亀
次
郎

大
戩
善
八
郎

大
珍
㊁

圓
宗
㊈

純
明
㊁

法
爾

薩
蔵

内
一
点
用
㊁
㊁

直
馬
寛
吾

仁
六
・
真
情

㊀
㊃

蘆
菴

数
馬
寂
然

碩
齋

主
一
郎

道
慶
㊁

民
蔵
輝
蔵
㊁
㊁

養
貞

志
英㊁

㊁

申
正
月
無

二
月
騶
虞
・
五
郎
兵
衛

玄
吾
・
碩
齋

慎
吉
・
省
吾

可
喜
蔵

三
月
縫
之
助
・
咸
一
郎

武
一
郎
・
良
蔵
㊁

琢
磨
・
法
林
寺 

 

春
斉
・
謙
哉
㊃

綱
次
・
良
蔵 

 

剛
八
・
良
蔵

雲
岱
・
蘆
庵
㊀

【
欄
外
】（
名
上
ニ
○
ヲ
ツ
ケ
ル
分
ハ
木
札
を
ニ
相
渡
ス
分
也
）

吉
次
郎
乞

四
月
秋
菴
・
光
太
郎
㊁
㊁
㊁

獨
園
・
久
市

㊁
㊁

慶
山
・
善
次

主
計
・
斎
太
郎

六
郎
・
劉
三
郎

虎
吉
・
劉
三
郎

ス
ム

「
玄
為
」・
乙
吉
郎
㊁

鉄
太
郎
・
乙
吉
郎

㊁
㊅



七
一

五
月
天
心
・
池
田

治
三
郎
・
吉
田

宰
相
・
按
察

礼
太
郎
・
荘
敬

武
七
郎
・
荘
敬
㊄

俊
次
郎
・
和
田
一
平

六
月
〔
貞
三
・
養
貞
㊁
㊁
〕

山
壽
・
養
貞

㊁
㊁
㊁

精
一
・
右
膳

七
月
龍
心
・
徳
壽

随
忍
・
徳
壽

董
次
郎
・
周
策
㊁
㊁

式
部
卿
・
呑
海

法
英
・
郁
二
郎

僧
了
・
郁
二
郎

八
月
米
次
郎
・
多
三
郎

九
月
卯
太
郎
・
多
三
郎

亀
二
郎
・
鍛
治
五

小
太
郎
・
雲
岱

可
久
馬
・
伊
藤
代
剛
八

超
逸
・
春
齋
㊃

稼
一
郎
・
退
蔵
㊁
㊁

政
吉
・
伊
藤

東
英
・
西
岸
寺

森
次
郎
・
春
渓

慈
愍
・【
財
津
】（
市
井
正
三
郎
ニ
代
ル
）

十
月
槐

法
津
淨
徳
寺

純
明
・
亀
二
郎

正
三
郎
・
大
坪

○
庸
造
・
董
二
郎

謙
三
朗
・
雲
岱

十
一
月
○
正
・
春
英
㊀

宗
順
・
浩
然
㊁
㊁

○
大
昌
大
珍
大
五
郎
㊃

俊
策
・
田
邉

文
逸
・
直
二
郎
㊄

藤
馬

徳
三
郎
・
近
江
代

壮
蔵

十
二
月
環
・
元
芳
㊁
㊁
㊁

梁
適
・
浩
然

觀
明
・
壮
蔵
㊇
㊁

玄
處

酉
正
月
水
明

二
月
忍
成

興
太
郎

信
軌

正
一

○
法
月
・
俊
次
㊁
㊁

礼
蔵
・
俊
次
郎
㊁
㊁
㊃

荘
之
助

三
月
文
蔵
・
七
郎
㊁

雲
渓

元
敬

健
貞
・
文
之
助
㊇

元
春

○
隼
人
・
直
馬
㊀

四
月
久
六

観
海
・
光
了
㊁

主
水

恵
市

○
恵
命
・
宇
太
郎

主
計

彦
市
・
良
活
㊁

玄
悟

杏
齋
・
修
元
代
㊁
□
□

錦
二
郎
㊁
㊁
㊁

寛
治
・
徳
三
郎
㊁
㊁

無
著

閏
月
軍
平

○
元
昌
・
彦
市

大
五
郎

五
月
吉
郎

三
折
・
法
瑞
㊀

○
峯
三
郎
・
主
一
郎
㊁
㊁

廉
平

養
貞
・
俊
次
郎
㊁

六
月
元
淑

壽
峰
・
道
眼
㊁

栄
・
豊
吉

七
月
修
祐

先
之
進
・
謙
太
良
㊃

啓
助

○
八
月
甚
三
郎
・
辰
二
郎

○
大
嶺
・
肩
吾
㊃

九
月
敬
二
（
次
）
郎

渉

尚
綗

○
伸
太
郎
・
辰
二
郎

○
俊
三
・
元
淑

○
恕
一
・
孝
次
郎
㊁
㊁
㊁

十
月
儀
作

○
十
一
月
吉
十
郎
・
龍
静

学
道

節
蔵

○
駒
市
・
富
五
郎

吉
太
郎

○
申
吾
・
孝
之
助

宗
二
郎

文
獅

秀
三
郎

淳
仙

左
門
・
虚
舟
㊇

蘭
圃



七
二

一
、
紹
介
褒
賞
ノ
事
、
戌
二
月
よ
り
制
ヲ
定
メ
木
札
相
渡
候
事

一
、
以
後
ハ
毎
月
二
十
七
日
ニ
有
申
出
者
、
節
間
合
不
申
候
得
共
、
重
而
ハ

木
札
不
相
渡
事
○
紹
介
人
物
郷
ニ
て
昇
進
之
者
代
り
而
札
ヲ
受
取

候
ハ
不
出
候
事
○
以
後
人
ヘ
褒
賞
点
ヲ
譲
リ
候
事
、
格
別
之
申
立
無
之
而
ハ
不
叶
事

一
、
戌
二
月
以
前
之
分
ハ
取
調
ヘ
二
月
十
二
日
札
渡
ゑ
さ
此
節
都

合
叶
ひ
不
申
候
ハ
ゝ
、
追
而
可
申
出
事

真
権
點
数
差
等

乙
卯
八
月
ヨ
リ

一
、
無
級
百
ニ
テ
進
ム

二
、
真
一
級
下

百
点
ニ
テ
進
ム

権
一
級
下

百
五
十
点

以
下
一
権
ニ
付
五
十
点
増

三
、
真
一
級
上

百

以
下
如
前
例

四
、
真
二
級
下

百
以
下
如
前
例

五
、
真
二
級
上

二
百

権
二
級
上

三
百

以
下
一
権
ニ
付
百
点
増

六
、
真
三
級
下

三
百

権
三
級
下

四
百
五
十

以
下
一
権
ニ
付
百
五
十
増

七
、
真
三
級
上

四
百

権
三
級
上

六
百

以
下
一
権
ニ
付
二
百
増

八
、
真
四
級
下

五
百

権
四
級
下

七
百
五
十

以
下
一
権
ニ
付
二
百
五
十
増

五
級
下

二
百
ヨ
リ
二
百
四
十
九
マ
テ

五
級
上

二
百
五
十
ヨ
リ

戊
戌
八
月
ヨ
リ
定
法

一
、
試
業
ノ
モ
ノ
四
級
以
上
、
試
業
ノ
モ
ノ
急
ニ
昇
進
ス
ル
事
不
能

時
ハ
姑
ク
試
業
ヲ
止
テ
、
詩
文
推
敲
、
及
ヒ
獨
見
等
ヲ
勤
メ
、

其
力
ヲ
養
フ
コ
ト
、
一
月
ヨ
リ
二
三
月
ニ
及
ヒ
、
再
ヒ
試
業
ニ
出
席

ス
ヘ
シ
、

一
、
右
ノ
如
ク
ス
ル
者
ハ
、
月
首
ニ
先
ツ
其
事
ヲ
届
置
ヘ
シ
、
而
後
月

末
ニ
及
テ
、
一
月
中
ノ
推
敲
ヲ
受
タ
ル
詩
文
、
或
ハ
匿
名
稿
ノ

内
ニ
出
シ
タ
ル
分
ヲ
、
浄
寫
シ
テ
、
一
巻
ト
ナ
シ
、
此
方
ニ
呈
ス
ヘ
シ
、
推
敲
ヲ

歴
ス
、
匿
名
稿
ニ
モ
見
ヘ
サ
ル
詩
文
ハ
、
數
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
、

【
欄
外
】

（
如
此
者
ハ
課
程
録
ノ
中
ニ
其
通
ヲ
録
ス
ル
事
許
ス
也
）

一
、
右
ノ
詩
文
、
數
多
キ
者
ハ
、
試
業
ノ
中
ニ
準
ス
、
數
少
キ
ハ
、
下
ニ

準
ス
、
與
テ
●
ヲ
ツ
ク
ル
コ
ト
ヲ
免
ル
ヘ
シ
、

一
、

右
ノ
如
ク
ス
ル
者
ハ
、
課
程
月
考
ノ
時
ハ
、
名
ヲ
客
席
ニ
置
ヘ
シ
、

客
席

課
程
月
考
定
制

一
、
定
客
席
ノ
者
ハ
○
其
名
ヲ
前
方
ニ
承
リ
置
ヘ
シ
。
点
数
多

時
ハ
本
席
ニ
入
リ
。
サ
レ
ハ
客
席
ニ
入
ル
コ
ト
ヲ
禁
ス
。

一
、
帰
郷
ノ
者
。
塾
ニ
入
来
リ
中
比
ヨ
リ
試
業
ニ
出
タ
ル
ハ
。
客
席
ニ
入
ル
ヘ
シ
。

塾
ニ
在
ナ
カ
ラ
出
席
セ
ス
。
中
比
ニ
至
リ
出
席
ス
ル
ハ
。
本
席

ニ
入
ル
ヘ
シ
。

一
、
中
比
ヨ
リ
出
席
ス
ル
者
モ
。
相
當
ヨ
リ
点
数
多
キ
ハ
。

本
席
ニ
入
ル
ヘ
シ
。

己
亥
三
月
二
十
七
日
席
序
改
革
ニ
付
申
渡
候
事

一
、
下
等
多
人
數
ニ
テ
、
新
来
ノ
徒
、
急
ニ
昇
進
出
来
兼

候
ニ
付
、
此
節
新
ニ
一
級
ト
無
級
ト
ノ
間
ニ
、
一
級
ヲ
設

候
テ
、
以
前
ノ
一
級
ヲ
二
級
ト
改
メ
、
無
級
ノ
中
ヨ
リ
、
最
高

點
ノ
者
ヲ
、
二
級
下
ニ
進
メ
、
其
次
ヲ
一
級
上
、
其
次
ヲ
一
級
下

ニ
進
メ
候
事
。

一
、
以
前
ノ
一
級
ヲ
二
級
ト
改
メ
候
上
ハ
、
其
上
ノ
處
モ
、
次
第
ニ

名
目
ヲ
進
候
テ
、
九
級
ニ
至
候
事
。

一
、
此
後
ハ
、
無
級
モ
上
中
等
同
様
ニ
、
點
數
ヲ
定
メ
置
、
點
數

満
候
ヘ
バ
、
何
人
ニ
テ
モ
昇
進
イ
タ
シ
、
點
數
満
タ
ザ
ル
時
ハ
、

一
人
モ
昇
進
無
之
様
、
イ
タ
シ
候
事
。

一
、
無
級
并
一
級
上
下
ノ
處
ハ
、
昇
進
ノ
點
數
、
相
當
ヨ
リ
モ
多

候
者
ハ
、
餘
点
ト
名
ケ
、
昇
進
ノ
級
ヘ
、
書
込
候
テ
、
ス
タ
リ

不
申
様
イ
タ
シ
候
、
二
級
以
上
ハ
、
旧
例
ノ
通
、
古
点
ハ
不

残
ス
タ
リ
候
事

一
、
此
後
ハ
、
無
級
ニ
テ
格
別
高
点
ノ
者
ハ
、
一
級
上
下
ヲ
経
ズ



七
三

シ
テ
、
直
ニ
二
級
下
ニ
モ
超
遷
イ
タ
シ
候
、
二
級
以
上
ハ
、
旧
例

ノ
通
、
超
遷
ハ
無
之
事
。

一
、
試
業
ノ
者
モ
、
会
讀
ノ
点
數
ノ
趣
意
ニ
循
シ
候
事

【
欄
外
】

（
庚
子
五
月
定
制
試
業
超
遷
ノ
コ
ト
ハ
、
会
読
ノ
点
ニ
準
ス
、
但
シ
試
業
ニ
ハ
、
餘
点
ヲ
次
ニ

餘
ス
ル
コ
ト
ハ
ナ
シ
コ
ト
）

一
、
此
節
新
級
ヲ
設
ケ
、
何
レ
モ
一
級
宛
昇
進
ニ
及
候
儀
、
新

来
昇
進
ノ
為
メ
而
己
ニ
非
ス
、
當
時
都
講
初
、
一
同
心
得

冝
敷
、
塾
生
風
儀
モ
、
先
年
ヨ
リ
ハ
、
追
々
立
ナ
ヲ
リ
候

ニ
ツ
キ
、
褒
賞
ノ
タ
メ
、
右
ノ
沙
汰
ニ
及
ヒ
候
間
、
此
後
モ
、
力

行
勤
学
懈
怠
無
之
様
、
可
相
心
得
事
。

右

巳
亥
六
月
ヨ
リ
定
制

○
四
級
上
タ
ル
者
以
後
会
読
ヲ
ヤ
メ
試
業
而
已
ニ
致

シ
ソ
ロ
事

牧
右
衛
門
廉
哉
皆
紹
介
ノ
功
ニ
ヨ
リ
テ
褒
奨
ヲ
加
ヘ
席
序

速
ニ
進
ソ
ロ
餘
人
モ
其
心
得
致
ス
ヘ
キ
由
申
渡
ス

巳
亥
十
一
月
ヨ
リ
定
制

四
級
下
ヨ
リ
以
下

○
中
下
等
ニ
在
テ
、
會
讀
出
席
セ
サ
ル
者
、
加
級
ノ
法
、
通
例
上

上
上
上
ト
、
四
ニ
テ
加
級
ス
ル
所
ハ
、
上
上
上
上
上
上
上
上
ト
、
八
ニ

テ
加
級
ス
ヘ
シ
、
上
等
昇
進
ニ
比
せ
ハ
、
何
事
モ
、
一
陪
ト
心
得
ヘ
シ
、

試
業
會
讀
・
双
修
ノ
者
ハ
、
喩
ハ
、
四
級
下
ナ
ラ
ハ
、
試
業
上
上
上
上

ニ
テ
會
讀
二
百
五
十
点
ナ
レ
ハ
、
昇
進
ス
、
若
試
業
上
上
上
上
上

ト
五
ナ
ラ
ハ
、会
読
百
五
十
（
八
六
七
）
ニ
テ
進
ヘ
シ
、上
六
ナ
レ
ハ
、百
（
廿
四
五
）
ニ
テ
進
ミ
、

上
七
ナ
レ
ハ
、（
六
）
五
十
（
三
四
）
テ
進
ミ
、
上
八
ナ
レ
ハ
、
無
点
ニ
テ
モ
進
ム
ヘ
シ
、

其
他
モ
、
此
例
ヲ
以
テ
推
ス
ヘ
シ

庚
子
三
月
ヨ
リ
會
讀
点
数
定
制

八

六

七

四
級
下

五
百
点
ニ
テ
昇
進

三
級
上

四
百

六

五

五

三
級
下

三
百

二
級
上

二
百

四

三

二

一

二
級
下

一
級
上

一
級
下

旡
級

百

右
ノ
諸
級
餘
点
ア
レ
ハ
皆
昇
進
ノ
級
中
ニ
入
ル

會
讀
書

一
点
會

論
語

孟
子

孝
経

二
点
會

小
学

蒙
求

十
八
史
略

三
点
會

大
学

中
庸

史
記
列
傳

四
点
會
以
上

随
時
制
冝
不
預
定

庚
子
九
月
よ
り
定
制

三
八
ノ
□
分
三
六
九
ト
ナ
リ
一
月
限
リ
ニ
捨
リ
候
事

壬
寅
十
一
月
席
序
常
例
ニ
異
ナ
ル
事

大
村
よ
り
日
田
分
試
業
凡
送
り
候
處
、
詩
試
一
度
分
参
リ

不
申
凡
八
度
ニ
而
月
旦
相
改
メ
候
ニ
付
、
試
業
相
当
之
法

旧
法
よ
り
一
割
リ
二
分
宛
ヲ
減
シ
候
事

甲
寅
（
閏
）
八
月
ヨ
リ
新
制

過
ア
ル
者
●
ヲ
加
ル
コ
ト
旧
例
ナ
レ
ト
モ
法
密
ナ
ラ
ス
人
ニ
ヨ
リ

異
同
ニ
生
ス
ル
故
ニ
定
制
ヲ
立
ツ

●
一
ツ

百
点
ニ
当
ル

五
級
下
ノ
者
ハ
●
一
ツ
二
百
点
ニ
當
ル

五
級
上
ナ
レ
ハ
●
一
ツ
二
百
三
十
点
ニ
当
ル

○
之
ヲ
差
引

ノ
法
五
級
下
二
百
点
ナ
レ
ハ
上
一
ツ
ナ
リ
、
中
三
十
点
ヲ
引
キ
中
ト
ナ
ル

罰
百
七
十
点
残
ル
上
二
ツ
ナ
レ
ハ
六
十
点
ヲ
引
キ
上
三
ツ
ナ
ト
ハ
九
十
点



七
四

ヲ
引
ク
、
上
四
十
ナ
レ
ハ
百
廿
点
ヲ
引
ク

△
若
前
罰
未
終
サ
ル

ニ
後
罰
ア
ル
者
ハ
二
度
ニ
差
引
ヘ
シ

【
欄
外
】

（
而
後
ニ
中
下
等
ニ
当
ル
時
ハ
論
セ
ス
上
ヲ
ツ
ケ
タ
ル
時

百
点
ヲ
引
ク
ナ
リ

喩
ハ
五
級
下
ノ
者
二
百
点
ヲ
付
ケ
ハ

上
一
ツ
其
中
百
点
ヲ
引
ケ
ハ
残
テ
百
点
ト
ナ
リ
下
下
下

ト
ナ
ル
其
分
ニ
テ
罰
之
至
也

次
ノ
月
ヨ
リ
ハ
平
人
ナ
リ
△
）

84
‐
141
・
142
「
旧
幕
府
領
地
内
家
塾
」

舊
幕
府
領
地
内
家
塾

名
稱

  

咸
冝
園

所
在
地

  

豐
後
國
日
田
郡
堀
田
村

塾
主
氏
名

廣
瀬
求
馬
、
初
名
簡
、
字
廉
卿
、
後
ニ
建
、

 

字
子
基
ト
更
ム
、
淡
窓
又
苓
陽
ト
號
ス
、

學
科

  

漢
學

教
師
ノ
數

  

塾
主
一
人
教
頭
ト
ナ
リ
、
門
人
先
進
ノ
モ
ノ

 

ヲ
以
テ
補
助
ト
ス
、

生
徒
ノ
概
數

  

生
徒
一
時
塾
ニ
在
ル
モ
ノ
、
初
ハ
二
三
十
人
、

 

中
比
ヨ
リ
百
四
五
十
人
、
後
ハ
二
百
人
、
前
後
入
門
者
、

 

総
計
五
千
人
ニ
及
ヘ
リ
、

授
業
ノ
順
序

  

授
業
ハ
、
素
讀
、
輪
讀
、
講
義
、
輪
講
、
獨

 

見
、
質
問
、
試
業
等
ナ
リ
、
試
業
ハ
、
毎
月
九
回
、
書
二
百
字
ヲ
試

     

ル
二
回
、
唐
本
ノ
句
讀
ヲ
試
ム
ル
三
回
、
文
詩
ヲ
試
ル
各
二
回
、
學
階

     

ヲ
九
級
ニ
分
チ
、
一
級
ヲ
又
上
下
二
等
ト
ス
、
総
テ
十
八
級
、
毎
月

     

生
徒
ノ
勤
惰
點
数
ヲ
査
シ
、
其
進
退
ヲ
月
旦
ニ
定
ム
、

教
科
用
書

  

四
書
、
五
經
、
及
子
集
和
漢
歴
史
、
兼
詩
文
、

學
習
年
限

學
習
年
限
ナ
シ
、
生
徒
ハ
七
八
歳
ヨ
リ
、
廿
歳
内

外
、
三
十
歳
ニ
至
ル
、
十
八
級
ヲ
終
ル
モ
ノ
ハ
、
大
抵
三
四
年
間
ト

ス
、

束
脩
謝
儀

  

束
脩
ハ
金
百
匹
ヲ
例
ト
ス
、
貧
生
ハ
其
限
ニ

  

在
ラ
ス
、
謝
儀
ハ
一
歳
兩
度
、
中
元
歳
末

亦
百
匹
ヲ
例
ト
ス
、
貧
生

  

ハ
亦
此
限
ニ
在
ラ
ス
、

塾
主
行
事
及
著
書
蔵
書

           

塾
主
幼
年
學
ニ
志
シ
、

  

家
ヲ
弟
某
ニ
譲
リ
、
筑
後
隠
士
松
下
某
ニ
従
学
シ
、
十
七

  

歳
、
筑
前
ノ
亀
井
道
載
父
子
ニ
従
ヒ
、
一
年
ニ
シ
テ
帰
郷
、
獨

  

學
、
廿
四
歳
、
瓊
林
荘
學
舎
ヲ
市
東
ニ
開
キ
、
童
児
ヲ

教

  

フ
、
生
徒
日
ニ
集
ル
、
乃
遷
テ
堀
田
村
ニ
居
リ
、
塾
ヲ
開
ク
、
名

  

テ
咸
冝
園
ト
云
フ
、
生
徒
年
ヲ
逐
テ
益
進
ム
、
毎
年
新
ニ

  

門
ニ
入
ル
モ
ノ
百
人
内
外
ト
ス
、
年
老
ル
ニ
至
テ
、
無
子
、
門
人
矢

  

野
範
治
ヲ
シ
テ
家
姓
ヲ
承
シ
メ
、
扶
テ
門
人
ヲ
教
育
ス
、
生

  

平
多
病
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
足
郷
ヲ
出
デ
ス
、
伹
肥
前
大
村
侯
、
豐

  

後
府
内
候
ノ
招
聘
ニ
應
シ
、
一
タ
ヒ
其
國
ニ
至
ル
、
又
一
タ
ヒ
長

     

埼
下
関
ニ
遊
フ
、
其
学
、
敬
天
ヲ
本
ト
シ
、
處
義
制
数
ヲ
用
ト
ス
、

     

經
ヲ
觧
ク
、
新
古
ニ
拘
泥
セ
ス
、
唯
本
文
ニ
折
衷
ス
、
書
ヲ
讀
ム
、
古
今

     

和
漢
内
外
ヲ
問
ハ
ス
、
唯
其
適
用
ヲ
取
ル
、
人
ヲ
教
ル
、
偏
固
狹

     

隘
ニ
陥
ラ
ス
、
務
テ
其
材
ヲ
達
ス
ル
ヲ
主
ト
ス
、
年
七
十
五
ニ
シ
テ

     

歿
ス
、

著
書
、
既
ニ
刻
ス
ル
モ
ノ
、
析
玄
一
巻
、
義
府
一
巻
、

     

遠
思
樓
詩
抄
（
鈔
）
前
後
編
四
巻
、
淡
窓
小
品
二
巻
、
老
子
摘

     

解
二
巻
、
迂
言
二
巻
、
淡
窓
詩
話
二
巻
、
未
刻
モ
ノ
、
夜
雨
寮

     

筆
記
四
巻
、
約
言
一
巻
、
自
新
録
一
巻
、
再
新
録
一
巻
、
論
語

、

     

孟
子

懐
舊
樓
筆
記
五
十
巻
、
醒
齋
語
録

巻
数
未
定

     

及
晋
唐
宋
元
明
清
諸
家
詩
選
、
凡
數
十
巻
、

藏
書
ハ

     

和
漢
書
籍
凡
五
千
巻
、

塾
主
ノ
身
分

日
田
郡
豆
田
町
ノ
商
家
ニ
生
ル
、
後
幕

     
府
其
教
育
普
及
ヲ
嘉
シ
、
命
ス
ル
ニ
儒
官
ノ
名
ヲ
以
テ
シ
、
永

     

世
苗
字
帯
刀
ヲ
許
可
シ
、
西
國
郡
代
直
支
配
ト
ナ
ル
、

沿
革
略
及
雜
事

塾
主
文
化
二
三
年
頃
、
學
校
ヲ

開
キ
シ
ヨ
リ
、
弟
子
ヲ
教
ル
五
十
年
、
安
政
三
年
丙
辰
ニ
至
リ

テ
歿
ス
、
初
其
弟
謙
ヲ
以
テ
嗣
ト
ス
、
後
謙
ヲ
シ
テ
本
位
ニ
復



七
五

 
セ
シ
メ
門
人
矢
野
範
治
ヲ
以
テ
後
ヲ
承
ケ
、
謙
ノ
子
孝
ヲ
以
テ

 
嗣
ト
ス
、
範
治
孝
相
續
テ
家
塾
ヲ
承
ケ
、
先
規
ニ
困
テ
子
弟

 

ヲ
教
授
ス
、
維
新
後
廢
藩
、
諸
藩
ノ
生
徒
皆
退
ク
、
於
是
塾

 

廢
ス
、
明
治
十
一
二
年
ニ
至
リ
、
門
人
某
再
ヒ
瓊
林
荘
ヲ
開
キ
、
遺

 

規
ニ
困
テ
生
徒
ニ
授
ク
、
現
ニ
生
徒
八
十
許
人
ア
リ

極
テ
盛
ナ
リ
シ
年
代

  

塾
主
四
十
歳

文
政
七
八
年

以
後
、
七
十
五
歳

 

安
政
初
年
ニ
至
ル
、
三
十
年
間
、
最
盛
ナ
リ
ト
ス
、
歿
後
範
治
・
孝
教

 

授
ノ
際
、
生
徒
一
時
極
テ
多
シ
、

調
査
セ
シ
事
實
、
計
數
ニ
関
ス
ル
年
代
、（
此
分
意
味
不
分
明
ニ
付

                                                     
之
ヲ
畧
セ
リ
）
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「
宜
園
再
興
保
存
ノ
儀
ニ
付
淡
窓
先
生
門
下
諸
君
え
御
相
談
書
」

壬
午
三
月
十
五
日
達
五
岳
到
来
柬
添
ヒ
ノ
規
則
書
也

山
梨
縣
寓
居
中
儀
範
治

冝
園
再
興
保
存
ノ
儀
ニ
付
淡
窓
先
生
門
下

諸
君
江
御
相
談
書

冝
園
ノ
盛
時
ハ
諸
君
御
承
知
ノ
通
ニ
有
之
先
生

没
後
青
邨
・
林
外
ヲ
維
承
シ
風
教
ヲ
維
持
シ

専
ラ
育
英
ノ
事
ニ
従
事
致
シ
来
リ
タ
ル
ニ
時
勢

一
変
青
邨
ハ
官
ニ
就
キ
林
外
ハ
不
幸
ニ
モ
病
没

爾
来
冝
園
ノ
家
屋
ハ
郡
役
所
ト
ナ
リ
、
或
ハ
米
會

所
ト
ナ
リ
庭
園
ハ
歳
二
月
ニ
益
以
テ
荒
蕪
ス
、
然
ル
ニ

先
生
ノ
門
人
諫
山
・
椋
野
諸
輩
此
地
ニ
居
住
シ
此
現

場
ヲ
目
撃
シ
、
感
慨
ニ
耐
ヘ
サ
ル
事
、
茲
ニ
年
ア
リ
幸
ニ

先
生
ノ
門
下
ニ
村
上
姑
南
ア
リ
、
豊
前
國
下
毛
郡
中

摩
村
ニ
居
住
シ
、
醫
ヲ
業
ト
ス
ル
ノ
餘
暇
生
徒
ノ
教

授
ヲ
ナ
セ
リ
、
依
テ
同
氏
ニ
姑
ラ
ク
冝
園
ニ
入
テ
教
師

ノ
責
ニ
任
セ
ラ
レ
ン
事
ヲ
乞
フ
、
同
氏
直
チ
ニ
之
ヲ
承

諾
ス
ル
ト
雖
ト
モ
、
家
事
頗
ル
困
難
ノ
事
情
ア
リ
、
遷
延

シ
漸
ク
明
治
十
三
年
二
月
ヲ
以
テ
、
同
氏
冝
園
ニ
移

居
ス
ル
事
ヲ
得
タ
リ
、
爾
来
生
徒
漸
々
増
加
、
今
日
ニ

至
テ
ハ
八
十
餘
名
ニ
及
ビ
タ
リ
、
然
ル
ニ
資
金
ノ
ナ
キ
ヲ

如
何
ト
モ
ス
ル
事
能
ハ
ズ
、
僅
カ
ニ
生
徒
ノ
入
社
金
・
月
謝
金
ヲ
以

テ
家
賃
ヲ
拂
ヒ

冝
園
ノ
家
屋
ハ
旧
ノ
如
シ
ト
雖
ト
モ
既
ニ
他
人
ノ
所
有
ト

ナ
リ
タ
レ
ハ
、
家
賃
ヲ
出
サ
ヽ
ル
事
ヲ
得
ス

残
額
ヲ
姑
南
ノ
給
料
ニ
充
ツ
ル
ノ
ミ
、
就
テ
ハ
今
般
銘
々
共

協
議
ヲ
遂
ケ
、
冝
園
ヲ
義
塾
ノ
体
ニ
革
メ
、
舊
規
ヲ
永

遠
ニ
保
存
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
、
廣
ク
醵
金
ヲ
同
志
諸
君

ニ
募
リ
、
其
集
額
ハ
（
何
程
ニ
テ
モ
）
之
ヲ
永
世
据
置
金
ト
ナ
シ
、

利
子
ヲ
何
步
ト
シ
、
内
何
分
ヲ
即
今
費
途
ノ
補
助

ニ
供
シ
、
何
分
ヲ
積
立
金
ト
ナ
シ
、
之
ヲ
元
金
ニ
合
并
シ
、
漸
次

増
殖
ス
ル
ト
キ
ハ
、
後
年
ニ
至
リ
右
利
子
ノ
ミ
ヲ
以
テ
、
冝
園
ノ

旧
規
ニ
合
ス
ル
教
師
ヲ
天
下
ニ
求
メ
、
必
ス
其
人
ヲ
得
ラ

ル
ヘ
キ
ノ
資
本
ト
ナ
ル
ニ
至
リ
可
申
、
如
此
永
世
保
存

ノ
基
礎
相
立
候
テ
コ
ソ
、
銘
々
共
所
謂
本
ニ
報
ヒ
、
始

ニ
反
ル
ノ
道
ニ
相
叶
ヒ
可
申
歟
、
右
ハ
諸
君
ニ
於
テ
モ

御
同
様
ノ
訳
ト
相
考
ヘ
、
御
相
談
ニ
及
ヒ
申
候
、
尚

御
賢
考
モ
可
有
之
、
御
伏
臓
ナ
ク
御
申
聞
可
被

下
候
、
素
ヨ
リ
應
募
ノ
諸
君
ヘ
ハ
一
々
御
協
議
ヲ

遂
ケ
取
斗
方
、
可
仕
積
ニ
御
座
候
得
共
、
先
ツ
此

節
ハ
創
始
ノ
儀
ニ
付
、
銘
々
共
丈
ニ
テ
申
極
メ
タ
ル

ノ
手
續
・
方
法
左
ニ
記
載
仕
候
、

第
一
条

冝
園
ヲ
再
興
シ
旧
規
ヲ
永
遠
ニ
維

持
保
存
ス
ル
方
法
ヲ
立
ツ
ル
ニ
付
テ
ハ
、
先
會
名

ヲ
附
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
、
之
ヲ
冝
園
保
存
會
ト
云
フ

第
二
条

此
擧
ニ
同
意
シ
應
分
ノ
醵
金
ヲ

出
ス
モ
ノ
ヲ
冝
園
保
存
會
員
ト
云
フ

第
三
条

此
會
員
ヲ
二
種
ニ
分
ツ
、
本
郡
内
ニ

居
住
ス
ル
モ
ノ
ヲ
内
會
員
ト
云
フ
、
本
郡
内
外
ニ
居

住
ス
ル
モ
ノ
ヲ
外
會
員
ト
云
フ



七
六

第
四
条

冝
園
再
興
ノ
事
ハ
一
昨
年
末
既
ニ
粗

其
端
緒
ヲ
開
キ
タ
リ
、
今
般
更
ニ
會
員
ヲ
募

リ
、
永
ク
冝
園
ヲ
保
存
セ
ン
ト
欲
ス
、
先
ツ
發
起
人

ニ
テ
立
案
ヲ
ナ
シ
、
内
會
員
ニ
篤
ク
協
議
ヲ
遂

ケ
、
其
手
續
方
法
ヲ
確
定
セ
サ
ル
可
ラ
ス
、
其
要

目
如
左醵

金
取
扱
ノ
手
續

是
ハ
當
分
ノ
内
隈
・
豆
田
両
町
ノ

内
ニ
テ
身
元
慥
ニ
シ
テ
廣
ク
世
間
ニ
信
認
セ
ラ
レ
タ
ル

モ
ノ
ニ
預
ケ
置
キ
何
歩
ノ
利
子
ヲ
附
セ
シ
ム
ヘ
シ
、
其
預

リ
證
書
ハ
内
會
員
惣
代
何
名
ノ
宛
名
タ
ル
ヘ
シ
、
證
書
雛
形
別
冊
ニ
具
ス

  

但
シ
應
募
諸
君
ヨ
リ
送
金
ス
ル
ニ
付
テ
ハ
直
チ
ニ
其

  

預
リ
人
ニ
振
込
ミ
其
領
収
証
ヲ
以
テ
本
會
々
頭
ニ

  

差
出
ス
ヘ
シ

醵
金
ヲ
以
テ
田
地
ヲ
買
入
ル
ヽ
手
續

是
ハ
可
成
丈
冝
園

近
傍
ノ
地
所
賣
却
ス
ル
人
ア
ル
ヲ
待
テ
内
會
員
中
熟
議

ノ
上
其
買
入
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
、
尤
モ
該
地
券
名
面
ノ
儀
ハ
會
計

方
一
名
ノ
名
面
ト
ナ
シ
、
會
計
方
ヨ
リ
ハ
該
地
冝
園
ノ

保
存
田
タ
ル
事
ヲ
証
ス
ル
証
書
ヲ
内
會
惣
代
何
名

宛
名
ニ
テ
差
入
ル
ヘ
シ

預
ケ
金
ヨ
リ
生
ス
ル
利
子
并
ニ
保
存
田
ヨ
リ
収

入
ス
ル
作
德
米
処
分
ノ
手
續

是
ハ
左
ノ
割
合
通

處
分
ス

十
分
ノ
四

積
立
金
ト
ナ
シ
元
金
ニ
合
併
ス

十
分
ノ
三

教
員
給
料
ニ
充
ツ

十
分
ノ
三

冝
園
家
屋
修
繕
并
ニ
書
籍
買
入
ニ
充
ツ

但
シ
右
ハ
醵
金
纒
マ
リ
高
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
内
會
員
熟
議
ノ
上
変
更

ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ

第
五
条

廣
ク
會
員
ヲ
募
ル
ニ
於
テ
ハ
先
ツ
内
會
員

丈
ニ
テ
冝
園
ノ
体
裁
ヲ
議
定
セ
サ
ル
可
ラ
ス
、
其
議
如
左

學
科
教
則
ハ
都
テ
淡
窓
先
生
ノ
旧
ニ
依
ル

              

但
シ
時
勢
ノ
沿
革
ニ
随
ヒ
増
損
變
更
ス
ル
ハ
内
會
員

              

ノ
公
議
ニ
決
ス
ヘ
シ

教
員
任
命
給
料
ノ
増
減
ハ
内
會
員
ノ
熟
議
シ
タ

ル
上
ニ
非
サ
レ
ハ
猥
リ
ニ
断
行
ヲ
許
サ
ス

但
シ
該
任
免
増
減
ノ
擧
ア
ル
毎
ニ
外
會
員
ニ
報
告
ス
ヘ
シ

第
六
条

決
算
報
告
ハ
冝
園
保
存
ノ
最
緊
要
タ
ル
ニ

付
キ
追
テ
醵
金
纒
マ
リ
タ
ル
上
ハ
該
金
額
ヲ
永
世
据
置

金
ト
ナ
シ
、
假
令
如
何
様
ノ
時
変
ニ
際
會
ス
ル
共
使
用

ヲ
許
サ
ス
、
之
ヲ
元
金
ト
シ
テ
其
惣
額
ヨ
リ
生
ス
ル
利
子
作

德
米
ノ
遣
拂
決
算
表
ヲ
毎
年
旧
暦
十
二
月
限
リ

遍
子
ク
内
會
員
ニ
報
告
ス
ヘ
シ

第
七
条

本
會
員
ニ
役
員
ヲ
設
ケ
分
課
擔
當
ス
ル
事
如
左

  

但
シ
當
分
ハ
發
起
人
ノ
協
議
ヲ
以
テ
撰
任
ス

  

會
頭
一
名

本
會
一
切
ノ
事
務
ヲ
總
括
シ
内
外
會
員
ニ
照
會

                               

往
復
等
ノ
事
ヲ
掌
ル

             

同
助
一
名

會
頭
ノ
相
談
相
手
タ
ル
ヘ
シ

  

會
計
方
何
名

金
銭
出
納
一
切
ノ
事
ヲ
掌
ル

  

書
記
一
名

會
頭
ノ
指
図
ニ
随
ヒ
往
復
文
章
日
誌
雑
録
等

  

ヲ
掌
ル

第
九
条

此
手
續
方
法
ハ
内
外
會
員
ノ
意
見
ニ
由
テ
増

補
改
正
ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ
、
尤
モ
其
都
度
内
外
會
員
ニ

報
告
ス
ヘ
シ

第
十
条

今
回
此
手
續
方
法
ヲ
議
決
ス
ル
ニ
付
テ
ハ

他
日
ニ
異
義
ナ
キ
ヲ
表
ス
ル
タ
メ
左
ニ
記
名
調
印
致

ス
モ
ノ
ナ
リ

  

明
治
十
五
年
二
月

發
起
人

五
岳

諫
山
東
作

南

正
次

椋
野
元
卓



七
七

  

平
島
尚
綗

  

兒
玉
文
貞

  

石
田
又
元
（
印
）

  

草
野
忠
右
衛
門
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「
咸
宜
園
開
校
式
記
録
」

咸
宜
園
開
校
祝
辞

日
田
郡
長
新
庄
関
衛

師
父
ノ
遺
範
ヲ
追
慕
シ
其
後
嗣
ノ
成
業
ヲ
開
張
セ
ン
事
ヲ
謀
リ

以
テ
其
徳
ヲ
明
カ
ニ
ス
ル
ハ
亦
一
箇
ノ
愛
國
心
ナ
ル
哉
回
顧
シ

テ
往
時
ヲ
懐
フ
ニ
今
ヲ
距
ル
八
十
有
餘
年
文
化
ノ
初
年
ニ
當
リ

淡
窓
廣
瀬
先
生
瓊
林
学
舎
ヲ
市
ノ
東
ニ
開
キ
聖
教
ヲ
講
究
ス
ル

ニ
敬
天
ヲ
本
ト
シ
處
義
制
数
ヲ
用
ト
ス
經
ヲ
解
ク
新
古
ニ
拘
泥

セ
ス
唯
本
文
ニ
折
衷
シ
書
ヲ
讀
ム
古
今
内
外
ヲ
問
ハ
ス
偏
固
狭

隘
ニ
陥
ラ
ス
務
テ
其
材
ヲ
達
ス
ル
ヲ
主
ト
ス
人
ヲ
シ
テ
自
カ
ラ

廉
耻
禮
譲
ノ
域
ニ
至
ラ
シ
ム
故
ニ
従
学
ス
ル
者
前
後
五
千
人
々

才
ヲ
得
ル
最
モ
多
ク
世
ノ
用
ト
ナ
ル
者
哉
百
人
ナ
ル
ヲ
知
ラ
ス

實
ニ
一
世
ヲ
シ
テ
感
服
セ
シ
ム
ル
ニ
足
レ
リ
青
邨
・
林
外
二
先
生

相
續
テ
教
授
ス
学
事
益
隆
盛
リ
リ
シ
モ
維
新
ノ
際
朝
命
ニ
従
事

ス
ル
所
ア
リ
学
事
暫
ラ
ク
廃
ス
其
後
明
治
十
二
年
ノ
頃
五
岳
上

人
姑
南
村
上
氏
菽
村
諫
山
氏
ヲ
始
メ
有
志
ノ
諸
氏
相
謀
リ
義
塾

ヲ
再
興
シ
就
中
姑
南
先
師
ノ
遺
規
ニ
因
リ
テ
生
徒
ニ
教
授
ス

以
テ
青
邨
先
生
ノ
令
嗣
貞
文
君
ノ
成
学
ヲ
待
ツ
所
ア
リ
當
時
貞

文
君
ハ
東
京
ニ
ア
リ
英
学
ヲ
修
メ
法
律
ヲ
攻
メ
夙
ニ
司
法
ノ
官

ト
ナ
レ
リ
然
ル
ニ
維
新
以
降
学
問
ノ
道
大
ニ
闡
ケ
成
德
利
用
厚

生
ノ
道
粲
然
緒
ニ
就
ク
ト
雖
ト
モ
人
心
日
々
ア
渝
薄
輕
躁
唯
利
是
走

リ
道
德
仁
義
ノ
道
地
ニ
墜
ン
ト
ス
是
ニ
於
テ

皇
上
聰
朙
治
體
ヲ
明
ニ
シ
学
術
ノ
偏
陋
ヲ
憂
ヒ
夙
ニ
小
中
大
学

ノ
設
ア
リ
德
育
智
育
體
育
ヲ
以
テ
養
育
ヲ
為
ス
モ
都
鄙
冝
ヲ
異

ニ
シ
智
惠
俗
ヲ
殊
ニ
ス
ル
ア
リ
貞
文
君
此
ニ
見
ル
所
ア
リ
断
然

官
ヲ
辞
シ
テ
郷
里
ニ
歸
リ
大
ニ
祖
先
ノ
志
ヲ
繼
キ
有
志
ノ
諸
君

ト
之
ヲ
謀
リ
聖
教
ヲ
以
テ
道
德
ノ
基
礎
ヲ
占
メ
教
育
ヲ
受
ル
者

ヲ
シ
テ
世
ニ
對
シ
耻
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
ト
奮
起
勇
發
大
ニ
為
ス
所

ア
ラ
ン
ト
ス
諸
君
一
心
以
テ
之
ヲ
賛
成
セ
ハ
何
事
カ
舉
ラ
サ
ラ

ン
ヤ
古
人
曰
ク
今
ノ
時
然
シ
易
シ
ト
一
郡
以
テ
一
縣
ニ
及
ビ
一

縣
以
テ
天
下
ニ
及
フ
コ
ト
ア
ラ
ハ
我
日
田
郡
ノ
光
榮
何
ヲ
以
テ
カ

之
ニ
加
ヘ
ン
聊
蕪
言
ヲ
以
テ
祝
辤
ヲ
陳
述
ス
ル
コ
ト
此
ノ
如
シ

答
辞

諫
山
東
作

有
志
總
代
諫
山
東
作
謹
テ
郡
長
新
庄
君
ノ
祝
辞
ニ
答
フ
夫
レ
冝

園
ノ
主
ヲ
失
ス
ル
茲
ニ
十
有
餘
年
洒
掃
礼
ヲ
習
フ
ノ
地
草
菜
狐

居
ノ
陰
窟
ヲ
藏
シ
明
經
子
義
ヲ
講
ス
ル
ノ
堂
米
商
就
断
ノ
賎
利
ヲ

争
フ
荒
涼
ノ
景
紛
雜
ノ
状
苟
モ
心
ヲ
学
事
ニ
存
ス
ル
者
徃
来
誰

カ
睨
シ
テ
正
視
セ
ン
首
ヲ
疾
シ
メ
額
ヲ
蹙
メ
テ
去
ラ
サ
ル
ア
ラ

ン
ヤ
我
輩
ノ
憂
以
テ
知
ル
ヘ
キ
ナ
リ
今
ヤ
妖
孽
ノ
跡
全
ク
消
シ

慶
祥
ノ
瑞
方
ニ
現
シ
東
ニ
保
存
ノ
社
員
ヲ
結
ヒ
西
ニ
再
興
ノ
有

志
ヲ
集
メ
淡
窓
其
孫
青
邨
其
子
慈
能
ク
統
ヲ
傳
ヘ
孝
能
ク
志
ヲ

継
キ
官
途
ノ
栄
ナ
ル
忽
チ
勇
退
ヲ
急
流
ニ
付
シ
学
海
ノ
漠
タ
ル

将
ニ
狂
瀾
ヲ
既
倒
ニ
廻
ン
ト
ス
月
辰
茲
ニ
吉
ヲ
告
ケ
明
治
乙
酉

二
月
廿
ニ
日
園
ノ
講
堂
ニ
就
キ
先
師
淡
窓
ノ
遺
像
ヲ
壁
ノ
正
面

ニ
立
テ
開
業
ノ
新
典
ヲ
堂
ノ
中
央
ニ
設
ク
衆
哲
遠
キ
ヲ
憚
カ
ラ

ス
諸
彦
旧
キ
ヲ
捨
テ
ス
惠
然
ト
シ
テ
賁
来
ヲ
辱
フ
シ
慶
ヲ
助
ケ

儀
ヲ
添
フ
乃
暁
窓
ノ
柝
ヲ
傳
フ
書
聲
ノ
朗
々
タ
ル
耳
ヲ
洗
テ
聞

ク
ヘ
ク
暮
庭
ノ
歩
ヲ
散
ス
ル
衿
影
ノ
翻
々
タ
ル
目
ヲ
刮
テ
見
ル

ヘ
キ
ナ
リ
嗚
呼
宿
昔
ノ
素
志
望
為
ニ
達
シ
當
今
ノ
拮
据
事
為
ニ

遂
ク
我
輩
ノ
悦
亦
以
テ
知
ル
ヘ
キ
ナ
リ
郡
長
君
ノ
茲
ニ
賁
臨
ヲ

辱
フ
ス
ル
其
惠
ヲ
荷
フ
己
ニ
大
ナ
リ
况
ヤ
特
ニ
祝
辞
ヲ
賜
ヒ
美

ヲ
賛
シ
規
ヲ
存
ス
ル
此
擧
ノ
光
栄
花
上
ノ
添
錦
餘
リ
ア
リ
ト
謂

フ
ヘ
シ
豈
唯
此
擧
ノ
光
栄
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ
實
ニ
我
輩
ノ
光
栄
ナ

リ
何
唯
我
輩
ノ
光
栄
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ
實
ニ
先
師
淡
窓
ト
濠
田
貞
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文
氏
ト
ノ
光
栄
ナ
リ
然
ル
時
ハ
則
此
光
栄
ヲ
シ
テ
長
く
之
ヲ
将

来
ニ
傳
ヘ
廢
墮
ノ
辱
ナ
カ
ラ
シ
メ
黽
勉
努
力
更
ニ
此
園
ノ
教
化

ヲ
シ
テ
普
ク
一
郡
ニ
及
ホ
シ
一
郡
ヨ
リ
一
縣
一
縣
ヨ
リ
天
下
ノ

廣
ニ
及
傳
シ
以
テ
君
ノ
高
意
ニ
副
ヘ
ン
コ
ト
豈
服
膺
敬
守
セ
サ
ル

ヘ
ケ
ン
ヤ
奉
答
ノ
言
盡
ル
ア
ル
モ
恭
謝
ノ
意
盡
ル
ナ
シ
聊
有
志

ノ
集
意
ヲ
總
表
シ
區
々
ノ
鄙
言
ヲ
陳
述
ス
ル
コ
ト
爾
リ

咸
宜
園
主
廣
瀬
貞
文

明
治
十
八
年
二
月
廿
二
日
不
肖
貞
文
我
咸
宜
園
開
校
ノ
式
ヲ
擧

ク
茲
ニ
郡
長
閣
下
ノ
賁
臨
ヲ
辱
フ
シ
又
賓
客
諸
彦
ノ
来
臨
ヲ
辱

フ
ス
郡
長
閣
下
祝
辞
ヲ
賜
ヒ
賓
客
諸
彦
モ
亦
祝
詞
ヲ
賜
フ
句
ト

シ
テ
金
玉
ノ
清
音
ア
ラ
サ
ル
ハ
ナ
ク
人
ト
シ
テ
德
行
ノ
君
子
ナ

ラ
サ
ル
ハ
ナ
ク
祥
氣
藹
々
春
色
海
ノ
如
シ
嗚
呼
盛
リ
ナ
リ
ト
謂
ハ

サ
ル
ヘ
ケ
ン
ヤ
不
肖
貞
文
ノ
光
栄
何
ヲ
以
テ
之
ニ
加
ヘ
ン
抑
々

咸
宜
園
ハ
一
私
塾
ノ
不
肖
貞
文
ハ
一
寒
生
身
而
シ
テ
此
盛
大
ナ

ル
開
校
式
ヲ
擧
ク
ル
ヲ
得
タ
リ
是
レ
之
ヲ
内
ニ
シ
テ
ハ
五
岳
上

人
髙
山
上
人
諫
山
國
手
以
下
有
志
諸
君
ノ
力
ニ
出
テ
之
ヲ
外
ニ

シ
テ
ハ
郡
長
閣
下
ト
賓
客
諸
彦
ノ
賜
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
何
ソ
ヤ
既

ニ
此
力
ア
リ
又
此
賜
ア
リ
不
肖
貞
文
ノ
幸
福
亦
何
ヲ
以
テ
之
ニ

加
ヘ
ン

嗚
呼
光
栄
如
此
其
レ
極
レ
リ
幸
福
如
此
其
レ
大
ナ
リ
不
肖
貞
文

此
光
栄
ト
幸
福
ト
ヲ
荷
ヒ
以
テ
淡
窓
以
下
祖
先
ノ
遺
業
ヲ
継
キ

勉
励
刻
苦
文
字
ヲ
以
テ
畢
生
ノ
務
ト
シ
内
ニ
シ
テ
ハ
家
塾
ノ
業

日
々
就
リ
月
ニ
将
ニ
外
ニ
シ
テ
ハ
教
育
ノ
力
天
下
ニ
及
ヒ
人
才

ヲ
養
成
シ
テ

皇
化
ヲ
裨
補
ス
ル
ノ
日
ア
ル
ヲ
期
シ
以
テ
郡
長

閣
下
及
ヒ
賓
客
諸
彦
ノ
恩
遇
ニ
酬
ヒ
又
以
有
志
諸
君
ノ
厚
情
ニ

答
ヘ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
若
シ
否
ラ
ス
シ
テ
宜
園
大
ニ
振
ハ
サ
ル
ノ

日
ア
ラ
ハ
貞
文
何
ノ
面
目
ア
リ
テ
復
ヒ
郡
長
閣
下
以
下
ニ
見
ル

ヲ
得
ン
ヤ
今
日
ノ
光
栄
ト
幸
福
ト
ハ
徒
ニ
他
日
ノ
嗤
ト
ナ
ラ
ン

耳
嗚
呼
自
カ
ラ
警
メ
サ
ル
ヘ
ケ
ン
ヤ
又
自
奮
ハ
サ
ル
ヘ
ケ
ン
ヤ

然
ト
雖
ト
モ
不
肖
貞
文
浅
学
菲
才
加
フ
ル
ニ
既
ニ
訓
ヲ
埀
ル
ヽ
ノ

父
ナ
ク
又
教
ヲ
受
ク
ル
ノ
師
ナ
シ
父
ナ
ク
師
ナ
シ
何
ヲ
以
テ
此

大
任
ヲ
荷
フ
ヲ
得
ン
否
然
ラ
ス
今
ヤ
郡
長
閣
下
以
下
有
志
諸
君

ノ
ア
ル
ア
リ
或
ハ
父
ト
ナ
リ
テ
訓
誡
ヲ
座
シ
或
ハ
師
ト
ナ
リ
テ

教
誨
ヲ
下
シ
早
晩
貞
文
ヲ
シ
テ
此
大
任
ヲ
達
セ
シ
ム
ル
ノ
日
ア

ル
ヘ
キ
ヤ
必
セ
リ
果
シ
テ
然
ラ
ハ
其
恩
遇
厚
情
ハ
特
リ
今
日
ノ

開
校
式
ニ
止
ラ
ス
不
肖
貞
文
ノ
光
栄
幸
福
モ
亦
應
ニ
今
日
ニ
止

ラ
サ
ル
ヘ
シ
貞
文
不
肖
ナ
リ
ト
雖
モ
豈
努
力
セ
サ
ル
ヲ
得
ン
ヤ

詩
ニ
曰
靡
不
有
始
鮮
克
有
終
ト
始
ア
リ
終
ナ
キ
ハ
士
ノ
耻
ル
所

ナ
リ
不
肖
貞
文
郡
長
閣
下
以
下
有
志
諸
君
ト
興
ニ
宜
園
大
ニ
振

フ
ノ
日
ア
ル
ヲ
期
セ
ン
耳
薄
茲
ニ
蕪
辞
ヲ
呈
シ
恭
謝
ノ
意
ヲ
表

ス
ル
コ
ト
爾
リ

乙
酉
新
年
呈
濠
田
廣
瀬
先
生

五
岳

冝
園
凮
物
又
蒼
然
、
絃
誦
聲
颺
楳
柳
邉
、
志
学
朋
従
遠
方
到
、
育
英
業

自
祖
翁
傳
、
重
興
廃
塾
是
今
日
、
呼
倣
先
生
猶
少
年
、
門
下
何
妨
有
嘲

語
、
五
経
在
腹
々
便
々
、

祝
咸
宜
園
再
興
開
校
式

諫
山
菽
村

一
郷
父
老
自
欣
々
、
新
報
朝
来
友
好
聞
、
四
丗
遺
規
興
家
学
、
満
堂
慶

賀
現
人
雲
、
乾
坤
改
歳
瑞
烟
合
、
梅
柳
（
ヵ
）
迎
春
和
氣
薫
、
開
典
方
逢
東
帝

節
知
他
長
奏
育
英
勳

倍
咸
宜
園
再
興
開
校
典
宴
有
感
賦
呈
濠
田
廣
瀬
先
生
疂

韻
二
首
余
従
事
亍
斯
学
再
興
者
有
年
於
茲
其
間
換
教
師

合
三
人
遷
居
凡
六
處
而
例
年
師
其
生
徒
撿
臧
書
於
廣
瀬

源
兵
衛
君
楼
上
詩
中
故
及

先
生
屡
變
屡
遷
居
、
多
少
拮
据
年
月
除
、
眞
主
今
朝
入
園
去
、
平
安
并

賀
壁
中
書
、
平
安
并
賀
壁
中
書
、
収
取
杞
憂
全
掃
除
、
我
酒
休
嘲
将
及

亂
、
杏
林
自
是
得
安
居
、
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濠
田
廣
瀬
先
生
自
東
京
回
謀
冝
園
再
興
以
明
治
乙
酉
二

月
念
有
二
日
設
開
校
式
焉
四
方
諸
賢
来
會
者
太
多
明
忻
然

之
餘
賦
此
以
呈
先
生

村
上
姑
南

淡
子
登
僊
去
卅
年
、
咸
宜
園
閉
寂
寥
然
、
聊
存
遺
跡
吾
唯
蹔
、
盛
継
餘

光
君
好
全
、
旧
令
尹
慙
無
政
告
、
新
先
生
既
有
名
傳
、
諸
賢
来
聚
今
朝

宴
、
開
業
祝
辤
連
幾
篇
、

明
治
十
八
年
廿
二
日
祝
冝
園
再
興
開
校
式

髙
山
雪
叟

當
年
遊
学
士
、
誰
不
説
冝
園
、
三
代
鴻
儒
出
、
四
方
門
弟
繁
、
柳
風
吹
緑

意
、
梅
月
照
香
魂
、
今
日
再
興
主
、
郷
閭
推
之
孫
、

咸
宜
園
興
復
開
校
祝
詞

秋
重
梅
崦

鹿
洞
蹤
存
復
出
師
、
園
林
堂
宇
得
咸
宜
、
蕭
々
竹
冒
春
寒
秀
、
落
々
松

經
臘
雪
歌
、
欵
待
合
歡
茲
具
禮
、
温
柔
之
教
又
興
詩
、
君
看
文
物
粲
然

美
、
満
座
恬
煕
動
祝
詞
、

祝
冝
園
再
興

山
鹿
春
汀

林
禽
檐
雀
喜
聲
頻
、
有
志
功
成
衆
意
伸
、
楚
語
齋
言
知
幾
百
、
滿
堂
賀

客
四
方
人
、祝

咸
冝
園
興
復
開
校
典

石
田
或
鳴

嗣
家
襲
業
素
非
安
、
興
廢
開
荒
事
更
難
、
子
思
能
傳
先
世
道
、
渕
明
早

擲
當
時
官
、
匵
中
美
玉
光
方
現
、
溟
北
大
鵬
勢
欲
搏
、
物
有
盛
衰
花
有

雨
、
桂
林
復
見
月
輪
圑
、

五
岳
老
師
菽
村
詞
兄
書
来
有
咸
冝
園
再
興
之
報
賀
以
小

詩

友
石
盛
郊

竒
才
多
出
淡
翁
門
、
林
外
青
邨
古
竹
園
、
家
学
従
来
傳
奕
丗
、
芳
名
今

日
及
蘭
孫
、
汝
南
月
旦
新
評
起
、
稷
下
生
徒
遺
範
存
、
想
見
春
風
絃
誦

閙
、
喚
醒
猿
鶴
旧
時
魂
、

祝
冝
園
再
興
時
余
在
職
於
佐
賀
縣
不
得
陪
開
校
之
典
賦

此
志
喜
併
謝
有
志
諸
君

髙
取
皆
山

誰
謀
美
擧
欲
云
々
、
果
起
名
園
此
奏
勲
、
不
獨
山
川
推
我
土
、
况
由
都

鄙
仰
斯
文
、
育
英
須
倣
汝
南
俗
、
及
弟
寧
空
冀
北
群
、
能
継
箕
裘
任
尤

重
、
賛
成
功
亦
属
諸
君
、

廣
瀬
先
生
の
開
校
式
を
藝
参
ら
す
と
て

千
秋

ふ
ミ
見
る
に
み
た
れ
ぬ
す
ち
の
道
志
る
へ
た
よ
ら
ぬ
人
の
な
ら
い

と
そ
あ
ら
め宜

園
の
再
興
儀
い
は
ひ
て

公
顕

う
ゑ
お
き
し
こ
と
葉
の
花
い
と
し
を
経
て
わ
か
ふ
る

郷
に
け
ふ
そ
に
ほ
へ
る

廣
瀬
貞
文
ぬ
し
東
京
よ
り
降
り
て
宜
園
を
再
興
し
給
ひ

け
る
と
て
開
校
の
式
を
行
な
は
れ
け
る
莚
に
つ
と
ひ
て

  

足
丗

ふ
る
さ
と
を
な
ほ
も
ハ
す
れ
ぬ
う
く
ひ
す
ハ
ミ
や
こ
の

春
を
つ
け
て
な
く
ら
む

宜
園
開
校
を
賀
し
侍
り
て

清
風
舎
乙
人
年
六
十
有
六

根
芹
つ
む
人

影
多
し
園
の
春

84
‐
146
「
咸
宜
園
学
則
」

（
表
紙
）

明
治
廿
年
十
月
日
改
正

  

咸
宜
園
學
則
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咸
宜
園
規
則

第
一
章

通
則

第
一
條

本
国
ハ
就
學
ノ
志
ヲ
抱
キ
不
得
已
官
公
立

學
校
ニ
就
學
ス
ル
能
ハ
サ
ル
者
ヲ
教
養
シ
左
ノ
三

項
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
其
目
的
ト
ス

一
、
忠
信
ヲ
主
ト
シ
禮
譲
ヲ
重
ズ

一
、
倫
理
ヲ
正
シ
忠
孝
ヲ
励
ム

一
、
知
識
ヲ
擴
メ
事
業
ヲ
立
ツ

第
二
條

役
員
教
員
及
其
職
掌
左
ノ
如
シ

一
、
校
長

一
名

本
校
ノ
全
権
ヲ
掌
リ
校
務
ヲ
統
轄
ス

一
、
幹
事

一
名

校
長
ヲ
輔
佐
シ
校
務
ヲ
幹
理
シ
校
長
不
在
ノ
時

ハ
之
カ
代
理
ヲ
為
ス

一
、
教
師

定
員
ナ
シ

教
務
ヲ
分
掌
シ
教
則
ニ
従
テ
教
授
ノ
事
ヲ
掌
ル

第
三
條

紀
元
節
・
天
長
節
並
ニ
神
武
天
皇
祭
日
ニ
ハ

校
中
ニ
於
テ
祝
筵
ヲ
張
リ
歓
ヲ
國
旗
ノ
下
ニ
盡
ス
ベ
シ

第
四
條

休
業
日
左
ノ
如
シ

但
シ
臨
時
休
業
ハ
其
都
度
掲
示
ス
ヘ
シ

一
、
土
曜
日
午
後

一
、
日
曜
日

一
、
孝
明
天
皇
祭

一
月
三
十
日

一
、
紀
元
節

二
月
十
一
日

一
、
春
季
孝
霊
祭

春
分
日

一
、
神
武
天
皇
祭

四
月
三
日

一
、
夏
季

八
月
一
日
ヨ
リ
同
二
十
日

一
、
秋
季
孝
霊
祭

秋
分
日

一
、
神
嘗
祭

十
月
十
七
日

一
、
淡
窓
祭

十
一
月
一
日

一
、
天
長
節

十
一
月
三
日

一
、
新
嘗
祭

十
一
月
廿
三
日

一
、
冬
季

十
二
月
廿
一
日
ヨ
リ
一
月
九
日
迄

一
、
大
試
験
後

五
日

第
五
條

寄
宿
生
食
費
ハ
一
ヶ
月
金
壹
円
三
十
五
銭
ト
ス

都
合
ニ
ヨ
リ
現
品
ヲ
入
ル
々
モ
妨
ナ
シ

但
シ
物
價
ノ
高
低
ニ
依
テ
増
減
ス
ル
コ
ト
モ
ア
ル
ベ
シ

第
六
條

内
外
生
徒
ハ
授
業
料
ト
シ
テ
金
三
十
五
銭
ヲ
納
ム
可
シ

但
シ
毎
月
十
日
以
内
ニ
徴
収
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

逐
條

毎
日
ノ
授
業
時
間
ハ
六
時
ト
定
メ
土
曜
日
ハ
三
時
ト
ス

第
二
章

學
年
并
ニ
教
則

第
七
條

修
業
年
限
ハ
通
シ
テ
五
ヶ
年
ト
ス

第
八
條

學
年
ハ
一
ヶ
年
前
後
ノ
二
學
期
ニ
分
チ
一
ヶ
年

ヲ
以
テ
學
級
ノ
修
業
期
限
ト
ス

第
九
條

晩
學
或
ハ
不
得
止
事
情
ア
ル
者
ハ
特
ニ
變
則
科

ヲ
設
ケ
一
科
若
ク
ハ
数
科
ヲ
修
業
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

但
シ
校
長
・
幹
事
ニ
於
テ
適
當
ト
認
メ
許
可
シ
タ
ル

者
ニ
限
ル

第
十
條

毎
週
一
回
競
文
會
・
競
算
會
ヲ
開
設
ス

第
十
一
條

毎
週
一
回
會
話
ヲ
催
シ
學
友
相
互
ノ
切
磋

ヲ
ナ
シ
或
ハ
演
説
討
論
ヲ
ナ
サ
シ
ム

第
十
二
條

毎
月
三
回
隊
伍
ヲ
組
ミ
大
原
演
習
ヲ
ナ
サ
シ

ム

第
十
三
條

各
學
期
ノ
學
科
課
程
表
ハ
別
ニ
定
ム
ル
處
ニ
據
ル

第
十
四
條

全
學
科
ヲ
卒
業
シ
尚
留
學
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ

其
望
ム
處
ニ
任
セ
高
等
ノ
學
科
ヲ
授
ク
ル
者
ト
ス

第
十
五
條

各
學
科
授
業
ノ
要
旨
左
ノ
如
シ

第
一
款

修
身

修
身
ハ
人
生
ノ
大
本
ニ
シ
テ
身
ヲ



八
一

立
テ
道
ヲ
行
ヒ

皇
國
ノ
臣
タ
ル
本
分
ヲ
盡
サ

       
シ
ム
ル
ノ
基
礎
ナ
レ
バ
幼
時
ノ
涵
養
尤
緊
要
ナ
リ
ト
ス

       
是
レ
本
校
學
科
ノ
主
項
ニ
置
ク
所
以
ニ
シ
テ
其
教
授

       

ハ
聖
賢
ノ
格
言
ト
徳
行
ト
ニ
依
リ
躬
行
實
践
ヲ
主

       

ト
シ
孝
悌
忠
信
禮
義
廉
恥
等
ノ
事
ヲ
知
ラ
シ
メ

       

倫
理
ヲ
正
シ
大
義
ヲ
明
ニ
シ
己
ヲ
成
シ
物
ヲ
成
ス
ノ

道
ニ
達
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
抑
彼
ノ
經
典
ノ
如
キ
ハ
所

謂
一
字
千
金
ノ
味
ア
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
不
盡
ノ
意
ノ
存

ス
ル
所
ニ
至
リ
テ
ハ
敢
テ
翻
譯
言
語
ノ
及
フ
所
ニ
非

ス
人
々
自
ラ
其
蘊
ヲ
究
ム
ル
ニ
非
レ
バ
道
膄
ヲ
味
フ

コ
ト
ヲ
得
ス
是
各
級
ニ
通
課
シ
テ
温
見
講
讀
殊
ニ
慇

懃
ヲ
加
ヘ
シ
ム
ル
所
以
ナ
リ

  

第
二
款

歴
史

讀
史
ハ
致
知
ノ
一
要
件
ニ
シ
テ
尤
モ

自
國
ノ
事
ヲ
知
ル
ヲ
緊
要
ト
ス
故
ニ
重
複
ヲ
厭

ハ
ズ
各
等
各
級
通
シ
テ
本
邦
ノ
歴
史
ヲ
課
シ
我
國

體
ノ
万
國
ニ
殊
絶
シ
皇
統
一
系
特
リ
君
臣
ノ
義
ア

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
自
ラ
父
子
ノ
親
ヲ
兼
有
シ
万
國
君

臣
ノ
義
ト
異
ナ
ル
者
ア
ル
ヲ
知
ラ
シ
メ
尊
王
愛
國
ノ

志
氣
ヲ
振
起
セ
シ
ム
ル
ヲ
要
ト
ス
次
テ
政
治
ノ
沿

華
風
俗
ノ
變
遷
明
君
賢
相
ノ
効
ア
效
積
忠
臣
義
士

ノ
遺
烈
名
教
ノ
盛
衰
朝
廷
ノ
汚
隆
ニ
影
響
ア
ル

ト
治
亂
安
危
ノ
萠
糵
ス
ル
所
以
ト
ヲ
推
究
シ
身
ヲ

其
中
ニ
置
テ
之
ヲ
處
ス
ル
所
以
ノ
道
ヲ
思
ハ
シ
メ
其

知
識
ヲ
開
達
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
支
那
モ
亦
尤
モ
久
ク

我
國
ト
親
密
ノ
關
係
ア
ル
ヲ
以
テ
併
セ
テ
其
歴
史

ヲ
課
シ
次
テ
萬
國
史
ニ
及
ホ
シ
其
形
勢
ノ
一
班
ヲ

知
ラ
シ
メ
ン
ト
ス

第
一
年
生

第
三
款

文
學

文
學
科
豫
科
素
讀
ノ
要
ハ
文
字

ノ
音
訓
句
讀
ノ
断
讀
ヲ
明
ニ
シ
務
メ
テ
讀
法
ヲ
正

ク
ス
ル
ニ
ア
リ
其
教
法
四
級
三
級
ハ
授
讀
シ
二
級

下
級
ハ
自
カ
ラ
讀
マ
シ
ム
其
作
文
ノ
要
ハ
思
想
ヲ
表

彰
シ
事
実
ヲ
記
述
シ
以
テ
百
般
ノ
世
務
ニ
應
ス
ル
ニ

ア
リ
故
ニ
文
題
ハ
務
メ
テ
實
用
ニ
適
ス
ル
者
ヲ
擇
ミ

假
名
交
文
及
ビ
書
簡
文
公
用
文
今
世
ノ
文
體

ニ
倣
ヒ
漢
文
ハ
古
雅
ノ
文
躰
ヲ
学
バ
シ
メ
専
ラ

簡
明
着
實
ヲ
主
ト
ス
詩
ハ
韻
調
正
雅
趣
味
優

      

□
□

美
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
凡
詩
文
ヲ
學
ブ
ニ
ハ
例
格
ニ
依

ラ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
故
ニ
各
級
通
ジ
テ
古
文
ノ
作
例
ヲ
配

課
シ
講
讀
ノ
後
暗
誦
暗
書
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

  

第
四
款

英
語

英
語
ハ
其
用
殊
ニ
廣
キ
外
國
語
ニ

シ
テ
今
世
要
用
ノ
者
タ
リ
故
ニ
各
級
通
ジ
テ
之
ヲ
課

シ
其
綴
字
ハ
英
語
ヲ
教
ユ
ル
ノ
始
ニ
於
テ
文
字
ノ
名

及
音
母
音
子
音
ノ
區
別
字
音
ノ
分
方
音
符

用
法
等
ヲ
授
ケ
以
テ
發
音
ヲ
正
ク
ス
ル
ヲ
旨
ト
ス
稍
習

熟
ス
ル
ノ
後
ハ
教
師
自
ラ
單
語
短
句
ヲ
唱
へ
生
徒
ヲ

シ
テ
或
ハ
之
ヲ
分
音
和
誦
セ
シ
メ
或
ハ
之
ヲ
書
取
ラ

シ
メ
以
テ
綴
字
ノ
法
ヲ
會
得
セ
シ
メ
且
ツ
時
々
單
語
ノ

簡
易
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
摘
採
シ
其
譯
語
ヲ
授
以
テ
譯
讀
ノ

階
梯
タ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
其
讀
方
ハ
音
聲
ノ
抑
揚
句

讀
ノ
断
讀
ヲ
明
ニ
シ
以
テ
法
讀
ヲ
正
ク
シ
聴
者
ヲ
シ

テ
容
易
ク
音
義
ヲ
會
得
セ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
且
ツ
誦

讀
ノ
際
音
調
ヲ
正
ク
シ
状
貌
ヲ
整
ヘ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
務

ム
ベ
シ
其
讀
譯
ハ
讀
方
ヲ
課
ス
ル
ノ
際
之
ヲ
授
ク
其

要
ハ
英
語
ヲ
邦
語
ニ
譯
シ
意
義
ヲ
了
解
セ
シ
ム
ル
ニ

在
リ
其
譯
ス
ル
所
ノ
語
句
ハ
自
ラ
章
ヲ
ナ
シ
或
ハ
之
ヲ

誦
シ
或
ハ
之
ヲ
筆
シ
得
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
シ

其
讀
書
ハ
讀
方
譯
讀
ヲ
兼
子
授
ク
ル
者
ト
ス
之

ヲ
授
ク
ル
ニ
ハ
生
徒
ヲ
シ
テ
讀
方
ヲ
正
シ
ク
シ
章
句
ヲ



八
二

誦
讀
セ
シ
メ
教
師
其
意
義
ヲ
講
明
シ
或
ハ
生
徒

ヲ
シ
テ
之
ヲ
解
釋
セ
シ
メ
遂
ニ
直
讀
以
テ
其
意
義

ヲ
了
解
ス
ル
ノ
力
ヲ
鞏
固
ナ
ラ
シ
メ
實
用
ヲ
助
ク
ル
ニ
ア
リ

其
習
字
ハ
字
形
鮮
明
ニ
シ
テ
運
筆
快
捷
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ

要
ス
故
ニ
先
ツ
姿
勢
執
筆
ノ
法
ヲ
授
ケ
次
ニ
大
字
細

字
ノ
書
法
ヲ
教
ヘ
漸
ク
運
筆
速
寫
ニ
習
熟
セ
シ
ム
ベ

シ
其
作
文
ハ
先
ツ
卑
近
の
文
題
ニ
就
テ
簡
易
ノ
文

章
ヲ
作
ラ
シ
メ
、
或
ハ
填
語
正
語
ノ
法
ヲ
用
ヰ
テ
作
例

ヲ
知
ラ
シ
メ
作
文
ノ
思
想
漸
進
ム
ニ
及
ヒ
日
用
適
切
ノ

題
ヲ
與
ヘ
記
事
文
書
牘
文
等
ヲ
作
ラ
シ
メ
又
時
々

簡
易
ノ
和
文
ヲ
驛
セ
シ
ム

 

第
五
款

算
術

算
術
ハ
百
般
ノ
學
術
日
用
ノ
計
算

ニ
缺
ク
ベ
カ
ラ
サ
ル
者
ナ
リ
故
ニ
之
ヲ
授
ク
ニ
ハ
数
理
ヲ
推
究
シ

術
語
ヲ
解
釋
シ
法
則
ヲ
論
證
シ
傍
ラ
簡
法
ニ
通
セ
シ

ム
ル
ハ
勿
論
實
際
適
切
ノ
問
題
ヲ
與
ヘ
テ
其
應
用
ヲ

試
ミ
施
算
正
確
ニ
シ
テ
且
ツ
迅
速
ナ
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス

 

第
六
款

代
数

代
数
ハ
記
號
字
母
ヲ
用
ヰ
テ
施
算
ノ

繁
冗
ヲ
省
キ
一
術
ヲ
以
テ
許
多
ノ
問
題
ニ
活
用
ス
ル
ノ
便

ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
数
理
ヲ
詳
明
ニ
ス
ル
ノ
関
鍵
ニ
シ
テ
数
學

ノ
一
基
本
ト
ナ
ル
者
ナ
レ
バ
殊
ニ
順
序
ヲ
正
ク
シ
テ
理
論

ヲ
推
究
セ
シ
ム
ベ
シ

 

第
七
款

幾
何

幾
何
ハ
線
面
角
體
ノ
性
質
関
係

及
其
測
度
法
ヲ
推
究
ス
ル
者
ニ
シ
テ
物
ノ
長
短
容
積

等
ヲ
精
測
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
思
想
ヲ
綴
密
ニ
シ

推
理
判
断
等
ノ
力
ニ
養
成
ス
ル
者
ナ
レ
バ
之
ヲ
説
明
ス
ル

ニ
ハ
最
詳
細
精
確
ナ
ル
ヲ
旨
ト
ス
又
常
用
曲
線
ハ
普

通
ノ
曲
線
ヲ
撰
ビ
テ
之
ヲ
授
ケ
其
大
畧
ヲ
知
ラ
シ
ム
ベ
シ

第
八
款

三
角
法

三
角
法
ハ
八
線
ノ
性
質
関
係
及

三
角
形
ノ
測
定
法
ヲ
推
究
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
土
地
ノ
高
低

遠
近
等
ヲ
測
量
ス
ル
如
キ
モ
亦
多
ク
ハ
此
科
ニ
資
ス

之
ヲ
授
ク
ル
ニ
ハ
務
メ
テ
精
密
ヲ
旨
ト
シ
理
論
實
算

并
進
マ
シ
ム
ベ
シ

  

第
九
款

地
理

地
理
ハ
學
術
及
生
業
上
必
須
用
ノ

者
ナ
リ
之
ヲ
授
ク
ル
ノ
法
日
本
地
誌
ニ
於
テ
ハ
全
國
ノ
位
置

廣
褒
形
勢
氣
候
人
民
邦
制
上
ノ
區
劃
等
ヨ
リ
各
州

ノ
疆
域
形
勢
物
産
人
口
人
情
風
俗
郡
區
都
邑
ニ

及
シ
萬
國
地
誌
ニ
於
テ
ハ
海
外
諸
國
ノ
疆
域
形
勢

氣
候
物
産
人
種
風
俗
都
邑
等
の
概
畧
ヲ
以
テ
シ
専

ラ
暗
記
ヲ
主
ト
ス

  

第
十
款

物
理

物
理
ハ
宇
宙
萬
有
形
態
上
ノ
規

象
ヲ
講
明
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
用
極
メ
テ
大
ナ
リ
ト
雖
教

授
器
械
等
ノ
具
備
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
特
ニ
其
大
畧
ヲ
授

ケ
諸
物
性
本
原
法
則
等
ヲ
暗
記
セ
シ
ム
ベ
シ

  

第
十
一
款

化
學

化
學
ハ
天
地
間
ニ
散
在
セ
ル
萬

物
即
チ
金
属
非
金
属
ノ
結
搆
形
状
ヲ
明
カ
ニ
シ
諸
元

素
ノ
成
立
及
功
用
ヲ
説
キ
自
ラ
造
化
ノ
妙
境
ニ
逍
遥

セ
シ
ム
ル
者
ナ
レ
バ
理
學
ト
齋
シ
ク
試
験
の
要
必
ナ
ル
ハ
更

ニ
多
言
ヲ
待
タ
ス

  

第
十
二
款

生
理

生
理
ハ
人
身
全
部
ノ
構
成
組
織

ト
兼
テ
壮
健
軟
弱
ノ
相
別
ル
ル
所
以
ノ
原
理
ヲ
説
キ
身

體
ノ
摂
養
健
全
及
ビ
飲
食
睡
眠
過
不
足
ノ
利
害

ヲ
明
カ
ニ
ス
ル
ノ
學
ナ
レ
バ
時
々
禽
獣
虫
魚
各
物
ニ
就
キ

解
剖
ヲ
施
シ
勉
メ
テ
實
地
ノ
活
用
ヲ
重
ズ
ル
者
ト
ス

  

第
十
三
款

経
濟
學

経
濟
學
ハ
國
家
貧
富
盛
衰
ノ
基

礎
ノ
由
テ
生
ズ
ル
學
科
ナ
レ
ハ
百
科
中
最
モ
必
需
ナ
ル
者
ト
ス
故
ニ
冨
ノ
原

理
ヨ
リ
生
産
及
ビ
消
費
供
給
需
用
利

益
勤
労
等
ノ
諸
則
ニ
及
ボ
シ
結
ブ
ニ
通

商
貿
易
日
常
ノ
要
務
ヲ
以
テ
ス
其
用
書

ハ
フ
オ
セ
ツ
ト
氏
ノ
著
述
ニ
依
ル



八
三

  

第
十
四
款

圖
画

圖
画
ハ
美
術
ノ
一
ニ
シ
テ
美
ハ
心
志
ヲ
シ
テ
緻
密
ナ
ラ
シ
ム
ル
者

ナ
レ
バ
普
通
科
ニ
ハ
欠
ク
可
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ

自
在
画
法
ヨ
リ
延
テ
幾
何
画
投
影
法

等
ヲ
授
ク
ル
者
ト
ス

  

第
十
五
款

習
字

習
字
ハ
筆
力
遵
勁
ニ
シ
テ
字
形

正
雅
ナ
ル
ヲ
要
シ
大
字
・
細
字
ノ
書
法
及
速
寫
法

ヲ
習
練
セ
シ
メ
日
用
ノ
應
用
ヲ
旨
ト
ス
ベ
シ

  

第
十
六
款

體
操

體
操
ノ
要
ハ
身
體
ノ
発
育
ヲ
平

等
ニ
シ
テ
健
康
ヲ
保
全
シ
精
神
ヲ
シ
テ
活
発
ナ
ラ
シ
メ

紀
律
ニ
服
シ
事
ニ
耐
得
シ
ム
ル
ニ
ア
リ
故
ニ
歩
兵
操
練

撃
剣
等
ヲ
演
習
セ
シ
ム

第
三
章

試
験
規
則

第
十
六
條

試
験
ヲ
別
テ
小
試
験
大
試
験
ノ
二
種
ト
ス

第
十
七
條

小
試
験
ハ
各
科
修
行
ノ
進
度
ヲ
計
リ
一
期
内

  

三
度
乃
至
五
度
臨
時
ニ
之
ヲ
行
ヒ
其
優
劣
ヲ
判
シ
テ
坐

  

次
ヲ
進
退
ス

第
十
八
條

大
試
験
ハ
六
月
十
二
月
之
ヲ
施
行
シ
期
中

（
前
後
ノ
各
學
期
ヲ
云
）
修
學
セ
シ
學
科
ヲ
試
ミ
其
等
級
ヲ

定
ム

第
十
九
條

試
験
ノ
優
劣
ハ
點
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
評
ス
其
評

點
ハ
各
科
定
點
平
均
四
分
ノ
三
ニ
滿
ル
者
ヲ
及
第
ト
ス
ト

唯
一
科
四
分
ノ
一
未
滿
ノ
者
ア
ル
モ
ノ
ハ
落
第
ト
ス

但
シ
四
分
一
未
滿
ノ
科
ア
ル
者
ト
雖
平
生
ノ
勉
強
ニ
依
リ

試
補
生
ト
シ
テ
上
級
ニ
編
入
シ
置
キ
其
科
目
ヲ
専
修
セ

シ
メ
臨
時
試
験
ヲ
行
ヒ
昇
級
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
廿
條

大
試
験
ニ
於
テ
ハ
小
試
験
得
點
ヲ
度
数
ニ
テ
約

シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
小
試
験
割
合
點
ト
シ
テ
加
ル
モ
ノ
ト
ス

第
廿
一
條

試
験
ノ
節
ハ
學
科
ノ
外
受
業
日
数
ヲ
加
ヘ
ン

第
廿
二
條

小
試
験
ニ
際
シ
疾
病
等
止
ヲ
得
サ
ル
事
由
ア
リ

テ
欠
席
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
其
次
回
若
ク
ハ
前
面
ノ
月
次
試
験
得

點
五
分
ノ
二
ヲ
與
フ
ル
モ
ノ
ト
ス

但
欠
課
半
数
ニ
及
ブ
コ
ト
ハ
此
限
ニ
非
ズ

第
廿
三
條

大
試
験
ニ
欠
席
シ
タ
ル
者
ト
雖
小
試
験
得

點
多
数
ノ
者
ハ
欠
度
シ
タ
ル
事
由
ヲ
悉
シ
特
別
試
験
ヲ

行
フ
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
廿
四
條

諸
科
優
等
ノ
者
ハ
臨
時
抜
擢
試
験
ヲ
行
ヒ

昇
級
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
廿
五
條

落
第
三
席
ニ
及
ブ
モ
ノ
ハ
退
校
ヲ
命
ズ

第
廿
六
條

大
試
験
成
績
優
等
ノ
者
ニ
ハ
褒
賞
ヲ
與
フ
ル

コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
廿
七
條

試
験
問
題
ハ
難
易
ニ
依
リ
嚴
ニ
時
間
ヲ
限
リ

之
ヲ
課
ス
ベ
シ

第
廿
八
條

各
科
試
験
法
要
畧
左
ノ
如
シ

  

第
一
款

修
身
科

試
験
問
題
下
級
（
二
年
生
以
下
ヲ
云
）
ハ
格

  

言
及
實
事
ノ
暗
記
各
一
題
應
用
一
題
ヲ
筆
答

  

又
ハ
口
答
ヲ
ナ
サ
シ
ム
上
級
（
三
年
生
以
上
ヲ
云
）
ハ
經
典
中
一
章
若
ク

  

ハ
一
節
ヲ
撰
擇
シ
二
問
ヲ
與
ヘ
講
釋
又
ハ
訓
點
訓

  

解
ヲ
ナ
サ
シ
メ
及
ヒ
應
用
一
題
ヲ
筆
答
セ
シ
ム

  

但
シ
修
身
科
ノ
評
點
ハ
定
點
四
分
ノ
一
ヲ
豫
メ
品

  

行
點
ニ
充
テ
平
素
ノ
行
状
ニ
照
シ
斟
酌
シ
テ
之
ヲ

  

與
フ
ル
モ
ノ
ト
ス

  

第
二
款

歴
史
ハ
訓
點
訓
解
一
問
暗
記
三
問
ヲ

  

筆
答
セ
シ
ム

  
第
三
款

文
學
下
級
ハ
書
牘
中
一
文
或
ハ
数
文
ヲ

  
諳
誦
諳
書
セ
シ
メ
其
作
文
ハ
書
簡
文
公
用
文
各
一



八
四

 

題
ヲ
課
シ
上
級
ハ
詩
文
各
一
題
並
文
章
軌
範
一

 
文
唐
詩
選
一
首
乃
至
三
首
ヲ
諳
誦
諳
書
セ
シ
ム

 

第
四
款

英
語
科
其
讀
書
ハ
一
年
前
後
學
期
ノ
者

 

ハ
既
讀
ノ
書
中
緊
要
ノ
簡
所
ヲ
擇
ヒ
音
讀
上
譯
讀

 

セ
シ
メ
二
年
生
以
上
ハ
既
讀
書
及
ヒ
未
讀
書
ニ
就
キ
直

 

讀
講
義
セ
シ
ム
尤
未
讀
書
ハ
暫
ノ
自
習
時
間
ヲ
與

 

フ
其
習
字
ハ
各
級
適
宜
ノ
字
数
ヲ
定
メ
席
上
諸
躰

 

ヲ
揮
寫
セ
シ
ム
其
書
取
ハ
書
中
緊
要
ノ
章
句
ヲ
擇
ヒ

 

教
師
之
ヲ
暗
誦
シ
筆
記
セ
シ
メ
其
會
話
ハ
言
語
ノ

 

當
差
巧
拙
ヲ
諦
聴
シ
其
優
劣
ヲ
判

 

第
五
款

算
術
代
数
幾
何
三
角
法
等
ハ
各
四
問
題

 

ヲ
與
ヘ
筆
答
セ
シ
メ
数
理
法
則
等
モ
並
記
セ
シ
ム

 

第
六
款

地
理
ハ
暗
記
四
問
ヲ
筆
答
又
ハ
口
答
ヲ
ナ
サ

 

シ
ム

 

第
七
款

物
理
ハ
諸
物
性
本
原
法
則
等
ニ
就
キ
諳

 

記
四
問
ヲ
筆
答
セ
シ
ム

 

第
八
款

化
學
ハ
暗
記
四
問
ヲ
筆
答
セ
シ
ム

 

第
九
款

生
理
ハ
三
問
ヲ
筆
答
ト
シ
一
問
ハ
解
剖
ヲ
実

 

施
シ
テ
之
カ
明
解
ヲ
下
サ
シ
ム

 

第
十
款

経
濟
學
ハ
諸
原
則
等
必
需
ノ
四
問
ヲ
第
答
セ
シ
ム

 

第
十
一
款

圖
画
ハ
画
本
或
ハ
實
物
ニ

 

就
キ
一
問
ヲ
與
ヘ
テ
之
ヲ
写
サ
シ
ム

 

第
十
二
款

習
字
ハ
各
級
適
宜
ノ
字
数
ヲ
定
メ
大
字

 

ノ
揮
寫
及
ヒ
細
字
ノ
速
寫
ヲ
ナ
サ
シ
ム

 

第
十
三
款

體
操
科
ハ
数
人
又
ハ
一
人
毎
ニ
其
技
ヲ
演

 

セ
シ
ム
技
術
ノ
巧
拙
ヲ
撿
ス

第
廿
九
條

一
期
ノ
學
科
ヲ
卒
リ
試
験
ヲ
全
フ
セ
シ
者
ニ
ハ

第
一
号
書
式
ノ
証
書
ヲ
授
與
シ
全
期
ノ
學
科
卒
業

ノ
者
ニ
ハ
第
二
号
ノ
証
書
ヲ
授
與
ス
ベ
シ

第
四
章

入
校
退
校
規
則

第
三
十
條

入
校
生
ノ
年
齢
ハ
十
四
歳
以
上
ト
ス

但
シ
年
齢
未
滿
ト
雖
尋
常
小
學
卒
業
ノ
者
ハ
時
宜

ニ
依
リ
入
校
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
三
十
一
條

入
校
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
寮
監
ニ
就
其
手
續
ヲ

承
合
シ
タ
ル
後
親
戚
族
知
巳
ノ
紹
介
ヲ
以
テ
校
長
又
ハ
幹

事
ヘ
申
出
許
可
ヲ
得
ヘ
シ

但
シ
他
府
縣
人
ハ
身
許
引
受
人
ノ
証
書
ヲ
要
ス

第
三
十
二
條

毎
月
三
日
十
六
日
ヲ
以
テ
入
校
日
ト
定
ム

第
三
十
三
條

入
校
許
可
ノ
上
ハ
左
ノ
文
例
ニ
依
リ
履
歴
書

ヲ
差
出
シ
試
験
ヲ
受
ケ
等
級
編
入
ヲ
乞
フ
ヘ
シ

文
例

履
歴
書

縣
國
郡
區
町
村
名
番
地

華
士
族
平
民
誰
子
弟
又
ハ
戸
主

姓

名

何
年
何
月
出
生

一
、
何
年
何
月
ヨ
リ
何
年
何
月
迄
何
地
官
・
公
・
私
立
何
學
校

へ
入
リ
教
師
何
誰
ニ
従
ヒ
何
學
科
ヲ
修
メ
何
級
ヨ
リ
何
級

何
府
縣
華
士
族
平
民

姓

名

甲
番
号

年

齢

乙年
月
日

大
分
縣
豊
後
国
日
田
郡
豆
田

私
立
咸
宜
園

校
長
何
某

印

何
府
縣
華
士
族
平
民

姓

名

番
号

年

齢

本
校
制
定
全
科
卒
業
候事

年
月
日

大
分
縣
豊
後
国
日
田
郡
豆
田

私
立
咸
宜
園

校
長

何
某

印

第
二
号
書
式

印割

印割

第
一
号
書
式
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五

迄
卒
業
其
用
書
何
々

一
、
何
年
何
月
ヨ
リ
何
地
ニ
於
テ
何
々
奉
職
何
年
何
月
辞

職
又
ハ
免
職

一
、
何
年
何
月
何
々
ノ
件
ニ
依
テ
受
賞
或
ハ
受
罰

一
、
實
養
父
祖
父
兄
弟
姓
名
及
ビ
其
存
亡

右
之
通
相
違
無
之
候
也

第
三
十
四
條

官
立
公
立
及
私
立
學
校
ニ
テ
退
校
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ

ル
者
ハ
入
校
ヲ
許
サ
ズ

但
シ
私
立
學
校
ニ
於
テ
退
校
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ハ
事
宜
ニ

依
リ
許
可
ス
ル
コ
ト
モ
ア
ル
ヘ
シ

第
三
十
五
條

退
校
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
其
事
由
ヲ
記
シ
親
族

連
署
ノ
上
願
出
許
可
ヲ
得
ヘ
シ

第
三
十
六
條

帰
省
又
ハ
外
出
ノ
者
三
十
日
毎
ニ
其
理
由
ヲ
届

出
サ
ル
ト
キ
ハ
退
校
ト
見
傚
シ
除
名
ス

第
三
十
七
條

校
長
幹
事
ノ
意
見
ヲ
以
テ
事
由
ヲ
明
示
セ
ズ

退
校
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
五
章

寮
内
規
則

第
三
十
八
條

校
舎
ヲ
分
テ
役
員
教
員
詰
間
・
書
籍
室
・

講
堂
・
教
場
・
當
直
室
・
應
接
間
・
寄
宿
所
・
食
堂
等
ノ
数
個
ト

シ
其
寄
宿
所
ヲ
称
シ
テ
寮
ト
シ
寮
ヲ
分
テ
各
舎
ト
ス

第
三
十
九
條

學
生
中
校
長
・
幹
事
の
特
撰
ヲ
以
テ
左
職
員

ヲ
置
ク

一
、
寮
監

一
名

役
員
教
師
耳
目
ノ
及
バ
ザ
ル
所
ヲ
輔
佐
シ
諸
職

一
、
監
察

一
名

學
生
ノ
品
行
並
學
費
遺
拂
ノ
多
寡
ヲ
査
察

セ
シ
ム

一
、
舎
長

数
名

寮
監
ヲ
輔
佐
シ
學
生
ニ
率
先
シ
室
内
諸
事
ヲ

整
理
セ
シ
ム

一
、
助
教

数
名

一
、
教
師
ヲ
助
ケ
或
學
科
ノ
教
授
ヲ
分
擔
セ
シ
ム

一
、
會
計
監

二
名

校
内
ニ
関
ス
ル
金
銭
ノ
出
納
及
學
生
授
業
料

収
納
ノ
事
ヲ
取
扱
ハ
シ
ム

一
、
当
直

数
名

學
生
ノ
出
入
外
来
ノ
應
接
並
ニ
洒
掃
者
ヲ
監

督
シ
朝
夕
二
度
ノ
在
否
點
撿
ヲ
掌
ル

一
、
録
事

一
名

諸
記
録
及
ヒ
諸
表
簿
編
纂
等
ノ
事
ヲ
掌
ル

第
四
十
條

學
生
中
隊
伍
ヲ
編
制
シ
規
則
ヲ
正
シ
諸
事

互
ニ
保
任
セ
シ
ム

第
四
十
二
條

出
寝
入
寝
ノ
時
ハ
講
堂
ニ
上
リ
名
札
を
反
シ

點
撿
ヲ
受
ク
ベ
シ

但
シ
上
校
下
宿
ノ
時
モ
名
札
ヲ
反
ス
ヘ
シ

第
四
十
三
條

學
校
ハ
最
清
潔
ヲ
要
ス
ヘ
キ
ニ
ヨ
リ
内
外
洒
掃

ヲ
怠
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
且
ツ
土
曜
日
毎
ニ
大
洒
掃
ヲ
ナ
ス
ベ
シ

第
四
十
四
條

洒
掃
番
ハ
職
員
ヲ
除
ク
ノ
外
順
點
従
事
セ
シ
ム

第
四
十
五
條

晝
間
褥
類
ヲ
展
列
ス
ヘ
カ
ラ
ズ
、
但
シ
疾
病
ニ
罹

ル
者
ハ
此
限
ニ
非
ス
ト
雖
其
旨
ヲ
詰
間
へ
届
出
ヘ
シ

第
四
十
六
條

室
内
ニ
於
テ
角
抵
騒
動
ハ
勿
論
小
説
稗
史

ヲ
讀
之
猥
褻
ノ
談
話
ヲ
ナ
ス
等
渾
テ
他
生
勤
学
ノ
妨

外
ト
ナ
ル
所
為
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス

第
四
十
七
條

室
内
ニ
於
テ
焚
火
ヲ
為
ス
ハ
勿
論
火
ヲ
蓄

ヘ
タ
ル
儘
外
出
又
ハ
就
民
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
ス

第
四
十
八
條

外
来
人
ハ
親
戚
朋
友
ト
雖
必
ス
應
接
間
ニ
於

テ
接
見
シ
之
ヲ
室
内
ニ
引
カ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
詰
間
ノ
許

可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
四
十
九
條

畳
類
ヲ
焼
燬
シ
或
ハ
障
子
壁
等
破
壊
シ

又
ハ
楽
書
シ
其
他
校
用
ノ
什
器
庭
園
ノ
樹
木
ヲ
損
傷



八
六

シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
償
還
セ
シ
ム
、
若
シ
本
人
分
明
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ

其
関
係
ア
ル
各
室
ノ
モ
ノ
ヲ
シ
テ
共
擔
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

但
シ
時
機
ニ
ヨ
リ
補
修
料
ヲ
納
メ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
五
十
條

出
寝
入
寝
喫
食
就
業
遊
歩
等
ノ
時
限
ハ

日
ノ
長
短
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
定
メ
其
都
度
掲
示
ス
ベ
シ

第
五
十
一
條

毎
日
職
員
中
輪
點
当
直
ヲ
置
キ
起
臥

就
業
等
ノ
報
告
ヲ
首
メ
日
常
各
般
ノ
事
務
ヲ
掌

ラ
シ
ム第

六
章

生
徒
心
得

第
五
十
二
條

生
徒
入
校
ノ
上
ハ
教
養
主
旨
ノ
三
項
ヲ

躰
認
シ
総
テ
師
命
ヲ
奉
シ
諸
職
員
ノ
指

示
ニ
従
ヒ
規
則
ヲ
遵
守
ス
ヘ
シ

第
五
十
三
條

毎
月
末
並
ニ
學
期
末
ニ
ハ
受
業
独
習
共
修

業
届
ヲ
差
出
ベ
シ

第
五
十
四
條

在
學
中
節
儉
ヲ
主
旨
ト
シ
市
店
ニ
立
寄

飲
食
ス
ル
等
ノ
コ
ト
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ

但
シ
大
祭
日
祝
日
及
毎
月
第
一
土
曜
日
第
三

土
曜
日
ニ
限
リ
校
内
ニ
於
テ
菓
肉
ヲ
食
ス
ル

ハ
妨
ナ
シ

第
五
十
五
條

在
校
中
金
銭
物
品
ヲ
貸
借
シ
又
ハ
掛
買

ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
禁
ス

但
シ
必
用
ノ
物
品
ニ
限
リ
一
時
止
ム
ヲ
得
貸

借
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
詰
間
ニ
伺
出
許
可
ヲ
受

ク
ヘ
シ

第
五
十
六
條

傳
染
病
若
ク
ハ
厭
悪
ス
ヘ
キ
病
症
ニ
罹
ル
者

ハ
外
宿
ヲ
命
シ
又
ハ
上
校
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
五
十
七
條

晨
起
後
直
ニ
衾
褥
ヲ
収
メ
机
案
坐
席
ヲ

整
理
シ
假
ニ
モ
不
潔
ノ
コ
ト
ナ
キ
様
ニ
注
意
ス
ベ
シ

第
五
十
八
條

乱
臥
裸
躰
乱
便
足
等
ノ
処
行
ス
ル
ベ
カ
ラ
ズ

第
五
十
九
條

授
業
又
ハ
外
出
ノ
時
ハ
洋
服
若
ク
ハ
袴
ヲ

着
用
ス
ベ
シ

但
シ
外
出
ノ
時
ハ
校
章
付
ノ
帽
子
ヲ
載
ク
ベ
シ

第
六
十
條

入
湯
其
他
散
歩
ノ
時
ハ
伍
列
長
之
ヲ
引

率
ス
ベ
シ

第
六
十
一
條

坐
班
ハ
諸
職
員
ヲ
上
ト
シ
次
ハ
等
級
ノ
高
下

ニ
従
ヒ
同
級
生
ハ
試
験
得
点
ノ
多
少
ニ
依
リ
同

点
数
ノ
者
ハ
年
ノ
長
幼
ニ
依
ル
ベ
シ

第
六
十
二
條

寄
宿
又
ハ
外
出
ヲ
要
ス
ル
者
ハ
其
由
ヲ
記

シ
舎
長
・
寮
監
ノ
奥
書
ヲ
乞
ヒ
當
直
ヲ
經
テ
詰

間
ニ
願
出
テ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

第
六
十
三
條

俄
ニ
発
シ
タ
ル
急
用
ノ
外
歸
宿
外
出
ハ
休

業
日
ニ
於
テ
シ
其
願
書
ハ
前
日
迄
ニ
差
出
ベ
シ

第
六
十
四
條

外
出
歸
宿
ノ
者
願
済
ノ
時
間
ヲ
經
過

シ
上
校
ス
ル
時
ハ
事
由
ヲ
詳
記
シ
其
証
據
書
ヲ

添
ヘ
詰
間
ニ
届
出
テ
處
分
ヲ
待
ツ
ヘ
シ

第
六
十
五
條

病
氣
又
ハ
事
故
ア
リ
テ
欠
課
ス
ル
者
ハ
其
由

ヲ
記
シ
舎
長
・
寮
監
ノ
奥
書
ヲ
乞
當
直
ヲ
經
テ
授

業
時
間
前
詰
間
ニ
届
出
ベ
シ

但
シ
一
課
タ
リ
ト
モ
病
氣
ニ
テ
欠
課
ス
ル
ト
キ
ハ
當

日
ノ
外
出
ヲ
禁
ズ
、
若
シ
病
用
ノ
為
外
出
ヲ
要

ス
ル
者
ハ
願
出
許
可
ヲ
受
ケ
歸
校
ノ
上
医
師

ノ
診
断
書
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

第
六
十
六
條

各
自
ノ
物
品
ニ
ハ
必
ス
自
己
ノ
姓
名
ヲ
明
記

ス
ヘ
シ

但
シ
姓
名
記
載
ナ
キ
モ
ノ
ハ
假
令
破
壊
紛
失

等
ノ
患
ア
ル
モ
他
人
ニ
向
テ
譴
責
ス
ル
ヲ
得
ズ

第
六
十
七
條

通
學
生
ハ
必
ズ
授
業
時
間
前
上
校
ス
ベ
シ

第
六
十
八
條

授
業
用
書
籍
・
器
械
並
ニ
食
器
夜
具
類
ハ

各
自
之
ヲ
用
意
ス
ベ
シ
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七

但
シ
書
籍
・
器
械
本
校
備
有
ノ
分
ハ
貸
與
ス

ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
六
十
九
條

授
業
点
撿
喫
食
等
時
間
報
告
後
ハ

 

五
分
以
内
必
着
席
ス
ベ
シ

第
七
十
條

授
業
又
ハ
喫
食
ノ
時
ニ
ハ
假
ニ
モ
不
行
儀
ノ

コ
ト
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ

第
七
章

勧
懲
例

第
七
十
一
條

勉
強
尤
抜
群
、
品
行
尤
端
正
ナ
ル
者
ニ
ハ

左
ノ
區
別
ニ
従
テ
之
ヲ
勧
奨
ス

一
、
擇
席

室
内
ノ
坐
席
希
望
ニ
任
セ
之
ヲ
授
ク
ル
ヲ
云

二
、
品
行
點
特
與

定
點
ノ
外
特
別
ニ
與
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
云

三
、
免
役

校
中
一
切
ノ
雑
役
ヲ
免
除
ス
ル
ヲ
云

四
、
特
許
坐
班

等
級
年
齢
ニ
拘
ラ
ズ
坐
班
ヲ
進
ム
ル
ヲ
云

五
、
賞
賜

賞
品
授
與
ス
ル
ヲ
云

第
七
十
二
條

規
則
ヲ
犯
シ
若
ク
ハ
徳
誼
ヲ
破
ル
者
ハ

左
ノ
区
別
ニ
従
テ
之
ヲ
懲
戒
ス

一
、
諭
戒

二
、
寫
字

三
、
洒
掃

四
、
禁
足

五
、
退
校

第
七
十
三
條

校
ノ
内
外
ヲ
問
ハ
ズ
不
良
ノ
行
為
ア
ル
ト
キ
ハ

規
則
ニ
明
文
ナ
キ
コ
ト
ト
雖
渾
テ
德
誼
ヲ
破
ル
ヲ
以

    

テ
處
分
ス

第
七
十
四
條

一
ヶ
月
中
禁
足
ノ
處
分
ヲ
受
ル
三

度
ニ
及
フ
者
ハ
退
校
セ
シ
ム

84
‐
147
「
学
術
雑
誌
出
版
条
例
ニ
依
リ
出
版
並
ニ
手
続
省
略
」

  

斈
術
雜
誌
出
版
条
例
ニ
依
リ
出
版
並
ニ
手
續
省
略
願

一
、
咸
宜
園

右
專
ラ
詩
文
和
歌
傳
記
ノ
斈
術
ニ
関
ス
ル
事
項
ラ
記
載
シ
毎

月
一
回
發
行
致
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
候
處
出
版
条
例
ニ
依
リ
出
版
致
シ

且
仝
條
例
第
三
条
ノ
日
限
ニ
不
拘
其
出
版
ノ
都
度
御
届
ニ
不
及

發
行
前
製
夲
ノ
ミ
相
納
候
様
致
度
此
叚
相
願
候
也

  

明
治
廿
二
年
十
一
月
三
十
日

東
京
牛
込
區
町
弐
丁
目
廿
番
地

  

編
輯
者
兼

             

発
行
者

竹
内
菊
五
郎
（
印
）

  

内
務
大
臣
伯
爵
山
縣
有
朋
殿

願
之
聞
届
ク

明
治
廿
二
年
十
二
月
五
日

内
務
大
臣
伯
爵
山
縣
有
朋
（
内
務
大
臣
之
印
）

84
‐
148
「
宜
園
文
庫
創
立
趣
意
書
草
案
」

  

宜
園
文
庫
創
立
趣
意
書
草
案

咸
宜
園
ノ
名
天
下
ニ
聞
フ
ル
ヤ
久
矣
、
往
時
淡
窓
先
生
弱

冠
閭
塾
ヲ
開
キ
帷
ヲ
下
シ
テ
教
授
セ
ラ
ル
丶
ヤ
青
袴
ノ
士

遠
近
来
リ
學
フ
者
前
後
三
千
餘
人
星
霜
實
ニ
五
十

年
ニ
及
ヘ
リ
、
旭
荘
・
青
邨
・
林
外
三
先
生
衣
鉢
相
傳
ヘ

箕
裘
（+
竹
冠
）
相
継
テ
育
英
ノ
任
ニ
當
リ
四
先
生
門
下
ノ
秀

才
ニ
シ
テ
儒
者
ニ
医
士
ニ
工
・
商
ニ
或
ハ
桑
門
ニ
或
ハ
官
途
ニ
在
リ
テ
名

ヲ
天
下
ニ
成
セ
シ
者
輩
出
シ
タ
リ
、
蓋
シ
咸
宜
園
カ
世
ノ
文
化



八
八

ヲ
上
裨
益
シ
風
教
ヲ
維
持
シ
タ
ル
其
ノ
功
ヤ
偉
ナ
リ
ト
謂
フ
ヘ
シ

維
新
以
降
慈
ニ
四
十
餘
年
其
間
青
邨
・
林
外
二
先
生
相

継
テ
東
京
ニ
歿
セ
ラ
レ
村
上
姑
南
・
諫
山
菽
村
二
氏
ノ
如
キ
一
時

宜
園
ヲ
守
リ
テ
子
弟
ヲ
教
育
セ
シ
者
亦
相
継
テ
死
歿
シ
爾

後
絃
誦
聲
絶
テ
塾
舎
頽
廃
シ
松
杉
影
瘦
テ
庭
園
荒

凉
タ
リ
、
今
ヤ
昔
時
ノ
紀
念
ト
シ
テ
見
ル
ヘ
キ
モ
ノ
僅
ニ
淡
窓

先
生
ノ
舊
居
和
肅
堂
、
遠
思
楼
及
蔵
書
五
千
餘
巻

ヲ
存
ス
ル
ノ
ミ
、
嗚
呼
一
タ
ヒ
其
ノ
墟
ヲ
過
ク
ル
者
誰
カ
禾

黍
離
々
ノ
歎
ヲ
發
セ
サ
ラ
ン
、
今
ニ
シ
テ
之
カ
保
存
ノ
方
法
ヲ

講
セ
ス
空
ク
湮
滅
荒
廃
ニ
歸
セ
シ
メ
ン
カ
千
歳
ノ
恨
事
ニ
シ

テ
亦
毎
只
ニ
風
教
ヲ
維
持
ス
ル
ノ
道
ニ
ア
ラ
ス
、
抑
青
年
子

弟
ヲ
薫
陶
シ
テ
其
品
性
ヲ
高
尚
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
决
テ
學
校

教
育
ニ
一
任
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
務
メ
テ
古
今
ノ
賢
哲
偉
人
ニ
私
淑

セ
シ
メ
自
然
ノ
感
化
ニ
困
リ
テ
女
其
徳
性
ヲ
発
揮
セ
シ
メ
サ
ル
ヘ
カ

ラ
ス
、
△
風
教
ノ
陵
遅
ノ
ス
ル
ヤ
現
時
、
特
ニ
其
ノ
必
要
ア
リ
、
豈
一
日
モ
忽

諸
ニ
付
ス
ヘ
ケ
ン
ヤ

於
是
乎
吾
人
胥
謀
リ
テ
廣
ク
同
窓
及
同
感
ノ
士
ノ

賛
助
ヲ
請
ヒ
左
ノ
設
計
ニ
因
リ
先
ツ
咸
園
文
庫
ヲ
創

於
是
乎
吾
人
同
志
相
謀
リ
テ
廣
ク
同
窓
及
同
感
ノ
士
ノ
賛

助
ヲ
請
ヒ
左
ノ
設
計
方
法
ニ
困
リ
茲
ニ
先
ツ
宜
園
文
庫
ヲ
創
立

シ
テ
漸
次
其
他
ノ
施
設
ニ
着
手
シ
以
テ
斯
ノ
蔵
書
遺
蹟
等
ヲ

不
朽
ニ
傳
ヘ
ム
ト
欲
ス
、
以
テ
德
育
ヲ
裨
益
シ
風
教
ヲ
維
持
セ
ム
ト
欲
ス

大
方
諸
彦
幸
ニ
吾
人
ノ
微
衷
ヲ
諒
シ
陸
續
賛
助
ア
ラ

ム
コ
ト
ヲ
冀
フ
ト
云
爾

明
治
四
十
二
年
五
月

【
欄
外
】

東
京
ニ
在
リ
テ
家
塾
ヲ
開
キ
名
ケ
テ
東
宜
園
ト
曰
フ

△泰
西
諸
國
カ
古
偉
人
ノ
遺
物
ヲ
蒐
集
ス
ル
ニ
断
簡
・
零
黒
モ
尚
且

千
金
ヲ
吝
マ
サ
ル
ハ
即
チ
此
ノ
主
旨
ニ
外
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
、
我
國
現
時

此
挙
ヤ
果
シ
テ
德
育
ヲ
躰
養
シ
風
教
ヲ
維
持
ス
ル
ヲ
□
ハ
四
先
生

亦
切
ニ
地
下
ニ
瞑
セ
ラ
ル
ヘ
シ
、
豈
惟
吾
人
ノ
幸
ノ
ミ
ナ
ラ
ム
ヤ



咸宜園教育研究センター年報（平成 28 年度）

 1 . 展示事業

Ⅰ . 教 育 普 及 事 業

1

（1）常設展

会　期：平成 28年   4 月   1 日（日）～ 
　　　　　　　　　　　　　　　平成 29年   2 月 14 日（火）
　　　　
内　容：廣瀬淡窓と咸宜園をテーマに日田市が所蔵する咸宜　
　　　　園関係史料を中心に展示した。 
協　力：公益財団法人廣瀬資料館

（2）企画展：「廣瀬旭荘・廣瀬敬四郎文庫」

会　期：平成 29年  2 月 16 日（木）～  3 月 31 日（木）
内　容： 咸宜園教育研究センターでは、去る平成 24 年

（2012）、廣瀬淡窓の末弟である廣瀬旭荘の没後
150年記念の特別展「廣瀬旭荘－東遊 大坂 池田 －」
を開催した。その後、この特別展が契機となって
旭荘の四男・廣瀬敬四郎のご子孫である廣瀬敬一
氏から、旭荘と敬四郎を中心とする貴重な史資料
を当センターにご寄託いただいた。

　　　　廣瀬旭荘は 25歳の頃、咸宜園第 2代塾主となった
が、天保 7年（1836）、30 歳の時に東遊し、以後
25年余りの間、大坂・江戸に住み塾を開き、多く
の文人たちと交誼を持った。また、この間、山陰
など諸国を巡遊している。

　　　　旭荘は 6男 3女をもうけたが、長男の林外（孝之助）
は淡窓の養子となり、咸宜園の第 4代塾主となっ
たため、4男の敬四郎が実質的に旭荘家を継ぐこ
とになった。

　　　　廣瀬敬四郎は嘉永 4年（1851）に大坂で生まれ、
旭荘の元で成長するが、文久 3年（1863）の旭荘
没後は、一家で日田に引き上げている。敬四郎は
咸宜園に入塾して、兄である廣瀬林外に学び、明
治 5年（1872）には慶應義塾に横田国臣らと共に
入社している。その後は地方官吏として各地へ赴
任して活躍している。

　　　　今回の企画展では、ご寄託いただいた旭荘子孫家
に伝わった旭荘に関わる史料のほか、旭荘と交流
のあった文人たちや敬四郎にまつわる史料を中心
に展示を行った。

刊行物：平成 28年度 咸宜園教育研究センター春季企画展・
　　　　咸宜園開塾 200 年記念『廣瀬旭荘・敬四郎文庫』
主な展：廣瀬淡窓・旭荘・林外書（個人蔵寄託品）
示品　　廣瀬旭荘書画「夢登富山」（個人蔵寄託品）
　　　　抄日間瑣事備忘録 七月二日一則、キャンドルスナッ

ファー及びそのスケッチ　（個人蔵寄託品）
　　　　廣瀬旭荘子孫家伝来眼鏡（個人蔵寄託品）
　　　　田能村小虎（直入）画「西下図」（個人蔵寄託品）
　　　　吉川松谷画「芝仙竹寿図」（個人蔵寄託品）
　　　　平野五岳画 廣瀬旭荘書（個人蔵寄託品）
　　　　旭荘先生西省（旭荘帰省）巻子（個人蔵寄託品）
　　　　廣瀬旭荘送西下漢詩巻子（個人蔵寄託品）
　　　　廣瀬青邨作・敬四郎書「七言絶句」（個人蔵寄託品）

　　　   廣瀬敬四郎 辞令等（個人蔵寄託品）
　　　   廣瀬敬四郎履歴書（個人蔵寄託品）
　　　   中洲家具目録（個人蔵寄託品）
　　　   故廣瀬謙吉叙位記及び沙汰書（個人蔵寄託品）
　　　   「御遺置書付之写」（個人蔵寄託品）
　　　   「御教戒書」（個人蔵寄託品）
　　　   印章及び印材・文房具等ほか
協　力： 廣瀬敬一、公益財団法人廣瀬資料館、廣瀬貞雄、

中島龍磨、廣瀬洋一、園田大、大野雅之、二宮健、
　　　　橋本千和子、松井公男、藤波則子、髙倉幸子、

十時イミ、重松路子、酒井里佳、財津美穂子、
櫻井みどり、松ヶ野彩

　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）



 2 . 講座・講演会・イベント等

2

「日本遺産子どもガイド」

■講座

①咸宜園平成門下生講座　対象：咸宜園平成門下生之会（現在、会員数約 186 名）参加者数 延べ 1,321 名

その他

　咸宜園平成門下生之会会員による「咸宜園交流事業サポーター」協力事業（登録者：27 名）

　・5 月 24 日　「日田川開き観光祭」どんたくカーニバルへのパレード参加

　・7 月 22 日　山鹿市主催「立志の道を歩こう」（日田市協力）事業への協力

　・11 月及び平成 29 年 3 月「日本遺産子どもガイド」への協力

　・平成 29 年 2 月　「淡窓先生に学ぶ～学校の取組～」（「咸宜園の日」記念事業）での展示作業協力

講　座 開 催 日 事業名など 場　所 参 加 者

第 1回
平成 28年　　　
  7 月  7 日（木）

「世界遺産と日本遺産」
咸宜園教育研究センター名誉館長　　　後藤　宗俊　氏

パトリア日田
スタジオ 1

77 名

第 2回   7 月 14 日（木）
「国境の島　壱岐・対馬・五島～古代からの架け橋～」
対馬市歴史のまちづくり
世界遺産登録推進室　室長　　　　　　宮脇　好和　氏

パトリア日田
スタジオ１

67名

第 3回   7 月 28 日（木）
「相良 700 年が生んだ保守と進取の文化
　　　～日本でもっとも豊かな隠れ里ー人吉球磨」
人吉市歴史遺産課　　　　　　　　　　和田　好史　氏

パトリア日田
スタジオ１

58名

第 4回   8 月  4 日（木）
「旧閑谷学校について」
（公財）特別史跡旧閑谷学校　顕彰保存会
事務局長　　　　　　　　　　　　　　國友　道一　氏

パトリア日田
スタジオ１

50名

  第 5 回    9 月   1 日（木）
「日本遺産の取組みについて（大分編）」
咸宜園教育研究センター名誉館長　　　後藤　宗俊　氏

パトリア日田
スタジオ１

54名

第 6回   9 月 15 日（木）
「日本茶 800 年の歴史散歩」
宇治市歴史まちづくり推進課　　　　　杉本　　宏　氏

パトリア日田
スタジオ１

58名

第 7回   9 月 29 日（木）
「津和野今昔～百景図を歩く～」
津和野町商工観光課
津和野町日本遺産推進協議会事務局　　米本　　潔　氏

パトリア日田
スタジオ１

48名

第 8回 10月  6 日（木）
「日本遺産の取組みについて（九州編）」
咸宜園教育研究センター名誉館長　　　後藤　宗俊　氏

パトリア日田
スタジオ１

38名

第 9回 11月 20日（日）
大分県主催「大分県文語シンポジウム」豊の国と古典・
文語～廣瀬淡窓を中心として～　市民参加

バス研修 21名

第 10回
平成 29年　　　
  2 月 19 日（日）

咸宜園開塾 200 年記念事業（記念講演など）
パトリア日田
スタジオ１

850 名
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第 3回「相良 700 年が生んだ保守と進取の文化
～日本でもっとも豊かな隠れ里ー人吉球磨」
　　　　　　　　　　　　　　     和田　好史 氏

第2回「国境の島　壱岐・対馬・五島～古代か
　　　らの架け橋～」　　　　 　宮脇　好和 氏

第1回「世界遺産と日本遺産」」　後藤 宗俊 氏

第 4回「旧閑谷学校について」　國友　道一 氏

講　座 開 催 日 演 題及び講 師 場　所 参 加 者

第 1回   7 月  7 日（木）
「世界遺産と日本遺産」
咸宜園教育研究センター名誉館長　　　後藤　宗俊　氏

パトリア日田
スタジオ１

77名

第 2回   7 月 14 日（木）
「国境の島　壱岐・対馬・五島～古代からの架け橋～」
対馬市歴史のまちづくり
世界遺産登録推進室　室長　　　　　　宮脇　好和　氏

パトリア日田
スタジオ１

67名

第 3回   7 月 28 日（木）
「相良 700 年が生んだ保守と進取の文化
　　　～日本でもっとも豊かな隠れ里ー人吉球磨」
人吉市歴史遺産課　　　　　　　　　　和田　好史　氏

パトリア日田
スタジオ１

58名

第 4回   8 月  4 日（木）
「旧閑谷学校について」
（公財）特別史跡旧閑谷学校　顕彰保存会
事務局長　　　　　　　　　　　　　　國友　道一　氏

パトリア日田
スタジオ１

50名

  第 5 回    9 月   1 日（火）
「日本遺産の取組みについて（大分編）」
咸宜園教育研究センター名誉館長　　　後藤　宗俊　氏

パトリア日田
スタジオ１

54名

第 6回   9 月 15 日（木）
「日本茶 800 年の歴史散歩」
宇治市歴史まちづくり推進課　　　　　杉本　　宏　氏

パトリア日田
スタジオ１

58名

第 7回   9 月 29 日（木）
「津和野今昔～百景図を歩く～」
津和野町商工観光課
津和野町日本遺産推進協議会事務局　　米本　　潔　氏

パトリア日田
スタジオ１

48名

第 8回 10月  6 日（木）
「日本遺産の取組みについて（九州編）」
咸宜園教育研究センター名誉館長　　　後藤　宗俊　氏

パトリア日田
スタジオ１

38名

②咸宜園教育研究センター公開講座「日本遺産を歩く」（年 8回）　 参加者数 延べ 450 名
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（1）　咸宜園教育研究センター研究紀要第 6号
◇研究紀要
「写真を通した咸宜園教育の普及と実践
　『門下生・上野彦馬（写真家）が見た日田・咸宜園』」 香　川　良　海

広瀬淡窓と木屋徳令 後　藤　宗　俊

廣瀬淡窓の老子思想ー『析玄』について 深　町　浩一郎

近世後期の儒者　広瀬淡窓と長崎 三　澤　勝　己

廣瀬敬四郎と「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」 溝　田　直　己

咸宜園門下生略伝（五） 溝　田　直　己
 吉　田　博　嗣

教育遺産を歩く（一） 吉　田　博　嗣
　1. 咸宜園跡（大分県日田市）
　2. 藏春園（福岡県豊前市）

◇咸宜園教育研究センター年報（平成 27年度）
◇咸宜園教育研究センター要覧

 3 . 刊行事業

第 70 回日田市文教祭
「日田市小中学校書写展」
アオーゼ 2階美術展示ギャラリー

三芳小学校 東渓中学校戸山中学校大明小学校

■交流・教育普及事業

①東明館中学 1 年生「咸宜園研修」（新入学生を対象）

　◇期　　日：平成 28 年 4 月 15 日（金）46 名

②第 16回「立志の道を歩こう」

　　　　　　（熊本県山鹿市が主催する日田市との交流事業）
　◇内　　容： 山鹿市（旧鹿本町）の小学生が地元出身の咸宜園門下生清浦奎吾（元内閣総理大臣）の歩いた道の　　
　　　　　　　りを辿る取組み
　◇日　　時：平成 28年 7月 22日（金）

                         午前 11 時～午後１時

　◇参       加：山鹿市  155 名、日田市  42 名

　◇協力団体：淡窓会　　　　　　　

　　　　　　    主要地方道日田鹿本線改修促進期成会

　　　　　　    JA 大分ひたスイカ部会

　◇記  念  品：日田市より

③「咸宜園入問ぼっくす」移動教室

　日田市内の小中学校や地域からの要望を受け、研修室の入門ぼっくすを貸し出し、廣瀬淡窓や咸宜園に

　ついて興味関心を持ってもらうきっかけとする。

④日田市文教祭（書道展）

　市内小中学生約 5,500 名が参加（咸宜園にちなんだ課題）
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 4 . ふれあい宅配講座（講師派遣実績）

日　付 内　容 申 込 団 体 人　数

平成 28年 　6月 17日 「長三洲について」 日田市立東渓中学校 30人

        〃          8 月 19 日 「学園都市豆田町にひろがる淡窓ゆかりの地を歩く」日田市教育委員会 30人

        〃　　　　〃 　　  「咸宜園が学校教育に伝えること」 日田市教育委員会 30人

        〃 　  　9 月  6 日 「豆田まち歩き」 日田市咸宜公民館 22人

        〃 　  　9 月 15日 「廣瀬淡窓と咸宜園教育」 暁大学生（高齢者学級） 100 人

        〃  　 　9月 20日 「廣瀬淡窓と咸宜園」 中九州広域商工振興連絡協議会 32人

        〃  　 　9月 27日 「咸宜園の日本遺産認定について」 日田商工会議所青年部 20人

        〃 　    11 月 19 日 「近世日本の教育遺産群 - 学ぶ心・礼節の本源 -」 ひとよし花まる学園大学 30人

        〃 　    12 月 24 日 「廣瀬淡窓と長生園について」 日田考古学同好会 20人

平成 29年     2 月 25 日 「咸宜園と塾内における人権」　 小郡部落史研究会 29人

※計 10回　343 名

・第 18回　平成淡窓祭

　　淡窓先生の遺徳をしのぶ平成淡窓祭が第 20回目を迎えた。主催の淡窓会は廣瀬淡窓を顕彰するため、昭和　　　

　27年にその前身となる組織を発足。11月 1日は淡窓先生の命日。

　　　日　時：平成 28年 11月 1日（水）　午前 10時～正午

　　　会　場：史跡咸宜園跡（秋風庵にて）

　　　主　催：淡窓会

・咸宜園開塾 200 年記念プレイベント・二松学舎大学創立 140 年記念事業

　　　日　時：平成 28年 12月 5日（月） 午後 7時～ 8時 45分

　　　講演会：「明治期の咸宜園関係の漢詩人たち」

　　　講　師：石川　忠久  氏（二松學舎大学名誉教授）　

           場　所：日田市役所 7階　大会議室

　　　主　催：日田市・日田市教育委員会
　　　共　催：二松學舎大学 文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」

 5 . その他の取り組み

石川忠久先生　講演会風景
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 調査研究について

Ⅱ . 調 査 研 究 事 業

咸宜園教育研究センターでは、咸宜園や廣瀬淡窓等に関
する調査研究及び関係資料の収集を行っている。以下に
その概要を報告する。

（１）廣瀬淡窓著述史料に基づく調査研究
　廣瀬淡窓の「淡窓日記」等を市民団体と協働で翻刻作
　業を行っている。平成 24年度からの継続事業。
　実施内容：「淡窓日記」嘉永６年（1853）から嘉永 7
　　　　　　年（1854）まで作業終了
　委託団体：漢文日記を読む会（代表：野田高巳氏）
　担当職員：深町浩一郎

（２）門下生に関する情報の収集
１．廣瀬青邨（門下生名：矢野範治）・廣瀬濠田（廣瀬
　　菊ノ助）に関する調査
　　場　所：東京都立川市（国文学研究資料館）
　　期　日：平成 28年 6月 2日（木）～ 5日（土）、
　　　　　　平成 29年 3月 14日（火）～ 18日（土）
　　調査者：溝田直己
　　内　容：咸宜園門下生でのちに第三代塾主となった
　　　　　　廣瀬青邨、第八代塾主となった廣瀬濠田に
　　　　　　関する調査。昨年度に引き続き、廣瀬青邨・
　　　　　　濠田関係の資料が寄贈されている国文学研
　　　　　　究資料館（大学共同利用機関法人人間文化
　　　　　　研究機構）において、青邨や濠田、また咸
　　　　　　宜園の運営に関わる史料群である「広瀬青
　　　　　　邨文庫」の概要把握のため、閲覧及び写真
　　　　　　撮影を行った。
２．鳥取県出身の門下生　木下習古・松田道之・乾 徳脩
　　場　所：鳥取県立図書館、妙円寺、興禅寺
　　期　日：平成 28年 5月 17日（火）～ 18日（水）
　　調査者：吉田博嗣
　　内　容：鳥取県出身の門下生は現在まで８名の存在

が明らかとなっているが、その内、木下文
庵（嘉永 5年入門）・松田道之（安政 3年
入門）・乾徳脩（文久 2年入門）の 3名に
ついて関連文献の収集や墓所などの現地確
認を行った。

　　　　　・木下習古（門下生名：木下文庵）
　　　　　　木下家は代々医家を営み、文庵は 25 歳の

とき咸宜園に入門している。月旦評は七級
下の成績であった。安政 2年、淡窓が死去
した際には咸宜園から山陰地方出身者で唯
一、文庵だけに訃報が届けられた。地方で
活躍する淡窓時代の高弟であったことがわ
かる。墓は父の龍淵とともに妙円寺（鳥取
市）に所在する。

　　　　　・松田道之（門下生名：木下俊蔵）
　　　　　　鳥取藩鵜殿氏の家臣で久保居明の次子とし

て生まれた。咸宜園には淡窓が死去する最
晩年に入門し、廣瀬青邨や林外に師事した。

明治期には山陰鎮撫使西園寺公の下向に功
があり、徴士となるとその後も新政府で重
用され、京都府大参事・初代滋賀県令・東
京府知事などを歴任した。調査の結果、関
係資料は地元鳥取には少ないことがわか
り、滋賀県や京都府などが所蔵する史料の
確認を今後行う予定である。調査後、鳥取
市歴史博物館より松田道之と廣瀬家との関
係を示す資料が若干収蔵されていることを
ご教示いただいた。墓は青山霊園に所在。

　　　　　・乾 徳脩（門下生名：鵜殿小四郎）
　　　　　　鳥取藩家老職を務める鵜殿家に生まれ、咸

宜園では廣瀬林外（第四代塾主）に師事し
た。後に乾家を継ぎ因州船岡を治めている。

　　　　　　幕末には藩の軍制改革を行った人物。今回
は乾家の菩提寺・興禅寺も併せて調査した。

３．東京都所在の門下生墓所
　　場　所：多磨霊園、青山霊園（墓地）
　　期　日：平成 28年 5月 26日（木）
　　調査者：吉田博嗣
　　内　容：咸宜園の歴代塾主や門下生らの墓所は都内

の多磨霊園や青山墓所にもある。
　　　〔多磨霊園〕
　　　　多磨霊園に所在する咸宜園出身者の墓は次のと
　　　　おりである。
　　　　・廣瀬青邨（門下生名：矢野範治）
　　　　　第 3代塾主を務めた青邨は明治 17年 66歳
　　　　　で死没した。当初は青山霊園に葬られたが、
　　　　　昭和 13年多磨霊園に改葬されている。青邨
　　　　　の墓は東京と日田にあり、参り墓は淡窓の墓
　　　　　と同じ長生園にある。また先に没した先妻の
　　　　　合原佐久の墓は長生園にあるが、後妻・信子
　　　　　の墓は多磨霊園に所在する。多磨霊園には墓
　　　　　表（墓碑）が建っているが、篆額は三條實美
　　　　　で撰文は漢学者の川田剛、書は咸宜園出身者
　　　　　の長三洲である。

木下習古（文庵）墓（妙円寺）
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　　　　・長梅外（門下生名：不詳）
　　　　　長三洲（門下生名：長谷主馬）　
　　　　　梅外と三洲は父子である。梅外は淡窓の古く
　　　　　からの門人であるが入門簿は見当たらない。
　　　　　梅外は豊前英彦山で私塾を開き、毛利藩や他
　　　　　塾で講義するなど優れた漢学者・漢詩人であ
　　　　　った。明治期には上京し、長子の三洲ととも
　　　　　に玉川吟社などを主宰している。明治 18 年
　　　　　に死没すると遺言により神葬墓として青山の
　　　　　墓地に葬られたと三洲は伝えている。三洲の
　　　　　長男で幕末には志士として転戦し、維新後は
　　　　　文部官僚として「学制」の創設に関わるなど
　　　　　漢学者、書家として著名である。三洲は明治
　　　　　28 年東京で没している。当初の墓は遺言に
　　　　　より仏葬にて青山霊園に埋葬されたとある。
　　　　　現時点では青山霊園から現在の多磨霊園に改
　　　　　葬された時期は不明であるが、現況写真と古

　　　　・廣瀬林外（門下生名：廣瀬孝之助）
　　　　　第４代塾主を務めた林外は伯父淡窓の養子と
　　　　　なった人物で実父は廣瀬旭荘である。咸宜園
　　　　　に入門したのは僅か８歳のときであった。後
　　　　　に同窓だった長三洲や田代潤卿とともに「宜
　　　　　園の三才子」と並び称された。明治 7年洋学
　　　　　研究のため上京していた林外は 39歳で病没
　　　　　した。当初は江戸で没した母マツの墓が小石
　　　　　川伝通院境内の見樹院にあったため、同じ境
　　　　　内に葬られたと伝わるが見樹院に尋ねたとこ
　　　　　ろマツの記録はあるが林外については記録が
　　　　　見当たらないとのことであった。よって、多
　　　　　磨霊園に改葬されるまでの経緯は今のところ
　　　　　不詳である。墓碑の銘は撰文並びに書ともに
　　　　　同門の長三洲によるもの。廣瀬青邨と同じく
　　　　　墓は東京と日田の長生園にある。その他、多
　　　　　磨霊園には青邨夫妻や旭荘の妻、林外の次男
　　　　　で甫の墓などが同じ区画内に所在する。【参
　　　　　考文献】『廣瀬青邨詩鈔』〔1970〕や『日田
　　　　　金石年史下巻』〔1973〕（武石繁次編）ほか。

廣瀬青邨墓：正面は夫妻の墓石で右は墓碑

廣瀬林外墓：正面右は母マツの墓、後ろは墓碑

廣瀬青邨墓碑（正面奥）

長家之墓「長氏塋墓」（現在）　右端は墓誌

長家之墓「長氏塋墓」（古写真）

長家墓誌（現在）
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　　　　　写真を比較すると明らかな違いに気づく。墓
　　　　　石の背後には石組みの円形遺構が両方の写真
　　　　　に写っているが、古写真（廣瀬恒太氏旧蔵）
　　　　　では現存しない盛土が確認できる。古写真は
　　　　　すでに多磨霊園の頃と考えられるが、盛土が
　　　　　いつの時点で失われたのかは明らかでない。
　　　　　なお、墓誌には三洲の父の梅外からその名が
　　　　　刻まれており、現在の代まで続いている。
　　　〔青山霊園〕
　　　　青山霊園に所在する咸宜園出身者の墓は、現在
　　　　在のところ松田道之（滋賀県令や東京府知事な
　　　　ど）と谷口藍田（鹿島藩儒者など）の 2名が確
　　　　認されている。その他、日田市出身の井上準之
　　　　助や明治期の日田県知事松方正義など日田ゆか
　　　　りの人物も見ることができる。なお、本霊園の
　　　　歴史については『青山霊園』〔1981〕（東京公
　　　　園文庫 33　田中澯著）に詳しい。
　　　　・松田道之（門下生名：木下俊蔵）　
　　　　　現在、墓石は「松田家累代之墓」となってい
　　　　　るが隣接する墓表（墓碑銘）は周辺のものと
　　　　　比べてもその大きさが際立っている。篆額は
　　　　　有栖川宮熾仁親王、撰文は重野安繹（漢学者・
　　　　　編修副長官、東京大学教授）、書は金井之恭（明
　　　　　治期の官僚・書家）である。

　　　　
・谷口藍田（門下生名：山口龍蔵、後に韓介石）
　　　　　咸宜園では優秀な成績を修め、月旦評では最
　　　　　上級の九級まで進んだ秀才である。鹿島藩校
　　　　　教授や鹿島藩権大参事などを務めた。現在の
　　　　　墓所には「谷口家之墓」と刻まれた墓石とそ
　　　　　の左には「谷口藍田先生之墓」と刻銘された
　　　　　墓表があり、碑の裏面には明治 35年に建立
　　　　　したことが記されている。

４．横井忠直（門下生名：横井壽一郎）
　　場　所：大分県中津市（耶馬渓風物館）
　　期　日：平成 28年 11月 28 日（月）
　　指　導： 鈴木理恵（広島大学大学院教授・咸宜園教

育研究センター専門委員会委員）
　　調査者：吉田博嗣、 溝田直己、深町浩一郎
　　内　容：門下生横井忠直に関する史料調査。横井家

から中津市に寄贈された資料の内、主に忠
直に関する史料の写真撮影作業を行った。

　　　　　　横井は安政 3年、12 歳で咸宜園に入門し
たが同年淡窓が没したため、主に廣瀬青邨
や林外に師事した。成績は優秀で 17 歳の
ときには最上級の九級に達した秀才であ
る。著述家・陸軍大学校教授・教育者・私
塾培養舎主宰と経歴も多彩である。文久３
年 12月、19歳のときに中津萓津町に私塾

　　　　　　「培養舎」を開き、門弟を教授した。その後、
明治 2年中津藩校「進脩館」の教授も務め
ている。翌年東京に上り、秋月必山（咸宜

碑銘「東京府知事松田君墓表」

松田家累代之墓の全景（中央が墓碑、左に墓石）

谷口家之墓の全景（中央が墓石、左に墓碑）

碑銘「谷口藍田先生之墓」
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栽松山 弘忍寺 遠景（門下生名：他石）

　　　　　・愛知県出身の門下生は 40 名が確認されて
いるが、その内の 30 名は僧侶である。中
でも真宗寺院の出身者が多く含まれてい
る。東国出身の門下生で月旦評での成績が
唯一、九級まで昇級した釈 謙承を中心に情
報収集を行った。釈 謙承は淡窓没後の翌年、
安政４年に入門した塾生で、入門簿には「三
州碧海郡櫻井 法行寺二男　17 歳　釈 謙
承」（出身地は現在の愛知県安城市桜井町）
と記されている。咸宜園では廣瀬青邨や林
外に師事した。文久元年以降に作成された
『咸宜園日記』に「賢承」として記されて
いる人物と同一と思われる。入門から 5年
目の文久元年に咸宜園では最高位とされた
九級に達した秀才であった。謙承は在塾中
に 3名の入門者を紹介している。内 2名は
地元碧海郡の人物であったが、1名は安政
7年 3月に入門した釈 惠證（本龍寺出身）
でもう 1名は釈 二位（円光寺出身）である。
宗派は謙承と同じ真宗の出身者であった。

　　　　　　現在、惠證については後に澁谷良平と姓名
を変えたことがわかっており、後に愛知県
に出仕し、教育家としても活躍した人物で
ある。

栽松山 弘忍寺山門（門下生名：他石）

安養山 妙楽寺山門（門下生名：瑞軾）

安養山 妙楽寺本堂（門下生名：瑞軾）

園出身者）の推薦を以て陸軍省御用掛とな
り、同 17 年陸軍大学教授となった。また
同 23 年陸軍編修官となり、日清日露両役
に従軍し、両戦史の編纂も担当した。

５．東海地方出身の門下生
　　場　所：静岡県浜松市・愛知県安城市
　　期　日：平成 29年 2月 21日（火）～ 23日（木）
　　調査者：吉田博嗣
　　内　容：平成 25 年 3月に日田市がまとめた近世の

私塾（学問塾）一覧の中で東海地方、とり
わけ静岡県や岐阜県の教育遺産については
以前から把握されている数が少なかったた
め、当地域の教育遺産調査と併せて咸宜園
出身門下生についても資料の収集を行っ
た。

　　　　　・静岡県出身の門下生はこれまでに 10 名が
知られているが、内 7名は僧侶身分で入門
しており、中でも臨済宗派が多く特徴的で
ある。今回訪問したのは旧宇布見（現在の
浜松市西区）に所在する弘忍寺と妙楽寺（い
ずれも臨済宗派）である。入門年は前者が
天保 4年（大坂の旭荘塾）で、後者は弘化
2年である。

　　　　　　寺院には入門簿などの資料提供を行い、門
下生に関する情報の聞き取りを住職から
行った。
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６．勝部貫一（門下生名：勝部唯一）
　　場　所：島根県出雲市
　　期　日：平成 29年 3月 15日（水）・17日（金）
　　調査者：吉田博嗣
　　内　容：慶応元年に入門した廣瀬林外時代の門下生

である。漢学塾を営む父・正三郎の影響で
学問を始めている。10 歳の時、近隣の塩
冶村で伊藤宜堂が主宰する漢学塾「有隣塾」
に入門。13 歳で塾長を務めるほど学問は
優秀であった。その後、播磨国の河野鉄兜
の門人となり、咸宜園でも学んでいる。咸
宜園を退塾した後は、長崎で英語を習得し、
明治 7年からは英国やアイルランドへと留
学した。明治 9年に帰郷すると地元の今市
で英語学校「包蒙学館（包蒙館）」を開き、
和漢学科も併せて教えるなど明治 42 年ま
で塾は続いている。今回は文献調査や勝部
家旧宅跡、包蒙学館跡地、菩提寺の西楽寺

などの調査を行った。勝部に関する資料は
多く、特に出雲市民文庫 18『勝部貫一（其
楽）－出雲・英語教育の先駆者－』　〔2002〕
（半田礼子・米山美保子著、出雲市）に詳
しい。

７．廣瀬敬四郎（門下生名：廣瀬仁（甚）四郎）
　　場　所：神奈川県足柄下郡
　　期　日：平成 29年３月 16日（木）
　　調査者：溝田直己
　　内　容：平成 24 年度に廣瀬旭荘のご子孫から当セ

ンターに旭荘・敬四郎関係史料をご寄託い
ただいているが、今回新たに敬四郎関係の
資料（什器や勲章など）が見つかったとの
連絡を受けて 3月 16 日に確認調査を行っ
た。　　

（３）教育遺産の調査（私塾や儒者に関する資料収集）
１．島根県所在の私塾（学問塾）等調査
　場　所：島根県立図書館（郷土資料コーナー）
　期　日：平成 29年 3月 15日（水）
　調査者：吉田博嗣
　内　容：郷土史の刊行物を中心に地域における教育遺
　　　　　産や在地の儒者に関する調査を行った。
　　私　塾：有隣塾
　　主　宰：伊藤　宜堂（廣瀬旭荘の友人）
　　所在地：出雲市塩冶

　　私　塾：明則誠館
　　主　宰：秦　主殿・秦　縅斎（ともに咸宜園出身者）
　　所在地：出雲市塩冶

　　私　塾：包蒙学館（包蒙館）
　　主　宰：勝部　唯一（咸宜園出身者）
　　所在地：出雲市本町

　調査図書一覧　（以下、〔〕は発行年）
　・『島根県近代教育史』第一巻通史〔S53〕
　　編集：島根県教育庁総務課　
　　島根県近代教育史編さん事務局
　　発行：島根県教育委員会
　・『郷土石見の誇る人物』〔S57〕
　　著者：山崎克彦
　　門下生・古和敬一（掲載名は流水）の記事あり
　・『江津人物伝』〔S48〕

法行寺本堂（門下生名：釈 謙承）

法行寺山門（門下生名：釈 謙承）

円光寺本堂（門下生名：釈 二位）

包蒙学館跡（出雲市本町）
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　　編著者：七田　真
　　発行所：江津市文化財研究会
　　六、学術・教育の項目あり、家塾一覧が掲載。咸宜
　　園出身者見当たらない。
　・『島根儒林伝』（覆刻）〔S58、初版 S15〕
　　著者：谷口廻瀾（谷口為次）
　　発行所：飯塚書房
　　黒澤石斎・宇佐美�水・桃 白鹿・伊藤宜堂・桃 節山・
　　松本古堂・雨森精翁・中沼了三・内村鱸香・山村勉
　　斎などの儒者が載る。雨森は主宰する塾名が養正塾、
　　亦楽舎などとある。
　・『大庭教育史』〔H6〕
　　編著者：荒川　勲
　　発行者：荒川　玲子
　　松江市大庭地区の地域教育史である。寺子屋教育に
　　ついて吉野郡兵衛や蔵本家の記事があるが私塾には
　　ふれていない。近代以降の教育内容が主な内容であ
　　る。
　・『島根県歴史人物事典』〔H9〕
　　発行所：山陰中央新報社
　　企画・編集　山陰中央新報社
　・『神門村誌』〔S31〕
　　編集者：浜村台次郎
　　発行所：神門村役場
　　本書は知井宮村が昭和 18 年神門村として成立する
　　までの歴史を記述したもので教育に関する記事はな
　　し。
　・『飯石郡政誌』〔T15〕
　　編輯兼発行者：島根県飯石郡自治協会
　　第 5篇教育の項目あるが関連記事なし
　・『石見人名録　初編』（和本）〔文政 3〕
　　五鹿涸主人蔵の銘あり。
　・『石見人名録　二編』（和本）〔天保 2〕
　　末尾に「天保二年辛卯初秋　石見人名録　初編 二編 
　　三編 出板」とある。
　・『明治三年前後の松江藩（県）の教育施策に関する
　　一考察』〔H8〕著者 : 磯辺武雄（<研究課題番号
　　06610254> 学制実施における前近代的諸学校の近
　　代公学校への連続・非連続性に関する実証的研究－
　　旧出雲国（島根県）を中心として－（平成 7年度文
　　部省科学研究費補助金＜一般研究 C＞研究成果報
　　告））　発行者 :（株）敬文堂
 　・『古江村誌』〔S24〕
　　編集者　須藤吉郎
　　発行所　八束郡古江村立古江中学校
　　第 7章生活　第 2節藩政期の状態の一部
　　　四、寺小屋と学校の初期　寺子屋の記事のみ
　・『三隅町の人物誌』〔S59〕
　　編集：寺戸常雄
　　発行者：三隅町文化財愛護会
　　三隅町出身の咸宜園門下生がいるが記載なし
　・『石見人物記』〔H9〕
　　著者：山崎克彦
　　咸宜園出身者に関する記事なし

（４）廣瀬旭荘日記「日間瑣事備忘」に関する現地調査
調査地：島根県出雲市
　　　　　　（今市地区・塩冶地区・出雲大社ほか）
調査日：平成 29年 3月 15日（水）～ 17日（金）
調査者：吉田博嗣
内　容：この取組は廣瀬旭荘没後 150 年を迎えた平成
24 年度から始まった事業で廣瀬旭荘について普及啓発
するため、旭荘の交遊関係や身の回りに起こった出来事、
諸国を遊歴した記事など豊富な情報が「日間瑣事備忘」
には詰まっており、旭荘の人物像を明らかにする上で欠
かせない史料であると同時に最も適した史料と言える。
　現在は年に１回程度の現地調査を行っているが今回の
調査は安政元年（1854）7月 25 日に大坂の天保山から
出帆し、山陰へと旅立った紀行文の中で、滞在期間が長
期でかつ豊富な記事が残る島根県出雲地方を調査対象と
した。具体的には出雲市今市や塩冶を中心とした地域か
ら出雲大社までの間を調査した。また出雲周辺の門下生
調査も併せて実施した。
　ところで、旭荘日記の翻刻については既に津山市教育
委員会（岡山県）による『広瀬旭荘の津山紀行』や出
雲市教育委員会（島根県）が刊行した出雲市民文庫 16
『百四十五年前のわが町わが村－広瀬旭荘の山陰紀行』
などがあり、調査の際には大変参考となった。いずれも
現代語訳がなされており、一般の方の普及にも適した素
材である。調査では日記にある街道の風景や旭荘が立ち
寄った名所旧跡など当時の景観が残る場所を中心に実査
を行い、また当時と現在の状況が比較できる資料になる
材料を求めて情報収集をおこなった。また旭荘が交遊し
た人物の把握や当地で作詩した作品など現地でしか確認
することのできない貴重な成果が得られている。
　具体的な調査箇所については出雲市今市から塩冶地区
にかけての地域を中心に、そのほか出雲大社周辺も重点
的に調査した。併せて、出雲出身の門下生調査も実施す
ることができた。
　旭荘が出雲の地で滞在したのは安政元年（1854）の
ことである。今市に入ったのは 10 月 20 日で、旅立っ
たのは 11月 24 日と 1か月以上を当地で過ごしている。
その間、今市以外では塩冶に多く足を運んでいるが、そ
の理由は大坂での門人であった秦主殿や永井元厚など多
数の門弟がいたためである。また出雲大社にも出かけて
おり、社内の建物の特徴など事細かに見たものを記録し
ている。そこで実際に現地を確認したのは次の４地域で、
今市地区（現在の出雲市中心部）、塩冶地区（咸宜園出
身の秦主殿宅や友人の伊藤宜堂宅がある）、大社地区（出
雲大社周辺と社家、街道筋）、日御碕（日御碕神社）である。
今市地区は旭荘が滞在した当時も賑やかな中心地区で
あった。旭荘はこの場所から門下生の秦主殿・淡路父子
や友人の伊藤宜堂宅がある塩冶地区に度々通う。時には
秦家に宿泊することもあった。また慶応元年、咸宜園に
入門した勝部唯一（号は其楽）に関して、開塾した包蒙
学館跡や墓所のある西善寺などの現地を確認した。



12

旭荘日記現地調査ー塩冶地区：旭荘は出雲最大級の
円墳、上塩冶築山古墳（国史跡）を見ている。

旭荘日記現地調査ー旭荘は秦主殿の招きで塩冶地区
を訪問する。近くには秦氏や伊藤宜堂宅がある。

旭荘日記現地調査ー上塩冶築山古墳内部。日記では
墓道は 10 間、高さ 2間、幅は 1間半と記している。

旭荘日記現地調査ー咸宜園出身者の秦主殿が宮司を
務める塩冶神社が遠くに見える。

旭荘日記現地調査ー塩冶地区：秦主殿の宅地はこの
右手で、近くには儒学者伊藤宜堂の宅もあった。

旭荘日記現地調査ー今市から出雲大社に繋がる街道
の町家。当時は周辺に多くの神職が暮らしていた。

旭荘日記現地調査ー旭荘が出雲の中心地・今市から
塩冶地区の間で通った旧道。

旭荘日記現地調査ー今市から塩冶地区の間に今も
残る道しるべ。
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（４）外部研究機関との共同調査
１．福岡大学（髙橋昌彦教授）
　「平成 28年度廣瀬淡窓に関わる史料の所在調査及び確
　認調査」
　委託期間：平成 28年 8月 17日～ 3月 31日
　調 査 先：山口県下関市（烏山民俗資料館）、東京都千
　　　　　   代田区（国立国会図書館、国立公文書館）、
　　　　　　東京都立川市（国文学研究資料館）
　調査目的：廣瀬淡窓や咸宜園の歴代塾主、またその門
　　人等に関する書簡や書幅等の史料のうち、日田市が
　　把握していない大学等の調査研究機関の所蔵資料を
　　当センター専門委員会委員で、近世文学が専門の高
　　橋昌彦教授（福岡大学）に調査を委託した。この調
　　査を通じて、咸宜園教育の調査研究や展示公開に活
　　かし、広く咸宜園のことを周知する基礎とするため
　　に行うものである。
　調査成果：これまで当市が把握していなかった多くの
　　史料所在の確認と写真データの提供を受けた。平成
　　26 年度より継続して調査を行っている咸宜園の塾
　　生でのちに大阪の旭荘塾にも学んだ古谷道庵（門下
　　生名：古谷幾太郎）の子孫家の旧蔵本の整理及び書
　　誌調査を烏山民俗資料館で実施した。今回の調査で
　　すべての典籍 455 点について書誌カードを採り終
　　え、その採取したデータは古谷家旧蔵目録として提
　　供を受けた。
　　また国会図書館・国立公文書館・国文学研究資料館
　　において調査を行い、廣瀬旭荘の書簡等が掲載され
　　ている『老の思ひ出』（吉井良秀著、昭和 3年 2月
　　11 日発行）や古谷道庵関係の学術論文のコピーの
　　提供を受けた。
　　そのほかこれまでの委託研究等の調査結果をまとめ
　　た論稿「廣瀬淡窓の著述－新出資料の紹介－」（『福
　　岡大学人文論叢』48－ 1）、「廣瀬旭荘の著述－未紹
　　介資料について－」（『福岡大学人文論叢』48 － 3）
　　の提供を受けた。
　　今後も廣瀬淡窓や咸宜園歴代塾主、著名な門下生な
　　どの関係史料の収集に努めていく。

古谷家旧蔵本の整理及び書誌調査風景
（烏山民俗資料館 山口県下関市）

旭荘日記現地調査ー松林寺内にある「出雲国造公御
墓処」。旭荘も松林寺の前を過ぎて大社に向かった。

旭荘日記現地調査 －旭荘が記録した出雲大社内の井
戸で、日記には「神供井」と記している。

旭荘日記現地調査ー旭荘もこの道を通って出雲大社
に向かった。正面奥は大宮司家の千家氏の宅。

旭荘日記現地調査－旭荘はこの場所から見える社殿
群を詳細に記録している。（出雲大社）
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 １ . 寄贈図書

文化財学論集　地域の歴史と文化遺産

文化財学論集　地域の歴史と文化遺産Ⅱ

アジア教育史学の開拓

家礼文献集大成 日本篇 五

家礼文献集大成 日本篇 六

苦楽吉祥

泊園 第五十五号

書物・出版と社会変容

蘭学の里・中津

医は不仁の術 務めて仁をなさんと欲す

蘭学の泉 ここに湧く-豊前・中津医学史散歩 -

墨龍賦

マンガ明治・大正期の教育者　水島銕也

日本遺産 時をつなぐ歴史旅

浄土真宗と近代日本 東アジア・布教・漢学

水滴は岩をも穿つ

向野堅一記念館 研究紀要（創刊号）

閑谷学校研究

平成28年度秋の特別展図録　むなかたの

　山岳信仰 ムナカタの考古学6

無題

下関のオランダ宿―本陣伊藤家と佐甲家

下関市立歴史博物館 常設展示図録

収蔵史料目録9

学校

史料館研究紀要 第二十号

史料館研究紀要 第二十一号

国東市歴史体験学習年報 第15号

　弥生のムラ 安国寺集落遺跡公園

津和野百景図

博物館にゅーすSHU No.46

玉川大学教育博物館 紀要 第13号

玉川大学教育博物館 館報 第14号

　2015年度

日本犬聞録 イヌと人の歴史

佐賀県の中近世城館 第 5集 各説編4

　（名護屋城跡並びに陣跡）

海の道むなかた館年報Ⅳ 平成27年度の報告

　～郷土文化學集交流館年報～

生誕200年記念 賀来飛霞 ーおおいたから

　日本の近代を切り拓くー

戦国日本と聖フランシスコ・ザビエル

アーカイブス講座報告書Ⅲ

京都市学校歴史博物館 研究紀要 第五号

飯塚いま・むかし

飯塚市史 上巻

飯塚市史 中巻

飯塚市史 下巻

後藤宗俊

後藤宗俊

鈴木正弘

吾妻重二

吾妻重二

川嶌眞人

泊園学会

鈴木理恵

川嶌眞人

川嶌眞人

川嶌眞人

㈱ PHP研究所

中津市

東京法令出版㈱

川邉雄大

川嶌眞人

向野堅一記念館

閑谷学校研究委員会

宗像市教育委員会

森山智仁

岡松仁

町田一仁

大分県立先哲史料館

足利市教育委員会

大分県立先哲史料館

大分県立先哲史料館

国東市歴史体験学習館

津和野町教育委員会

玉川大学教育博物館

玉川大学教育博物館

玉川大学教育博物館

大分市歴史資料館

佐賀県教育委員会

海の道むなかた館

大分県立歴史博物館館長

大分市

中津市教育委員会

京都市学校歴史博物館

飯塚市

飯塚市

飯塚市

飯塚市

官学移行期の林家塾昌平黌に関する史料

<<史料 >>江戸時代武士教育の日常

升堂記（東京都立中央図書館河田文庫本）

　翻刻ならびに索引

「書生寮姓名簿」・「登門禄」翻刻ならびに索引

升堂記（東京大学史料編墓所所蔵） 翻刻ならびに索引

地方教育通史一覧 2015 年版

自治体学

史跡足利学校 研究紀要 『学校』第 14号

史跡足利学校 研究紀要 『学校』第 15号

文化交渉学のパースペクティブ

緒方洪庵全集第四巻 日記書状（その一）

大村益次郎

デジタル文化革命！日本を再生する

　“ 文化力 ”

適塾　第 49号

私塾咸宜園の研究

東本願寺中国布教の研究

総合 村落史考　- 日田の歴史研究ー

へいしゅうくんのきのことり

東海市の文化財

細井平洲の経営学～『嚶鳴館遺草』に学ぶ

細井平洲

小説 細井平洲

細井平洲『小語』注釈

嚶鳴館遺稿 初編

嚶鳴館遺稿 諸藩編

嚶鳴館遺稿 文人編

嚶鳴館遺稿 尾張編

嚶鳴館遺稿 尾張編②

嚶鳴館遺稿 米沢編

嚶鳴館遺稿 米沢編②

かたりべ文庫＜ 19回＞ 職人の手仕事 vol.19 ＜屋根師＞

おおいた 春夏秋冬 くらしの行事

耶馬溪文庫蔵書目録

実践女子学園香雪記念資料館報

　第 12号　2014 年度

実践女子学園香雪記念資料館報

　第 13号　2015 年度

実践女子学園香雪記念資料館 館報

　第 9号　2011 年度版

実践女子学園香雪記念資料館 館報

　第 10号　2012 年度版

実践女子学園香雪記念資料館 館報

　第 11号　2013 年度版

実践女子学園香雪記念資料館 館報

　第 4号　2006 年度

実践女子学園香雪記念資料館 館報

　第 5号　2007 年度

橋本昭彦

橋本昭彦

橋本昭彦

橋本昭彦

橋本昭彦

橋本昭彦

自治体学会

足利市教育委員会

足利市教育委員会

吾妻重二

適塾記念会

大村益次郎没後150年事業実行委員会

一般財団法人デジタル文化財創出機構

適塾記念会

林孟蓉

川邉雄大

長順一郎

東海市教育委員会

東海市教育委員会

東海市教育委員会

東海市教育委員会

東海市教育委員会

東海市教育委員会

東海市教育委員会

東海市教育委員会

東海市教育委員会

東海市教育委員会

東海市教育委員会

東海市教育委員会

東海市教育委員会

三苫義久

大分市歴史資料館

中津市教育委員会

実践女子大学香雪記念資料館

実践女子大学香雪記念資料館

実践女子大学香雪記念資料館

実践女子大学香雪記念資料館

実践女子大学香雪記念資料館

実践女子大学香雪記念資料館

実践女子大学香雪記念資料館
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・『淡窓の申聞書 旭荘の御請書』廣瀬貞治 1923
・『贈従五位廣瀬旭荘先生小傳』 廣瀬貞治 1924
・『池田人物誌 』下 稲束 猛、吉田鋭雄 太陽日報社 1924
・広瀬淡窓と広瀬旭荘『西南文運史論』武藤長平 岡書院
  1926
・『廣懶家一門の光彩－淡窓先生を中心として－』 大分縣
   日田郡教育會 1934
・教賢広瀬淡窓『教育学研究』3巻 8－ 10 乙竹岩造 日
   本教育学会 1935
・淡窓先生と陰隲録『改修和語陰隲録』袁了凡 四方文吉 
   1935
・教育家としての広瀬淡窓 『日本諸学振興委員会研究報
   告』 第 1篇 小西重直 文部省教学局 内閣印刷局 1937
・蛍雪事業鈔『伝記』5-1 森銑三 伝記学会 1938
・広瀬淡窓を繰り返す 『教育学論集』第 3輯 小西重直 日
   本教育学会 新紀元社 1944
・「廣瀬旭荘の講學と尊皇思想」『大阪の先賢と史蹟』
     第三輯 長 壽吉 大阪出版堂 1944
・広瀬淡窓における敬天説の成立『人文社会科学研究報
   告』 1 井上源吾 長崎大学学芸学部 1951
・広瀬淡窓に於ける内省と実践について 『西日本史学』
  11 井上源吾 西日本史学会 1952
・遠思楼詩鈔〔広瀬淡窓〕－近世詩抄その 1『 学苑』
  152 吉田澄夫 昭和女子大学近代文化研究所 1953
・広瀬淡窓の思想についての諸説批判 『人文社会科学研
   究報告』3 井上源吾 長崎大学学芸学部 1953
・広瀬淡窓の教育意見 『人文社会科学研究報告』3 
   井上源吾 長崎大学学芸学部 1953
・広瀬淡窓の教育意見 『人文社会科学研究報告』4 
   井上源吾 長崎大学学芸学部 1954
・広瀬淡窓の教育思想、とくに訓育とその方法について 
   『人文社会科学研究報告』 4 井上源吾 
    長崎大学学芸学部 1954
・広瀬淡窓の教育管見、とくに教授の方法について
   『人文社会科学研究報告』4 井上源吾 
   長崎大学学芸学部 1954
・広瀬淡窓の経済思想 『經濟學論究』8-3 東晋太郎 
   関西学院大学 1954
・広瀬淡窓の禍福応報論について『支那学研究』12 
   工藤豊彦 広島支那学会 1955
・広瀬淡窓の老荘学について『大分大学学芸学部研究紀
   要』4 工藤豊彦 大分大学学芸学部 1955

・日向と咸宜園『宮崎大学学芸学部研究時報 』第 1巻 
   第 3 号 黒江一郎 宮崎大学学芸学部 1957
・黒江一郎「「日間瑣事備忘録」に見える旭荘の詩名と
   二三の日向人」『宮崎大学学芸学部紀要 』第 4号
   宮崎大学学芸学部 1958
・武谷祐之著「南柯一夢」『九州文化史研究所紀要』10 
   井上忠 九州大学付属図書館付設記録資料館九州文化史
   資料部門 1963
・「迂言」小考－その学制を中心として 
  『弘前大学人文社会』 第 28 号 教育・心理学篇 前野喜代
   治 弘前大学人文社会学会 1963
・広瀬淡窓の教育精神 『芸文』 第 4巻 第 1号 大久保勇市 
   近畿大学文科学会 1963
・『教聖廣瀬淡窓と廣瀬八賢』廣瀬八賢顕彰会 1965
・大谷篤蔵「広瀬旭荘の「追思録」」『文学』34巻 3号　
   岩波書店 1966
・広瀬淡窓の詩論 『和歌山大学教育学部紀要 人文科学』 
   17 松下忠 和歌山大学教育学部 1967
・咸宜園覚書－九州紀行より 『斯文』 47 新田大作 欺文会
   1967
・広瀬淡窓の老子観（人間性研究の一環として）-1-『芸
   文』 第 7巻 2 号 大久保勇市 近畿大学文科学会 1967
・広瀬淡窓の老子観（人間性研究の一環として）-2-『芸
   文』 第 8巻 1 号 大久保勇市 近畿大学文科学会 1967

・広瀬淡窓の老子観（人間性研究の一環として）-3-『芸
   文』 第 8巻 2号 大久保勇市 近畿大学文科学会 1968
・広瀬淡窓と高野長英『教育学雑誌』2号 松月秀雄 
   日本大学教育学会 1968
・萬善簿 広瀬淡窓先生の修練ぶり『先覚と共に』 第 1集 
   青木繁 農林叢書刊行会 1968
・淡窓・長英をかばう『日田文化』第 11号 中島市三郎 
   日田市教育委員会 1968
・広瀬淡窓門下萍華上人の話 『日田文化』 第 12 号 
   古川克己 日田市教育委員会 1969
・塩谷大四郎正義公の生誕二百年を迎えて 『日田文化』 
   第 12 号 中島市三郎 日田市教育委員会 1969
・広瀬淡窓の易理観－人間性研究の一環として〔付「義
   府（放言）」（天保 12年稿）翻刻〕『近畿大学教養部研
   究紀要』1号 大久保勇市 近畿大学教養部 1969
・小倉落城〔慶応 2年〕と日田・咸宜園－「林外日記」

 ２ . 咸宜園関係参考文献

実践女子学園香雪記念資料館 館報　第２号

実践女子学園香雪記念資料館 館報　第 3号

華麗なる江戸の女性画家たち

下田歌子賞受賞作品集 家族

実践女子大学香雪記念資料館

実践女子大学香雪記念資料館

実践女子大学香雪記念資料館
恵那市

（敬称略）

実践女子学園香雪記念資料館 館報

　第 6号　2008 年度

実践女子学園香雪記念資料館 館報

　第 7号　2009 年度

実践女子学園香雪記念資料館 館報

　第 8号　2010 年度

1797 年、江戸の文化人大集合！―佐藤

　一斎収集書画の世界―

実践女子学園香雪記念資料館 館報　創刊号

実践女子大学香雪記念資料館

実践女子大学香雪記念資料館

実践女子大学香雪記念資料館

実践女子大学香雪記念資料館

実践女子大学香雪記念資料館
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   教育学部 1979
・幕末私塾の学規の研究－咸宜園を中心として 『教育研
   究』 23 関山邦宏 青山学院大学教育学会 1979
・近世私塾の就学形態－淡窓日録の分析を中心に『人文』 
   27 海原徹 京都大学教養部 1981
・広瀬淡窓の敬天説とその教育方法理論 『IBU 四天王寺
   国際仏教大学文学部紀要』 14 号 井内嘉美 四天王寺国際
   仏教大学 1981
・『日本人の道徳思想』[ 内容 ]：福沢以前の「天」の思
   想について（広瀬淡窓）壺井秀生 文化総合出版 1981
・広瀬淡窓の不安－その自己と超越的なるもの『季刊日
   本思想史』19号 髙橋文博 ぺりかん社 1983
・『約言』の思想について『季刊日本思想史』19号 
   工藤豊彦 ぺりかん社 1983
・広瀬淡窓の教育思想『季刊日本思想史』19号 
   関山邦宏 ぺりかん社 1983
・教育理念としての ｢敬天｣ －『約言』『約言或問』をめぐっ
   て 『季刊日本思想史』 19 号 田中加代 ぺりかん社 1983
・天命と人情－広瀬淡窓の敬天論をめぐって 『季刊日本
   思想史 19 号 藤本雅彦 ぺりかん社 1983
・広瀬淡窓の教育観－ ｢教育｣ の語を中心に 『季刊日本
  思想史』19号 藤原敬子 ぺりかん社 1983
・『万善簿』と『陰隲録』 『季刊日本思想史』19号 
   古川哲史 ぺりかん社 1983
・広瀬淡窓の倫理思想 『倫理学紀要』 1 輯 黒住真 
   東京大学文学部 1984
・広瀬淡窓の生涯とその時代区分 『日本女子大学紀要 文
   学部』 34 田中加代 日本女子大学 1984
・近世塾の近代化過程の研究－咸宜園と慶応義塾を例と
   して - 前 - 近世塾の諸問題 『論叢』（玉川大学文学部紀要） 
   25 多田建次 玉川大学 1984
・梅溪 昇『緒方洪庵と適塾生』
   －「日間瑣事備忘」にみえる－ 思文閣 1984
・近世塾の近代化過程の研究－咸宜園と慶応義塾を例と
   して - 後 - 家塾から義塾へ 『論叢』（玉川大学文学部紀要） 
   26 多田建次 玉川大学 1985
・広瀬淡窓研究史試論 『国学院雑誌』 第 86 巻第 5号 
   三澤勝己 国學院大學綜合企画部 1985
・広瀬淡窓の社会思想－『迂言』を中心に－ 『邂逅』
   3 号 山崎謹哉 岡山大学倫理学会 1985
・近世広島における私塾教育の研究－咸宜園の系譜－（1）
   『芸備地方史研究』150・151 号 鈴木理恵 
   芸備地方史研究会 1985
・近世広島における私塾教育の研究－咸宜園の系譜－（2）
   『芸備地方史研究』152 号 鈴木理恵 
   芸備地方史研究会 1985・広瀬淡窓の府内紀行 『大分県地
   方史』 第 120 号 
   甲斐素純 大分県地方史研究会 1985
・咸宜園の教育 （伝統を活かした学校教育） 『学校教育研
   究所年報』29 鹿毛基生 学校教育研究所 1985
・日本教師論 -6- 広瀬淡窓とその師道論 

   を中心として『九州大学教育学部紀要 教育学部門』 15  
   井上義巳 九州大学教育学部 1969
・広瀬淡窓の思想と教育 『日本歴史』 第 264 号 青野春水 
   吉川弘文館 1970
・咸宜園をめぐる政治情勢－咸宜園と日田代官府との関
   係（近世日田とその周辺地域の総合的研究） 『九州文化
   史研究所紀要』　15 井上義巳 九州大学付属図書館付設
   記録資料館九州文化史資料部門 1970
・咸宜園最後の講師勝屋明浜先生『大分県地方史』
   第 56 号 高倉芳男 大分県地方史研究会 1970
・広瀬淡窓と咸宜園 『歴史残花』 第 4 広瀬正雄他　
   時事通信社 1971
・豊後日田の広瀬家史料の調査によせて（研究余録）
   『日本歴史』　第 272 号 杉本勲 吉川弘文館 1971
・咸宜園の財政－塾主の会計記録より見た 『日本歴史 』 
   第 276 号 井上義巳 吉川弘文館 1971
・幕末経済論の一研究－経世家としての広瀬淡窓
   『三田学会雑誌』 64 巻 8号 島崎隆夫 慶応義塾大学経済
   学会 1971
・井上義巳「咸宜園の財政」『日本歴史』5月号 
   第 276 号 吉川弘文館 1971
・幕末経済論の一研究－経世家としての広瀬淡窓
   『三田学会雑誌』 64 巻 8号 島崎隆夫 慶応義塾大学経済
   学会 1971
・咸宜園と洋学 『史淵』第 105・106 合輯 杉本勲 
   九州大学大学院人文科学研究院 1971
・井上義巳「咸宜園の財政」『日本歴史』5月号 
   第 276 号 吉川弘文館 1971
・巻端淳印「広瀬旭荘の来越と越中咸宜園の流れ」 『富山
   商船高等専門学校研究集録』4　富山商船高等専門学校 
   1971
・広瀬淡窓の儒林評とその道統 『近畿大学教養部研究紀
   要』 4 巻 3号 大久保勇市 近畿大学教養部 1973
・万善簿のねらい〔広瀬淡窓〕『近畿大学教養部研究紀要』 
   5 巻 2号 大久保勇市 近畿大学教養部 1973
・咸宜園入門者についての研究 （青山学院創立 100 周年
   記念論文集） 『青山学院大学文学部紀要』 16 号 
   井上義巳 青山学院大学文学部 1974
・田中佩刀「詩人廣瀨旭莊論」『明治大学教養論集 84号』 
   明治大学教養論集刊行会 1974
・杉本 勲「広瀬旭荘の海外認識と海防思想」 『対外関係と
   政治文化』 第三 政治文化 近世・近代編 森克己博士古稀
   記念会編 吉川弘文館 1974
・適材適育－広瀬淡窓とその教育思想 『日本及日本人』 
   1548 号 松井康秀 J&J コーポレーション 1978
・広瀬淡窓について 『東洋研究』 49 号（講演）広瀬正雄 
   大東文化大学東洋研究所 1978
・小石元瑞と広瀬淡窓の書簡 『混沌』 第 5号 平野翆 中尾
   松泉堂書店 1978
・近世教育思想研究 -3- 広瀬淡窓の教育思想 『大分大学教
   育学部研究紀要 教育科学』 5 巻 4号 鹿毛基生 大分大学
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   論集 』242 号 明治大学教養論集刊行会 1991・岡村 繁『広
   瀬淡窓・広瀬旭荘』 江戸詩人選集九 
   岩波書店 1991
・徳田 武「追補 広瀬旭荘と遠山荷塘また旭荘と原采蘋」
   詩人 廣瀬旭荘伝 『江戸文学』 8 ぺりかん社 1992
・徳田 武「「論詩」の成立」詩人 廣瀬旭荘伝 
   『江戸文学』 9 ぺりかん社 1992
・広瀬淡窓私新抄 -1- 『帝塚山大学教養学部紀要』 35 
   木南卓一 帝塚山大学教養学部 1993
・広瀬淡窓私新抄（2） 『帝塚山大学教養学部紀要』 36 
   木南卓一 帝塚山大学教養学部 1993
・徳田 武「昭陽塾退塾」詩人 廣瀬旭荘伝 
   『江戸文学』 10 ぺりかん社 1993
・徳田 武 「樺島石梁訪問」詩人 廣瀬旭荘伝　
   『江戸文学』 11 ぺりかん社 1993
・福島理子「儒者の怪奇趣味－広瀬旭荘『丑時咀』をめぐっ
   て－」『江戸小説と漢文学』和漢比較文学叢書第十七巻
   和漢比較文学会編  汲古書院 1993
・三沢勝己「広瀬淡窓・広瀬旭荘と洋学 序論」『明治聖
   徳記念学会紀要』 復刊八号　明治聖徳記念学会 1993
・広瀬淡窓私新抄（3） 『帝塚山大学教養学部紀要』 38 
   木南卓一 帝塚山大学教養学部 1994
・広瀬淡窓私新抄（4） 『帝塚山大学教養学部紀要』 39 
   木南卓一 帝塚山大学教養学部 1994
・広瀬淡窓と ｢徒然草｣ 『大倉山論集』 第 36 輯 三澤勝己 
   大倉精神文化研究所 1994
・咸宜園－広瀬淡窓の私塾教育が今日に与える意味－
   『家庭科学』 61 巻 3号 《特集》21世紀の教育制度を考える
   -1- 田中加代 日本女子社会教育会家庭科学研究所 1994
・徳田 武「 「旭荘」 の命名」詩人 廣瀬旭荘伝　
   『江戸文学』 12 ぺりかん社 1994
・徳田 武「 「廉塾」 行」詩人 廣瀬旭荘伝　
   『江戸文学』 13　ぺりかん社 1994
・徳田 武「未紹介広瀬旭荘詩文解読（一）」『明治大学教
   養論集』268 号　明治大学教養論集刊行会 1994
・小堀一正「幕末大阪文人社会の動向―広瀬旭荘と藤井
   藍田・河野鉄兜らを中心として」『大阪の歴史と文化』 
   和泉書院 1994
・廣瀬尚美『廣瀬資料館図録 天領日田の掛屋』 
   源流社 1994
・新井白石と広瀬淡窓 『季刊日本思想史』46《特集》新
   井白石 三澤勝己 日本思想史懇話会 ぺりかん社 1995
・山陽手批淡窓詩稿 『日田文化』第 38号 
   田中晃 日田市教育委員会 1995
・広瀬淡窓の自然観について 『中国哲学論集』 21 杜栄 
   九州大学中国哲学研究会 1995
・徳田 武「「廉塾」行 （二）」詩人 廣瀬旭荘伝　
   『江戸文学』 14 ぺりかん社 1995
・徳田 武「未紹介広瀬旭荘詩文解読（二）」『明治大学教
   養論集』279 号　 明治大学教養論集刊行会 1995
・中村幸彦、井上敏幸『広瀬先賢文庫目録』　

   『東北福祉大学紀要』10 小野禎一 東北福祉大学 1985
・日本教師論 -7- 広瀬淡窓とその師導観 
   『東北福祉大学紀要』11 小野禎一 東北福祉大学 1986
・広瀬淡窓「読大学」について『東洋文化』復刊第 56
   号 三澤勝己 無窮会 1986
・広瀬淡窓の学統と「読論語」『国史学』129 三澤勝己 
   国史学会 1986
・広瀬淡窓と九州の儒者 緒論－同時代の交流について－ 
   『大倉山論集』 21 三澤勝己 大倉精神文化研究所 1987
・広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考－諸儒との交遊を中心
   として -1- 『大倉山論集』22 三澤勝己 大倉精神文化研
   究所 1987
・広瀬淡窓の学問と思想について『天領日田』 第 7号 
   深町浩一郎 天領日田を見直す会 1987
・日本教師論 -8- 広瀬淡窓とその師道観 『東北福祉大学紀
   要』12 小野禎一 東北福祉大学 1987
・亀井昭陽の教育思想における ｢運命観｣ および ｢天命
   観｣ について『日本女子大学紀要』 38 田中加代 
  日本女子大学 1988
・広瀬淡窓・旭荘の漢詩指導例－松永顕徳甫著「草稿」
   について－『近世文芸』 49 市場直次郎 
   日本近世文学会 1988
・｢広瀬淡窓｣ 井上義巳 『國學院雜誌』 89 巻 8号 
   三澤勝己 国學院大學綜合企画部 1988
・晨霜如雪－広瀬淡窓「休道」詩の成立について－ 
   『皇学館論叢』 21 巻 1号 鬼頭有一 皇学館大学人文学会 
   1988
・広瀬淡窓 ｢万善簿｣ について 『亜細亜大学教養部紀要』 
   37 栗田充治 亜細亜大学教養部 1988
・市場直次郎「廣瀬淡窓・旭荘の漢詩指導例」『近世文芸
   49』－松永顯徳甫著『草稿』について－　
   日本近世文学会 1988
・衣笠安喜編「江戸の学問―よみ・かき・そろばんまで」
   『週刊朝日　百科日本の歴史九一近世から近代へ㊂』
   朝日新聞社 1988
・日本教育史学の確立過程下における広瀬淡窓関係記事
   －明治期 , 師範学校用教育史教科書を中心に－『人間研
   究』 26 天野晴子 日本女子大学教育学科の会 1990
・遠山荷塘と広瀬淡窓 『明治大学教養論集』 232 徳田武 
   明治大学教養論集刊行会 1990
・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（二）」
   －諸儒との交遊を中心として－『大倉山論集二二号』　
   大倉精神文化研究所 1990
・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（三）」
   －諸儒との交遊を中心として－『大倉山論集二二号』　
   大倉精神文化研究所 1990
・徳田 武「広瀬旭荘の耶馬溪行」詩人 広瀬旭荘伝一 
   『江戸文学』 6 ぺりかん社 1991
・徳田 武「亀井昭陽塾再入門」詩人 廣瀬旭荘伝 
   『江戸文学』 7 ぺりかん社 1991
・徳田 武「広瀬旭荘の亀井昭陽塾入門」『明治大学教養
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・女流漢詩人を探す 『機』 No109 高橋昌彦 藤原書店 
   2000
・大野修作「『東瀛詩選』の成立と広瀬旭荘」『女子大國文』
   第百二十七号　京都女子大学国文学会 2000
・広瀬淡窓の経世論小考 『日本経済思想史研究』（1） 
   三澤 勝己 日本経済思想史研究会 2001
・月野文子「広瀬旭荘の「夜過二二州橋一書二矚目一」
   詩：成立事情とその推敲の態度をめぐって」
   『文芸と思想』 65 福岡女子大学文学部 2001 年
・月野文子「広瀬旭荘の題画詩「題春川釣魚図」の手法：
   楽府詩「枯魚過河泣」と『荘子』寓喩」『文芸と思想』
   66 福岡女子大学文学部 2002
・西村富美子「〈論文〉広瀬旭荘生涯と作品：波華大阪の地」
   『紀要 言語・文学編』34 愛知県立大学外国語学部 2002
・大野修作「広瀬旭荘と山梨稲川－『東瀛詩選』中の詩
   人たち－」 『女子大國文 第百三十一号』
   京都女子大学国文学会 2002
・  近世末期芸州の漢学塾を介した書籍貸借－ 一塾生を中心
   に 『長崎大学教育学部社会科学論叢』63号 鈴木理恵 
   長崎大学教育学部 2003
・日本の経済発展と学校教育（1） 『鹿児島大学教育学部教
   育実践センター研究紀要論文』 13 神田嘉延 
   鹿児島大学教育学部 2003
・徳田 武「広瀬旭荘の善通寺参詣」『明治大学教養論集』 
   362 号　明治大学教養論集刊行会 2003
・月野文子「広瀬旭荘の天保十五年正月詩の周辺：「粛舎」 
   取得と江戸開塾」『文芸と思想』67
   福岡女子大学文学部 2003
・広瀬淡窓（1782-1856）による漢詩教育のあり方 1
   －江戸詩壇史における位置づけ（１） 『茨城大学教育学部
   紀要』53号 向野康江 茨城大学教育学部 2004
・広瀬淡窓（1782-1856）による漢詩教育のあり方 1
   －江戸詩壇史における位置づけ（2） 『茨城大学教育学部
   紀要』 53 号 向野康江 茨城大学教育学部 2004
・日本漢詩人紀行（1）淡窓の筑遊 『創文』 469 号 
   林田愼之助 創文社 2004
・丹波における明治維新前後 広瀬淡窓の思想 『丹波』 6 号
   《特集》 幕末維新を馳せた丹波の人々 奥村覚 丹波史談会
   2004
・咸宜園の漢籍収集と塾生の閲覧 『漢籍』 12 号 三澤勝己 
   漢籍研究会 2004
・亀田一邦「嘉永 4年広瀬旭荘の長府娶嫁及び藩儒招聘に
   関する一考察」『山口県地方史研究』91 山口県地方史学
   会 2004
・ 『堺市博物館 書の世界－山下是臣コレクション－』
   堺市博物館 2004
・広瀬淡窓「歳暮」による授業実践報告 『漢文教育』 30 
   尾本優輝 広島漢文教育研究会 中国中世文学会 2005
・漢文教材としての広瀬淡窓－『桂林荘雑詠示諸生』
   教材化の背景－ 『二松学舎大学人文論叢』 75 号 
   小金澤豊 二松学舎大学人文学会 2005

   廣瀬先賢文庫 1995
・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（四）
   －諸儒との交遊を中心として－」『大倉山論集』三七号
   大倉精神文化研究所 1995
・寛政の教化政策と地方儒学 『東洋研究』 121 
   西江錦史郎 大東文化大学東洋研究所 1996
・徳田 武「 「廉塾」行 （三）」詩人広瀬旭荘伝　
   『江戸文学』 15 ぺりかん社 1996
・徳田 武「未紹介広瀬旭荘書牘・資料紹介－文久三年四、
   五月－」『明治大学教養論集』 286 号 明治大学教養論集
   刊行会 1996
・徳田 武「「廉塾」行 （四）」詩人広瀬旭荘伝 
   『江戸文学』 17 ぺりかん社 1997
・西江錦史郎「広瀬旭荘研究（1）系譜と活動」『東洋研究』
   126 号大東文化大学 東洋研究所 1997
・岡村 繁「広瀬旭荘の遺稿とその推敲課程〔含略年譜〕」
   先儒祭記念公演『斯文』 106 号 斯文会 1997
・広瀬淡窗と袁枚 『学林』 28・29 肥田明啓 
   中国芸文研究会 1998
・淡窓詩話の文章 （特集 中世・近世） 『解釈』 44 巻 3号 
   大木正義 解釈学会 1998
・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（五）－
   儒との交遊を中心として－」『大倉山論集』四二号
   大倉精神文化研究所 1998
・田中加代著 ｢広瀬淡窓の研究｣ 『大倉山論集』 44
   三沢勝己 大蔵精神文化研究所 1999
・広瀬淡窓の詩論とその源流－清代前期の詩論の受容を
   中心として－ 『学林』 30 肥田明啓 中国芸文研究所
   1999
・咸宜園における漢詩講釈の展開 『教育学研究紀要』 45
   巻 1 号 山本佐貴 中国四国教育学会 1999
・私塾 本立書院（東宜園） （特集 明治十年代の江戸） 
   『江戸文学』 21 宮崎修多 ぺりかん社 1999
・江戸時代の学習機会 - その 2- 『九州共立大学・九州女
   子大学・九州女子短期大学生涯学習研究センター紀要』 
   4 Nazario Bustos 九州共立大学・九州女子大学・九州
   女子短期大学生涯学習研究センター 1999
・｢松下筑陰伝攷（上）｣ 『語文研究』 86・87 号 高橋昌彦 
   九州大学国語国文学会 1999
・徳田 武「未紹介広瀬旭荘詩文解読（三）」
   『明治大学教養論集』322 号　明治大学教養論集刊行
   会 1999
・大野修作『広瀬旭荘』日本漢詩人選集 16　研文出版 
   1999
・咸宜園門人たちの詩社「玉川吟社」に関する考察 『大
   分県地方史』 179 号 山本佐貴 大分県地方史研究会 
   2000
・広瀬淡窓と老子思想 『中国哲学論集』 26 杜 栄九州大学
   中国哲学研究会 2000
・廣瀬淡窗の詩論と咸宜園教育との關連 『立命館文學』 
   563 号 肥田明啓 立命館大学人文学会 2000
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・近世都市における ｢知｣ の空間と場－豊後国日田咸宜園
   を中心に－ 『年報都市史研究』 13 号 岩本 馨 山川出版社
   2005
・淡窓漢文日記・懐舊楼筆記にみる 天保の大飢饉
   『日田文化』 第 47 号 野田高巳 日田市教育委員会 2005
・ 島岡成治「9286　広瀬旭荘における住まいと都市の場
　所について（建築論・場所、建築歴史・意匠）」　
   『学術講演梗概集』  日本建築学会 2005
・亀田一邦「広瀬旭荘晩年の赤関厄難について『日間瑣事
   備忘録』に見る婚家当主清水麻之丞との粉擾顛末」
   『地域文化研究』20梅光学院大学地域文化研究所 2005
・  広瀬淡窓の「教育ノ術」礼楽刑政による解釈 〔含 論評〕 
   『日本教育史研究』 25 号 齋藤尚志 日本教育史研究会
   2006
・  廣瀬淡窓と陶淵明 『松浦友久博士追悼記念中國古典文學
   論集』 林田愼之助 松浦友久博士追悼記念中國古典文
   學論集刊行會 2006
・島岡成治「813　広瀬旭荘の大阪の住まいと都市への
   まなざし（歴史・意匠）」『日本建築学会研究報告』
   日本建築学会 2006
・郭穎「『東瀛詩選』における兪樾の修改－広瀬旭荘の
   『梅墩詩鈔』との比較を通して－」『中国学研究論集 』 
   第十六号 　広島中国文学会 2006
・咸宜園と白鹿洞書院－日中私塾の比較研究－ 『國學院
   大学大学院紀要』 39 号 朱 玲莉 國學院大学大学院 2008
・広瀬淡窓、李白への挑戦「月下独酌」論 『文学』 10 巻
   3 号 小財陽平 岩波書店 2009
・｢幕末明治期の咸宜園と真宗僧｣ 『淡窓研究会会報』 
   川邉雄大 淡窓研究会 2009
・日向薬事始め（その 5）日向出身の緒方洪庵・適塾と広
   瀬淡窓・咸宜園に学んだ人々 『九州保健福祉大学研究紀
   要』 10 号 山本郁男・井本真澄・宇佐見則行ほか 九州保
   健福祉大学研究紀要委員会 九州保健福祉大学 2009
・広瀬淡窓における学校と社会 『日本文化論叢』 17 号 
   前田勉 愛知教育大学日本文化研究室 2009
・休道詩鑑賞への一考 『敬天』 第 37 号 岩沢光夫 
   淡窓会 2009
・『近世文芸研究と評論』 75 号 [ 内容 ]：広瀬淡窓と頼山
   陽 文化五年の交流を通して 黒川桃子 近世文芸研究と
   評論の会 早稲田大学文学部 2009
・広瀬淡窓の教育 『杵築史談会』 藤井準一郎 久米忠臣 杵
   築史談会 2009
・大野雅之「大給府内藩と廣瀬家 近説と旭荘の関係を中
   心に」『資料館研究紀要』 14 大分県立先哲資料館 2009
・亀田一邦「高杉晋作の主治医 石田精一について－変革
   期草医の「雅」と「侠」－」『日本医史学雑誌 』
   第 55 巻 第 4号 日本医史学会 2009
・梅溪 昇「広瀬旭荘と池田」『池田郷土研究』11号
   池田郷土史学会 2009
・『託明寺縁起略伝記』　託明寺 2009
・『続池田学講座－人物編－新たに知る池田 改めて出会

   う池田－』　池田市、池田市教育委員会 2009
・廣瀬淡窓の詩風について―その日本化の一側面を中心
   に― 『アジア文化交流研究』 第 5号別冊 《特集》幕末明
   治期における日本文学・歴史・思想・藝術の諸相 朱 秋
   而 関西大学アジア文化交流研究センター 2010
・広瀬淡窓と陸游詩―淡窓詩の一源流― 『江戸風雅』 
   第 2 号 黒川桃子 江戸風雅の会 2010
・広瀬旭荘の足利学校行 『江戸風雅』 第 3号 徳田武 
   江戸風雅の会 2010
・苔を二広の墓碑と合原松子の墓とに掃ふ 『江戸風雅』 
   第 3 号 池澤一郎 江戸風雅の会 2010
・広瀬旭荘と『水滸伝』 『江戸風雅』 第 3号 
   徳田武・土屋和之 江戸風雅の会 2010
・大野雅之「 「淡窓先生手書克己篇」にみる廣瀬淡窓の苦
   悩 末弟旭荘のこと」『史料館研究紀要』15 大分県先哲
   資料館 2010
・川崎理恵「近世社会における暦占の実態 広瀬旭荘と古
   谷道庵を素材に」『京都女子大学大学院文学研究科研究
   紀要 史学編 9』 京都女子大学大学院文学研究科史学専
   攻 2010
・亀田一邦『幕末防長儒医の研究』 知泉書館 2010
・神戸輝夫「旭荘の漢文日記」『潮 一月号』
   潮出版社 2011・合山林太郎「幕末京摂の漢詩壇 広瀬旭
   荘・河野鉄兜・ 柴秋村を中心に（特集 近世韻文の力）」『日
   本文学 』 60 巻 10 号 日本文学協会 2011
・黒川桃子「亀井少琹小伝－父昭陽の詩文を通して－
   （上）」『江戸風雅 第五号』江戸風雅の会 2011
・徳田 武「囲記事 広瀬林外と川路聖謨・安井息軒・大沼
   枕山」『江戸風雅』 第五号　江戸風雅の会 2011
・鈴木理恵『近世近代移行期の地域文化人』塙書房 2012
・『廣瀬淡窓の生家－廣瀬家の歴史と業績－』
   日田市教育委員会 2012
・『吹田市立博物館　大庄屋　中西家名品展』
   吹田市教育委員会 2012
・展示解説書『廣瀬旭荘ー東遊　大坂 池田－』咸宜園教育
   研究センター 2012
・展示図録『廣瀬旭荘と池田・大坂』池田市立歴史民俗資
   料館 2012
・徳田　武「広瀬旭荘と江戸」『江戸風雅』 第七号  江戸風
   雅の会 2013
・『廣瀬淡窓と咸宜園－近世日本の教育遺産として－』
   日田市教育委員会 2013
・『廣瀬淡窓と咸宜園－近世日本の教育遺産として－資料
   編』別府大学文化財研究所・日田市教育委員会 2013
・～文化財指定記念～国史跡「廣瀬淡窓旧宅及び墓」ガイ
   ドブック 廣瀬本家 2013
・平成 25年度特別展『九州の私塾と教育～咸宜園とその
   周辺～』展示解説書 咸宜園教育研究センター 2013
・ 徳田武・長田和也・山形彩美「増訂西村天囚著『亀門の
   二広』広瀬旭荘」『江戸風雅』第九号江戸風雅の会
   2014.6
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・徳田武「広瀬旭荘略年譜」『江戸風雅』第九号江戸風雅
   の会 2014.6
・徳田武「広瀬旭荘と春日載陽」『江戸風雅』第九号江戸
   風雅の会 2014.6
・平成 26年度特別展『漢詩人 廣瀬淡窓』 咸宜園教育研究
   センター 2014
・徳田武「広瀬旭荘『日間瑣事備忘』の顕彰－亀谷省軒・
   牧野藻洲・西村天囚－」『江戸風雅』第十号江戸風雅の
   会 2014.11
・今村孝次著・徳田武増訂「中島子玉」『江戸風雅』
   第十号江戸風雅の会 2014.11
・栗三直隆『野上文山　覚書』2014
・「江戸の学びと文化」実施報告書（教育遺産世界遺産登
   録推進国際シンポジウム 2014）日田市教育庁世界遺産 
   推進室 2015
・川邉雄大「善教寺蔵・「田原法水略歴」および「田原法
   水紀功碑」（草稿）について『国士舘大学経済研紀要』
   第 26 号　国士舘大学政経学部附属経済研究所 2014.3
・原千里「廣瀬淡窓とその世界時代を先取りした淡窓の教
   育」『海』第二期第 13号（通巻第 80号）花書院
   2015.1
 ・原千里「廣瀬淡窓とその世界『学制の儀』をめぐって」
   『海』  第二期第 13号（通巻第 80号）花書院 2015.1
・  川邉雄大・町泉寿郎「資料紹介　善教寺蔵・小栗憲一
   「琉球日記」について」『二松学舎大学東アジア学術総
   合研  究所集刊』第 45集　二松学舎大学東アジア学術
   総合研究所 2015.3
・ 川邉雄大「明治期の琉球における真宗法難事件に関す
   る一考察―善教寺資料を中心に―」
・ 『沖縄文化研究』41　法政大学沖縄文化研究所 2015.3
・ 『ふるさと豊前　人物再発見』求菩提資料館 2015.3
・徳田武「広瀬旭荘と筑井昆陽」『江戸風雅』第 11号
   江戸風雅の会 2015.6
・鈴木理恵「近世後期の教育環境としての漢学塾―咸宜
   園とその系譜塾」『書籍文化とその基底』平凡社
   2015.10
・徳田武「広瀬旭荘と鈴木春山（一）」『江戸風雅』第 12
   号　江戸風雅の会 2015.11
・ 徳田武「『在臆話記』の広瀬旭荘記事―『日間瑣事備忘』
   の顕彰―」『江戸風雅』第 12号　江戸風雅の会
   2015.11
・『淡窓伝光霊流　日本詩道会　日田詩道会四十五周年記
   念大会』四十五周年記念大会実行委員会 2015.11
・ 原千里「廣瀬淡窓とその世界咸宜園の入門者をめぐっ
   て」『海』第二期第 15号（通巻 82号）　花書院 2016
・川邉雄大「資料紹介　白華文庫蔵・小栗栖香頂「水築
   小相伝」について」『二松学舎大学東アジア学術総合研
   究所集刊』第 46集　二松学舎大学東アジア学術総合研
   究所 2016.3
   『沖縄文化研究』41　法政大学沖縄文化研究所 2015.3
・『ふるさと豊前　人物再発見』求菩提資料館 2015.3

・徳田武「広瀬旭荘と筑井昆陽」『江戸風雅』第 11号
   江戸風雅の会 2015.6
・鈴木理恵「近世後期の教育環境としての漢学塾―咸宜
   園とその系譜塾」『書籍文化とその基底』平凡社
   2015.10
・徳田武「広瀬旭荘と鈴木春山（一）」『江戸風雅』第 12
   号　江戸風雅の会 2015.11
・ 徳田武「『在臆話記』の広瀬旭荘記事―『日間瑣事備忘』
   の顕彰―」『江戸風雅』第 12号　江戸風雅の会
   2015.11
・『淡窓伝光霊流　日本詩道会　日田詩道会四十五周年記
   念大会』四十五周年記念大会実行委員会 2015.11
・原千里「廣瀬淡窓とその世界咸宜園の入門者をめぐっ
   て」『海』第二期第 15号（通巻 82号）　花書院 2016
・川邉雄大「資料紹介　白華文庫蔵・小栗栖香頂「水築
   小相伝」について」『二松学舎大学東アジア学術総合研
   究所集刊』第 46集　二松学舎大学東アジア学術総合研
   究所 2016.3
・髙橋昌彦 （資料）「廣瀬淡窓の著述‐新出資料の紹
   介‐」『福岡大学人文論叢』第 48巻第 1号　福岡大
   学研究推進部 2016
・鈴木理恵「咸宜園蔵書の形成と管理」『広島大学院教育
   学研究科紀要』第 3部 第 65 号 広島大学大学院教育学
   研究科 2016
・高橋昌彦「廣瀬旭荘の著述‐未紹介資料について‐」
   『福岡大学人文論叢』第 48巻第 3号　福岡大学研究
   推進部 2016
・秋月立雄「「林外」をめぐって」『大分県地方史』第
   229 号 大分県地方史研究会　2017
・川邉雄大「白華文庫蔵・平野五岳「五岳道人　古竹邨
   舎詩鈔」について」『日本漢文学研究』第 12号　二松
   学舎大学東アジア学術総合研究所日本漢文教育研究推
   進室 2017.3.31
・川邉雄大「「応接筆記」・「藩庁応接記」・「廿二日対辨記」
   について‐真宗法難事件における東本願寺と琉球藩
   庁の会議記録‐」『国士舘大学経済研紀要』第 29号
   国士舘大学経済学研究科　2017
・西江錦史郎「長州藩時代の長三洲」『国士舘大学経
   済研紀要』第 29号　国士舘大学大学院経済学研究科
    2017
・城戸淳一「幕末の漢詩人たちの歴遊‐廣瀬旭荘の書
   簡と『佛山堂日記』を中心に‐」『北九州国文』第
   44 号 福岡県高等学校国語部会北九州地区部会 2017



　　　　　　　　　廣瀬淡窓の「咸宜園」は開塾から 200 年を迎えました。

Ⅳ . 咸 宜 園 開 塾 2 0 0 年 記 念 事 業
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　1817 年（文化 14）2月、廣瀬淡窓は豊後国日田郡堀田村（現在の所在地）に私塾「咸宜園」を開きました。2017 年（平
成 29年）2月、咸宜園開塾から 200 年を迎えたことから日田市や日田市教育委員会では平成 29年 2月 18 日から下
記の記念事業をスタートいたしました。
　ここでは咸宜園開塾 200 年記念事業の内容とオープニングに実施した記念式典や記念講演、記念鼎談の様子を写真
を使って報告する。
　・平成 28年 12月 5日（月）  咸宜園開塾 200 年記念プレイベント・二松學舎大学創立 140 年（共催）

　　　講演会：「明治期の咸宜園関係の漢詩人たち」

　　　講　師：石川忠久氏（二松學舎大学名誉教授）　場所：日田市役所 7階　大会議室

　・平成 29年 2月 16日（木）～ 3月 31日（日）　
　　　記念展示　平成 28年度咸宜園教育研究センター春季企画展・咸宜園開塾 200 年記念
　　　「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」～旭荘子孫に伝承した史料群～
　　　　　場所：咸宜園教育研究センター公開展示室
　・平成 29年 2月 19日（日）　
　　　「咸宜園開塾 200 年記念事業」記念式典・記念講演・記念鼎談
　　　　　内容：記念アトラクション１　日田少年少女合唱団　題目：「東天寮歌」「清風寮歌」（いずれも自由学園寮歌）
　　　　　　　　記念式典　来賓あいさつ　大分県知事　広瀬　勝貞　氏ほか
　　　　　　　　　　　　　平成 28年度咸宜園教育顕彰事業表彰式　
　　　　　　　　　　　　　　受賞者【教育文化部門】優秀賞　点訳ボランティアたんぽぽの会
　　　　　　　　記念講演　「偉大なる教師～廣瀬淡窓と吉田松陰」
　　　　　　　　　　　　　講師：京都大学名誉教授　海原　徹　氏
　　　　　　　　記念アトラクション２　詩吟：淡窓伝光霊流日田詩道会　題目：「桂林荘雑詠示諸生」、「隈川雑詠」
　　　　　　　　記念鼎談　「江戸の教育に学ぶ～咸宜園の軌跡～」
　　　　　　　　　　　　（登壇者）　海原　徹　氏（京都大学名誉教授）
　　　　　　　　　　　　　　　　　広瀬 勝貞   氏（大分県知事）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　大石　学　氏（東京学芸大学副学長）
　　　　　場所：日田市民文化会館大ホール　　　　
　平成 29年度実施の主な事業一覧（日田市・日田市教育委員会主催分で項目のみ掲載。詳細は次号にて報告予定）
　・平成 29年 9月 3日（日）～ 9月 17日（日）
　　　「咸宜園門下生遺墨展」　 共催 ：日田先哲研究会
　　　　　場所：日田市民文化会館　ギャラリー
　　　　　　・平成 29年 11月 10日（金）・11日（土）　
　　　「嚶鳴フォーラム in ひた」　共催：嚶鳴協議会
　　　　　場所：日田市民文化会館・日田市総合文化施設ほか
　・平成 30年 2月 24日（土）・25日（日）
　　　「咸宜園門下生子孫の集い」第１部～第４部
　　　　　 場所：第 1～ 2部　日田市民文化会館、第 3部　日田温泉旅館街「みくまホテル」
　　　　　　　　 第４部　咸宜園跡・長生園・廣瀬資料館・豆田町など

咸宜園開塾200年記念事業　受付
　　　　日田市民文化会館「パトリア日田」大ホール

記念アトラクション　日田少年少女合唱団
　　　　　　「東天寮歌」・「清風寮歌」（自由学園寮歌）
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咸宜園開塾 200年記念事業
式次第（表）

咸宜園開塾 200年記念事業
式次第（裏）

記念鼎談「江戸の教育に学ぶ～咸宜園の軌跡～」
左から大石　学氏・海原　徹氏 ・ 広瀬　勝貞氏   

咸宜園開塾 200 年記念事業記念式典　（前列左端から
大分県知事  広瀬勝貞氏・衆議院議員  衛藤征士郎氏）

『図説  咸宜園－近世最大の私塾』の
刊行（記念事業の一環）

咸宜園開塾200年記念事業記念式典
　　　日田市民文化会館「パトリア日田」大ホール

記念講演「偉大なる教師ー廣瀬淡窓と吉田松陰」
　　　　　　京都大学名誉教授　　　海原　徹　氏

記念アトラクション　詩吟「隈川雑詠」
　　　　　　　　　　　　　淡窓伝光霊流日田詩道会

記念アトラクション　詩吟「桂林荘雑詠示諸生」
　　　　　　　　　　　　　淡窓伝光霊流日田詩道会



咸宜園教育顕彰事業

Ⅴ . 教 育 顕 彰 事 業

23

（１）咸宜園開塾 200 年記念事業との共催
　内　　容：記念式典・講演・記念鼎談など
　日　　時：平成 29年 2月 19日（日）
　　　　　　午前 10時から 12半時まで
①記念講演：「偉大なる教師ー廣瀬淡窓と吉田松陰」
　　　　　　京都大学名誉教授　　海原　徹　氏
②咸宜園教育顕彰事業 表彰式
　事業概要：廣瀬淡窓や咸宜園教育に関して、学術研
　　　　　究部門（調査研究の論文等が対象）及び教
　　　　　育文化部門（個人、団体、学校などが制作
　　　　　した作品や文化活動などが対象）を設け、　
　　　　毎年公募し、優秀な作品等を表彰するもの。
　募集期間：平成 28年 6月 1日から 11月 1日
③咸宜園教育顕彰事業 研究発表会
　教育文化部門　優秀賞受賞者　1件

■顕彰事業（「咸宜園の日」記念事業）

【教育文化部門】優秀賞　1名

賞 名 団 体 名 所 属 受 賞 内 容

優秀賞
　点訳ボランティア
　　たんぽぽの会

日田市社会福祉
協議会

咸宜園関連書の点訳及び点訳書の寄贈（視覚障がい者・団
体等への咸宜園・廣瀬淡窓の普及啓発）

教育文化部門　優秀賞　
　点訳ボランティアたんぽぽの会

平成28年度（第6回）咸宜園教育顕彰事業募集チラシ　表（左側）・裏（右側）
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（２）淡窓先生に学ぶ～学校の取組み～

　学校の取組みを広く市民等に知ってもらうことを目的とし、咸宜園や咸宜園教育等について関心を持ってもらうきっかけと

する。市内小中学校による顕彰活動の成果を紹介するため、展示会を行っている。

◇期　　間：平成 29年 2月 18日（土）～ 3月 3日（金）

◇展示場所：パトリア日田（ギャラリー）

◇参  加  校：小学校 8校　   咸宜小学校、桂林小学校、日隈小学校、高瀬小学校、光岡小学校、有田小学校、朝日小学校、

　　　　　　　　　　　　　石井小学校

　　　　　    中学校 6校　   東部中学校、三隈中学校、北部中学校、東有田中学校、大山中学校、五馬中学校

ギャラリー入り口　モザイク画（北部中学校）

咸宜小学校 咸宜小学校

桂林小学校

ギャラリー正面

日隈小学校

桂林小学校

朝日小学校

朝日小学校

高瀬小学校
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光岡小学校

東部中学校

五馬中学校

東部中学校

有田小学校

石井小学校

石井小学校

光岡小学校

三隈中学校
三隈中学校

東有田中学校

東有田中学校

大山中学校

大山中学校
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１．世界遺産とは

　世界遺産とは、地球の生成と人類の歴史によって生み出され、過去から引き継がれた貴重なもの。世界遺産に
はさまざまな国や地域に住む人びとが誇る文化財や自然環境などがあり、人類の残酷な歴史を刻むものや戦争や
自然災害、環境汚染などにより危機にさらされているものも含まれている。それらは国際協力を通じた保護のも
と、国境を越え世界のすべての人びとが共有し、次の世代に受け継いでいくべきものである。

　○世界遺産リストに記載されるまで
　　①条約締約国の推薦：締約国の政府が国内の世界遺産候補の中から、条件の揃ったものを世界遺産委員会に
　　　推薦。（各国の世界遺産暫定一覧表記載の資産から推薦される。）世界遺産委員会の事務局としての機能は
　　　ユネスコ世界遺産センターが担っている。
　　②専門機関による調査：世界遺産委員会の依頼により、文化遺産は ICOMOS、自然遺産は IUCN が候補地の
　　　評価調査を行う。
　　③世界遺産委員会での審議：ICOMOS や IUCN などによる評価調査報告を受け、毎年 1回開催される世界遺
　　　産委員会において、世界遺産リストへの記載物件の可否を決定する。

２．事業の概要

　日田市では平成 22年度に世界遺産推進室を開設し、茨城県水戸市の弘道館及び偕楽園、栃木県足利市の足利
学校と連携し、「近世日本の教育遺産群」という主題で咸宜園の世界文化遺産登録を目指して取組んでおり、平
成 27年 5月には、新たに岡山藩の日本最古の郷学（校）・閑谷学校の所在する岡山県備前市が教育遺産世界遺産
登録推進協議会に加わった。
　世界文化遺産として登録されるには、ユネスコが定めた基準である「顕著
で普遍的な価値」を証明する必要がある。そこで、「近世日本の教育遺産群」
が持つ「顕著で普遍的な価値」を証明するために、世界遺産推進室では日田
市世界遺産登録検討委員会の指導のもと、咸宜園に関する学術的な調査研究
を「咸宜園教育研究センター」と両輪となって作業を進めている。また、こ
の取り組みは行政のみで進められるものではなく、市民の機運の醸成と協力
が必要となってくる。市民と行政とが一体となって取り組むことが重要とな
ることから、調査研究の結果を公表しその情報を共有することで普及啓発に
つなげ、一人でも多くの市民の協力を得ることができるように取組まなけれ
ばならない。
　また、平成 27年 4月には、国が新たに創設し、国内外からの観光誘客や地域活性化に役立てる仕組みである「日
本遺産」の第 1号認定を受けた。認定ストーリーのタイトルは「近世日本の教育遺産群－学ぶ心・礼節の本源－」
で、日田市における日本遺産のストーリーを構成する文化財は、「咸宜園跡」、「日田市豆田町伝統的建造物群保
存地区」、「廣瀬淡窓旧宅及び墓」、「長福寺本堂」、「桂林園跡」、「咸宜園関係歴史資料」の 6件である。国からの
支援を受けた情報発信・普及啓発の取組を推進した。
　
○調査研究
　平成 22年度から進めてきた調査研究の成果を、平成 24年度に報告書として刊行した。この報告書は水戸市
や足利市と共同によるものではなく、日田市の資産（私塾・咸宜園、豆田町）について、世界遺産登録を目指す
視点でまとめたものである。「本編」と別府大学文化財研究所と共に「淡窓・咸宜園の放学・遊山」についての
調査結果をまとめた「資　料編」がある。他に、世界遺産登録に向けて必要となる構成資産を保護するための「保
存管理計画」や「緩衝地帯」（バッファ ･ゾーン）の方針検討のため、岡山理科大学と共に調査を進めた。

○普及啓発
　①日本遺産サミット in 岐阜への参加　平成 28年 7月 1日（日曜日）
　　協議会を構成 4市関係者による PRブースの展開等を行った。

　会場：長良川国際会議場
　主催：文化庁及び日本遺産連盟

　日本遺産ロゴマーク
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　②水戸市日本遺産講演会の開催
　　日時：平成 29年 2月 4日（土曜日）午後 1時～午後 4時
　　会場：茨城県総合福祉会館コミュニティーホール
　　アトラクション　児童及び生徒による演武　発表者：水戸東武館
　　講演１　「日本遺産～地域のお宝を探せ～」
　　講師：大西　啓介氏（文化庁文化財部記念物課長）
　　事例発表　「近世日本の教育遺産群の取組」
　　発表者：水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課
　　講演２　「心を育む論語の素読～弘道館こども論語塾を通じて～」
　　講師：安岡　定子氏（安岡定子事務所代表）
　　素読発表：水戸市三の丸小学校及び論語塾参加児童
　　講演３　「江戸時代の和算体験」
　　講師：小圷　のり子氏（茨城県弘道館事務所学芸員）

　　　この講演会は、日本遺産魅力発信推進事業の水戸市における事業として開催し、日田市からは教育長及び
　　教育次長が出席した。

　　　このほか、平成 27年度にともに日本遺産認定を受けた熊本県人吉市の「ひとよし花まる学園大学講座」　
　　に講師として「近世日本の教育遺産群－学ぶ心・礼節の本源－」の紹介をしたほか、福岡県太宰府市におけ
　　る「日本遺産シンポジウム」には、九州の認定地が集う中で、日田市の取組の発表を行うなどした。

　③市民協働の取組み（咸宜園平成門下生之会の活動）
　　世界遺産登録を目指す取り組みは市民と行政とが一体となって取組むことが重要となることから、市民によ
　　る応援団体「咸宜園平成門下生之会」が平成 23年度に発足し、この団体は廣瀬淡窓や咸宜園について学習
　　すると同時に、世界遺産登録の取組みを市民の側から支援する活動を中心とする。今年度は咸宜園に関する
　　講座や世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産群」の視察研修の他、「咸宜園交流事業サポーター」
　　として登録された会員を中心に、咸宜園で行った　イベント等　に協力をいただいた。（2ページ参照）

　④情報発信
　　市ホームページの更新や広報誌の活用、「日田川開き観光祭」のパレードに参加するなどの啓発活動を行った。

　⑤日本遺産魅力発信推進事業
　　日本遺産認定を受け、国からの支援を受けて日田市においても観光振興・地域活性化に繋げる各種事業を実
　　施した。（事業主体：教育遺産世界遺産登録推進協議会）
　　・高速バスラッピングによる情報発信
　　　日田 - 福岡間を運行する高速バス 1台に日本遺産である咸宜園、豆田町を PRする全面ラッピングを行い、
　　　1日 1往復以上 9か月間運行し、福岡都市圏を中心に情報発信を行った。

　　・スマートフォン向けアプリケーションソフト「ひた咸宜園入門ナビ」の
　　　平成 27年度に開発したアプリの機能拡充を行うとともに、あわせてアプリの利用促進を図るため、若年
　　　層を対象とした利用促進イベントの開催やチラシ等の作成を行った。
　　・「日本遺産子どもガイド」の養成・実施
　　　市内小学校 5・6年生（計 17名）を「日本遺産子どもガイド」として養成し、日本遺産に認定された咸宜園跡、
　　　長生園、豆田町、廣瀬家、長福寺、桂林園跡を日田天領祭り、天領日田おひなまつりにおいて実際にガイ
　　　ドを実施した。

　　・日本遺産宣材用写真整備事業

　１　認定自治体による PRブースの設置
　２　平成 28年度日本遺産認定証交付式
　３　日本遺産サミット
　４　座談会
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　　　日本遺産のストーリーを構成する文化財の宣材用写真の整備を行い、今後日田市の日本遺産の情報発信に
　　　活用できるようにした。
　　　　他に、協議会全体での取り組みとして、全日空国内線機内誌「翼の王国」へ記事広告掲載（平成 29年
　　　1月号）を行ったほか、BS-TBS「日本遺産」の映像制作・番組放映（平成 29年 1月 22日放映）などを行い、
　　　「近世日本の教育遺産群－学ぶ心・礼節の本源－」の情報発信を図った。
　　　　この他、日田市独自の取組として、日本遺産を巡る地元住民・関係機関・行政の連絡調整等を図るた　
　　　め、「日田市日本遺産活性化懇話会」を組織した。市民他一般から日本遺産を活用する取組・アイディア
　　　を募集し、優秀な取組・アイディアを表彰する「日本遺産活用アイディア募集事業」を実施した。また、
　　　平成 28年 10 月・11月の 2か月間に「日本遺産スタンプラリー」を初めて開催した。この取組は、日本
　　　遺産の構成文化財を巡り、回遊性を促し、滞在時間を延ばすことや日本遺産に対する理解を深めるために
　　　実施した。卓上ミニのぼりを作成して豆田町商店街他に配置したほか、Google ストリートビューのトレッ
　　　カーパートナープログラムより機材を借り入れ、日田市内の日本遺産構成文化財　を撮影・公開した。さ
　　　らに、日田市の共通封筒に日本遺産ロゴマークや咸宜園のデザインを入れるなど情報発信に努めた。

　　・日本遺産活用アイディア募集事業

　　　審査機関：日田市日本遺産活性化懇話会審査会（会員から選出された審査員：8名）

　　　募集期間：平成 28年 9月 15日（「広報ひた」掲載時）～ 12月 27日（火）

　　　応募総数：224 件

　　　応募内訳：取組・商品開発部門　　　3の個人・団体から　3件

　　　アイディア部門　　　　　　　　   192 の個人・団体から　221 件　（うち市内高校生 176 件）

　　　審査会を開催し、応募案件から優秀賞を選出する。優秀賞の副賞：賞金 3万円（最大 6件）

　　　審 査 会：平成 29年 1月 24日（火）16：00～

　　　審 査 員：日田市日本遺産活性化懇話会員 7名（1名欠席）

　　　審査結果

　　　取組・商品開発部門　（最大 3件）～取組や商品等が具体的な形となっているもの（具象化されているもの）

　　　（優秀賞）1件

　　　応募者：日田商工会議所青年部

　　　案件名：千年あかりにおける咸宜園の竹灯篭飾りつけ、ライトアップ

　　　アイディア部門　（最大 3件）～具体的に形になっていないもの（具象化されていないもの）

　　　（優秀賞）3件

　　　①応募者：松本　望（日田市中尾町）

　　　　案件名：咸宜園入園体験

　　　②応募者：桑野　隆（日田市田島町）

　　　　案件名：天領日田代官の屋敷（永山布政所）の建築

　　　③応募者：野中　泰佑（高知県須崎市）

　　　　案件名：咸宜園文学賞の創設

高速バスラッピングによる情報発信 高速バスラッピングによる情報発信
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普及啓発用卓上ミニのぼり

BS ‐ TBS「日本遺産」映像制作及び放映平成 28年度「日本遺産活用アイディア募集事業」
優秀賞受賞者記念撮影

Google トレッカーによる
日本遺産構成文化財撮影

日本遺産子どもガイド日本遺産子どもガイド

日田商工会議所青年部・竹灯籠による咸宜園のライトアップ
（平成 28年度「日本遺産活用アイディア募集事業」優秀賞受賞）

日本遺産宣材用写真整備事業写真
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日本遺産スタンプラリー台紙日本遺産活用アイディア募集事業ポスター・チラシ

ANA国内線機内誌「翼の王国」への広告掲載　
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３．教育遺産世界遺産登録推進協議会

①協議会
　「近世日本の教育遺産群」として、咸宜園とともに世界遺産登録を目指す茨城県水戸市の水戸藩藩校「弘道
館」と栃木県足利市の「足利学校」。また、関係三市は、相互の連絡調整の円滑化及び一体的な事業の展開を
図ることを目的として、平成 24年 11 月に「教育遺産世界遺産登録推進協議会」を設立した。平成 27年 5
月には岡山藩の郷校「閑谷学校」の所在する岡山県備前市が加わり、四県四市体制となった。協議会は、市
長と教育委員会教育長、学識経験者（商工会議所会頭、専門家、県の担当課長、市民団体代表）を委員とし、
国内外の教育遺産に係る調査研究、教育遺産を　活用した普及啓発に関することなどを所掌する。また、4市
で構成する本協議会に対して、日本遺産「近世日本の教　育遺産群－学ぶ心・礼節の本源－」の認定を受け、
各種情報発信・普及啓発事業を展開している。

②会議
　○幹事会　平成 28年 5月 17日（都内）
　　1　平成 27年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業報告について
　　2　平成 27年度教育遺産世界遺産登録推進協議会決算について
　　3　平成 28年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業計画・予算（案）について

　○協議会　平成 28年 5月 29日（都内）
　　報告第 1号　平成 27年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業報告について
　　認定第 1号　平成 27年度教育遺産世界遺産登録推進協議会歳入歳出決算について
　　議案第 1号　平成 28年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業計画・予算について

③専門部会の開催
　　これまで関係自治体による合同学術会議で検討されてきた世界遺産登録に向けた調査・研究等については、
　専門部会Ａ（登録推進戦略の検討）、専門部会Ｂ（国内外の教育遺産の評価）、専門部会Ｃ（保存管理方策の検
　討）に分かれ、各専門部会による検討・協議を重ねており、平成 28年度はストーリー案の再検討のための専
　門部会を開催した。

　○第 1回 A・B合同会議　平成 28年 9月 4日（都内）
　　１　今年度の日本遺産関係事業について
　　２　ストーリー（案）の検討について

　○第 1回 A・B・C合同会議　平成 28年 10月 31日（都内）
　　１　再提案に向けた進め方について
　　２　ストーリー（案）の検討について

　○第 2回 A・B・C合同会議　平成 29年 1月 21日（都内）
　　１　教育遺産としての昌平坂学問所（昌平黌）について
　　２　「総合的所見」と「提案する評価基準とその評価基準への適合性証明」
　　３　「完全性の言明」と「真実性の言明」について
　　４　保護と管理に必要な措置について
　　５　今後の専門部会の進め方について

④事務連絡会議の開催
　○平成 28年 7月 13日（都内）
　　協議内容
　　１　今年度の日本遺産魅力発信推進事業の執行について
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　　２　今年度の専門部会について
　　３　平成 29年度事業計画・予算（案）について
　　４　協議会の運営に係る各市の事務分担について
　　５　日田市アプリなど補助事業で取得した財産について

　○平成 28年 9月 4日（都内）＜日本遺産プロデューサー派遣事業：水戸市と併催＞

　　協議内容

　　１　協議会の運営に係る各市の事務分担について

　　２　補助事業で取得し、又は効用の増加した財産の取扱いについて

　　３　平成 29年度事業計画・予算（案）について

　　４　その他

　○平成 28年 10月 31日（都内）

　　協議内容

　　１　協議会の運営に係る各市の事務分担について

　　２　補助事業で取得し、又は効用の増加した財産の取扱いについて

　　３　平成 29年度日本遺産魅力発信推進事業の検討について

　　４　その他

　○平成 28年 12月 21日（日田市）＜日本遺産プロデューサー派遣事業：日田市と併催＞

　　協議内容

　　１　平成 29年度日本遺産魅力発信推進事業の検討について

　　２　日本遺産における他の教育遺産との連携について

　○平成 29年 1月 21日（都内）

　　協議内容

　　１　日本イコモス国内委員会との意見交換会について

　　２　平成 29年度国補助事業のうち共通事業の「日本遺産ホームページ」の担当について

　　３　日本遺産プロデューサー作成の活動評価シート（案）について

　○平成 29年 3月 27日（都内）

　　協議内容

　　１　イコモス国内委員会との意見交換会について

　　２　専門部会員の現地視察

　　３　協議会事業の優先順位

　　４　教育ツーリズムのためのコンテンツ作り

　　５　平成 29年度協議会事業計画・予算について

⑤文化庁との意見交換会

　○平成 29年 3月 27日（都内）

　　１　当協議会及び構成資産候補の概要

　　２　現在の検討状況

　日田市においては、日本遺産認定を受け、咸宜園教育研究センター公開講座「日本遺産を歩く」の開催や日本遺産ス

タンプラリーなど普及啓発のための取組を進めた。また、連携している茨城県水戸市、栃木県足利市、岡山県備前市と

の間においては、協議会会議のほか、有識者による専門部会や日本遺産認定を受け、事業の遂行のための事務連絡会議

を重ねた。

４．経過
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日  程 内　　　　　容

平成 28年 4月 25日 日本遺産認定 1周年記念イベント（「或る列車」で日田駅に到着された観光客に記念品配布）

5月 17日 幹事会開催

5月 22日 日田川開き観光祭どんたくカーニバル参加

5月 29日 協議会開催

6月 21日 日本遺産活性化懇話回（準備会）開催

7月   1 日 福岡・日田間ラッピング高速バス出発式（運行は平成 29年 3月 31日まで）
日本遺産サミット in 岐阜参加

7月 13日 事務連絡会議開催

8月 18日 第 1回日田市日本遺産活性化懇話会開催

9月   3 日 日本遺産プロデューサー派遣事業（於：水戸市）

9月   4 日 事務連絡会議・専門部会 A・B合同会議開催

10月   1 日～ 11月 30日 2016 日本遺産スタンプラリー実施

10月 18日 第 2回日田市日本遺産活性化懇話会開催

10月 31日 事務連絡会議・専門部会 A・B・C合同会議開催

11月 19日 平成 28年度ひとよし花まる学園大学講座講師派遣

12月 21日 事務連絡会議開催

12月 22日 日本遺産プロデューサー派遣事業（於：日田市）

10月 18日 ANA国内線機内誌「翼の王国」記事広告掲載

平成 29年
1月   1 日～ 1月 31日 専門部会 A・B・C合同会議開催

1月 21日 第２回日田市世界遺産登録検討委員会開催

1月 22日 BS-TBS「日本遺産」にて「近世日本の教育遺産群」放映

1月 24日 第 3回日田市日本遺産活性化懇話会開催

2月   4 日 水戸市日本遺産講演会参加

2月 17日～ 3月 31日 豆田まちづくり歴史交流館において日本遺産写真パネル展示

3月 4・5日 天領日田おひなまつりにおいて日本遺産子どもガイド実施

3月 12日 太宰府市日本遺産シンポジウム参加

3月 17日 平成 28年度日本遺産活用アイディア募集事業表彰式及び市長報告

3月 19日 第 1回日田市世界遺産登録検討委員会開催

3月 27日 事務連絡会議・文化庁との意見交換会開催

太宰府市「日本遺産シンポジウム」参加日本遺産サミット in 岐阜
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2016. 4.  1  常設展示（～ 2017.2.14）

                                                 咸宜園教育研究センター

　　　4.15  「咸宜園研修」（東明館中学校 1年生）

　　　　　　   史跡咸宜園跡・咸宜園教育研究センター

　　　5.23  第 1 回咸宜園教育研究センター運営委員会

　    　　　　　　　　　　　  咸宜園教育研究センター

　　　5.24  「日田川開き観光祭」

　　　　　　  　　どんたくカーニバル・パレード参加

　　　6.17  ふれあい宅配講座（～ 2.25）

　　　　　　　　　　　　　   咸宜園教育研究センター

　　　7.  7  咸宜園平成門下生講座（～ 2.23）

　　　　　　　　　　　　　  パトリア日田小ホール他

　　　7.22  第 16 回「立志の道を歩こう」（山鹿市主催）

　　　　　　　　　　　　　   　　　　　史跡咸宜園跡

　　　7.30  第１回咸宜園教育研究センター専門委員会

　　　　　　　　　                 咸宜園教育研究センター

　　 10.19  第 70 回日田市文教祭学校行事

　　　　　　「日田市小中学校書写展」

　　　　　　　　　  アオーゼ 2階美術展示ギャラリー   

　　 10.31  定期講座（年 5回）（～ 12.15）

　　　　　　　　　　　　　  パトリア日田スタジオ１

　　 11.26  第 2 回咸宜園教育研究センター専門委員会　

                                      　           咸宜園教育研究センター

　　 12.  5  咸宜園 200 年記念事業プレイベント

　　　　　「明治期の咸宜園関係の漢詩人たち」

　　　　　石川忠久氏（二松學舎大学名誉教授）講演会

　　　　　　　　　　　          日田市役所 7階　大会議室

　　 12.19 第 2 回咸宜園教育研究センター運営委員会

　    　　　　　　　　　             咸宜園教育研究センター

2017. 2.16  春の企画展

　　　　　「廣瀬旭荘・敬四郎文庫」（～ 3.31）

                 　　　　　　　　　　咸宜園教育研究センター

　　 2.18   日田市民ミュージカル「咸く宜し」

　　　　　　　　　　パトリア日田　大ホール（～ 2.19）

　　 2.18   淡窓先生に学ぶ～学校の取組み～

　　　　　　　　　パトリア日田（ギャラリー）（～ 3.3）

　　 2.19  咸宜園開塾 200 年記念事業

　　　　　記念式典・講演会・鼎談

　　　　　咸宜園教育顕彰事業（「咸宜園の日」）

　　　　　　　　　　　　　　パトリア日田（大ホール）

月 H28年度 市内小中学校 その他団体 一般・個人

4 881 名 0団体  　0 名 16団体  312 名 569 名

5 1,337 名 0団体  　0名 20団体  508 名 829 名

6 857 名 0団体  　0名 17団体  230 名 627 名

7 1,429 名 1団体　20名 23団体  567 名 842 名

8 1,697 名 1団体 160 名 18 団体  361 名 1,176 名

9 2,116 名 0 団体　  0 名 47 団体 1,027 名 1,089 名

10 2,634 名 1 団体　38名 54団体 1,441 名 1,155 名

11 9,681 名 7 団体 242 名 73 団体 2,081 名 7,358 名

12 1,182 名 1 団体   21 名 20 団体  340 名 821 名

1 1,228 名 10 団体 610 名 11 団体  134 名 484 名

2 1,595 名 7 団体 311 名 27 団体  370 名 914 名

3 2,175 名 2 団体 123 名 22 団体  439 名 1,613 名

計 26,812 名 29 団体 1,525 名 348 団体 7,810 名 17,477 名

※上記の他、パトリアでの開催事業（記念事業の講演会やシンポジウム、定期講座等）

　の参加人数は約 2,500 名を数える。
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 ４． 職員名簿

咸宜園教育研究センター

世界遺産推進室

 １．咸宜園教育研究センター運営委員会委員名簿
任期：平成 30年 5月 31日まで

選出資格 氏 名 所 属

学識経験者

大 神 信 證 日田市文化財保護審議会副会長

後 藤 宗 俊 別府大学名誉教授

廣 瀬 貞 雄 公益財団法人廣瀬資料館理事長

文化団体
佐 藤 誠一郎 淡窓会顧問

三 宅 多加子 日田書道協会

まちづくり 武 内 眞 司 社団法人日田市観光協会理事

生涯教育   ワトソン　ロバート
（一財）日田市公民館運営事業
団公民館館長会会長、大山公民
館館長

行政関係 三 笘 眞治郎 日田市教育委員会教育長

職 名 氏 名

名 誉 館 長 後 藤 宗 俊

職 名 氏 名

所 　 　 長 竹　尾　秀　広

主 　 　 幹 高　村　智恵美

副  主  幹 吉　田　博　嗣

主 　 　 任 原　田　弘　徳

主 　 　 任 溝　田　直　己

研  究  員 深　町　浩一郎

 ２．咸宜園教育研究センター専門委員会委員名簿

任期：平成 30年 5月 31日まで

選出資格 氏 名 所 属

学識経験者

海 原 　 徹
京都大学名誉教授（平成 29 年
3月 31日付け退任）

後 藤 宗 俊 別府大学名誉教授

豊 田 寛 三 前別府大学学長

高 橋 昌 彦 福岡大学人文学部教授

鈴　木　理　恵 広島大学大学院敎授

佐 藤 晃 洋 大分県教育庁文化課長

中 島 三 夫 日田市文化財保護員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50音順）

 ３. 世界遺産登録検討委員会委員名簿

任期：平成 30年 5月 31日まで

選出資格 氏 名 所 属

学識経験者

吾 妻 重 二 関西大学教授

江 面 嗣 人 岡山理科大学教授

後 藤 宗 俊 別府大学名誉教授

鈴 木 理 恵 広島大学大学院教授

豊 田 寛 三 前別府大学学長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50音順）

職 名 氏 名

室 　 　 長 竹　尾　秀　広

主 　 　 幹 高　村　智恵美

副  主  幹 吉　田　博　嗣

主 　 　 任 原　田　弘　徳

主 　 　 任 溝　田　直　己

                        　　　　　　（平成28年 4月 1日現在）

 　　　　　　（平成28年 4月 1日現在）

 　　　　　　（平成28年 4月 1日現在）
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明治 30年
大正   2 年

大正 5年
大正 8年
昭和 7年
昭和 23年
昭和 35年
平成 2年

平成 4年

平成 5年

平成 6年

平成 7年

平成 9年

平成 15年

平成 17年

平成 19年

平成 20年

平成 21年

平成 22年

平成 23年

平成 24年

平成 25年

平成 26年

平成 27年

平成 28年

平成 29年

（1897）
（1913）

（1916）
（1919）
（1932）
（1948）
（1960）
（1990）

（1992）

（1993）

（1994）

（1995）

（1997）

（2003）

（2005）

（2007）

（2008）

（2009）

（2010）

（2011）

（2012）

（2013）

（2014）

（2015）

（2016）

（2017）

9月

7月

11月
3月

2月

3月

1月

3月

1月

11月

9月

1月

3月

10月

12月
10月

11月

3月

8月

11月

2月

3月

10月

２月

2月

４月

11月

2月

２月

咸宜園閉塾
淡窓先生頌徳祭
（生誕 130 年祭）開催
淡窓図書館建設
休道の詩碑建立
「咸宜園跡」が国指定史跡に指定
「廣瀬淡窓墓」が国指定史跡に指定
淡窓百年祭（100 回忌）の開催
『第 3次日田市総合計画』で咸宜園
跡の保存整備を計画
史跡咸宜園跡保存整備構想検討委
員会発足
史跡咸宜園跡保存整備構想の策定

秋風庵等保存修理事業実施
　　　　　　　　（～平成 8年）
史跡咸宜園跡内秋風庵等保存修理
委員会発足　　　（～平成12年度）
遠思楼復元修理事業
　　　　　　　　（～平成12年度）
史跡咸宜園跡保存整備委員会発足
　　　　　　　　（～平成25年度）
史跡咸宜園跡保存整備実施設計
淡窓先生 150 年祭（150 回忌）開
催
史跡咸宜園跡ガイダンス棟実施設
計が後の咸宜園教育研究センター
の基本設計となる
咸宜園教育研究センター建設（国
土交通省所管のまちづくり交付金
事業を導入）　（～平成 22年 3月）

咸宜園教育研究センター運営検
討会議開催
咸宜園教育研究センター運営検
討会議開催
咸宜園教育研究センター運営検
討会議開催
咸宜園教育研究センター開館
記念式典、記念事業実施
「咸宜園門下生子孫の集い」開催
　（日田市制 70周年記念事業）
咸宜園平成門下生之会発足
平成 23年度特別展
「近世の私塾－西日本を中心とし
て－」開催
開館一周年記念事業「私塾フォー
ラム」開催
第 1回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施
廣瀬旭荘没後150年記念事業（特
別展・講演会・鼎談）実施
教育遺産世界遺産登録推進協議
会発足・世界遺産登録推進国際
シンポジウム開催（水戸市）
第 2回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施
国史跡「廣瀬淡窓旧宅及び墓」（国
史跡「廣瀬淡窓墓」の追加指定
及び指定名称の変更）
世界遺産登録推進国際シンポジ
ウム開催（足利市）
第 3回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施
第 4回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施
「咸宜園跡」や「豆田町重要伝統
的建造物群保存地区」などが初
の日本遺産に認定
日本遺産認定記念フォーラムの
開催
第 5回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施
咸宜園開塾 200 年記念事業
第６回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施

咸宜園教育研究センター及び史跡咸宜園跡位置図

初桜之句碑
東塾跡

講堂

休道之詩碑

乗降場

書蔵庫

井戸

遠思楼

東家

西家
史跡指定範囲

碑

至豆田町
至隈町

H

梅花塢跡

井戸

咸宜園教育研究センター咸宜園教育研究センター

便所風呂

秋風庵

管理事務所管理事務所

招隠洞跡招隠洞跡

（推定地）（推定地）
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２.  施 設 の 概 要 ・ 組 織

（1）設 置 目 的

（2）設置年月日

（3）設 置 場 所
（4）設置の概要

①構造・規模

②開 館 時 間
③休 館 日

④主要な施設

　咸宜園や廣瀬淡窓等に関する調査研究及び関係資
料の収集、公開等を行うことにより、その理解を深め、
宜風の浸透を図ることをもって、教育、学術や文化
の向上に寄与する。

平成 22年 4月 1日
（平成 22年 10月 2日開館）
日田市淡窓 2丁目 2番 18号
公開展示室・研修室・研究室を備え
た「史跡咸宜園跡」のガイダンス施設。

木造平屋造　建物延べ面積
約 373㎡（専有面積）
午前 9時から午後 5時
・水曜日
 （水曜日が国民の祝日または振替休日
   に当るときはその翌日）
・年末年始（12月 29日～ 1月 3日）

◇公開展示室　（約 108㎡）
　　常設展示
　　企画展示
　　特別展示
◇研修室　（約 73㎡）
　咸宜園入門ぼっくすの体験や各種研修に利用

（5）主 な 業 務

（6） 組　　 織

◇研究室（約 61㎡）
　図書コーナーやパソコン閲覧コーナーを設け、廣
瀬淡窓や咸宜園のことなどについて、自由に調べる
ことが可能。ただし、図書の貸し出しは行わない
◇収蔵庫（約 44㎡）

①咸宜園、廣瀬淡窓、門下生等に関する研究調査並
　びに関係資料の収集、整理及び保管
②上記①の研究や調査成果の展示公開、情報発信等
　による活用
③咸宜園に関する体験学習、講座、講演会等による
　普及啓発
④史跡咸宜園跡の公開

①咸宜園教育研究センター
　名誉館長（非常勤）
　所　長

②世界遺産推進室
　室　長

主　幹　1
副主幹　1
主　任　2
嘱　託　1（研究員）
臨時職員　3

主　幹　1
副主幹　1
主　任　2
　（内、学芸員資格者 3）　

咸宜園教育研究センター平面図

 

収蔵庫

研修室研究室

トイレ
受
付

正面入口

現在地

公開展示室
咸宜園に関する展示
やガイダンス映像を見
ることができます。

咸宜園に関する
体験学習や研修
室として利用する
ことができます。

咸宜園に関する図書を閲覧
したりパソコンで情報を検索
することができます。

ガイダンス映像

展示ケースパソコン閲覧コーナー図
書
コ
ー
ナ
ー

展
示
ケ
ー
ス

事務室

Ｎ
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（1）開 館 時 間 （1）交 　 　 通

■公開展示室：午前 9時から午後 5時

■研　修　室：午前 9時から午後 5時

■研　究　室：午前 9時から午後 5時

　（入館時間は、午後 9時から午後 4時 30分）

■休館日：・水曜日（水曜日が国民の祝日または振替

　　　　　　　　　　休日に当るときはその翌日）

・年末年始（12月 29日～ 1月 3日）

■ JR 久大本線：「日田駅」下車徒歩約 10分

■高速バス ：「市役所前」下車徒歩約 7分

■車 ：大分自動車道「日田 IC」から約5分

　　　　　　   ・専用駐車場には 10台駐車可能

　　　　　　   ・乗降場は大型バス 3台まで乗降可能
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平成 22年 3月 24日
条例第 9号

し、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、
損害賠償義務の全部又は一部を免除することができ
る。

（研修室の利用の許可）
第 8条　研修室の利用（体験学習の利用を除く。以下
同じ。）をしようとする者は、あらかじめ、教育委員
会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項
を変更しようとするときも、同様とする。
2　教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、管
理上必要な条件を付することができる。

（利用許可の制限）
第 9条　教育委員会は、その利用が次の各号のいずれ
かに該当すると認めるときは、研修室の利用の許可（以
下「利用許可」という。）をしないことができる。
（1）　公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあ
るとき。

（2）　研修室の建物、設備、展示物等を汚損し、損
傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

（3）　その他研修室の管理上支障があるとき。
（利用許可の取消し等）
第 10条　教育委員会は、利用許可を受けた者（以下「利
用者」という。）が次の各号のいずれかに該当すると
認めるときは、利用許可を取り消し、又は研修室の利
用を停止し、若しくは制限することができる。
（1）　利用許可の条件に違反したとき。
（2）　偽りその他不正な手段により利用許可を受けた

ことが明らかになったとき。
（3）　この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則

の規定に違反したとき。
（4）　その他研修室の管理上支障があるとき。
2　教育委員会は、前項の規定による利用許可の取消し
等によって利用者が損害を受けても、その賠償の責め
を負わないものとする。

（目的外利用又は権利譲渡の禁止）
第 11条　利用者は、研修室を利用許可を受けた目的以
外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、
若しくは転貸してはならない。

（使用料）
第 12条　利用者は、別表に定める額を使用料として前
納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の
事情があると認めるときは、使用料を後納することが
できる。

（使用料の減免）
第 13条　教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次
の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、
又は免除することができる。
（1）　市及び市の執行機関が市の行政上のために利用

するとき。
（2）　市長又は教育委員会が特に必要と認める者が第

（設置）
第 1条　咸宜園や廣瀬淡窓等に関する調査研究及び関
係資料の収集、公開等を行うことにより、その理解を
深め、宜風の浸透を図ることをもって、教育、学術や
文化の向上に寄与することを目的として咸宜園教育研
究センター（以下「センター」という。）を設置する。

（名称及び位置）
第2条　センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称　咸宜園教育研究センター
位置　日田市淡窓 2丁目 2番 18号
（業務）
第 3条　センターの業務は、次のとおりとする。
（1）　咸宜園、廣瀬淡窓、門下生等に関する研究並び

に関係資料の調査、収集、整理及び保管
（2）　前号の研究や調査成果の展示公開、情報発信等

による活用
（3）　咸宜園に関する体験学習、講座、講演会等によ

る普及啓発
（4）　史跡咸宜園跡の公開
（5）　前各号に掲げるもののほか、センターの運営に

関する事務のうち、教育委員会が必要と認める業
務

（開館時間及び休館日）
第 4条　センターの開館時間は、午前 9時から午後 5
時まで（入館時間については、午前 9時から午後 4
時 30 分まで）とする。ただし、教育委員会が必要と
認めるときは、開館時間を変更することができる。

2　センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、
教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、
又は臨時に休館日を定めることができる。
（1）　水曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭

和 23年法律第 178 号）に規定する休日に当たる
ときは、当該休日以後の直近の休日でない日）

（2）　12月 29日から翌年 1月 3日まで
（入館料）
第 5条　センターの入館料は、無料とする。
（入館の制限）
第 6条　教育委員会は、センターの入館者が次の各号の
いずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又
は退館を命ずることができる。
（1）　公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある

とき。
（2）　センターの建物、設備、展示物等を汚損し、損

傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
（3）　その他センターの管理上支障があるとき。

（原状回復義務又は損害賠償）
第 7条　故意又は過失によりセンターの建物、設備、展
示物等を損傷又は滅失した者は、直ちにこれを原状に
復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただ
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（3）　利用を終了したときは、研修室内を整理整とん
すること。

（4）　その他職員の指示に従うこと。
（利用許可の変更等）
第 5条　利用者は、利用許可の変更又は取消しを求めよ
うとするときは、咸宜園教育研究センター研修室利用
許可変更・取消申請書（様式第 3号）に利用許可証を
添えて教育委員会に提出しなければならない。
2　教育委員会は、前項の利用許可の変更又は取消しを
許可したときは、咸宜園教育研究センター研修室利用
許可変更・取消許可証（様式第 4号）を利用者に交付
するものとする。
3　利用者は、前項の規定による利用許可の変更の許可
を受けた場合において、既納の使用料の額が変更後の
使用料の額に対して不足額を生じるときは、直ちに、
当該不足額を納付しなければならない。

（使用料の減免）
第 6条　条例第 13 条の規定による使用料の減額又は免
除（以下「使用料の減免」という。）ができる場合及
び減免の率は、別表第 1に定めるとおりとする。

（使用料の減免の申請）
第 7条　使用料の減免を受けようとする利用者は、咸宜
園教育研究センター研修室使用料減免申請書（様式第
5号）に利用許可申請書を添えて教育委員会に提出し、

（趣旨）
第 1条　この規則は、咸宜園教育研究センターの設置及
び管理に関する条例（平成 22年条例第 9号。以下「条
例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるも
のとする。

（利用申請）
第2条　条例第8条第1項の許可を受けようとする者（以
下「申請者」という。）は、咸宜園教育研究センター
研修室利用許可申請書（様式第 1号。以下「利用許可
申請書」という。）を教育委員会に提出しなければな
らない。

（利用許可）
第 3条　教育委員会は、研修室の利用の許可（以下「利
用許可」という。）をしたときは、咸宜園教育研究セ
ンター研修室利用許可証（様式第 2号。以下「利用許
可証」という。）を申請者に交付するものとする。

（利用者の遵守事項）
第 4条　利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）
は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
（1）　他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品

又は動物を持ち込まないこと。
（2）　研修室内において、許可を受けずに物品の販売

若しくは陳列をし、又は看板その他の広告物の掲
示若しくは配布をしないこと。

1条に規定する設置目的に沿って利用するとき。
（使用料の不還付）
第14条　既に納入された使用料は、還付しない。ただし、
次の各号のいずれかに該当する事由に基づいて利用を
中止したときは、既納の使用料の全部又は一部を還付
することができる。
（1）　研修室の管理上必要があるため、その利用許可

を取り消したとき。
（2）　利用者が自己の都合により 2日前に利用許可の

取消しを申し出たとき。
（3）　災害その他やむを得ない事情により利用するこ

とができなくなったとき。
（咸宜園教育研究センター運営委員会の設置）
第 15条　センターの適正かつ効果的な運営を図るため、
咸宜園教育研究センター運営委員会（以下「運営委員
会」という。）を置く。
2　運営委員会の所掌事務、組織その他必要な事項は、
教育委員会規則で定める。

（委任）
第 16 条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委
員会規則で定める。

附　則
（施行期日）
1　この条例は、公布の日から起算して 7月を超えない
範囲内において教育委員会規則で定める日から施行す
る。ただし、第 15 条及び次項の規定並びに附則第 3
項の改正は、平成 22年 4月 1日から施行する。

（平成 22 年教委規則第 11 号で平成 22 年 10 月 2 日か
ら施行）

（準備行為）
2　教育委員会は、施行の日前においても、この条例に
規定する事務の実施について必要な準備行為をするこ
とができる。

（日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償
に関する条例の一部改正）
3　日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁
償に関する条例（昭和 31年条例第 167 号）の一部を
次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表（第 12条関係）
区分 単位 金額 備　　　考

研修室
1時間
につき

320 円

1　常設電灯以外の電気を利
用するときは、1 回につき
410 円を加算する。

2　冷暖房を利用するときは、
1時間につき 200 円を加算
する。

　備考　1日の利用時間は、原則として 3時間を限度とする。
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明する書類を添えて教育委員会に提出し、その旨の書
き換えを受けなければならない。
12　寄託者は、預かり証を汚損し、損傷し、又は滅失し
たときは、速やかにその事実を証明する書類又は当該
預かり証を教育委員会に提出し、再交付を受けなけれ
ばならない。

（資料の館外貸出し）
第 12 条　収蔵品等の資料は、館外貸出しを行わないも
のとする。ただし、教育委員会が、博物館、図書館、
学校等において学術上の調査研究又は教育普及の目的
で使用され、かつ、取扱い上安全性が確保されると認
めるときは、この限りでない。
2　前項の館外貸出しを受けようとする者（以下「貸出
し申請者」という。）は、咸宜園資料貸出し許可申請
書（様式第 13 号）を教育委員会に提出しなければな
らない。
3　教育委員会は、前項の館外貸出しを許可したときは、
咸宜園資料貸出し許可書（様式第 14 号）を貸出し申
請者に交付するものとする。

（撮影、複写等の許可）
第 13 条　収蔵品等の資料を学術上の調査研究等の目的
で撮影し、若しくは複写し、出版物等への掲載をしよ
うとする者又は模写、模造等をしようとする者（以下
「撮影等申請者」という。）は、咸宜園資料撮影等許可
申請書（様式第 15 号）を教育委員会に提出しなけれ
ばならない。
2　教育委員会は、前項の規定による撮影等を許可した
ときは、咸宜園資料撮影等許可書（様式第 16 号）を
撮影等申請者に交付するものとする。

（運営委員会の所掌事務）
第 14 条　条例第 15 条に規定する咸宜園教育研究セン
ター運営委員会（以下「運営委員会」という。）は、
教育委員会の諮問に応じ、条例第 3条各号に掲げる業
務に関する事項について審議し、及びこれらの事項に
ついて教育委員会に建議する。
2　運営委員会は、前項に定める事項のほか、センター
の運営に関する事項について、教育委員会に意見を述
べることができる。

（運営委員会の組織等）
第 15条　運営委員会は、委員 10名以内で組織する。
2　委員は、学識経験者等のうちから、教育委員会が委
嘱する。
3　委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者
の残任期間とする。
4　運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選に
より定める。
5　会長は、会務を総理する。
6　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又
は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7　運営委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長
が招集し、会長がその議長となる。
8　会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開き、
議決をすることができない。
9　会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
10　運営委員会に、専門の事項について審議する必要が

承認を受けなければならない。
（使用料の還付）
第 8条　条例第 14 条ただし書の規定による既納の使用
料の還付ができる場合及び還付の率は、別表第 2に定
めるとおりとする。

（使用料の還付の申請）
第 9条　使用料の還付を受けようとする利用者は、咸宜
園教育研究センター研修室使用料還付申請書（様式第
6号）を教育委員会に提出し、承認を受けなければな
らない。

（損傷等の届出）
第 10 条　咸宜園教育研究センター（以下「センター」
という。）の入館者は、センターの建物、設備、展示
物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、咸宜園
教育研究センター施設等損傷（汚損・滅失）届（様式
第 7号）を教育委員会に提出しなければならない。

（寄贈及び寄託）
第 11 条　センターは、咸宜園に関係する資料の寄贈及
び寄託を受けることができる。

2　前項の資料の所有者は、センターに当該資料を寄贈
し、又は寄託しようとするときは、資料名、数量等を
明記した寄贈・寄託申込書（様式第 8号）を教育委員
会に提出しなければならない。

3　教育委員会は、前項の規定による資料の寄託を受け
るものと決定したときは、預かり証（様式第 9号。以
下同じ。）を寄託者に交付し、受託控（様式第 10 号）
をセンターに保管するものとする。

4　寄託期間は、原則として 3年とする。ただし、教育
委員会が特別な事情があると認めるときは、この期間
を短縮することができる。なお、寄託の更新を妨げな
いものとする。

5　前項の期間の起算日は、寄託資料をセンターが受託
した日が1月1日から6月30日までのときは1月1日、
7月1日から12月31日までのときは7月1日とする。

6　寄託者は、寄託期間中に、特別の理由により寄託資
料の一時返還を受けようとするときは、寄託資料一時
返還申請書（様式第 11 号）を教育委員会に提出しな
ければならない。この場合において、寄託資料の一時
返還を受けようとする者が寄託者の代理人であるとき
は、その旨を証明する書類を添付しなければならない。

7　教育委員会は、前項の寄託資料の一時返還を承認し
たときは、寄託資料一時返還承認書（様式第 12 号）
を寄託者に交付し、当該寄託資料を一時返還するもの
とする。

8　寄贈資料又は寄託資料の保管その他の取扱いについ
ては、センターの所蔵する資料に準じて行うものとす
る。ただし、寄贈者又は寄託者と利用制限等に関して
特約があるものについては、この限りでない。

9　資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄
託者の負担とする。ただし、特別の事情があるときは、
この限りでない。

10　寄託資料が汚損し、損傷し、又は滅失したときは、
教育委員会が補償するものとする。ただし、天災その
他やむを得ない事由によるものであるときは、その賠
償の責めを負わないものとする。

11　寄託資料の所有者が譲渡により変更が生じたとき
は、譲渡人は、速やかに預かり証に所有権の移転を証



42

別表第 2（第 8条関係）

あるときは、臨時委員を置くことができる。
11　臨時委員は、教育委員会が運営委員会の意見を聴い
て委嘱する。

12　臨時委員は、専門の事項について審議し、運営委員
会への報告が完了したときは、解職されるものとする。

13　運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
（評価委員会）
第 16 条　センターに収蔵する咸宜園に関係する資料の
購入価格の適正な評価を行うため、咸宜園教育研究セ
ンター収蔵資料評価委員会（以下「評価委員会」とい
う。）を置き、評価委員若干名で組織する。

2　評価委員は、教育委員会の諮問に応じ、センターが
購入しようとする資料の評価を行い、その意見書を提
出する。

3　評価委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が
委嘱する。

4　評価委員の任期は、1年以内とする。
5　評価委員は、職務上知り得た秘密のほか、自己が評
価委員であることを他に漏らしてはならない。

6　購入しようとする資料について利害関係を有する評
価委員は、当該資料の評価に加わることができない。

7　評価委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
（委任）
第 17条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、
教育委員会が別に定める。

附　則
（施行期日）
1　この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、
第 11 条から第 16 条まで及び次項の規定並びに附則
第 3項の改正は、平成 22年 4月 1日から施行する。

（準備行為）
2　教育委員会は、施行の日前においても、この規則に
規定する事務の実施について必要な準備行為をするこ
とができる。

（日田市教育委員会事務委任規則の一部改正）
3　日田市教育委員会事務委任規則（昭和 39年教委規則
第 10号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

減免ができる場合 減免の率 備　　考

1　市及び市の執行機関が
市の行政上のために利用
するとき。

免　除
1号の免除は、使
用料の減免の申請
を省略することが
できる。

2　市長又は教育委員会が
特に必要と認める者が第 1
条に規定する設置目的に
沿って利用するとき。

免　除

還付ができる場合 還付の率 備　　考

1　研修室の管理上必要が
あるため、その利用許可
を取り消したとき。

10割

還付金に 10 円未
満の端数があると
きは、これを切り
捨てる。

2　利用者が自己の都合に
より 10日前に利用許可の
取消しを申し出たとき。

7割

3　利用者が自己の都合に
より 2日前に利用許可の
取消しを申し出たとき。

5割

4　災害その他やむを得な
い事情により利用するこ
とができなくなったとき。

10割

別表第 1（第 6条関係）
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